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午前９時 00分開会 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。本日平成３０年第４回津和野町議会６

月定例会が招集されましたところ、議員各位にはおそろいでお出かけをいただきあり

がとうございます。 

 ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、平成３０

年第４回定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、３番、川田剛君、４番、道信

俊明君を指名します。 

 それでは、先日、議会運営委員会を開催しまして、今定例会の会期及び議事日程等に

ついて協議しておりますので、その結果について委員長の報告を求めます。１０番、後

山幸次君。 

○議会運営委員長（後山 幸次君）  皆さん、おはようございます。先日、議会運営委

員会を開催しましたので報告をいたします。 

 議会運営委員会協議報告書。 

 議会運営委員会を平成３０年６月１１日に開催し、今定例会の議会運営について協議

しましたので、その結果を津和野町議会会議規則第７７条の規定により報告をいたしま

す。 

 今定例会の会期は、本日６月１５日から６月２０日までの６日間としたいと思います。 

 初日の１５日金曜は、議長より諸般の報告を受けた後、町長提出議案の説明及び報告

案件を受けて、散会したいと思います。 

 １６日土曜、１７日日曜は休会とします。 



 １８日月曜、１９日火曜の２日間は一般質問を行います。今回の一般質問は１０人の

３０件であります。 

 ２０日水曜は、議案の質疑、討論、表決及び請願の所定の処理を行い、全日程を終了

したいと思います。 

 以上、議会運営委員会の協議結果を報告いたします。平成３０年６月１５日、津和野

町議会議長、沖田守様、議会運営委員会委員長、後山幸次。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（沖田  守君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りをいたします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から６

月２０日までの６日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、会期は、本日から６月

２０日までの６日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（沖田  守君）  日程第３、諸般の報告をします。 

 ３月定例会以降における議会行事につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

諸般の報告書 

 【３月定例会以降】 

  ３月２８日（水） 萩・津和野線道路改良期成同盟会監査 議長 

    ３０日（金） 春の交通安全推進会議 議長 

  ４月 ５日（木） 農政会議研究集会 議長 

     ６日（金） 高津川水系治水砂防期成同盟会監査 議長 

           郡町村議会議長会総会（なごみの里） 正副議長 

    １０日（火） 津和野高校入学式（津和野高校） 議長 

           ベルリンミッテ区代表団議員交流会（議場）及び歓迎会（明月） 

議長 

    １１日（水） 水曜会（町民センター） 議長 

           山口線利用促進協議会監査 議長 

           広報広聴常任委員会 

    １２日（木） 全員協議会 

   ５月２日（水） 議員懇談会 

     ９日（水） 臨時会 



    １０日（木） 浜田市～津和野町間幹線道路整備推進協議会総会（益田市） 議

長 

           高津川水系治水砂防期成同盟会総会（益田市） 議長 

           浜田・益田間高規格道路建設促進期成同盟会総会（益田市） 議

長 

    １１日（金） 町村会創立百周年記念式典（益田市） 正副議長 

    １２日（土） 林道笹山山入線開通式（小川体育館） 正副議長 

    １４日（月） 正副議長近隣市町就任挨拶 正副議長 

    １５日（火） 全員協議会 

    ２１日（月） 益田市議会空港対策特別委員会 正副議長 

           郡防犯連合会監査 議長 

    ２２日（火） 町商工会通常総代会（町民センター） 議長代理副議長 

    ２２日（火） 県町村議会議長会臨時総会（邑南町） 議長 

   ～２３日（水）  

    ２６日（土） 堤田地区県営農業競争力基盤整備事業着工式（堤田） 議長 

    ２８日（月） 町村議会議長・副議長全国研修会（東京都） 正副議長 

   ～２９日（火）  

    ３０日（水） 町シルバー人材センター定期総会（プラサ枕瀬） 議長 

    ３１日（木） 町観光協会通常総会（町民センター） 議長 

   ６月５日（火） 町旅館組合通常総会（明月） 議長代理 副議長 

     ６日（水） 郡防犯連合会総会（津和野警察署） 議長 

     ７日（木） 町人権・同和対策推進協議会総会（町民センター） 議長 

     ８日（金） 津和野高校後援会第１回理事会（津和野庁舎） 議長 

    １０日（日） 町消防操法大会（津和野地区訓練場） 議長 

           長石剣道大会（津和野体育館） 議長 

           津和野自治会連合会定例会（なごみの里） 議長 

    １１日（月） 議会運営委員会 

    １２日（火） 全員協議会 

 鹿足郡事務組合議会の報告につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 関係書類は、事務局に保管しておりますので、必要の向きはごらんをいただきたいと

思います。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第６８号 

日程第５．議案第６９号 

日程第６．議案第７０号 

日程第７．議案第７１号 



○議長（沖田  守君）  日程第４、議案第６８号藩校養老館調査保存修理工事請負変

更契約の締結についてより、日程第７、議案第７１号小型動力ポンプ付普通積載車の

取得についてまで、以上４案件につきましては、会議規則第３７条の規定により一括

議題とします。 

 執行部より順次、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さん、おはようございます。本日は６月定例議会の招集を

お願いいたしましたところ、おそろいで御出席を賜りましてありがとうございます。

今定例会に提案をいたします案件は、契約案件４件、計画案件１件、条例案件５件、

一般会計を初め各会計補正予算案件１０件、報告案件２件の合計２２案件でございま

す。いずれも重要な案件でございますので、慎重審議を賜り、それぞれ可決賜ります

ようお願い申し上げます。 

 議案第６８号藩校養老館調査保存修理工事請負変更契約の締結について議会の議決

を求めるものでございます。詳細につきましては、教育次長から御説明を申し上げます。 

 議案第６９号でございますが、平成２９年度津和野町立学校施設空調整備工事請負変

更契約の締結について議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、教

育次長から御説明を申し上げます。 

 議案第７０号でございますが、平成２９年度中座地区下水道管布設工事請負変更契約

の締結について議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長

から御説明を申し上げます。 

 議案第７１号でございますが、小型動力ポンプ付普通積載車の取得について議会の議

決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  齋藤教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  改めましておはようございます。 

 それでは、議案第６８号藩校養老館調査保存修理工事請負変更契約の締結について御

説明いたします。 

 本件は、工事請負契約の変更をしたいので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。 

 本件は、契約金額の変更と契約工期の変更でございます。 

 まず、契約金額の変更でございますが、変更の金額２億１,９５０万７,８４０円、変

更前の金額１億８,９４３万２,０００円──失礼いたしました。改めまして御説明いた

します。 

 契約の目的、藩校養老館修理保存修理工事でございます。 

 契約の方法は随意契約でございます。 



 契約の金額は、変更の金額２億１,９５０万７,８４０円でございます。変更前の金額

１億８,９４３万２,０００円でございます。変更額が３,００７万５,８４０円でござい

ます。 

 続きまして、契約の工期でございますが、変更前完成期日、平成３０年６月３０日、

変更後完成期日、平成３０年１２月２９日でございます。 

 契約の相手方は、山口県萩市大字椿２３７０番地、協和建設工業株式会社代表取締役

田村伊正でございます。 

 資料１として、仮契約書を添付しておりますので、御確認をいただきたいと思います。 

 それでは、変更の主な理由につきまして御説明申し上げますので、添付の参考資料の

ほうをごらんください。 

 この図面は、下段のほうが当初の平面図で、上段のほうが変更後の平面図となります。

また、それぞれ図面の下側が掘割側となりまして、右側が大橋側、左側が町民センター

側となります。 

 また、左側の建物につきましては、こちらは以前民俗資料館として使用していた建物

ですけども、こちらのほうを北と、その反対の南側の建物を南棟と呼んでおります。藩

校当時、この北棟は剣術教場、南棟は槍術教場として使用されておりました。 

 それでは御説明いたします。 

 まず、北棟についてですけども、当初計画では骨組みを残す半解体という方法で修復

を行う予定でありましたが、解体の結果、予想以上に骨組みの損傷が著しいことが判明

しましたので、全解体で修理を行うということになりました。そのための事業費の増で

ございます。 

 続きまして、南棟の南面、これは鷺舞のモニュメントがあるところの大橋側の面にな

りますけども、そちらのほうに解体の結果、入り口があったことが判明しました。その

ため、この入り口を復元するという工事を行いました。そのための事業費の増でござい

ます。 

 次に、北棟、南棟両方なんですけども、東面、これは掘割とは反対側の御書物蔵のあ

るほうの面になりますが、解体の結果、こちらに殿様が稽古の様子を視察に来られた際

に座る上段の間という部屋が確認できましたので、その上段の間の復元とそこへの入り

口を追加いたしました。そのための事業費の増でございます。 

 次に、解体の結果、北棟にあった門番所、あと計吏詰所というのが確認できましたの

で、こちらについて復元いたしました。こちらのほうが当初から絵図等でその存在とい

うのは把握しておりましたけども、解体指針によりまして、その間取りが明確となりま

したので、それにより復元をしております。それに伴いまして、部材、建具、大工賃等

が増加しましたので、そのための事業費の増となります。 

 それから、北棟、南棟ともにですけども、瓦につきまして、当初７割程度の瓦を再利

用するということで計画を進めておりましたが、解体をしまして瓦の確認をしましたと



ころ、再生できる瓦が５割しかないということで、残りの不足分の瓦を追加するという

ことになりました。そのための事業費の増でございます。 

 契約工期の事業費につきましては、大まかなものが以上のとおりですけども、契約工

期の変更につきましては、前述で御説明しました工事により工期がどうしても延長せざ

るを得なくなったということでの工期変更でございます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

 もう一回訂正させていただきます。契約の目的、藩校養老館調査保存修理工事でござ

います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  渡邉教育次長。 

○教育次長（渡邉 寛夫君）  それでは失礼します。それでは、議案第６９号について

御説明をいたします。 

 平成２９年度津和野町立学校施設空調整備工事請負変更契約の締結についてでござ

います。 

 契約の目的は、平成２９年度津和野町立学校施設空調整備でございます。 

 契約の方法は、随意契約。契約の金額は１億１,９５０万７,４００円、変更前の金額

が１億１,７０５万６,８８０円、変更額としましては２４５万５２０円の増でございま

す。 

 契約の相手方は、津和野町枕瀬５７５番地９、堀建設株式会社代表取締役堀大地でご

ざいます。 

 資料といたしましては、裏面に工事請負変更仮契約書の写しをつけておりますので、

御確認をお願いします。 

 この仮契約書は、津和野町議会の議決を得たとき、本契約となり得るものでございま

す。 

 変更の理由といたしましては、児童生徒の安全性を考慮し、４校全てにエアコン室外

機の熱交換器フィンに防護ネットを取りつけいたしました。 

 また、学校との協議の中、配線ルートの一部の変更があったためにケーブル等の増に

伴う増額でした。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（益井 仁志君）  それでは、議案第７０号について御説明いたします。 

 契約の工事名につきましては、平成２９年度中座地区下水道管布設工事でございます。 

 契約の方法は、随意契約でございます。 

 契約の金額は、変更の金額が５,９１６万４,５６０円、変更前の金額が４,５５２万円、

変更額は１,３６４万２,５６０円でございます。 



 工期については、変更前完成期日が平成３０年６月３０日、変更後完成期日が平成３

０年１０月３０日でございます。 

 契約の相手方ですが、津和野町高峯５６６番地１、有限会社ナガヨシ技建代表取締役

永吉伯亨さんでございます。 

 次のページ以降に資料としまして変更仮契約書の写しを添付しております。 

 最終稿の資料２をごらんください。この契約につきましては、当初予定金額が５,０

００万円超しませんでしたので議会の議決は受けておりませんでしたが、今回の変更で

５,０００万円超しましたので、議会の議決を受けるものであります。 

 当初の入札は、平成３０年１月２３日、一般競争入札において実施し、５社が応札し、

入札率９２.２％で実施いたしました。 

 また、工期の変更として、３月２９日に平成３０年６月３０日に変更しています。 

 今回の工事の変更の理由としましては、現場発生土による埋め戻しが困難となったこ

とによる埋め戻し土の変更に伴い３８万１６０円の追加。マンホールの構造の変更に伴

い２１万８,８４０円の追加、管路布設路線の追加として１,３０４万３,５６０円の追加

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第７１号を御説明いたします。 

 小型動力ポンプ付普通積載車の取得について、地方自治法第９６条第１項第８号の規

定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の目的につきましては、小型動力ポンプ付普通積載車の売買契約でございます。

津和野地区を担当しております第２分団に配備しております普通積載車が購入後２４

年を経過し、老朽化が進んでおりますので、消防団総合整備契約に基づき更新するもの

でございます。 

 普通積載車の使用につきましては、ディーゼルエンジンの搭載パワーステアリング付

き四輪駆動で、乗車定員が６名でございます。 

 契約の方法でございますが、指名競争入札による契約でございます。指名業者は８社

でございましたが、４社辞退されましたので、４社で６月５日に執行いたしました。落

札率につきましては、９５.５４％でございます。 

 契約の金額につきましては８６４万円、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は

６４万円でございます。納入期限でございますが、平成３０年１２月３１日を期限とし

ております。 

 契約の相手方は、松江市東朝日町２３３番地４、株式会社吉谷代表取締役伊藤康晃で

ございます。 

 １枚めくっていただきまして、資料をごらんください。物品売買仮契約書の写しでご

ざいます。 



 納入場所につきましては、津和野地区消防センターとしております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第７２号 

○議長（沖田  守君）  日程第８、議案第７２号辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定についてを議題といたします。 

 執行部より順次、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第７２号辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定についてでございますが、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上

の特例措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づき、林道大久保線道路改良事業

に係る総合整備計画を定めたいので、議会の議決を求めるものでございます。詳細に

つきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第７２号を御説明いたします。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画につきましては、辺地地域の公共的施設を総合

的かつ計画的に整備するために必要な財政上の特別措置等を行うことにより、辺地とそ

の他の地域との格差を是正することを目的に策定し、国及び県の承認を受け、議会の議

決をいただき策定するものであります。 

 まず、１ページ目でございます。辺地度点数１６８点の吹野下・吹野上辺地における

林道大久保線道路改良事業であります。本路線は、町道吹野線により南側の山麓を利用

区域１９０ヘクタールとする林道でございます。一方で地形が急峻であり、自然環境の

厳しい奥地にあるため、大小ののり面の崩落等が多発しており、林道の改良が必要な箇

所が多く存在するところでございます。 

 拡張や線形改良により、木材搬出等作業の安全や効率化を図るとともに、林産物の利

用促進や安定供給が図られ、森林の健全性の維持や森林所有者の生産意欲の向上を図る

ために整備を行うものであります。 

 期間は平成３０年度から３１年度で、事業費は３,５６０万４,０００円です。平成３

０年度の事業費につきましては１,４４２万円であります。 

 国・県におきましては、既に御承認をいただいているところであります。 

 なお、最終ページに、平成２９年度末現在の辺地１５地区を示しておりますので、御

確認をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第７３号 



日程第１０．議案第７４号 

日程第１１．議案第７５号 

日程第１２．議案第７６号 

日程第１３．議案第７７号 

○議長（沖田  守君）  日程第９、議案第７３号津和野町日原賑わい創出拠点施設の

設置及び管理に関する条例の制定についてより、日程第１３、議案第７７号津和野町

立小中学校施設整備の利用に関する条例の一部改正についてまで、以上５案件につき

ましては、会議規則第３７条の規定により一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第７３号でございますが、津和野町日原賑わ

い創出拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について議会の議決を求めるも

のでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第７４号でございますが、つわの暮らし推進住宅の設置及び管理に関する条例の

一部改正について議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課

長から御説明を申し上げます。 

 議案第７５号でございますが、津和野町国民健康保険税条例の一部改正について議会

の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上

げます。 

 議案第７６号でございますが、津和野町伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正

について議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御

説明を申し上げます。 

 議案第７７号でございますが、津和野町立小中学校施設設備の利用に関する条例の一

部改正について議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、教育次長から御説明を申し上げます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  失礼いたします。議案第７３号津和野町日原賑わい

創出拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について御説明をさせていただき

ます。 

 今回の条例の制定のポイントにつきましては、日原山村開発センターの休館に伴いま

して、日原地区の会議室が大変不足をしておるという状況でございます。その状況下で

日原賑わい創出拠点施設につきましては、まだ全てが完成はしておりませんが、完成を

しております古民家の改修した施設の部分につきまして、まず使用開始することで幾ば

くかでも日原地区の会議室の不足について対応してまいりたいという思いで制定をし

ております。 



 よりまして、今後拠点施設の全体の完成を見た上では、総合的な調整を行って、再度

設置管理条例の制定ということは必要になってくるかというふうに考えております。 

 まず趣旨でございますが、津和野町日原賑わい創出拠点施設の設置及び管理に関して

必要な事項を定めるものでございます。 

 設置及び目的でございますが、津和野町における地域文化の伝承、交流の増加による

商工業振興及び地域振興を目的として、津和野町日原２６８番１に拠点施設を設置いた

します。 

 管理につきましては津和野町長が管理し、商工観光課が事務を行うとなっております。 

 利用申請につきましては、あらかじめ町に対して申請を受けまして、その上で承認を

受けなければならないというふうにさせていただいております。 

 利用料につきましては、別表に定め利用料を納付しなければならない。ただし、町長

が公益上必要と認める者については、利用料金を減免をすることができるとさせていた

だいております。 

 つきましては、第５条関係の別表をごらんいただきたいと思います。母屋棟につきま

しては、１座敷当たり１時間につき５００円、蔵棟１につきましては、１時間につき２

５０円、蔵棟２につきましては、１時間につき２５０円それぞれ利用料金を設定をさせ

ていただいております。 

 利用の制限につきましては、そちらに項目が上がっているとおりということでござい

ます。その他、損害賠償、委任等を条例のとおり定めさせていただきます。 

 この条例については、公布の日から施行させていただきたいということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  それでは、議案第７４号について御説明を

いたします。 

 つわの暮らし推進住宅の設置及び管理に関する条例第６条、入居者の資格について一

部を改正するものでございます。 

 議案の裏面、新旧対照表をごらんください。改正内容につきましては、第６条中、入

居者の資格に第１号、入居の申し込み時において、町外に居住している者を加え、第２

号、妊娠中の者であって、母子健康手帳の交付を受けている者、第３号、自治組織に加

入し、地域活動等に貢献する意思を有する者をそれぞれ加えるものでございます。 

 つわの暮らし推進住宅は、平成２６年度から若者定住推進対策として子育て世帯の人

口の増加及び定住化を図り、地域活性化を推進する目的で整備を行っております。平成

２６年度、左鐙地区に２棟、青原地区に３棟、平成２８年度、木部地区に３棟整備して

まいりました。 

 今回の改正は、これまで入居資格については要件としていなかった申し込み時の居住

地を事業の有効性を図る目的で町外に限ることといたしたものでございます。 



 また、これまでの募集要項に記載していた妊娠中のものであって、母子健康手帳の交

付を受けている者、自治組織に加入し、地域活動等に貢献する意思を有する者、改めて

条例に加えたものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第７５号を御説明いたします。 

 本案は、５月１７日に町の国民健康保険運営協議会を開催しまして、今年度の国保税

の改正が決定したことに伴い、津和野町国民健康保険税条例の一部を改正するもので、

今年度の県への納付金の額、また来年度の納付金の見込み額を見据えて税額の改正を図

るものであります。 

 １枚めくっていただいて新旧対照表をごらんください。第４条において、医療費分の

均等割額を２万５,０００円から２万８,０００円に、第６条において、後期高齢者支援

金分の均等割額を７,０００円から１万円に、第６条の２において、後期高齢者支援金

分の特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の平等割を６,０００円から７,０００円に、

特定世帯の平等割額を３,０００円から３,５００円に、特定継続世帯の平等割額を４,

５００円から５,２５０円に、第８条において介護納付金分の均等割額を９,０００円か

ら１万２,０００円に引き上げるものであります。 

 なお、特定世帯とは、２人世帯で１人が後期高齢者医療へ移行し、もう１人が国保に

残った世帯でありまして、５年間ほど平等割が２分の１軽減される世帯であります。 

 また、特定継続世帯とは、特定世帯で６年目以降３年間ほど平等割が４分の１軽減さ

れる世帯のことであります。 

 第２１条につきましては、それぞれ（１）、（２）、７割軽減に関すること、（２）

に５割軽減に関すること、（３）に２割軽減に関することについての改正を記載してお

ります。 

 附則として、施行期日でございますが、公布の日から施行し、平成３０年４月１日よ

り適用するということになっております。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  それでは、議案第７６号について説明をさせていた

だきます。 

 津和野町伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正でございます。今回の改正のポ

イントといたしましては、職員退職に伴いまして、いわゆる津和野町伝統的建造物群保

存地区保存条例、いわゆる重伝建の業務につきまして、町長部局より教育委員会部局に

移管をするということのための一部改正でございます。 



 １枚はぐっていただきまして、新旧対照表をごらんください。第１１条１項としまし

て、教育委員会に審議会を置くと定めさせていただきたいと思います。 

 第２項の冒頭に、「審議会は」をつけ加えまして、後段の部分を削除しております。 

 第３項としまして、審議会の委員は教育委員会が委嘱をするという形で定めさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  渡邉教育次長。 

○教育次長（渡邉 寛夫君）  それでは、議案第７７号津和野町立小中学校施設設備の

利用に関する条例の一部改正について御説明をいたします。 

 改正内容につきましては、下の表中で第１９５条の５号の別表中、屋外運動場照明施

設の次に、津和野町小学校校舎の音楽教室、ランチルームの基本使用料及び冷暖房料を

加えるものでございます。 

 津和野小学校においては現在音楽教室及びランチルームを地域開放しています。今回

エアコン設置工事を行っており、他の施設と同様、冷暖房料を徴収できるよう条例改正

するものでございます。 

 附則といたしましては、この条例は、平成３０年７月１日から施行する予定でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第７８号 

日程第１５．議案第７９号 

日程第１６．議案第８０号 

日程第１７．議案第８１号 

日程第１８．議案第８２号 

日程第１９．議案第８３号 

日程第２０．議案第８４号 

日程第２１．議案第８５号 

日程第２２．議案第８６号 

日程第２３．議案第８７号 

○議長（沖田  守君）  日程第１４、議案第７８号平成３０年度津和野町一般会計補

正予算（第１号）より日程第２３、議案第８７号平成３０年度津和野町水道事業会計

補正予算（第１号）まで、以上１０案件につきましては、会議規則第３７条の規定に

より一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、議案第７８号でございますが、平成３０年度津和

野町一般会計補正予算（第１号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ６億９０９万９,０００円を追加し、歳入歳出予算総額それぞれ８

６億６,８００万９,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長

から御説明を申し上げます。 

 議案第７９号平成３０年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

てでございます。 

 歳入歳出それぞれ４,５１２万７,０００円を追加し、歳入歳出予算総額それぞれ１１

億２,５３５万１,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長か

ら御説明を申し上げます。 

 議案第８０号でございますが、平成３０年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第

１号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ２,６０３万３,０００円を追加し、歳入歳出予算総額それぞれ１３

億６,８１８万円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明

を申し上げます。 

 議案第８１号でございますが、平成３０年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ１４６万円を追加し、歳入歳出予算総額それぞれ２億９,２５７万５,

０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上

げます。 

 議案第８２号でございますが、平成３０年度津和野町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ５万１,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ３億５,７６

７万９,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明

を申し上げます。 

 議案第８３号でございますが、平成３０年度津和野町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）についてでございます。 

 既定の歳入歳出予算総額を３７２万４,０００円とするものでございます。詳細につ

きましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第８４号でございますが、平成３０年度津和野町診療所特別会計補正予算（第１

号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ３２７万１,０００円を追加し、歳入歳出予算総額れぞれ５,６５４

万１,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を

申し上げます。 

 議案第８５号でございますが、平成３０年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計

補正予算（第１号）についてでございます。 



 歳入歳出それぞれ８６２万１,０００円を追加し、歳入歳出予算総額それぞれ３億８,

０１２万１,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長から御

説明を申し上げます。 

 議案第８６号平成３０年度津和野町病院事業会計補正予算（第１号）についてでござ

います。 

 収益的収入を８８０万９,０００円追加し、収益的収入予算総額７億５,２８０万８,

０００円、収益的支出を２３万７,０００円追加し、収益的支出総額７億４,４２３万６,

０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上

げます。 

 議案第８７号平成３０年度津和野町水道事業会計補正予算（第１号）についてでござ

います。 

 収益的収入を１,３０４万９,０００円追加し、予算総額３億５,７３４万５,０００円、

収益的支出を１,３００万４,０００円追加し、予算総額３億３,２７８万２,０００円に、

資本的収入を７,１００万円追加し、予算総額２億９,９８７万１,０００円、資本的支

出を１万３,０００円追加し、予算総額３億３７３万１,０００円にするものでございま

す。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第７８号を御説明いたします。 

 まず、４ページをお開きください。第２表の地方債補正の変更でございます。総額で

４億８,８５０万円の増額補正をしております。詳細につきましては、事項別明細書の

中で御説明をいたします。 

 それでは、歳出の主なものから御説明をいたします。 

 １６ページをお開きください。また、お手元に補正予算の概要説明を用意しておりま

すので、あわせて御参照いただければと思います。 

 なお、このたびの補正で、歳出の各費目に人件費を計上しておりますが、これは４月

１日付人事異動に伴う補正でございます。総務費では、一般管理費の委託料として地方

公務員法等の改正に伴う会計年度任用職員制度の創設による例規整備支援業務委託料

１９４万４,０００円を新たに計上しております。 

 財政管理費の積立金として、平成２９年度の剰余金に伴いまして、地方財政法第７条

に基づき、減債基金積立金４,６００万円を積み立てるものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、企画費の報酬では、見守りコンシェルジュとして集落

支援員報酬１１６万２,０００円、負担金補助及び交付金として木の口集会所へのエア

コン等の整備に係るコミュニティ助成事業補助金１３０万円、津和野町地域おこし協力

隊企業支援補助金１００万円を新たに計上しております。 



 情報処理費の委託料として、起債管理システムのシステム改修委託料１１８万８,０

００円を新たに計上しております。 

 ２２ページをお開きください。地域情報化推進事業費の負担金補助及び交付金として

ＦＴＴＨ化第２期工事に係る鹿足郡事務組合負担金３億６,９９３万１,０００円を新

たに計上しております。 

 地方創生推進事業費、教育委員会の委託料として教育費の教育魅力化推進事業費から

の組み替えに伴い、教育魅力化統括プロデューサー業務委託料７７０万１,０００円を組

み替え計上しております。 

 続いて、２８ページをお開きください。民生費の社会福祉総務費の繰出金として人事

異動による人件費の減額による国保及び介護特別会計への繰出金、２６８万５,０００

円を減額しております。 

 続いて、３６ページをお開きください。衛生費の保健衛生、総務費の繰出金として人

事異動による人件費の増や配水管支障移転工事により水道事業会計への繰出金６７４

万９,０００円を増額しております。 

 １枚めくっていただきまして、医療対策費の積立金として看護学生就学資金貸付金返

還金１５８万４,０００円を新たに計上しております。 

 続いて、４４ページをお開きください。農林水産業費では、農業担い手支援センター

費の負担金補助及び交付金として島根わさびブランド推進協議会に対する島根型６次

産業推進事業費補助金８４３万１,０００円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、林業振興費の貸付金として鳥獣被害防止総合対策交付

金の増額により、津和野町有害鳥獣被害対策協議会貸付金６１０万４,０００円を増額

しております。 

 受託事業費の委託料として林業公社への除伐等委託料６１２万円を新たに計上して

おります。 

 １枚めくっていただきまして、町行造林事業費の委託費として下刈り等委託料３７６

万９,０００円を増額しております。 

 林道新設改良費の委託料といたしまして、林道大久保線測量設計業務委託料４００万

円、工事請負費として林道大久保線道路改良工事１,０４２万円を新たに計上しており

ます。 

 １枚めくっていただきまして、水産業振興費の委託料として町内の高津川への７万尾

以上の稚鮎放流事業委託料２００万円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、商工費の商工振興費の工事請負費として日原賑わい創

出施設整備工事のうちカフェ棟建設工事等について１,９３３万２,０００円、貸付金と

して農泊推進協議会貸付金８８４万４,０００円を増額しております。 



 １枚めくっていただきまして、歴史的風致維持向上事業費の津和野駅周辺整備事業費

の補償、補填及び賠償金として電柱移転補償金１,２００万円を新たに計上しておりま

す。 

 高質空間形成施設整備事業費の工事請負費として殿町から稲成丁間の照明設備工事

５,２１２万８,０００円を増額しております。地域生活基盤施設整備事業費の委託料と

して稲成丁河川広場等の測量設計業務委託料として５７０万円を新たに計上しており

ます。 

 伝統的建造物群保存事業費の負担金補助及び交付金として建造物１棟分の伝統的建

造物群保存事業費補助金６００万円を増額しております。 

 続いて、５８ページをお開きください。土木費の土木総務費の委託料として県道柿木

津和野停車場線、中座工区開通式に係る会場設営委託料２１９万２,０００円を新たに

計上。 

 まことに申しわけございませんが、ここでおわびを申し上げさせていただきたいと思

います。先般の議会運営委員会時の資料として提出をさせていただきました資料の中で

は、この金額を３１９万２,０００円と間違った金額を記載しておりました。正しくは

２１９万２,０００円でございます。まことに申しわけございませんでした。 

 続きまして、繰出金として津和野町下水道事業特別会計繰出金２５６万２,０００円を

減額しております。 

 １枚めくっていただきまして、道路維持費の工事請負費といたしまして、町道舗装修

繕費２００万円、町道畳線のり面対策５００万円を増額しております。 

 道路新設改良費として社会資本整備総合交付金等の減額に伴い、笹ケ谷線ほか４路線

で総額３,２３０万円を減額しております。道路長寿命化対策事業費の委託料として社

会資本総合交付金の増額により道路橋梁点検業務委託料と総額１,４０６万７,０００

円を計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、河川環境整備費の工事請負費として中郷谷川河床整地

２００万円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、住宅管理費の委託料として中座団地ストック改善事業

に係る耐震診断業務委託料１９０万円、中座団地ストック改善事業自主設計委託料１６

０万円を増額しております。 

 １枚めくっていただきまして、消防費の非常備消防費の報償費として消防団員９名分

の退職報奨金４３９万７,０００円を増額しております。 

 続いて、７８ページをお開きください。教育費の教育魅力化推進事業費の委託料とし

て地方創生推進事業費への組み替えに伴い教育魅力化統括プロデューサー業務委託料

７７０万１,０００円を減額をしております。 

 それでは、続いて、歳入を御説明いたしますので、１０ページにお戻りください。 



 国庫支出金の総務費、国庫補助金として地方創生推進交付金の増額に伴い、地方創生

推進交付金１７４万９,０００円を増額しております。 

 商工費、国庫補助金として伝統的建造物群保存地区修理事業補助金３９０万円を増額、

社会資本整備交付金の増額に伴い都市再生整備事業費補助金３,１４２万２,０００円

を増額しております。 

 土木費、国庫補助金として社会資本整備交付金の減額に伴いまして、社会資本整備総

合交付金５,３４０万円を減額、地方創生道整備交付金の減額に伴い、地方創生道整備

交付金９００万円を減額しております。県支出金の総務費県補助金として住民基本台帳

法改正による社会保障・税番号制度システム整備費補助金１１０万１,０００円、沼原線

の実証運行事業に対する地域生活交通再構築実証事業費補助金１４９万１,０００円を

新たに計上しております。 

 農林水産業、県補助金として、島根わさびブランド推進協議会への島根型６次産業推

進事業費補助金５２９万４,０００円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、商工造林事業の搬出間伐事業に対する合板・製材生産

性強化対策事業費補助金２５４万６,０００円を増額しております。 

 繰入金といたしまして、財政調整基金繰入金８００万円を増額しております。日原賑

わい創出施設整備事業に対する旧日原町ふるさと創生基金繰入金５００万円を増額し

ております。 

 繰越金として、平成２９年度剰余金９,１９２万３,０００円を増額しております。 

 諸収入の貸付金元利収入として、津和野町有害鳥獣被害対策協議会貸付金返還金６１

０万４,０００円、津和野町看護学生修学資金貸付金返還金１５８万４,０００円、農泊

推進協議会貸付金返還金８８４万４,０００円を増額しております。 

 受託事業収入の林業費、受託事業収入として公社造林事業６２４万１,０００円を増

額しております。 

 雑入として、消防団員９名分の退職報償金４３９万７,０００円の増額、つわの暮ら

し推進課では、木の口集会所へのエアコン等の整備に係るコミュニティ助成事業補助金

１３０万円を増額しております。 

 １枚めくっていただきまして、町債の総務債の過疎対策事業債では、ＦＴＴＨ化第２

期工事に対する電気通信施設整備事業３億６,９９０万円を増額しております。 

 農林業債の辺地対策事業債では、林道大久保線改良工事に対する道路橋梁整備事業１,

４４０万円の増額、過疎対策事業債では、島根型６次産業推進事業費等に対する過疎地

域自立促進特別事業５００万円を増額しております。 

 商工債の過疎対策事業債では、日原賑わい創出事業費の増額及び都市再生整備事業費

補助金の事業費の増額に伴い観光施設整備事業５,３３０万円を増額しております。 

 土木費の公営住宅建設事業債では、町営住宅ストック改善事業に対する公営住宅建設

事業１,７５０万円増額、一般単独事業債では社会資本整備総合交付金の減額に伴い合



併特例５２０万円及び町道のり面対策等の防災対策事業７００万円の増額、辺地対策事

業債では、地方創生道整備交付金の減額に伴い道路橋梁整備事業４５０万円の増額、過

疎対策事業債では社会資本総合整備交付金等の減額等に伴い、笹ケ谷線ほか４路線等で

道路橋梁整備事業１,５９０万円を増額しております。 

 教育費の過疎対策事業債では、教育魅力化推進事業費から総務費の地方創生推進事業

費の組み替えに伴い、過疎地域自立促進特別事業４２０万円を減額しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第７９号を御説明いたします。 

 平成３０年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）であります。 

 歳出より御説明いたしますので、１０ページをごらんください。総務費の一般管理費

８,０００円減は、職員手当等の変更によるものであります。 

 続いて、歳入を御説明いたしますので、８ページをごらんください。国民健康保険税

５０８万９,０００円減は、平成２９年分所得及び税額改正を反映したものであります。 

 一般会計繰入金８,０００円減は、歳出の総務費で説明いたしました職員手当等の変

更によるものでございます。 

 繰越金５,０２２万４,０００円は、平成２９年度分の繰り越しであります。 

 続きまして、議案第８０号平成３０年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第１号）

について御説明いたします。 

 歳出より御説明いたしますので、１０ページをごらんください。総務費の一般管理費

２６７万７,０００円減は、職員の人事異動及び旅費、会議費については、介護保険指

導監査事務研修によるものでございます。 

 １２ページをごらんください。包括的・継続的ケアマネジメント事業費２万５,００

０円減は、職員手当の変更によるものでございます。 

 １４ページをごらんください。諸支出金の国県支出金等還付金２,８１７万７,０００

円増は、前年度の介護給付費負担金及び地域支援事業負担金の国県支払い基金への還付

金でございます。 

 続いて、歳入を御説明いたしますので、８ページをごらんください。第１号被保険者

介護保険料１,１２０万７,０００円減は、第７期介護計画において保険料値下げ分を反

映したものであります。 

 繰入金の一般会計繰入金２７０万２,０００円減は、歳出の一般管理費及び包括的・

継続的ケアマネジメント事業費で説明したものの繰入金であります。 

 介護保険準備基金繰入金６００万円増は、還付金返済のための基金繰り入れでありま

す。 

 繰越金３,３９４万２,０００円は、平成２９年度の繰り越しでございます。 

 以上であります。 



 続きまして、議案第８１号平成３０年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について御説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので、１０ページをごらんください。 

 後期高齢者医療広域連合納付金の保険料負担金１４６万円は、前年度分の確定による

ものでございます。 

 １枚戻っていただきまして、８ページ、歳入、繰越金１４６万円は、平成２９年度の

繰り越しでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（益井 仁志君）  それでは、議案第８２号を御説明いたします。 

 １０ページの歳出をごらんください。営業費の給料、職員手当、共済費につきまして

は、人事異動に伴い合計で５万１,０００円の減額で計上しております。 

 続きまして、１２ページをごらんください。公債費の元金につきましては、２５１万

１,０００円の財源振替を行うものでございます。 

 なお、財源につきましては、繰越金でございます。 

 戻りまして、８ページの歳入をごらんください。繰越金につきましては、平成２９年

度の剰余金として２５１万１,０００円を計上しております。これによりまして、一般

会計繰入金を２５６万２,０００円減額するものでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第８３号を御説明いたします。 

 １０ページの歳出をごらんください。営業費の業務費につきまして４万円の財源振替

を行うものでございます。 

 なお、財源につきましては繰越金でございます。 

 戻りまして、８ページの歳入をごらんください。繰越金につきましては、平成２９年

度の剰余金として４万円を計上しております。これによりまして一般会計繰入金を４万

円減額するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  それでは、議案第８４号を御説明いたします。 

 歳出の１０、１１ページをごらんください。総務費の負担金補助、交付金が５月末に

確定しましたので、前年度交付金精算額として１００万１,０００円を計上しておりま

す。 

 １２ページは予備費として２２７万円を計上しております。 

 戻っていただきまして、歳入の御説明をいたします。 

 ８、９ページをごらんいただきたいと思います。繰越金として平成２９年度剰余金３

２７万１,０００円を計上しております。 



 以上でございます。 

 続いて、議案第８５号を御説明いたします。 

 歳出の１０、１１ページをごらんください。介護老人保健施設事業費の負担金補助、

交付金は、前年度交付金が５月末に確定しましたので、前年度交付金精算額として９９

万９,０００円を計上するものであります。 

 １ページめくって予備費として７６２万２,０００円を計上しております。 

 戻っていただきまして、歳入の８、９ページをごらんください。繰越金として平成２

９年度剰余金８６２万１,０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

 続いて、議案第８６号を御説明いたします。 

 収益的予算の３ページをごらんください。下段の収益的支出の医療費用の給与費２６

万６,０００円の減額は、給料、職員手当等によるものです。 

 経費の交付金５０万３,０００円は、前年度交付金精算額として計上しております。 

 上段の収益的収入をごらんください。医業外収益の負担金交付金２６万６,０００円の

減額は給料手当等によるものであります。 

 特別利益の過年度損益修正益は、平成３０年２月分、３月分の診療報酬実績額が未収

金計上額を上回った９０７万５,０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（益井 仁志君）  続きまして、議案第８７号を御説明いたします。 

 １４ページの収益的収入及び支出をごらんください。収益的支出でございます。営業

費用の原水及び浄水費でございます。 

 人件費でございますが、給料等につきましては、人事異動に伴うもので合計２１８万

５,０００円減額しています。 

 法定福利費、共済費でございますが、これも人事異動に伴うもので２８万５,０００円減

額しています。 

 委託料として水道施設周辺環境整備２万円計上しています。 

 修繕費でございますが、日原第４水源地送水ポンプの修繕、それから野中浄水場電気

系統修繕料として合計２８１万２,０００円計上しています。 

 続きまして、配水及び給水費でございます。人件費でございますが、給料手当等につ

きましては、人事異動に伴うもので合計８万５,０００円計上しています。 

 共済費でございますが、これも人事異動に伴うもので２１万３,０００円計上してい

ます。 

 修繕費でございますが、落雷に伴う上高野第２配水池加圧ポンプ水位計の修繕、それ

から簡易濁度計の修繕費として合計２１４万８,０００円計上しています。 



 次ページ、１６ページをお開きください。工事請負費として町道木毛線道路改良工事

に伴う配水管施設移転工事、県道田万川線道路改良工事に伴う配水管支障移転工事、そ

れから福谷道路改良工事に伴う配水管支障移転工事など合計１,０００万円計上してい

ます。 

 続きまして、総係費でございます。人件費でございますが、給料、手当等につきまし

ては、人事異動に伴うもので、合計１９万５,０００円減額しています。 

 共済費でございますが、これも人事異動に伴うもので１万４,０００円計上していま

す。 

 賃金ですが、水道台帳整備のため臨時雇用賃金で７９万２,０００円計上しています。 

 退職手当組合の負担金、これも人事異動に伴うもので３２万５,０００円減額してい

ます。 

 特別損失として、これは現金を伴わない支出でございますが、過年度損益修正損とし

て４万５,０００円減額しています。これは人事異動に伴う賞与引当金の繰り入れ分で

す。 

 戻りまして、１４ページの収入をごらんください。収益的収入でございます。営業外

収益の一般会計補助金につきましては、先ほど支出で御説明いたしました水道事業費用

等の増額で６７４万９,０００円計上しております。 

 その他、雑収益につきましては、先ほどこれも支出で御説明いたしましたが、工事請

負費に伴います移転補償費が６３０万計上しております。 

 続きまして、１８ページの資本的収入及び支出をごらんください。資本的支出でござ

いますが、積立金としまして基金利息積立金１万３,０００円計上しています。 

 同じく１８ページの資本的収入でございます。企業債７,１００万を追加計上してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．報告第５号 

○議長（沖田  守君）  日程第２４、報告第５号統一的な基準による地方公会計財務

書類の報告について、執行部より報告を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  報告第５号統一的な基準による地方公会計財務書類の報告に

ついてでございますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、国の作

成基準に準拠した財務書類を作成いたしましたので、報告するものでございます。詳

細につきましては、担当課長から御報告申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、報告第５号について御説明をいたします。 



 統一的な基準による地方公会計財務書類について、平成２８年度決算をもとに作成い

たしましたので報告をいたします。 

 このことにつきましては、平成１８年に総務省が示した基準モデルと総務省方式改定

モデルの二つのモデルから総務省方式改定モデルを選択し、平成２０年度決算に基づき

平成２１年度から作成しております。 

 平成２５年８月には両モデルの統一を図ることが今後の新地方公会計の推進に関す

る研究会、中間まとめに決定され、平成２６年４月には今後の新地方公会計の推進に関

する研究会報告書、次いで９月には財務書類作成要領及び資産評価及び固定資産台帳の

手引が示され、地方公会計におけるモデルが統一的な基準となりました。 

 平成２７年１月２３日に正式に総務大臣通知より、統一的な基準による地方公会計の

整備促進についてが示され、本格的な運用が開始されました。 

 また、あわせて原則として平成２７年度から平成２９年度までの３年間で統一的な基

準による財務書類等を作成することが示されましたので、平成２７年度から固定資産台

帳の整備を初め平成２８年度決算をもとに統一的な基準により財務書類を作成いたし

ましたので、報告するものでございます。 

 作成した財務書類は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支

計算書の四つの財務書類で、対象となる会計の範囲は普通会計と国保や下水道などの公

営事業会計や一部事務組合、第三セクター等の決算情報を連結した連結会計です。平成

２９年３月３１日を基準日としており、財務会計システムの執行データや固定資産台帳

等に基づいて作成をしております。 

 最初に、普通会計の財務書類につきまして概要版により説明をいたします。Ａ４横の

１ページをお開きください。 

 まず、貸借対照表についてでございますが、これは本町が保有している資産と、その

資産をどのような財源で調達したかを示すものでございます。主な資産は、町有地、庁

舎や町営住宅等の公共建築、道路などの有形固定資産のほか各種基金や現金預金などで

総額は２５３億５００万円となります。主な負債は地方債のほか退職手当や賞与等の引

当金などで、総額は１４５億５,４００万円となり、純資産合計は１０７億５,１００万

円となっております。 

 次に、行政コスト計算書についてですが、ここでまことに申しわけございませんが、

資料の訂正をお願いいたします。概要版の右側下段に記載しております純経常行政コス

トと純行政コストの金額はマイナス表示が正しい記載ですので、数字の前にマイナス表

示の追記をお願いいたします。正しくは純経常行政コストはマイナス６５億１,９００

万円、純行政コストはマイナス７４億１,８００万円となります。 

 あわせて２ページ、連結会計につきましても、右端からに記載しております純経常行

政コストと純行政コストへも同様に数字の前にマイナス表示の追記をお願いいたしま

す。正しくは純経常行政コストがマイナス１０６億３,２００万円、純行政コストがマ



イナス１１５億２,３００万円となります。まことに申しわけございませんでした。こ

の行政コスト計算書は１年間の行政活動のうち、資産形成につながらない人的サービス

や給付サービス等のための経費と、それに対する直接の対価として得られた使用料等を

対比させるものでございます。人件費や物件費等の経常費用から使用料等の経常収益を

差し引いた純経常行政コストは、マイナス６５億１,９００万円で、純行政コストから

災害復旧事業費等の臨時的な収支を引いた純行政コストは、マイナス７４億１,８００

万円となっております。 

 次に、純資産変動計算書についてですが、これは貸借対照表の純資産の部に計上され

ている各数値が、１年間でどのように変動したかをあらわすものです。平成２７年度末

純資産残高に対し、平成２８年度中にマイナス４億７００万円の純資産変動があったこ

とにより、平成２８年度末純資産残高は１０７億５,１００万円となっております。 

 次に、資金収支計算書についてですが、これは資金の収支の状況を業務活動収支、投

資活動収支、財務活動収支の三つの区分に分けて示すものでございます。平成２７年度

末資金残高に対し、平成２８年度資金収支額がマイナス９,９００万円となったことに

より、平成２８年度資金残高は１億６,３００万円となり、これに歳計外現金残高を加

えた１億９,１００万円が平成２８年度末資金残高となっております。 

 続いて、連結会計の書類につきまして概要版により説明いたしますので、２ページ目

をお開きください。 

 連結会計の範囲につきましては、左側上段に記載しておりますので御確認をください。 

 なお、財務書類作成の省略が認められていることから、連結対象に簡易水道事業会計

は含まず、また連結収支計算書のみ第三セクターを除いて作成をしております。 

 まず、貸借対照表についてですが、資産合計３３２億１,５００万円に対し、負債合

計１８３億８,６００万円となっており、純資産合計は１４８億２,９００万円となって

おります。 

 次に、行政コスト計算書についてですが、経常費用から経常収益を差し引いた純経常

行政コストは、マイナス１０６億３,２００万円で、純経常行政コストから臨時的な収

支を差し引いた純行政コストは１１５億２,３００万円となっております。 

 次に、純資産変動計算書についてですが、平成２７年度末純資産残高に対し、平成２

８年度中にマイナス４億１,９００万円の純資産変動があったことにより、平成２８年

度末純資産残高はおよそ１４８億２,９００万円となっております。 

 なお、連結収支決算書については、第三セクターを除いて作成しておりますので、説

明につきましては省略をさせていただきます。 

 以上で、統一的な基準に基づく地方公会計財務書類の報告を終わります。 

○議長（沖田  守君）  特にこれについて質疑がありましたら、お願いしたいと思い

ますが、ありませんか。よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．報告第６号 

○議長（沖田  守君）  日程第２５、報告第６号専決処分の報告について、執行部よ

り報告を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第６号専決処分の報告についてでございます

が、地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定めることについて

専決処分をいたしましたので報告するものでございます。詳細につきましては、担当

課長から御報告を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、報告第６号を御説明いたします。 

 １枚めくっていただきまして、別紙をごらんください。損害賠償の額を定めることに

ついて、地方自治法第１８０条第１項及び町長の専決処分事項の指定に関する条例第２

条の規定により、平成３０年５月３０日に専決処分したものであります。 

 損害賠償の額につきましては、５万９,２２５円でございます。損害賠償の相手方に

つきましては、[総務財政課長説明]でございます。 

 事故の内容でございますが、平成３０年４月２７日午前１０時５０分ごろ、町道幸橋

中島通線の津和野警察署裏側付近において、つわの暮らし推進課つわの暮らし相談員が

公用車を駐車場から方向転換のためバックしようとしたところ、幸橋方向から来た直進

車の左後ろ側バンパー付近と公用車の右後ろ側バンパーの角部分が接触したものでご

ざいます。 

 事故の責任割合につきましては、津和野町が９０％、[相手方]が１０％でございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  これについて特に質疑があれば許しますが、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議員派遣の件 

○議長（沖田  守君）  日程第２６、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りをいたします。議員派遣の件につきましては、お手元に配付のとおり派遣する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件は派遣す

ることに決定いたしました。 

 本日までに受理した陳情書は、既に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 



○議長（沖田  守君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会といたします。大変御苦労でありました。 

午前 10時 18分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。引き続き、議員各位にはお出かけをい

ただき、ありがとうございます。 

 これから、２日目の会議を開きたいと思います。 

 あわせて、本日は傍聴席にたくさんの傍聴者においでいただきまして、心から感謝を

申し上げる次第であります。 



 ただいまの出席議員数は、全員の１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、５番、板垣敬司君、６番、丁

泰仁君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（沖田  守君）  日程第２、一般質問。 

 質問の通告がありますので、順次許します。 

 発言順序１、４番、道信俊明君。４番、道信君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  おはようございます。久々の一般質問でございますの

で、抜けるところもあるかと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。 

 質問に先立ちまして、今回の私の質問は、結構細かくなっておりますので、判断とか

等々がありますので、全て町長が答えていただきたいというふうに思っております。 

 まず、私が通告いたしました結論から申しますと、役場の本庁舎を津和野の殿町、私

は殿町ということを限定します。殿町に移してもらいたい。これが結論です。 

 それに対する、いわゆる大義、後で具体的な細かいことは申しますけれども、その大

義というものをまず皆さんに理解していただきたい。決して私は、旧津和野町と旧日原

町が綱引きをするそのきっかけをつくろうというものではありません。合併がなされて

１３年たちましたが、この１３年の間に私が感じたこと、これを一般質問の形にしたま

でです。 

 大義、何か。今の津和野町が全国に名を知られるようになったのは、殿町という存在

があった。ほかにも確かにいろいろありますけれども、殿町という存在が中心にあった

からこそだと思っております。 

 殿町というのは、坂崎出羽守が１６００年あたりに、あの場所に執務室を置いた、こ

れが始まりです。そして、以後４００年、行政の中心となって本日まで来ているという、

こういう大きな流れ、これがあったからこそだというふうに私は思っております。 

 次は、平成１７年の合併において、合併協定書というものがつくられました。その写

しを私は目にして、４番目に、新町の事務所の位置、これが明記されております。新町

の役場を島根県鹿足郡日原町大字日原５４番地２５に置く。その後、第２庁舎、津和野

分庁舎というふうに明記されております。そして、これは条例にもなりました。 

 ただ、先ほど言ったように、１３年の年月を経て、これが本当にいいのかと。これか

らの津和野町がどんどん人口が減っている中において、この状態を食いとめることがで



きるのではないか。そのためには、変更もやむなしというふうに私は考えておりますし、

地方自治法において、変更することはできるというふうに書いてあります。したがいま

して、私は結論を先に言いましたけれども、そのことをぜひ両方、旧両町の皆さんにも

理解していただいて、自然な流れとして、津和野本庁舎を殿町に持っていくことをぜひ

賛成していただきたいというふうに思っております。 

 次は、まず通告書の中にありました私の提案というところから入ります。 

 私は、今の本庁舎を津和野庁舎へ全部持ってくるなどとは思っておりません。今の状

態で津和野はやむなしと、分かれることはやむなしと思っております。ただ、総務課と、

後で言いますが、議場は津和野へ持って来ざるを得ないだろうと。ですから、大きく新

しいものを何億もかけて津和野につくると、殿町のところへつくるなどとは思っており

ません。本庁舎という名目と分庁舎という名目を入れかえていただきたい。このことが、

使途で細かいところで質問しますが、それぞれの両方の旧町にとってメリットがあると

いうふうに考えます。 

 ２番目、議場を移動する。 

 議場というものは、やはり津和野の町民を代表する議員が集まる場所です。非常に神

聖な場所だと私は思っております。これを新しく建設するのではなくて、旧津和野町に

は今まで使っていた議場があります。そのまま残っております。ただ、少しは手を入れ

なければならない。まあパイプ椅子ではないと。少しはいい椅子も置いていただくとい

うような感覚で、あの議場を使えばお金はかかりません。 

 次にいきます。議場の今のこの場所、この場所に、私が議員でなかったときにいろい

ろ日原の方に聞いてみました。いわゆる取材をしてみました。私の感覚で言えば、今の

山村開発センターをここへ持ってきたらどうだろうか。議場が向こうへ移るのならば、

この場所はあいてしまう。あいてきます。これをこのまま使うということは難しいのか

もわかりません。ですけれども、この場所があいてくる。そして、隣の建設課が今の第

一庁舎のほうへ移れば、ここがすっぽりあいてきますので、ぜひ山村開発センターをこ

こへ持ってきていただきたい。 

 その理由。やはり２００人ぐらい入れるキャパのものがないと、日原の人たちがここ

で集うということが難しい。だから、人数的には２００人ぐらいのキャパが必要だろう

というふうに考えます。 

 そしてあと、中央公民館とそれから日原公民館をここに併設すれば場所が移動する。

それで山村開発センターの役割を果たすのではないかと、このように考えております。 

 最後に、町長の考える庁舎の位置とその理由というものをまずお聞きしたいというふ

うに思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さん、おはようございます。本日から一般質問でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 



 それでは、４番、道信俊明議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 役場の位置の変更についてでございます。 

 平成１７年９月に、旧津和野町と旧日原町が合併をして以来、１２年と９カ月が経過

いたしました。合併に際しましては、両町が、地方自治法等に基づく法定協議会を設置

し、多岐にわたる協定項目を定めたところでありますが、当時を振り返りましたときに、

本庁舎の位置については、合併の成否にかかわるような議論の後、現在の位置に決定し

たところであります。 

 こうした背景において、わずか約１３年という年月において、重要な協定項目である

本庁舎の位置を動かすことについては、旧日原町に関係する多くの方々を中心に合意形

成を得ることが難しいと認めております。 

 また、本庁舎の位置については、議会における特別多数議決として、議員の３分の２

の賛成を得なければ可決されないという事実も、最も重要な協定項目であることの裏づ

けとも言えます。議決において議員の３分の２という多数を得る道筋を描くことも困難

であろうと考えております。 

 そのほかにも、本庁舎は災害対策本部となる場所でありますが、津和野庁舎と隣接地

が土砂災害警戒区域内に位置しており、防災面から、適地でないことや、議場とともに

本庁舎を設置するとなると、増築にかなりのスペースを要することが想定され、現在の

計画よりも財政面においてかなりの負担増となる等の観点からも、現時点において、議

員の御提案については現実的でないと認識をしているところであります。 

 新町発足時に策定しました新町建設計画の基本目標であります人と自然に育まれ、温

もりのある交流のまちづくりを現在の第２次津和野町総合振興計画の基本理念として、

第１次津和野町総合振興計画に引き続いて今後のまちづくりの目標を定めております。 

 第２次津和野町総合振興計画において、この基本理念に示す本町の地域特性と今後目

指すべき方向は、長期にわたって普遍的なものであり、第２次計画においても変えるこ

となく継承していきますと記述されております。 

 以上のことから、本町といたしましては、引き続き新町の一体感の醸成を礎とした基

本理念の実現に向けたまちづくりを、町民と行政が一体となってさらに進めるため、そ

の環境を一層育む観点から、本庁舎と分庁舎の位置の重要な変更について検討する状況

ではないと考えております。 

 議場につきましては、現在、日原第二庁舎に配置されております。昨年度策定しまし

た津和野町庁舎基本構想業務報告書では、本庁舎の日原診療所への移転に合わせ、議場

を移転増築する方向性を報告させていただいております。 

 また、議会におきましては、昨年度に津和野町庁舎建設問題等庁舎特別委員会を設置

していただきまして、現在の本庁舎と日原第二庁舎を日原診療所１階に移設することに

はおおむね異論はない。ただし、議場の移設及び増築は、行政効率、ランニングコスト

を最大限考慮するようにとの御意見をいただいております。 



 今後におきましては、今年度設置いたしました津和野町庁舎建設検討委員会におきま

して、議会よりいただきました調査意見を踏まえ、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 本年３月に開会されました全員協議会におきまして、山村開発センターにつきまして

は、議場が日原診療所へ移設された場合には、日原第二庁舎に集会施設としての機能を

移設したい旨の御説明をしたところであります。 

 今後におきましては、津和野町庁舎建設検討委員会の議論を踏まえ、具体的具体策を

検討してまいりたいと考えておりますが、新設という選択肢については、膨大な事業費

を要することが予想されるため、平成２５年豪雨災害の復旧事業に係る起債の償還や、

ＣＡＴＶ改修事業の財政負担の影響等、本町特有の財政課題を考慮すると、困難である

と考えております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、道信君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  それでは、具体的に今から質問に入ってまいります。 

 まず、今最初の答弁の中に言われていたので、そのことからまず、私としての反論を

申します。 

 この中に、津和野庁舎と隣接地が土砂災害警戒区域に位置しており、防災面から、適

地でないことと書いてあります。この警戒区域、土砂災害警戒区域というのが、この文

言だけを見ると非常に危険な地域であるというふうな誤ったことを町民に言っている

のではないかということを私は非常に懸念しておりまして、この言葉が何か一人で踊っ

ているような感じがしました。 

 ここにも、先ほどにも言われたようなことを、私はこれを一応勉強してみました。そ

うすると、本来ならこれを皆さんに配ればよかったんですけれども、ここに、これが旧

日原の、この黄色いところです。これがハザードマップ、これは島根のマップです。こ

れに記されております黄色い部分、これが警戒区域です。議員の皆さんにもちょっと見

てもらいたい。これが警戒区域です。 

 そして、次が、これが津和野です。これが津和野ですね、これが津和野。これが津和

野です。こう見たときに、ほとんど黄色なんですよ。ほとんど黄色。それで、津和野庁

舎が位置されているところは、土砂がどうっとあの線路を越えて落ちてきて、そして庁

舎に影響を与えるというところがもうかすっているようなところです──済みません

ね、これ。かすっているようなところの三角の端っこのところにあります。 

 警戒区域とは何ぞやというところなんです。危険区域ではありません。警戒区域とい

うのには二つありまして、一つは特別警戒区域、これは赤い表示であるんですけれども、

これはほとんどないです。まず赤いという部分は、まあちょろっとあるんですけれども、

まずない。 

 特別警戒区域、それでは特別警戒区域とは何ぞや。一定の開発行為をする場合に、制

限が出てくる。あそこをこうせい、ここをこうせいということです。住居を構える場合



には、建築物の構造に規制が入る。具体的に補強をこうせえとか、土台をどうだという

ところですけども、ちょっと専門家じゃないんでここまでわからない。要するに、特別

とつくところなんです。 

 普通の土砂災害警戒区域というのはどんなものかといいますと、避難場所や経路をハ

ザードマップに掲載すればいい。土砂法第８条。行政としては、疑うものは全て指定す

る、指定せざるを得ないです、疑わしいところは。 

 これを心配、これは一般の町民の声ですけれども、これを心配すると、住む場所がな

くなる。今私が皆さんにお示ししましたように、ほとんどが黄色です。これ住む場所が

ないですよ。家も建てられません。ましてや、津和野に来ていただきたいという人たち

に対して恐怖心を与えるという、そういうものとみなされるおそれが、ほとんどが警戒

区域の中に入っておる。だから、気をつけましょうねということです。そういう状態が

出たときには、いち早く情報を伝達して、皆さん速やかに逃げられるような体制をつく

りましょうというようなことを整備してください、これが警戒区域の意味です。 

 ですから、今この中に、先ほど町長が言われたような、こういうおどろおどろしいよ

うな状態の中につくるということではありません。だから、ここを、何かすごく非常事

態、私が言う場所が非常に危険な場所だという印象を与えるということは、これはあっ

てはならない。 

 もう一つ、この中には言われておりませんでしたけれども、よく言われるのが、浸水

地域、津和野町はあの場所が洪水浸水推定区域、こういうことだからということも私の

耳には入ってきます。それで、私はそのものを、やはり私の感覚で言うわけにはいきま

せんので、当然調べております。 

 ここに高津川水系津和野川洪水浸水想定区域図、ここにあります。ここにありますね。

これは、県が発行したものです。県がこれをつくったものです。一番新しいものは、つ

いこの前出てきました。私、前回の場合は平成２０年でしたから、一番新しいのを見せ

てくれというふうにして県に依頼をしたら、県が一番新しいのができておりますから、

見てくださいということで、ここにその図面を見ておるんですけれども、これを見ます

と、何でこの二つを指定したのか。それを河川課に確認しました。そしたら、高津川水

系で１カ所、津和野川水系で１カ所、計２カ所をピックアップして、それで選定してみ

た。ほかはって聞いたんです。いや、ほかはやっておりません。金がかかるんです、こ

れ。これをやるのには。 

 平成１７年にこの調査が始まっているんですけれども、このときの最初のが、だから

合併前後です。高津川水系で吉賀町、それから津和野川水系で津和野町、旧津和野です。

この２カ所をやってみた。基準は何かと聞いたんです。基準は何かと聞いたら、人口規

模と財産の規模で、大きいところをやりました。大きいところをやります。理由がこれ

なんで、決して水量が多いとか危ないとか、何とかかんとかと言うことを議論してこの

２カ所をやったわけではない。たまたま今の人口と財産の量に応じてやったのが旧津和



野町の一帯、で吉賀町。だから、この旧日原の場合はやっていないんです。やっていな

い。だから、どっちが危険で、どこがどうだああだというのはなっていない。 

 それでもう一つ、この資料は、１日に総雨量４８１ミリ、１時間９６ミリ、これを想

定した。この量というのは、聞いてもわからんですわね。これは前年に起きた名賀の水

害のことを想定すると大体比較すると見当がつきます。名賀が１日の総雨量が３８１ミ

リ、１時間が９１ミリ、これでということは、これよりも多いということですね。これ

よりも多い中において、ここが浸水するのは最高で５０センチの浸水、地面から５０セ

ンチのところまで水が来ますよということを最大規模として想定しましたということ

が出てくる。この頻度はどのぐらいを想定したのかということを聞いたところ、まあ千

年に一度でしょうね。これは裏づけはあるわけじゃないです。裏づけがあるわけじゃな

いんですけれども、千年に一度ぐらいでしょうねということをまあ河川課の担当者が言

っておりましたが、それがほんとかうそかというのは千年たってみんとわからんですか

ら。 

 こういうような、今の二つの例を挙げました。だから危険を、危険だ、危険だ、危険

だということで津和野庁舎が否定されるということはよろしくないというふうなこと

を事例として申し上げました。 

 それでは、通告書の中に書いてあります、通告した内容に関して、ちょっと具体的に

質問してまいります。決して今初めて私が口にするわけじゃありませんので、これでぜ

ひ町長にお答えいただきたい。 

 ですから、最初に言いましたように、今回は町長にお答えいただきたいということで

あります。 

 まず１番目、本庁舎には国や県や他市町の来賓や職員が多く訪れます。本庁舎という

のは町の顔であり、玄関であり、応接間の役割を持っています。さらには──これは私

の取材ですけれども、大体そういう方はちょっと観光してみたい、こういうふうに必ず

言われるそうです。津和野の、せっかく津和野に来たんだけん、観光してみたいと言っ

たときに、すぐその人たちを連れて津和野の観光を、時間的にわずかですけれどもして

いくというメリットが殿町にはあるというふうに、そういうふうな取材を私はしました。

耳にしました。 

 だから、さっきの大義名分というところからの今度は具体的なことですから、今のこ

とについてどう思われるかということ。 

 次が、災害対策本部のことですけれども、災害対策本部というのは警察や消防、土木

の本所と入院設備を持つ病院、津和野の場合は幸いにヘリポートがある。ヘリポートが

集積した場所である。さらには、通信が不通になる場合に、徒歩で行き来できる。ここ

は非常に大きいところなんです。最後には人間の足ですから。そして、徒歩で寄り合っ

て、そしてみんなで協議できる。これが必要なんだということは、私は前回の、先年の

あの災害で感じております。携帯が通じなくなったり等しました。確かに、いろんな機



器をあれして、そういうものを増設はされました。ですけれども、機械というものはや

っぱりいつ何があるかわからん。ですから、徒歩で集まられる。これは非常に大きな問

題です。このことは、本庁舎の位置というものに明記するときに、地方自治法の第４条

で、こういう官庁が集積するということが必要だというふうに書いてあります。 

 次、観光客のほぼ全ての目的地は、まず殿町です。車のナビに津和野町主要部、大体

主要部というのを入れるんです、住所がわからんかったら。主要部と入力したときに、

思わぬ場所に到着して戸惑う。戸惑ってきた観光客の方を、私は商売をやってきる関係

もあっていろいろそういうことの不平とか不満とかというものを聞いてきました。まだ

ほかにもあると思いますよ。 

 さらにもう一つ、国道９号、これを山口のほうから走ってきました。そしたら、看板

があります。道路標識、大きな看板があります。そこには、津和野町まで１４キロと書

かれています。そして、数メートル走ったらさらに大きな看板がありまして、左側に矢

印がついておって、津和野城下と書いてある。 

 今まだあそこのなごみへ行く道はまだ通じていませんので、実はテープで隠してある。

ですけど、見えますよ、透けて見えます。あれをとったら、もうもろに左が津和野城下

というふうになっています。それからちょっちょっちょと走っていくと、３カ所に、小

さな看板ですけれども、白抜きの文字で、津和野、津和野、津和野とある。あの９号を

抜けていくときにそういう看板が目に入ってくる。どう見たって、眼下が広がるものが

津和野だろうというふうに思います、観光客の方は。 

 それで、私は、国交省に行って聞いてみました。あの看板は国交省のものですかと。

ひょっとして、誰かが、民間がつくったんじゃないかということをおっしゃるので確認

に行きました。これ国交省、あの分は国交省がつくったんですよねと言ったら、そうで

すという言葉。で、左は、今私が言うたようなことをちょっと言うてみたんです。苦笑

いしていました。苦笑いをしていた。 

 どうなんだとかというのは、それは言いませんよ、もうそこからは、もう言ったって

どうしようもないことだから。だから、観光客がそこで誤解を与える。国交省も疑問に

思っている。 

 それからもう一つ、益田方面から来たときに、たしか三星のところ、あそこで、要す

るに境です。津和野まで７キロと書いてある。そこから約７キロぐらい走ります。７キ

ロ走った地点が枕瀬、日原の駅の国道９号の上のところです。あそこへ行くと津和野ま

で１１キロ。えっ、７キロ走ったはずなのにな。ならあそこで１１キロと出てくるんで

す。これ一体どうなっているんだということは、国交省も、先ほど言いましたように苦

笑いをしているところで、こういうような実態がある。 

 本庁舎が殿町であったら、これは解消される、このように私は感じましたので、具体

的に今言いました。 



 この通告の中にも書いております今の具体的なことに対して、もしお答えがいただけ

ればと思って、町長、ぜひよろしくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まず、土砂災害警戒区域内というお話でございますけれども、

私自身がおどろおどろしく町民の皆さんに不安をあおろうとかそういう思いで最初

に回答させていただいたということではございません。この土砂災害警戒区域という

のは全国的に発表されているものであります。その警戒区域内に当たる方々は、日ご

ろの生活の中においてどうぞ用心をしてくださいと、そういう意味で発表がされてい

る。それは道信議員もおっしゃったとおりでございます。 

 私が回答で申し上げたのは、いわゆる防災面から適地でないということでございまし

て、それは防災行政をつかさどる我々行政の立場から、本庁舎というのは災害対策本部

になるところでありますから、それを土砂災害警戒区域内に置くということは、これは

困難であるということを申し上げたというところでございます。 

 そして、特に災害対策本部でございますけれども、これは、要は大きく分けて、私自

身は平成２５年の豪雨災害を経験した上からも、二つの役割があると思っております。 

 それは、まず雨が降りそうだという気象台等々との情報でわかるわけであります。そ

の日は大雨になりそうだというところから、災害対策本部を設置して、実際に雨が降り

始めて、そして川が増水をして、被害が時には出る。これは２５年のケースであります

けれども。そのときに、刻一刻と雨が降って増水をする中で、町民の生命、財産を守る

ために避難勧告等も出していかなきゃならない。そういう緊迫の中での対応というのが

大きく分けて一つ。 

 そして、雨がやんで、少しずつ川の増水もおさまり始めた中で、被害調査から復旧へ

向かっていく、そういう第２段階に分けられるわけであります。特にその第一段階の、

雨が降り始めて緊縛状態の中で、その災害対策本部が万が一土砂におおわれてしまうと、

もうこの町民の生命、財産を守る、避難勧告や指示も出せない。そういうような大きな

危険性が生まれてくる。そういう可能性がある中で、やはり災害対策本部になる本庁舎

というものを土砂災害警戒区域内に置くことはできないだろうというふうに考えてい

るところであります。 

 これは、警戒区域内ということは、大丈夫だからという部分は、道信議員さんはそう

いうお考えかもしれませんけれども、私としては、災害対策本部長という町民の生命、

財産を守るその責任者としては、とてもそういうことは考えられないと。そこはやはり

危機意識の違いであろうかなというふうに受けとめながらお聞きをしたところでござ

います。 

 そして、浸水想定区域のお話もあったわけであります。日原側は調査をされていない

から、だから殿町には大丈夫ということにもならないわけでありまして、実際にもう浸



水想定区域内にという指定がされているという事実は変わらないということでありま

す。 

 千に１回ぐらいの頻度というようなお話も紹介されましたけれども、例えば、平成２

７年、ちょっと間違えているかもしれませんが、津和野の豪雨災害の後に起きた広島の

豪雨災害でございます。こちらは７０名を超える方々が土砂災害で亡くなられておりま

す。これも数百年に一回という雨が、雨量が降ったからでございます。 

 先ほど、浸水想定区域内の１時間９６ミリが、これが最大豪雨、そういう紹介があっ

たわけでありますけれども、平成２５年の津和野町の１時間の最大雨量はと９１.５ミ

リでございました。しかし、広島のその災害の雨量というのは、もう１００ミリを超え

ております。 

 また、昨年、九州北部で起こりました豪雨災害、これらも福岡県朝倉市で１２９.５ミリ

という、要は９６ミリを超える実際に雨が全国各地で降っている、そういう状況の中で

ございますから、やはり浸水想定区域内になかなか災害対策本部となる本庁舎を置くと

いうことも、これは難しいんではないかという考えに立っているということであります。 

 ただ、土砂災害警戒と違って、浸水想定についてはと、ある意味もう少し対策ができ

るかというふうに思っております。それは、１階に災害対策本部を置くのではなくて、

２階か３階へそういう災害対策本部を置いて、ある意味浸水対策というのはできる可能

性があるというふうにも思っている。 

 そういう中で、現在我々が計画をしております日原診療所の施設、これは２階と３階

がああいった状態で使えるわけでございますので、３階のほうへ災害対策本部を置くと

いうやり方の中において、浸水想定区域への対策もできるんではないだろうかと。また、

あわせて、今まだ我々検討段階でありますけれども、要避難者でございます。そうした

方々の避難所というものにも３階一緒に置くことで災害対策本部と密接なこういう避

難行動つなげていけるという意味で、日原診療所が非常に適地ではないかということも

考えているといったところであります。 

 津和野庁舎のほうにおきましては、２階建ては可能であろうかと思いますが、なかな

かやはり景観条例の関係もございますので、高さ制限もあったりして、３階建てという

のはなかなか不可能ではないだろうかと、そういう考え方にも基づいて、われわれの計

画を進めているというところもあるわけでございます。 

 もともとが、今回の耐震化として庁舎の老朽化対策の事業がスタートしたと、そうい

うような状況でございます。そういう中で、実はこの本庁舎も、御承知のとおり、もう

災害警戒区域内ということになっているわけでありますから、同じように土砂災害警戒

区域内から本庁舎は外していくべきだということで、日原の診療所の施設については、

現在、土砂災害警戒区域外ということになりますので、また耐震基準も満たしている、

そういう中で、お金をかけない方法としてこの日原診療所への移転というのが本庁舎と



して一番ふさわしいというのが我々の考え方に基づいているというところでございま

す。 

 それから、同じく災害防災関係でありますけれども、議員の御指摘の中にも、警察、

消防、土木の本所等々が近くて、すぐ駆けつけてくることができるというようなお話も

あったわけでございますけれども、実際、平成２５年度の豪雨災害では、災害対策本部

を設置いたしました。これは、現在の本庁舎に設置をしております。そのときに、いろ

んなそういう関係団体の応援をいただいているわけでございます。例えば、国交省から

情報収集部隊としてリエゾンというチームが入ってきてくださっております。これは当

然、浜田を中心に回ってこられますので、逆に日原のほうがより近く来ていただいたと、

そういう状況もございました。 

 また、県も、津和野土木事業所については、彼らの災害時の対策の持ち分があります

ので、事業所の中でそういういろんな対応をしていただいているということであります。

むしろ我々の災害対策本部には、県としては益田にある出先機関から災害対策本部に応

援に来てくださったと、そういう経過もございます。 

 また、そのほかにも、企業が、例えば中国電力さん等が我々の災害対策本部に駆けつ

けてくださって、いろんな対応も一緒にしてきたという経過であります。これも当然益

田のほうからお見えになられたと、そういう経過でございますので、決して津和野に全

て近きものがあるから有効だということにはならないわけでありまして、そういうこと

を考えますと、やはり本庁舎としては、防災上は日原地域にあるということも大きなメ

リットがあるというふうに受けとめているところでございます。 

 その他もろもろお話がございまして、いろいろな御質問があったので、ちょっと全て

にお答えできるかわかりませんけれども、観光の関係のナビの話であります。これにつ

いては、以前にもほかの議員さんから御指摘をいただいたところもありまして、これは

課題としては我々としても認識をしているところでございます。その中でいろんな対応

も考えてもきたと。看板を設置したりとか、そういうこともでき得る限りやってきたと

いう状況であります。 

 ただ、やはり我々としては防災という、非常に町民の生命、財産を守るということが

まず第一という中において、いろんなメリット・デメリットがあるかと思いますが、そ

のデメリットの部分については、その現実の中でしっかり対応していくということをや

ってまいりましたし、今後もそのことはしっかり、何らかの対策が講じれるように努力

をしていきたいというふうに考えているところであります。 

 そして、最後になりますけれども、１回目の御質問でもお答えをしているとおり、町

民の皆さんの合意形成でございました。このことをどう全体としての合意に持っていく

のかということは非常に難しい問題であろうかと。私には、その道筋というのは描けな

いということであります。 



 きょうの御質問の前段で、これを一体感の醸成というものを無にしようという、そう

いう思いで質問されるんではないということをお話になられたわけであります。私もそ

う願っておりますけれども、実際、この問題がクローズアップされればされるほど、私

のほうにもいろんな御意見がもう既に厳しい御意見が寄せられているという状況で、残

念ながら、結果としては一体感の醸成から離れていくような今状況になりつつあるとい

うのが現実でもあるというところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ４番、道信君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  わかりました。それは、また一つ一つ反論していたら

時間もないですので、一つちょっとおかしいなと思ったのは、診療所のところのあの

場所が、耐震を満たしているということを言われましたね。あれ私も見ました。あの

冊子を見てみました。そして、さらに──それは私素人ですから、専門家に見てもら

ったんです。 

 今の法律に適しているかどうか──耐震がですよ──という内容ではないと。これは、

あの当時、建てられた当時の設計図に合っているかどうかということをあの中で書いて

ある。あの中で評価しているだけのものだと、こういうあれだったんです。 

 確かに、あの中に耐震という文字は一言もないんです。鉄筋がとか、壁がどうとかあ

あとかこうとかというのは確かに書いてありました。それは、建てられた当時の設計図

と現物がきちんと合っているかどうかということを図面の中に落としたものである。だ

から、いつかというのはよくわからないんですけども、そこまでちょっと調べてなかっ

た。要するに、当時のものとの整合性を書いてあるものであって、耐震にあれが適して

いるかどうかという文言はどこにもない。ですから、今の一番新しい法律に照らし合わ

せてということはないということで、まあ、専門家に見てもらったというところです。 

 そこが、ちょっと今聞いておって、耐震のところ。耐震診断の件は、本庁舎も分庁舎

も全てやっていませんよね。これも当然確認はしました。そういう報告が県に来ている

かということを聞いたら、来ていませんと。ですから、これは２７年の３月３１日まで

に一応報告せよということになっているけれども、法律がちょっと変わって、３３年の

３月３１日までに耐震の報告をすることが義務となっております。 

 耐震のことが今出たんで、え、耐震してないのに何でわかるのみたいな、耐震診断を

していないのに何でそんなことが言えるんかなということを今この質問の中でしたわ

けですけれども。 

 大体そんなところです。今の耐震の件、課長でもいいですけれども、あの冊子。決し

て耐震をうたっているものでもないし保証しているものでもないということをちょっ

とお尋ねします。 

○議長（沖田  守君）  これ道信君、担当の総務財政課長に答弁させる。いいね。 

○議員（４番 道信 俊明君）  ああ、いいですよ。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 



○総務財政課長（岩本 要二君）  耐震診断につきましては、建物自体の建築年によっ

てその当時の建築基準法の中で、今議員さん言われましたように、設計書に基づいて

いろいろ判断をしているという状況がございます。 

 そういった中で、昭和５６年以前に建てた建物は、旧耐震基準による設計書のつくり

方をしております。昭和５６年以降につくられた建物の設計書は新耐震基準による、い

わゆる構造計算だとかそういったものが設計書の中には盛り込まれてつくっておりま

す。そういった観点から、昭和５６年以前に建築された建物につきまして、これまでも

国の指導のもと、そういった診断調査を行い、診断した経過に基づいて耐震改修、補強

工事をしてまいっているという状況でございます。 

 日原診療所につきましては、平成元年に建築された建物であります。昭和５６年以後

の新耐震基準の設計基準に基づいて建てられた建物ということで、耐震基準は満たして

いるという判断をしております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ４番、道信君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  はい、わかりました。 

 耐震を満たしているとぐらいは文言を書いておかんと、あれ見て、私ら素人ですよ。

これ耐震のものは何もないがなというふうに思いますので、ですから、ほんとに耐震耐

震ということを言われるんだったら、そこまでの配慮をした文書で、ただ、ほんとに詳

しく私、私の友達の設計士も、ほんとに詳しく見ているわけじゃないですから、あれが

ほんとに正しいかどうかというのは、あくまでもコンサルタントがつくったものですか

ら、だからまあ、ああそうかみたいな程度しか思っていませんので、ですから、これは

また今後、本当にそれが適しているかどうかということを私も研究してみます。町のほ

うもぜひ研究してみてください。 

 時間もあと６分、７分ですので、次の質問に入ります。 

 最近、喫煙に関して非常に、いろんな問題があるんです。東京都やら大阪府やら、何

やらかんやら、新聞をにぎわしておりますけれども、それはちょっと違った物の見方な

んですけれども、町の例規集を見ますと、休憩時間というのは１時間です、たしか。あ

れ、会社によったら分けてやるところもあるんですけれども、どうもあれを見ると、も

う１時間ずっとみたいなんで、４５分・１５分という書き方ではなかったですよ。ただ、

そこはきょうちょっとお聞きして、詳しくちょっと聞いておかんといかんのですけれど

も、例えば、うちのお店なんかは、４５分・１５分なんです。で１時間、こういうやり

方もありますんで、トータルでやりますんで、そこをちょっとお聞かせ願って、それで、

やっぱり勤務中、もし今勤務中であった場合は、やっぱりまずいですよ。そりゃあそこ

を町民が通りますから。これ津和野庁舎ですよ。あの後ろを通りますので、町民が。駐

車場に置いていったら通りますから、勤務中にたばこを吸うというのはまずいんじゃな

いのと。 



 それで、まあタイムリーかどうかは別ですけれども、大阪府で２年間に何百回とかい

うことで訓告処分を受けたという事例もありました。そこまで私、きょう、どうだこう

だとかいう気はないんですけれども、これは喫煙という問題だけじゃなくて、ほかのい

ろんな、執務しているときの職員の規律みたいな、ここの一つの事例ですので、そうい

う意味で捉えてもらいたいんです。 

 もう一つちょっと事例を言いますと、私が本庁舎に行って住民票かなんかをとろうと

していたんです。そして座っておったら、目の前を歯磨きしながら通っているという、

こういうのがあったんです。町民の方の目の前を歯磨きしながら、えっみたいな、それ

は確かに勤務外の昼休み時間でしたよ。ですけれども、こういうもろもろに関しての規

律みたいなものがあるんで、一つの事例として、町民の目は見ていますから、だから、

という意味でこれを出しました。これに対する回答をよろしくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、勤務時間内の喫煙についてお答えさせていただき

ます。 

 健康増進法では、受動喫煙の被害における責任は、たばこを吸う人ではなく、その場

所を管理する事業主となっております。本庁庁舎におきましては、庁舎内を全面禁煙と

しており、喫煙者のために本庁舎、津和野庁舎ともに喫煙スペースを指定、確保してい

るところであります。 

 勤務時間中の喫煙に関しましては、業務に支障がない範囲内で、度が過ぎない限り認

めているところでございますので、今後、勤務時間中の喫煙につきましては、節度ある

行動を心がけるよう指導してまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ４番、道信君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  私は、これが回答が来るときには、だめですよみたい

な、わかりましたというのが来ると思ったら、度が過ぎない限り認めているというの

が、この文言があったので、えっ、誰がどういうふうな形で認めているのというふう

に、ここだけちょっと教えてほしいんですけれども、認めるというふうなことが、就

業規則の中にそんなのがあるのかいなみたいなところがあるんですけれども、これ、

ここのところの文言だけちょっと教えてください。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  回答の中にあります業務に支障がない範囲内で、度

が過ぎない限り認めているところでございますという表現についてでございますけ

れども、確かに、議員が言われますように、勤務時間内のたばこの喫煙についてはい

ろいろと各地域でも各自治体でもいろんな御意見があるとは思っております。 

 ただ、津和野町としましては、例えばコーヒーを飲んだり、職員の方がそういうふう

な時間をとられるわけですけれども、そういった時間と照らし合わせて、ある程度認め

て、度が過ぎない程度認めているということでございまして、頻繁に長時間もたばこを



吸う時間が長くなったり、回数が多くなったりすると、そういうふうな状況が見受けら

れた場合には、何らかのルールといいますか、対応を考えないといけないと考えており

ますけれども、現状況におきましては、今御説明しましたように、業務に支障がない範

囲内で認めているという状況でございます。 

○議長（沖田  守君）  ４番、道信君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  まあ、そこを私も片目つぶっておきますから、ですか

ら、やっぱりさっきもう一つ例を出したんですけれども、そういうようなことはやっ

ぱりぴしっとしとかんと、先ほど言いましたように、町民がどこで見ているかという

ことがありますので、襟を正していかれることが町に対する信頼というところにつな

がってまいりますので、ぜひそこは、認めるという言葉を拡大解釈しないように、よ

ろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、４番、道信俊明君の質問が終わって、ここで１０時

１０分まで休憩といたします。 

午前 10時 00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 10分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序２、３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  議席番号３番、川田剛であります。通告に従いまして、

２件の質問をさせていただきます。 

 放課後児童クラブ事業についてであります。 

 今年度より、津和野町の放課後児童健全育成事業施設、以下、放課後児童クラブであ

りますが、あおぞらクラブ、きべっこクラブ、つわのっこクラブ、ひまわりクラブが民

間事業者に委託をされております。放課後児童クラブの平成２８年度実績では、歳出が

１,４６７万６,５７２円で、利用料収入が４７０万２,６００円。実支出額が９９７万

３,９７２円であります。そこから、国の補助金３３２万４,６５７円と、県の補助金３

３２万４,６５７円が歳入として入りますので、津和野町の実質負担額は３３２万４,６

５７円でありました。 

 このたび、民間事業者には１,８４４万４,０００円が、平成３０年度一般会計で予算

組みされており、財源は、国の補助金５０４万６,０００円と県の補助金５０４万６,０

００円、そして、津和野町の負担８３５万２,０００円であります。平成２８年度の津

和野町直営時の放課後児童クラブ事業と、今年度から実施されている民間委託での放課

後児童クラブ事業を比較いたしますと、５０２万７,３４３円が増額となっております。

この差額、５０２万７,３４３円の根拠につきましては、以前の会議等で人件費の増額



分、これまでは直営では実施できなかった研修などの費用なども含まれており、職員に

とってもプラスである旨の説明だったと記憶をしております。また、放課後という特殊

な勤務体系であることから、職員の不足が慢性的に発生しており、全国で事業を展開さ

れる子の事業者であれば、他地域の事業所から職員を派遣することが可能であるとの説

明もございました。 

 これらのことから、民間としてある程度の利益の追求が必要であることと、そして、

民間委託することで町の仕事量の減少を図ることなど、いたし方ない部分もあり、当初

予算の段階では認めたところであります。 

 これらを踏まえまして、以下、質問を始めさせていただきます。 

 まず、１つ目であります。民営である畑迫あじさいクラブについて、２４３万２,０

００円の運営委託料が組まれておりますが、４事業所を委託された民間事業者の見積も

りでは４２０万円の見積もりが提案されております。この差額はどのような理由か、お

示しいただきたいと思います。また、このたびの委託に際し、入札が行われておりませ

ん。プロポーザル方式など、入札をすべきではなかったのか、また、契約更新の際はど

のように対応されるのか、所見をお伺いいたします。 

 ２つ目に、津和野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例第５条第３項には、「放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図

り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児

童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。」と定めら

れておりますが、職員や保護者、そして地域に説明の案内があったのか。これまで補食

や備品等の購入などで関係していた地域の業者もあったと思いますが、その所見をお伺

いをいたします。 

 ３つ目に、約４７０万円程度が見込める放課後児童クラブ利用料は、民間事業者の収

入でよろしいかお伺いいたします。 

 ４つ目に、人件費について、先ほど述べた条例第１０条第２項に定められた放課後児

童支援員及び補助員は、各放課後児童クラブに平成３０年４月時点で何人ずつ配置され

ていて、その方々は全体で幾ら増額されたのか。また、その条例第１０条第３項の各号

に定められた支援員の資格要件により、賃金に差は設けられていたのか、また、今年度

からはどうか、これについてお尋ねいたします。 

 ５つ目であります。職員の研修についてでありますが、町直営では実施できなかった

とのことでありますが、以前は実施されており、案内等も配布されていたと聞いており

ます。近年研修がなかったことはなぜなのか、今年度からは以前のように実施されてい

るのか、それとも以前行われていた研修以上のものが実施されているのか、お伺いをい

たします。 



 ６つ目であります。職員不足の改善について、４月当初において支援員が配置されて

いない児童クラブがあると聞いておりますが、委託民間事業者から、派遣の対応など支

援員の配置があったのか、不在期間はどれくらいか、お伺いいたします。 

 ７つ目であります。一般的に支援員が配置されていない事業所について県に確認しま

したところ、国及び県の補助金は交付されないとのことでありましたが、これについて

どのように対応されたのか、お伺いいたします。 

 最後であります。今年度から委託された放課後児童クラブの中で、地域住民での運営

を希望した場合、契約上は可能かどうかお伺いをいたします。 

 以上８点、質問をお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、３番、川田剛議員の御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 放課後児童クラブ事業についてであります。 

 まず、１つ目の御質問でありますが、今年度の畑迫あじさいクラブの委託料について

は、これまで町が直営で行っていた４事業所と賃金等の条件が同じものとして予算計上

されており、直営の４事業所を委託するに当たって、参考のために民間事業者に畑迫あ

じさいクラブの見積もりを提出させたところ、４２０万円であったということでありま

す。今年度中に畑迫あじさいクラブの賃金等も４事業所と合わせるため、委託料の契約

変更について相手方と協議をしているところでございます。 

 業者選定方法についてでありますが、通常、県内においても、放課後児童クラブの運

営は、保育所等を運営している社会福祉法人等が行っている場合が多く、当初、町内の

関係法人にも打診をしてみましたが、受託は困難ということであり、本町において事業

を開始できるというシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社の運営方針や、他地

域での実績等を勘案し、随意契約としたところであります。 

 契約の更新については、委託した業務内容の実施状況を確認し、検討したいと考えて

おります。 

 ２つ目の御質問でありますが、委託業者においては、３月に保護者説明会を開催し、

運営方針等について説明や質疑応答を行っており、また、各地域の小学校へも、新年度

から業務委託を請け負った旨の挨拶や説明を行っております。 

 備品やおやつ等の購入等に関しては、これまで取引のあった地元の業者を、できるだ

け利用するよう要望しております。ただし、委託業者が民間事業者なので、地元の業者

から取引できない旨、申し出のあったところもあると聞いております。 

 ３つ目の御質問でありますが、利用料は委託業者の収入とすることで契約をしており

ます。 



 ４つ目の御質問でありますが、各クラブの４月時点での放課後児童支援員及び補助員

の数は、つわのっこクラブ８名、日原ひまわりクラブ３名、あおぞらクラブ４名、きべ

っこクラブ２名でございました。 

 賃金については、支援員資格所有者、支援員資格取得予定者、補助員によって、また

地域性を踏まえて決定されているということで、町が運営していた時点より、時給で２

６円から１３０円の範囲において増額をされております。 

 ５つ目の御質問でありますが、職員の研修については、これまで町が行っていたもの

として、保育所職員の研修に合わせて救命救急講習等は行ってはいましたが、児童クラ

ブの職員向けに、独自には行ってきませんでした。今年度からは、委託業者より研修の

機会は設けられていると聞いており、内容的には、先般も九州から支援員を指導するチ

ューターによる人材育成研修を行ったことを聞いておりますが、今後も防犯や安全のた

めの研修、他地域の職員との合同研修等が予定されているということでございました。 

 ６つ目の御質問でありますが、５月に入り、委託したクラブのうち１カ所において、

支援員が配置されていないことが判明したため、委託業者に早急に対応するように指導

をしたところであります。不在期間は、開所期間として３２日間でありました。 

 ７つ目の御質問でありますが、支援員が不在となっていた３２日間につきましては、

補助金の対象外となるため、その期間を除いて実績報告を行うことになりますが、現在

のところ、基準額に変更はないため、補助額にも変更はない予定であります。 

 ８つ目の御質問でありますが、現在の委託業者との契約期間は１年となっていて、ど

ちらからも異議がない場合は１年間自動更新するということになっておりますが、今後、

保護者や地域住民からの要望により、民間業者ではなく畑迫あじさいクラブと同様に地

元で自主運営をされたいということであれば、契約の相手方の変更は可能であると考え

ております。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  まず、１つ目の質問、回答について再質問させていた

だくんですけれども、この４２０万円というのが参考で出てきたというわけなんです

が、実際この４２０万円というのが、実際の２４０万円と比べて大分差があるわけで

ありまして、その津和野町が出している額と民間が提案してきた額、実際にはここは

委託はされておりませんけれども、これだけの差額が出るというのはどういった予算

組みになっているのか、そこがちょっと聞きたかったわけなんですけれども、その予

算の組まれる段階という積み上げについて、詳しく説明できましたらお尋ねをいたし

ます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  今、町長答えましたように、４２０万円というのは

本当、参考に、まず、畑迫あじさいクラブを委託した場合にはどのぐらいになるのか



ということを、ほかのクラブとも比較をするためにとってみたということで、以前、

全協での資料の中に、一応、記入されてありました。 

 この差額といいますのが、本町の今の金額、畑迫あじさいクラブの委託料の金額は、

基本的には基準額で今、行っております。残りが町直営ですので、上乗せ分というのが

必要ないので、基準額どおりで、足らずを町のほうで歳出をしておるという中において、

畑迫が自主運営をされるときに、一番最初に協議をした中で、基本的に基準額、補助基

準額で行ってみて、やれない場合、どうしても何か必要なものがあるというときには相

談をしながらやっていきましょうということでなっておりますので、この金額というこ

とになっています。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  その今回の畑迫の部分はわかるんですけれども、その

４２０万円という積み上げの提案というんですか、ぽんとその金額だけが出てきたの

か、それとも人件費部分はこれぐらいで、研修費用がこれぐらいでと、そういった差

額があれば、お示しいただきたいなと。結局この２００万円のものと４００万円のも

のと出てくると、何がそんなに違うのかと。サービスの質が向上していくのかとか、

人件費部分が上がるのかとか、その辺の部分が、民間業者と行政との差、考え方の差

なのか、積み上げ方に若干の差異があったのか、そういったところが、ほかの４事業

所にもそれが反映されているということだとも思いますので、その積み上げについて

行政が把握されているのかどうかについて、お尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  畑迫だけではなくて、全ての、各それぞれの児クラ

ごとに見積もりの内訳をもらっております。そういう中で、やはり小さいクラブほど、

３月の資料を見ていただくとおわかりになると思うんですが、小さいクラブほど、や

っぱり必要経費がかさんでまいるということでありまして、例えば木部の児童クラブ、

委託料のほうがやはり４２４万８,０００円ということであります。その人数の割に、

じゃあ、つわのっこクラブも４２９万６,０００円であったり、ひまわりクラブ５７

０万円、やっぱりここでスケールメリットが出てきているわけでありまして、小さい

クラブについては、最低２人の指導員が必要であると。賃金の改善も当然含まれてお

りますし、以前もお話しましたように、社会保険等の加入も考えられながら、そのぐ

らいの金額を業者が出してきたということであります。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  これと、津和野町の関連団体のほうにも打診をされて

みたということではあるんですけれども、この民間事業者というのが、このたびは春

ごろに１社の提案といいますか、全員協議会で紹介がありましたけれども、それ以外

の会社というのももちろん全国的にはあると思うんです。県内の他市町村を見てみま

すとそうではないと、社会福祉法人系のものが多いということもわかるんですけれど



も、津和野町内においてはそれが難しかった。では、じゃあ民間委託にする。ここも

いいんですが、そこで一般競争入札なり、プロポーザルなり、そういった入札の方法

というのも取り入れたほうが、より比較できるものがあったんじゃないかと。 

 一方で、１件だけになってしまいますと、言われるがままといいますか、実際、津和

野町のこの課題、実際に保育士さんの不足ですとか、そういった部分があったのも承知

しておりますので、それが解決できるのであればという、わらをもすがる思いでという

のもわかるんですが、１社だけというのが果たしてよかったのかどうだったのかという

のが私の心の中にはまだ残っていまして、これはやはり入札にすべきだったのではない

かと思うんですが、こういった児童クラブを運営する事業者の環境など、そういったこ

とも踏まえて、津和野町として見解、この児童クラブのみならず、今後さまざま委託さ

れてはいくと思うんですが、１社のみというのはどうしても、それでよろしいのかとい

う部分が残ります。そのあたりの所見について、お伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  今となっては、川田議員がおっしゃられるように、

そういうことも考えていけばよかったかと思うところははっきり言ってありますけ

れども、ただ、県内合わせまして、鳥取県も民間事業者さんは入っておられません。

それから、山口県も今年度ぐらいからこの同じ委託業者さんが入って、初めてという

中で、広島県ではここの委託業者さんが以前からやっておられるということでありま

した。 

 ほかの事業者さんを調べてはみなかったわけではないんですが、やはり中心的な事業

所を持っておられるところが関東のほうであったり、近くでも関西圏であったりという

中で、この中国の、しかも近くの近隣圏域の中で事業を開始しておられるのがここの事

業者、今回委託した事業者さんのみでありまして、私どももいろいろ話を聞きながら、

実績もあるということの中で決めたということであります。 

 今後こういうことがありましたら、もう少し慎重審議をしていきたいかなと思ってお

ります。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  次は、４番目の質問のところなんですけれども、各ク

ラブの４月時点での支援員及び補助員の数ということで、津和野８名、日原３名、あ

おぞらクラブ４名、きべっこクラブ２名ということではあったんですが、これは支援

員と補助員の数が合算されたものだと思うんですけれども、支援員と補助員、それぞ

れお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  支援員というのは、支援員になる資格があっても支

援員になれる方と、もしくは経験上とかで、支援員の県等が行う養成講座講習を受け

まして支援員となれるという方がおりまして、現在、平成２７年度から行われており



ます子供子育て支援法によりまして、５年間の経過措置が今、とられている期間にな

っています。 

 そういう中で、講習を受ければ支援員となれるという方も含めましての人数で言いま

すと、つわのっこクラブのほうが４名と補助員が４名、それから日原ひまわりクラブに

おきましては２名と補助員が１名、それからあおぞらクラブにおきましては３名と補助

員が１名、それからきべっこクラブにつきましては、４月１日の時点でありますと、後

の御質問にもありましたけれども、ゼロで補助員が２名ということでありました。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  最初にも申し上げましたように、勤務体系というのが

どうしても限られる時間の中での資格を持った方々を探すというのは大変厳しいと

いうのは、これは以前からもおっしゃられておりました。 

 しかし、この事業者に委託することでそれが解決されるんだという説明がありました。

でも、実際、今、中を見てみましても、たまにはいらっしゃっているのは目にしていま

すが、この不足しているという状況で、外部から支援員の方々が来られているかという

とそうではないように見受けるんですけれども、実際に今回、支援員の方がゼロという

状況が生まれた。このたびもクリアはされていると思うんですが、異動された方も、こ

れは日原から木部に行ったような状況でして、結局津和野町内でやりくりをしていると。

そうなると、じゃあこの民間事業者に委託することで松江なり広島なりから来ていただ

けるという、その条件というのはどうなったのかなという部分がございますが、その辺

はいかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  ４月の木部についてはゼロと２ということで、今、

報告をさせてもらいましたが、その期間、それでも毎日がずっとそれであったわけで

はなくて、その中で事業者さんが松江なり広島から来て、そこに入った日にちもあり

ますし、今、議員が言われますように、日原のクラブ、それから津和野のクラブ、そ

こから応援に入っているということもあります。 

 ですから、全く事業者さんがほかのところから来て埋め合わせをしなかったというわ

けではないんですけれども、そういう日もかなりあったということでお答えをします。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  そういった日もあったかもしれませんが、基本的には、

やはり我々が聞いた説明の中ではそれが対応できるというのがありました。実際、じ

ゃあ常勤的にどうなっているかといいますと、やはり津和野の方々でやりくりをして

いる状態。これだと、結局町直営と変わらないんじゃないかなというイメージも持っ

てしまいます。 

 ですので、そのあたりの人件費といいますか、職員の異動というのが、果たしてこれ

が民間委託でよかったのかなという部分が一つあるのと、もう一つ言いたいのが、結局



異動されるとこの登録者、実際に児童クラブに預けられている方々というのが、この小

さい津和野町ですので、津和野、日原においてもそんなに多くないですし、きべっこに

してもあおぞらにしても、本当に十数名程度の人数になります。そうすると、預けられ

るとき、預けられないときというのがあると思います、きょうは帰りますとか。そうし

た場合に、児童クラブ支援員として仕事がないという状況も生まれてくると思うんです。

賃金のほうは上がっているかもしれませんが、必ず子供がいる学校に派遣されている先

生方はそこで時給が発生しますけれども、そうじゃないところというのは、子供が預か

る日がなければ、仕事がなくなってしまうという本当に不安定な職業になっていると思

います。この辺が、町直営であれば何かしら手だてが打てるのかなと思うんです。です

から、民間に委託することで、そのあたりが町が把握されているのかなというのがある

んですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  基本的には、春の段階で募集をかけます。その段階

で、どのぐらい、例えば平日は毎日来るとか、夏休みだけ来るとか、そういうことを

把握しながら行っておるわけであります。これにつきましては、今の段階では平日に

子供がおられないというところはありませんので、毎日開所をしておるということに

なっておりまして、土曜日も当然開所をしておるということになっております。これ

は、今までもこれまでもずっと同じ状況でありましたし、今年度急に何か変わったと

いうことは特にないかなと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  町直営というのがちょっとわかりづらかったかと思う

んですが、町直営というのは、僕が言いたかったのは学童保育の部分でして、いわゆ

るその保育士さんをいろんなところで充てていただくと。もう今、民間になりました

ので、町の職員ではない。学童保育という格好であれば、例えば足りないときは保育

園の先生にお願いをしてでも行ってもらえるというような体制というのが、町直営だ

ったらできたかもしれない。民間に委託してしまうとそれができなくなってしまうん

じゃないか、そういうちょっと僕の思いが、ちょっと伝わりにくかったと思うんです

けど、そういったところで、町直営だとそういった職員さんをこっちに行ってもらう、

あっちに行ってもらうということが可能かなと。 

 そうすることによって、勤務体系として、じゃあ例えば子供が４時から５時しかいま

せんとなると１時間の勤務体系になってしまう。ではなくて、保育園もあり、その流れ

の中で、きょうは、じゃあ保育士さんはこっちに行ってもらおうとか、そういった対応

にしていただくことで、勤務体制が充実していくのかなと。もうこれは簡単にできるこ

とではないというのはわかっていますけれども、民間委託するとそれすらもできなくな

ってしまうんじゃないかなという思いでの質問でありましたので、もしそのことであり

ましたらお願いします。 



○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  基本、今、４つ委託した事業所は、３つが小学校に

併設をしておりますよね。そういう中で、保育所に併設しておるのは木部だけであり

ます。以前、この児童クラブの形をつくる前は、今、議員言われますように、学童保

育ということで、保育所の中で子供の預かりをしておりました。 

 これにつきましては以前もお話しましたが、やはり今はゼロ歳、１歳の小さいお子さ

んから保育所に入所されます。そういう中で、小学校の３年生、４年生、５年生の大き

いお子さんが、やっぱり同時に同じところにいるというのは非常に難しいということで、

それぞれ各学校に１カ所、きちんと別物としてつくっていこうという中で行ってきまし

た。ただし、木部については場所がありませんでしたので、保育所に、逆に言ったら併

設をするような形で設置をしたところであります。 

 今の議員の言われるやり方といいますか、保育所と、町の直営の保育所と組んで、直

営であればできたんではないかと言いますが、保育所のほうも、御存じのとおり人員が

非常に不足しております。保育士確保に今、非常に苦慮している段階でありますんで、

なかなか、もし、仮に今、児童クラブ直営で運営をしておって、保育所をうちが、町が

持っておる。そこから、じゃあそこだけ、必要なときだけ派遣をするというのは非常に

難しい話になるかなというのは思います。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  承知しました。 

 では、最後の７番目のところなんですけれども、ちょっとここがよく理解できなかっ

たんですが、３２日間の不在の中で、補助金の対象外となると、その期間を除いて実績

報告を行うことになりますが、現在のところ基準額に変更はないため、補助額にも変更

はない。」ということなんですが。補助金の対象外で補助額に変更がないというのが、

ちょっとわかりやすく教えていただければと思うんですが。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  記述が大変曖昧で申し訳ありませんでした。まずも

って、この３２日間ほどは、実際に私ども常に毎日管理をしておったわけではないの

で、抜けておったというのが言い訳になるような形になりますが、支援員もしくは支

援員となる資格を持っておられる方がおられない期間ということになりました。 

 そういう中で、この放課後健全育成事業の補助金の算出方法につきましては、人数が

何人から何人まで、例えば１人から１９人まで、２０人以上とか、そういう、どういう

クラブかというところ。それからまた、あわせまして、開所日数が基本的に大きくかか

わるわけなんですが、本町の場合は全て、畑迫も含めまして、町の条例によって開所を

しております。基本的には日曜日、祝日、それからお盆４日間程度、それから年末年始

と、この期間は閉所という形でありまして、それ以外の期間の月曜日から土曜日、これ

につきましては開所期間ということで計算がされます。ただ、先ほど議員が言われまし



たように、子供さんが万が一きょうは全員来んというようなときがあるかもしれません

が、町としたらそれは開所の期間のうちということになるわけであります。そういう中

で、開所日数は平成３０年度、これ、今年度の話ですんで平成３０年度で言いますと、

２８６日という計算になります。 

 そういう中で、今回その規定を外れておりました３２日間を除きますと、２５４日と

いうことになります。現在のところと申しますのが、要は、今の段階でおりますと、開

所日数２５０日はクリアをしておるということで基準額は変わらないということにな

りますので、報告はあくまでも２５４日で実績報告を出しますけれども、補助金には影

響は出ないということになります。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  わかりました。では、こういったことがないように、

また努めていただければと思っております。 

 では、次の質問に入らせていただきます。 

 教育魅力化についてであります。 

 現在、県立高校のあり方検討委員会が随時開催されておりまして、３月には２０２０

年代の県立高校の将来像について（案）が検討委員会において示されております。県に

おいては、主観教育の教諭を加配し、津和野町においては集落支援員や地域おこし協力

隊の活用、コーディネーターや外国語指導助手、いわゆるＡＬＴの加配など、高校支援

をより強化しており、後援会においては塾講師を配置しております。 

 今年度、現在１９２人の生徒のうち、山口県を含む県外生が１８都道府県で６１人お

り、定員６８人、男子４０人、女子２８人のつわぶき寮に、６８人中６２人が入寮中で、

下宿生が７名と聞いております。これらのことから、これまでの県、町、後援会、地域

の方々、そして携わるスタッフなどの取り組みが、入学生徒の減少に少なからぬ効果を

もたらしているあらわれであり、評価に値すると考えております。しかしながら、教育

は津和野高校のみならず、津和野町の全体で、教育について考える必要があると考えま

す。 

 そこで、質問をさせていただきます。 

 まず、１つ目であります。ゼロ歳からの人づくり事業が実施されておりますが、現在

の進捗状況についてお示しください。 

 ２つ目に、放課後の小学校について、帰宅していない児童は教育委員会、放課後児童

クラブに通う児童は健康福祉課、つわもの隊に通う児童は教育委員会、帰宅してから再

度学校に来る児童は家庭という、こういった責任の所在があります。外遊びを推奨する

ためにも、週に１度でも所管の枠を外して、屋内外の運動場で遊べる学校開放日の制度

をつくってはいかがでしょうか。所見をお尋ねいたします。 

 ３つ目であります。津和野町立中学校からの津和野高校入学者数の推移についてお尋

ねをいたします。 



 ４つ目であります。中学生の学力、体力向上の取り組みについて所見をお伺いいたし

ます。 

 ５つ目であります。多くの教育移住者に対し、寮や下宿など、県、町がどのように対

応されているのかお尋ねをいたします。 

 ６つ目であります。高校のみならず津和野町の教育現場に携わっていただいている

方々には集落支援員、地域おこし協力隊、後援会採用職員などさまざまございますが、

保育資格やスキル、キャリアなど、これもさまざまであります。今後も津和野町でその

能力を発揮してもらうためにも、個々の能力に応じて処遇を検討すべきと考えますが、

所見をお尋ねいたします。 

 最後に、各事業実施に当たり、町では所管課の検討や稟議など、手続きが煩雑化され、

予算の執行まで時間を要すると考えます。また、人員の確保や配置など、それぞれの各

課の調整や連携なども課題と考えます。そこで、津和野町として、教育の方針を掲げた

上で、ＮＰＯ法人団体等に事業委託し、教育支援の事業を一元化すべきと考えますが、

所見をお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、教育魅力化について回答を申し上げます。 

 １番目の、ゼロ歳からの人づくり事業の進捗状況についてでございますが、ゼロ歳児

からの人づくり事業は、内部会議として、平成２４年度より教育部局と保健福祉部局の

職員により構成し、就学前のお子さんの健やかな育成について、行政としてどのような

取り組みを行っていくかを検討してまいりました。 

 これまでの取り組みといたしましては、ブックスタートパックの配布等を初めとする

乳幼児期からの本に触れあえる機会をふやす取り組み、また、「のびのびファイル」等

の配布、保育園の運動指導や芸術士派遣事業を実施しております。さらに、津和野町教

育ビジョンに掲げる基本理念をより充実、促進することを目的とした計画として、ゼロ

歳児からの人づくりプログラムの素案を作成しており、今後は教育魅力化推進協議会や

住民向けのフォーラム等を開催する中で、広く意見を聞いた後に策定したいと考えてお

り、策定後にはパンフレット等を作成し、広く住民周知を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 ２点目の、放課後の小学校についての学校開放日の制度をつくってはどうかというお

問いでございますが、現在町内の各小学校では、自己責任を基本として放課後の運動施

設を利用しており、教職員の働き方改革が課題となっている現状から考えても、議員御

提案の学校開放日につきましては、現在のところ考えておりません。 

 ３つ目の、津和野町立中学校から津和野高校入学者の推移についてでございますが、

町内の中学校から津和野高校への進学者は、ここ１０年間の推移では、毎年４０％前半

から５０％前半の間で推移をしておりました。しかし、昨年度は過去最低の３６.４％

の進学率となっております。学校としては、生徒個人の将来設計に基づいての進学希望



によるものでありまして、強制はできませんので、今後も生徒がみずから希望するよう

な津和野高校の魅力をさらに高める努力を、町としても行っていきたいと思います。 

 ４つ目の、中学生の学力、体力向上の取り組みについてでございますが、学力向上に

つきましては、学力調査を活用したＰＤＣＡサイクルを確立し、分析結果等を学校全体

で教育活動改善に活用する取り組みを行っております。 

 具体的には、学力調査の結果を分析し、学力育成プランの修正や、指導主事の学校訪

問による指導、助言を行っております。年度末においては振り返りを行い、次年度への

資料を作成し、取り組みの引継ぎができるようにしております。 

 また、授業力向上のための施策や、津和野中学校、小学校において、特別活動を充実

する研究を推進し、学力育成の基盤となる子供たちの自尊感情や自己有用感を育て、学

びに向かう力の育成に取り組んでおります。 

 また、ＩＣＴ機器を活用したわかりやすい授業の工夫や学習習慣の定着化を図るため

に、宿題や学習プリントを活用した復習の習慣化、放課後補充学習等を行っております。 

 体力向上につきましては、自校の体力的課題の解決に向けて、また、運動の二極化を

防ぐための授業の工夫、改善や、準備運動にランニングやサーキットトレーニングを取

り入れるなど、それぞれの中学校で工夫して体力づくりに取り組んでおります。 

 ５つ目の、教育移住者に対し、寮や下宿など、県、町がどのように対応しているかと

いうことでございますが、教育移住者につきましては、ＵＩターンフェア等で相談を受

けた際に、空き家情報バンクを紹介をしております。また、住居を津和野町で探す間の

維持知的な居住施設として、お試し暮らし住宅やシルクの里交流館の提供も行っており

ます。 

 学校の寮につきましては喫緊の課題でありますが、予算の関係から、現状では新しい

施設を建設することは難しいと考えます。今後、下宿事業を行っているＮＰＯ法人や関

係団体とも協議しつつ、下宿等での支援策について検討したいと考えております。 

 ６つ目の、教育現場に携わっている方々に、個々の能力に応じての処遇検討について

でございますが、津和野町の教育の魅力化に、多くの方々に携わっていただいておりま

すが、議員御指摘のとおり、資格や能力等の処遇については今後、課題であると考えて

おります。現在、法律改正により検討されている、会計年度任用職員の導入にあわせ、

検討したいと考えております。 

 ７つ目の、教育支援事業をＮＰＯ等団体に事業委託をして、一元化すべきではないか

という御提案でございますが、議員の御指摘のとおり、ＮＰＯ等に一元化をして事業委

託するためには、まずは受け皿となり得る団体があるかが課題だと思います。どの事業

も人次第であり、適切な人材の確保が一番の課題です。現在も定員が確保できず、随時

募集中の事業もあり、ＮＰＯ法人に委託すれば町としてその任がなくなるという大きな

メリットはありますが、法人がその人材を確保する場合でも、実際にはなかなか難しい

と考えます。単純に派遣会社に委託するとすれば、現在の予算額を相当額増額する必要



も想定され、毎年マイナスシーリングをかけて予算運用している現状から見ても、また

さらに、現状活用している各種の財源利用が難しくなる事業もあることから見ても、一

元化は相当困難な状況です。ただし、財源の確保さえできれば、委託可能な事業もあり

ますので、今後、随時検討しながら事業を進めていきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  まず、大枠の再質問をさせていただきたいと思うんで

すが、ゼロ歳からの人づくりについては、昨年度、文教民生常任委員会でも調査をさ

せていただきまして、その際に、やはり、とりあえずは各事業の見える化を起こして

いて、各事業が重なることがないように、いろんな分野で重ならずに津和野町の人材

育成を図っていこうという、まずは事業内部のその教義からスタートしているという

ようなお話ではありましたが、ただ、それは生かされていけば、後には人材育成にと

って非常に必要な制度になっていくんだろうという期待もしているわけです。 

 津和野町において、このたびコーディネーターなど、外国語指導助手というのを加配

されております。これは、ただ単純に足りないからふやしたとかというものではなくて、

津和野町のある程度の意思があったと思いますんで、津和野町の教育として、こうした

いからＡＬＴを加配したんだ、コーディネーターを加配したんだといった部分があると

思うんですけれども、その思いと、今の現在のその事業の進捗状況についてどのように

なっているのか、そこをお聞かせください。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  外国語指導助手、ＡＬＴでございますけれども、これの加

配につきましては、一応年度区切りは７月になりますので、新しい方が一応決まって

おります。また、２学期から実際の活動に入っていく形になろうと思いますけれども、

来てみないと、はっきり言ってどの程度の日本語力があるのか。英語は当然、もとも

としゃべれるんで、ネイティブだからですが、その辺の対応で、学校に入ってどの程

度の能力を発揮していただけるかというのは、来てみないと実際、わからないのが現

状でもございます。 

 御承知のように、小学校に外国語教育が導入されてきておりまして、今年度から、本

当は３２年度からの正式スタートですけれども、事前に約半分、津和野町の場合はスタ

ートしていくということで、３年から外国語活動が入ってまいります。そういったとこ

ろに、今のＡＬＴ、町内で１人しか今、おりませんでしたので、そこの増員をして、よ

り密接に、その時間に対応できるような体制をつくっていきたいということで、１人の

増員を予定をしたところであります。 

 それに対するコーディネーターでありますけれども、これもあわせて募集を今、この

春からしているところではございますが、なかなか応募がいただけないというという状

況でございまして、いわゆる随時募集のような形で、いろんな手を変えたり、広報をし

ながら、あるいは人づてに声をかけながらとか、そういう形で、今、進めているところ



でございますけれども、１人、２人声がかかっても、なかなかこう、うまいこと行かな

いというのが今、現状でございまして、また引き続いて募集をしていきたいというふう

に思っております。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  できたら、そのコーディネーターが配置されて、どの

ような授業を展開されていく予定なのかというのをもうちょっと詳しく聞きたかっ

たんですけど、そこは大丈夫ですか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  コーディネーターのほうは、コーディネーターという教育

魅力化のコーディネーターと、それから今の外国語とはちょっと種類が違って、外国

語のほうはいわゆる外国語活動をするときに、授業に一緒に入っていただいて、先ほ

ど言いましたようなＡＬＴも、日本語も十分話せるＡＬＴであれば一人で活動ができ

ると思うんですが、なかなか十分でない方も過去には来られて、英語の部分だけで活

動するという、そういう部分の中で、一緒にサポートしながら授業の活動を進めてい

ただきたいというのが、英語のコーディネーター。 

 ほいで、教育の魅力化のほうですが、こちらは地域と学校をつなぐ、あるいは学校間、

小中をつなぐ、保育園から小学校、大人まで、そういった形で学校間のコーディネート、

地域と学校とのコーディネート、そういったところに入っていただく、そういうイメー

ジの中で活動をしております。これも今、日原エリアは人材が見つかって、非常に活発

に活動していただいておるんですが、残念ながら、まだ津和野エリアのほうのコーディ

ネーターが決まらない状態で状態でございまして、これも随時、今、募集をかけている

というような状況でございます。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  現在は配置されていないということなんですけれども、

これまでの、先ほど申しましたように、津和野高校の生徒数のうち、県外生がものず

ごい割合で来ております。人口減少という部分において、割合でいうと、津和野の町

内中学から高校まで、津和野高校に進学された方が４０％、５０％のところが３６.

４％というぐらいに落ち込んできているのは、これは割合で言っても少ないですし、

人口としても、ものすごく中学生の人口が減ってくるという数値がもう既に出ていま

すよね。これは津和野町だけではなくて、県内全般として言えることで、それが結局

県立高校の将来像についてという部分で、いろんな提言がなされております。 

 そういった地域の実情を、この提言にも書いてあるんですけれども、地域に根差した

小さな高校ならではの大きな教育効果を全県に広げ、全国に発信できる島根らしい教育

の魅力化を図ると。全県内で同じように魅力化をやるのではなくて、地域地域に合った、

そういった高校の魅力を図りなさいよというような提言を、県に向かっては言っている

わけなんですが、町としてもやっていますよと。 



 じゃあ、やっていますよと言っているところに、コーディネーターの加配だとかいう

のがあると思うんですけれども、全般的に中学生が減ってきている中で、県外生を受け

入れてきたというこの実績というのは本当に評価に値するところだと思います。コーデ

ィネーターとか、教育支援スタッフといいますか、そういった方々が現在トータルで何

人いるか、ちょっと僕も把握はできていないんですけれども、町、それから塾の講師で

すとか、それから、もちろん県の教職員ももちろんですけれども、さまざまな方々が、

この津和野町高校教育について携わっていただいている中で、それを中学校、小学校ま

で落とし込んでいくと。もうこれだけの能力ある方々が津和野にかかわっていただいて

いる上に、なおかつ彼らの関係人口というのも少なからずあると思うんですよ。 

 そういった部分を今後も活用していかなければいけないよねというお話を、きょうは

させていただこうと思っているんですが、そんな中で、じゃあ津和野町として、もちろ

ん中学生にも選ぶ権利はありますから、どこの高校に行くのも自由ではありますが、津

和野高校支援をしている中で、じゃあ、津和野町として津和野町立の中学生が津和野高

校に行きやすいように、どういった事業をこれまで展開されてきたのか、そしてこれか

ら展開されていくのか、そういったところを聞きたいなというふうに思うんですが、い

かがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  中学校としては、やはり津和野高校と、例えば津和野中学

校と津和野高校とで一緒のクラブ活動をやったりとか、例えば高校の先生にたまたま

柔道の指導の要員の方がおられて、その方に津和野中学校の柔道の指導に来ていただ

いたりとか、いわゆる高校と密接に中学校とつながるような形が一つ。 

 それから、昨年ぐらいからいわゆる津和野高校グローカルクラブということで、地域

に出られるクラブを部活動としてつくられておりますが、その活動等、津和野中学校の

生徒が一緒に活動するような、そういった機会も今、つくっております。なかなか日原

中学校は距離的な部分があって、日常そういう形でやるというのは難しい部分が若干あ

りますけれども、そういう形はもちろん行っております。 

 それから、昨年は講演会、昨年度ですね、高校で講演会をやる、そこへ両中学校の子

供たちに来ていただいて、一緒に講演を聞くというような活動もやって、要は津和野高

校の存在をしっかり植えていこうという、そういう意識の中で、そういう津和野高校に

触れる機会というのをふやしていこうという活動はしております。 

 それから、高校の校長先生あるいは津和野の中学校、日原中学校の校長先生ともしっ

かりと親密な関係は築いていただいておりますので、それを基本として、情報交換をし

っかりとしていくということも当然必要になっております。 

 それから、あと、当然ＨＡＮ－ＫＯＨで、津和野高校のＨＡＮ－ＫＯＨの指導をして

いく方が、それぞれの両中学校の、中学部分の指導もやるわけですので、その辺の連携

も当然とられてくると。以前は山大のほうから、土曜日だけ、学習塾のような形で津和



野高校のほうに来ていただいて、そこに中学校が行ってというような形の分もやってお

りましたが、これは大学のほうの都合でなかなかできないということで、３年ぐらいや

ったかな、で終わってしまいましたけれども、まずは高校の魅力をどういうふうに子供

たちに伝えていくかという、それが基本になるかなというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  それと、その県外生の受け入れの部分だと思うんです

けれども、現在、寮が随分と、これまでも、老朽化で、一度は津和野町の方針として、

おととしの冬には給食センターなど等も含めた学習支援センターみたいなものをと

いうお話もありました。現在もうなくなったんだろうとは思うんですけれども、それ

まで、津和野町としてもできるだけ支援はしていこうという思いは伝わっています。

現在どうかというと、やはり下宿の問題だとか、これだけ県外生がくるのに、やはり

これ、医療従事者の問題と関係してくると思うんですけれども、やはり住むところと

いうのが非常に重要になってくると思います。これが教育のスタッフもそうですし、

もちろん生徒さんもそうですし、やっぱり親御さんとしてもどこに行く、住むのかと

いったときに、空き家バンクのところを紹介されても子供１人で住むわけにもいきま

せんし、そういったところで住環境というのは、これはやはり県もそうですし、高校

もそうですし、町もそうですし、それぞれが協議をしなければいけないと思うんです

けれども、県や高校とは、この住環境についての協議というのは実際に行っているの

かどうか、お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  県外生も多く、高校のほうですね、来られ

ているということで、今、お試し暮らし住宅、津和野にも日原にもあります。そうい

ったところで、高校を紹介するための一つの手段として御利用もしていただいている、

そういう中で、今現在、先ほど議員からも御指摘がありましたように、津和野高校の

寮については４０名が男子の定員、女性の定員が２８というようなことで、６８名定

員で、今、定員まで、男子についてはあと４人、女子についてはあと３人というよう

な状況になっています。津和野高校の寮の部分で言いますと、何年か前にその辺の改

築について教育委員会、町長部局のところで要望もさせていただいたような経過もご

ざいます。そういったところで、なかなか高校の寮を改築をしてというようなことに

なっていないのが、今の現状ということであります。 

 先ほど議員のほうで御指摘のありました、給食センターと学習支援センターみたいな

ところを一緒に合わせて、町として両的な機能を持ったものを兼ね備えた施設をつくろ

うというようなところは、何年か前に教育委員会とも協議をさせていただいたところで

あります。私どもが策定をしました総合戦略、人口ビジョンと合わせて、その中にも、

やはり教育について、教育移住等も含めて、津和野町の教育、こういうふうにしようと

いうようなところについては記載もさせていただいているところですが、その辺の部分



のところは、なかなか財政的な視点も含めて、まだ話が進んでいない状況にあるという

ことであります。 

 今、地域おこし協力隊員の方が、下宿と、教育型の下宿ということで取り組みを始め

られたと。これが一昨年に、１２月に立ち上げられて、去年の４月からこういったとこ

ろを町内の宿泊の関係の皆さんと連携をとって、教育型下宿というのを始められており

ます。 

 今、私どもの補助法でいいますと、町内のビジネスホテルのところを下宿として使わ

させていただいて、今６人入られていると。高校生が６人入られているということであ

りまして、月７万円の食事費、それから教育的なサポートも含めて７万円お支払いいた

だいてというような形の中で、運営をされているということであります。これはＮＰＯ

法人ということでありますが、私どもとしてはそういった下宿の方法も、ある程度そう

いったＮＰＯ法人とも連携をさせていただいてということで、この高校生の寮の県外生

が多く入ってくるというようなところも含めて、対応を今、進めているというようなこ

とで、県との関係で言いますと、先ほどお話をしたように、寮の部分の改築というのは

なかなか進んでいないというのが現状だと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  生徒の部分についても、教育スタッフの皆さんの部分

についても、この住むところというのがなければ、ここまでやっていただいたことに

対しても、これからやっていただくことに対しても、非常に不憫になってくるんでは

ないかと思いますので、住環境の整備、これを県とも、また高校とも協議していただ

いて、もう来年度にも、今の３年生が出られてもわずかしか出ないので、来年募集か

けられないというような、そんな喫緊な状況だというふうにも聞いておりますので、

そのあたりをしっかりクリアしていただけたらいいなというふうに思います。 

 最後に、最後じゃないかもしれませんが、教育現場に携わっている方々の処遇の改善

というのが、一応検討したいということでありますが、１６日間勤務とはいえ、彼らも

やはり生徒と携わっている以上、四六時中連絡をとり合ったりですとか、相談に乗った

りだとか、いろいろされているようであります。そうした働く環境というのが、今、非

常に不安定で、じゃあ、地域おこし協力隊で来られている方々は、じゃあ４年後はどう

なるのかとか、集落支援員の方々もわずかな金額で働いて、残りの１４日間は働きます

よと言いながらも、そんなことできるわけありませんし、じゃあこれから津和野に住み

続けていただくためにはという部分をしっかり考えていただけたらなと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  高校のスタッフでございますが、私の分野の教育委員会の

所属の芸術士であるとか、ことし入っていただいた魅力化のコーディネーターの方、

本当に優秀な人材で、これは地域おこしという形で保有をしておる場合には３年とい



う縛りがございますので、その３年を過ぎると必然的にその地域おこしの事業自体が

できなくなる。そうすると、新しい人に入れかわってもらうのか、それを残して違う

形で雇用するのか、それがまた、そこの時期には考えないといけない時期になると思

います。 

 ただ、先ほどもちょっと回答で述べましたが、本当、こういう教育スタッフというの

は人でございまして、本当、いい人材が来たときには逃がしたらもったいないなという

のが私の本当の気持ちです。ただ、そうは言いながら、財政もありますし、制度があり

ますので、それを自分の、この人はいいからということで勝手に残すということになか

なかならないのも現状でございます。 

 御承知のように、先ほど言いましたけど、町も含めて、全国でいわゆる公務員職場の

制度の、雇用の見直しを今、かけている状況がありまして、それに合わせて、どういう

形で町が、今勤めているいろいろな臨時職員であったり嘱託職員であったり、それも含

めての雇用の場所、どういう形で整理をしていくかによって、まだその辺の部分が変わ

ってくるのかなという思いも持っておりまして、特に教育現場、先ほども言いましたよ

うに、本当、人次第でありますので、優秀な人材をどうして津和野の中へとどまってい

ただけるかというのは、本当大きな課題だろうというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  津和野高校存続のためというのもありますが、津和野

町の教育の柱として、さまざまな予算や事業が行われておりますが、今後もぶれるこ

となく、津和野町の人材育成に努めていただきたいと提言しまして、私の質問を終わ

らせていただきます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、３番、川田剛君の質問を終わり、ここで１１時２０

分まで休憩といたします。 

午前 11時 09分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 20分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序は３、８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  それでは、８番、三浦英治、通告に従って、一般質問

を始めたいと思います。 

 まず、１番目に文化財についてです。 

 新津和野町として、合併して１２年が経過しました。合併後、町の文化財に指定され

ているところの看板等で、いまだに旧日原町名のままで表示している箇所はどのくらい

あるのでしょうか。 



 ２点目に、文化財はつくろうと思っても、すぐにできるものではなく、長年の歴史の

中で培われてきたものであり、先祖から伝承し、後世に引き継いでいかなければならな

い大切なものです。伝統行事もその一つです。民俗芸能として各地域で戦中戦後に地芝

居が途絶えた中で、町内では、唯一、木部、中曽野の冨長山八幡宮例祭で地芝居が３年

に１回開催され、ことしの秋９月２３日に、その３年に１回の開催となります。 

 この地芝居を維持継続するには大変なエネルギーが必要なのではないかと思います。

町として支援することが必要と思うが、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、８番、三浦議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 文化財についての御質問でございまして、教育委員会所管となりますので、教育長よ

りお答えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、文化財について、最初の質問でございますが、

旧日原町内の文化財指定の物件は１２件で、このうち、看板と標柱がセットで設置さ

れているものが６件、看板だけが設置してあるものが６件となっております。このう

ち、県指定文化財の三渡八幡宮本殿と大元神社の樟については、平成２８から２９年

度で看板と標柱を改修しております。 

 現在、いまだに、旧日原町教育委員会表記のままのものがあり、看板と標柱がセット

で設置されているものが５件、看板だけ設置してあるものが５件となっております。 

 今年度の当初予算で看板１０件分の予算措置がされていますので、先に看板の改修を

行いたいと考えております。残る標柱につきましては、当初予算での措置ができません

でしたので、予算措置ができ次第、改修したいと考えております。 

 二つ目の御質問についてでございますが、木部村史によりますと、明治３０年ごろ、

吹野金刀比羅神社の秋祭りで上演したのが木部地区の地芝居の始まりだと言われてお

ります。 

 その後、木部地区内の神社の奉納芝居として、秋祭りには欠かせないものとなったよ

うですが、現在、その地芝居を受け継いでいるのは中曽野地区だけとなっております。 

 一方、山下地区で継承されている農村歌舞伎につきましては、大正１５年に中曽野八

幡宮例祭で上演されたのが始まりで、その後、昭和５２年には、山下歌舞伎保存会が結

成されました。 

 現在、中曽野地区の地芝居と山下地区の農村歌舞伎は、吹野、中曽野、山下の三つの

大字が氏子であります冨長山八幡宮の秋祭りで、それぞれ３年に１度上演されています。

議員の言われるとおり、３年に１回当番制で、地域ごとに上演に向けて数カ月前から準

備・練習をされ、維持継承されている地域のエネルギーには敬意を表する次第でありま

す。 



 今まで、団体に対する支援といたしましては、山下地区の農村歌舞伎に対して、衣装

の購入時にコミュニティー助成事業、いわゆる宝くじ助成事業が充てられたものとなっ

ております。 

 また、団体に確認したところ、現在のところは上演時の寄附で賄えているとのことで

すが、今後は全国的にも少なくなった伝統芸能という観点から調査を行い、地域の御意

見も伺いながら、将来的には文化財指定を検討していくこともできるかと考えておりま

す。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  まず１点目ですけども、私が住んでいる青原八幡宮、

ここにも看板があるんですけども、まちづくり委員会で、これをつくろうかという検

討したことがあります。が、これは、まちづくりじゃない、これは教育委員会がする

べきものではないかと思って、この質問したんですが、合併して１０年もかかってい

る要因というのは単なる予算不足だけでは済まないと思うんですけども、どう考えて

いるのかという点をお聞きします。 

 それと、あと２点目の地芝居についてですけども、これは明治３０年ごろだと推測さ

れておりまして、もう１２０年前になります。昭和３０年代から２０年間の中断があっ

て、４０年前の５２年ですか、芝居が復活されたということであります。 

 それと、平成９年からは中曽野地区だけが地芝居を続けているけども、高齢化による

後継者の問題、そして山下歌舞伎保存会が管理している衣装の維持管理等、地芝居を維

持することが困難になっているようなことも聞いております。調査検討するということ

ですけども、地域コミュニティー、これは祭りとか、そういったことは、すごく大事な

要件になろうかと思います。地芝居に限らず民俗芸能多々ありますけども、唯一残って

いるこの地芝居。何で、この地芝居を私質問したかといいますと、私が住んでいる青原

にも地芝居が盛んに過去行われておりました。私が生まれる以前です。芝居小屋もあっ

たように聞きます。３年前にこの地芝居を見る機会を得まして、大変感激しました。地

域コミュニティーを守るという部分では、地芝居、民俗芸能に限らず、地域の力という

部分がこういうところに反映してくるかと思います。ぜひ、調査検討していただきたい

と思います。 

 最後に、文化財指定を検討していくこともできるかと考えているようですが、指定し

たら指定したでの重みも出てきます。逆に維持することが困難になる可能性も出てきま

す。まずは調査を行い、これが長く続けるように努力してもらいたいと思います。 

 この点、ちょっと、どう考えているか。もう一度、お聞きします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  まず、最初の看板の件でございますが、言われますように、

これずっと課題として捉えてきております。御承知のように、予算が、シーリングが

かかる中で、なかなか予算が組めなかったというのも現実ではございます。ただ、そ



れで、旧町名がずっと残るということ自体にかなり我々も責任を感じながら、ずっと

要請はしてきておったところであります。全く認識がなかったというわけでは当然な

いんですけれども、どこかの機会で区切りをつけてやろうという、そのきっかけがな

かなかつかめない状況の中で、１０年を、合併を１０年経過したところで、改めて調

査をし直して、それから予算組みに向けてやったところでございますが、ようやく今

年度、一部でありますけれども、まとめて予算をいただきましたので、一部修正をし

ます。ただ、先ほど回答しましたように、全部ではございませんので、また、これも

随時見直していこうというふうには思っております。 

 それから、今の農村歌舞伎なり、地芝居についての文化財指定でございますが、文化

財指定と言いましても、なかなか国とか、県のレベルは難しいかなあというふうに思っ

ておりまして、指定をしても、町の指定になろうかなという、今のところはイメージで

ございます。 

 ほかにも、ああいういわゆる芸能的なもので言えば、小鷺踊りなんかが、ことしがち

ょうど６０周年の年にもなっておりまして、通常文化財の大まかな基準として、約半世

紀ぐらいをイメージしておりますので、それは十分達してはおるわけでありますが、こ

ういう民俗芸能については、ある程度、学術的な検証が必要になってきまして、何年た

ったから、それじゃあ指定するという簡単なことにいきませんで、それなりの専門の先

生に評価をしていただいて、これなら文化財として評価をしても大丈夫だというお墨つ

きをいただいた中で、文化財保護審議会のほうにかけていくという手順がございます。 

 単純にいったら、ここでいくと、例えば、先ほどの農村歌舞伎でいくと、昭和５２年

に発足をしとるという、そこからいくと５０年当然たってない状態になります。そこで

やるのか、さかのぼって昔からやっている部分を評価をするのか。そこの辺がどういう

形で継承されているかというのが一つの鍵になってくるかなというふうに思っており

ます。 

 それは、また、調査をした中で、検証されて明らかになってくるというふうには思っ

ておりますが、まず、その調査に向けて、どういった先生を呼んでくるか、そこを、そ

の先生をまず探すところから始めていかないといけませんので、その辺に、今ごろ、今

年度ぐらいから、せっかくの機会ですので、そういう先生を探していこうかなという、

今そういうふうに係とは話をしているという状況であります。ただ、指定をするに当た

っては、これが将来的に保存、継承されていくという、そういうお墨つきも逆に地域に

は必要になってまいりますので、地域の方がこれを継承していくという意識がしっかり

できていかないと、文化財指定をして数年でなくなりましたよということにはなりませ

んので、逆に地域の方にそういう高い意識を持っていただく。そのきっかけにもなるか

なというふうな思いも持っているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦君。 



○議員（８番 三浦 英治君）  本当、維持継続する高齢化社会の中でなかなか難しい

問題ではありますが、やっぱり、地域力と考えますと、本当残していってほしいなと

思っております。調査検討し、少しでも長く残るように努力していただきたいと思い

ます。 

 それでは、次の質問にまいります。 

 ２番目、共存病院についてです。 

 まず、感染症外来施設の活用はどうなっているのか。というのが、今回、庁舎問題い

ろいろ出てきた中で、町民の方から、あの施設はどうなっとるのかというのをちょっと

何人からか聞きましたので、この感染症外来の今の活用はどうなっているのかをお聞き

します。 

 次に、ことし１１月には施設の集中と効率化のもとに老健せせらぎが津和野共存病院

３階に、来春４月には日原診療所の移転が予定されています。１９１８年に青原産業組

合の組合長に就任した大庭政世氏が翌年には病院事業を始めて、ことしちょうど１００

年になります。地域の人々が開いた病院としては世界で最も古いとも言われ、我が国初

めての産業組合病院、青原組合医院に倣って、全国各地で組合による病院がつくられる

ようになりました。１９３１年に日原村に石西利用組合共存病院が開設され、これに合

併し、青原組合医院の医療事業は廃止されたことになっております。１００年という節

目に町としての所見をお伺いします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、共存病院についてお答えをさせていただきます。 

 まず、感染症外来施設の活用についてでございますが、津和野町発熱外来施設は、新

型インフルエンザの発熱患者に対して迅速に医療を提供するための施設として、平成２

２年度に建設されたものでありますが、施設設置後、これまでの間、新型インフルエン

ザの発生はなく、一度も利用されてない状況であります。 

 これまでも、議会の一般質問において施設の活用状況に関する質問を受けてきたとこ

ろでありますが、町といたしましては、新型インフルエンザの発生がないことは歓迎す

べきことであるものの、このまま利用することがない状況を続けることを避けるため、

施設の有効活用について検討してきたところであります。その結果、現在、本町におい

て診療科がない精神科を有する病院のサテライト的な診療所として活用できないかと

いうことで、益田市内の病院と協議を行っているところでございます。 

 二つ目の御質問でありますが、大正７年に旧青原村の産業組合長に御就任された大庭

政世氏は、医療問題の解決こそ、地方農民多年の懇願であり、産業組合主義による相互

扶助のための施設を持つことが、何よりも重要であるとのお考えから全国で初めての産

業組合による医療事業の開設、いわゆる農業組合の診療所を創設されました。 

 昭和６年には、石西購買利用組合共存病院となって診療が開始され、この当時は、内

科・外科・小児科・産婦人科・放射線科のある総合病院でありました。その後、鹿足病



院、分院などと変遷はありましたが、昭和２１年に日原分院が日原共存病院、津和野分

院が津和野共存病院に改称され、昭和２３年から島根県施設農業協同組合連合会に、昭

和２５年から山口県内町村も含めた長石厚生農業協同組合連合会に、次いで昭和５１年

に鹿足郡厚生農業協同組合連合会、そして平成５年から石西厚生農業組合連合会、以下

厚生連と略称させていただきますが、に移管されております。 

 この間に医療関係の変化などを考え両病院の統合について協議検討がなされました

が、結局、平成元年に日原共存病院、そして平成３年に津和野共存病院がそれぞれ新築

されております。 

 しかしながら、その後、危惧されておりましたさまざまな医療環境の悪化に直面する

ことになったため、機能分担、津和野共存病院を急性期・日原共存病院を慢性期対応の

機能分担を図って、その運営に当たってまいりましたが、結果として財政悪化を来し、

厚生連での運営は不可能となったのであります。 

 そうした難局を迎えましたが、津和野町の地域医療を守ることを第一義に考えた結果、

平成２０年に公設民営化することになり、平成２１年より医療法人橘井堂を指定管理者

として運営が開始され、今日に至っております。 

 このように、長年にわたって津和野町の医療が守られてきたのは、大庭政世氏の御功

績によるものが大変大きいと思っておりますが、今日に至るまでに経営母体の変遷など

もあり、津和野共存病院の１００周年を記念する事業等については、現在のところ、特

に予定をしておりませんので御理解をいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  まず、感染症外来施設の件ですが、サテライトとして

協議を行っているようですが、以前、この感染症外来施設ができて、どう使うかとい

うときに、健康相談業務に活用するというようなことを、していきたいというような

ことを、町が言ったような気がするんですが、できてから、一切使われてないという

ことなんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  一切使われてないということはない、ありませんで、

がん検診等、感染症外来施設を利用しまして、これまでは行っておりました。ちょっ

と健康相談については行っていたかどうか、ちょっと私の理解の中ではありませんの

で、申しわけありません。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  この感染症外来施設いろいろありましたけども、精神

科を有する病院のサテライト的な診療所という着目して協議しているということな

ので、協議の進行をまた見ていきたいなと思っております。 



 ２点目の大庭政世氏に関してですけども、青原組合病院の経営は必ずしも成功したと

は言えませんけども、全国最初の組合経営医療事業の試みとして、その意義は組合医療

史上貴重なものであると島根県農業協同組合史は高く評価しております。 

 大庭政世氏、亡くなるときに６章からなる遺言が残されております。 

 これは島根県信用販売組合連合会に宛てた言葉なんですけども、「利のために節を違

えず、事業を積極的に経営すべし。しかして、常に新機軸を出すべし」。 

 現在にも通用する言葉ではなかろうかと思います。下森町長が町長選挙に出たときの

リーフレットの中にこの言葉があったような記憶があるんですけども、現在、津和野庁

舎の問題等さまざまに動いている中で、何か思うところがあれば、お聞きしたいんです

けども。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  なかなか幅広くて、少々難しい御質問だなというふうに思っ

ておりますけれども、庁舎云々という、問題云々という話もありましたけども、それ

は、また、それといたしまして、いわゆる、私が町政全般に当たっていく。そういう

過程において、常に利のために節を違えず、そして新機軸というのを打ち出していく

ということを、町政を進めていく上での基本的な心構えとして進めていくということ

を言い聞かせてもいるということでございます。 

 町長就任いたしまして９年目を迎えております。この言葉今でも忘れるものではござ

いませんし、これまでの間、いろんな新しい事業等も打ち出し進めてきたというところ

でございます。まだまだ十分な成果が出ているということではございませんけれども、

今後もこの節を違えないということをしっかりですね、それを基本的な重心として、こ

れからも、また新機軸を打ち出しながら、しっかり頑張っていきたいという思いでござ

います。十分なお答えになったかわかりませんが、そんな（  ）でございます。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  今回、本来なら町史をいろいろ見てやるところなんで

すが、私、今回資料にしたのが、こういう資料がありまして、これ、いつ手に入った

かわからんのですが、これは青原小学校の４年生の社会科の資料で、どの先生がつく

ったのか、何年前かもわからないのが手元に残って、これを私はいつも見るようにし

ております。その中で、やっぱり、遺言を子供たちにわかりやすく伝えております。

その中の一つですけども、先ほど言いました言葉を「自分たちがもうけることばかり

を考えず、新しいことに取り組んでいってください」というふうに資料として残って

おります。 

 こういったように、それぞれの地域にはすばらしい先人がおります。この土地に残っ

て、この土地を思い亡くなっていった方がたくさんおります。そうしたことを子供たち

に伝えるということも必要ではないかなと思います。こういった、これは青原小学校の



何年前かわかりませんけども、資料なんですけども、こうしたことを伝える。そういう

資料の見直しとか、政策は考えていないか、ちょっと教育長、お伺いしたいんですが。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  今、津和野町はキャリア教育とふるさと教育を２本の柱と

して進めていくんだということで、島根県全体も、ある程度そういう形で流れていま

すけども、特に、私、教育長になってから、それを強調して、それぞれの小中学校の

教職員の方には伝えております。それぞれ学校で、言われるように、地域地域、それ

ぞれの実情があったり、それぞれに自然であったり、人物であったり、産業であった

り、地域を伝えていく種になるものっていっぱいあると思うんですけれども、そうい

ったものはそれぞれの学校でもちろん見つける。から、子供たちに伝えていく。それ

は確実に必要なことだと思いますし、その地域に自信を持つそのきっかけになる一つ

の大きな取り組みだろうというふうに思います。 

 歴史的な分については副読本として、町全体の副読本としての資料として、以前小学

校用の副読本をつくっております。自然編というのと歴史編というのがそれぞれあって、

自然編は低学年用、それから歴史編は中高学年用ということで制作をして、それぞれに

もう各自１冊ずつ子供たちには配っているという状況でございます。もちろんその中に

は大庭政世さんも中に書かれておりますけれども、それをまずはベースにしていただい

て、あとは、ある程度、先ほど申しましたように地域地域のものを入れていくというよ

うな形を学校のほうでも、今とっておるいうふうに思っています。 

 また、そういう先ほど議員さんが持っておられたような資料を学校で独自でつくって

おるという資料が、私も残念ながら把握はしておりませんけれども、どういうような資

料がつくっておられるかというのを、そこまでの細かいことについては私も把握はして

おりませんが、それぞれの学校の先生方の力量の中で、そういった取り組みもされる。

こういう前例があるよということを、また、ぜひ、教えていただいて、その資料をまた

コピーさせていただいて、ぜひ、有効活用できればなというふうにも思っております。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  あと、公民館では、やはり、地域を考えるときに、こ

ういう先人の行動とか、いろいろ調べているところもありますし、昔書きとめていた

ものを掘り起こして住民に知らせるようにしている公民館もあるように思います。ぜ

ひ、先人の次世代につなぐ努力をしていただきたいと思います。 

 それでは、３番目の質問に行きたいと思います。 

 集落維持支援についてです。共同体としての集落維持が限界に達している限界集落は、

数値的には６５歳以上の人口が５０％を超えると限界集落になるとされています。人口

の５０％以上が５５歳以上になると準限界集落となり、少し人口が流出が進むと限界集

落化してしまう状態になります。当町の高齢化率も５０％近くになっているので、津和

野町は準限界集落に陥っているのではないかと思います。６５歳以上の人口が７０％を



超えてくると危機的集落と考えられています。限界集落、危機的集落、それぞれ行政区

として、どのくらいあるのか。また、支援策として考える点をお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、集落維持支援についてお答えをさせていただきま

す。 

 平成３０年５月３１日現在の津和野町全体の高齢化率は４７.２％であり、全町内１

１５行政区のうち、高齢化率５０％以上の限界集落は４９行政区、高齢化率７０％以上

の危機的集落は１２行政区でございます。津和野町内の行政区数の割合では限界集落は

全町の４２.６％であり、危機的集落は１０.４％でございます。 

 集落の維持支援策としましては、まちづくり委員会に対する支援策を平成２４年度よ

り講じており、地域環境美化事業、地域住民交流事業など、それぞれの地域で課題解決

に向けた取り組みが実施されているところでございます。 

 また、今後においても人口減少や高齢化率がますます進むことが予想される中で、地

域を支える担い手不足などが進み、地域で共同して取り組まれてきた草刈りや道路側溝

清掃などの取り組みができなくなるなど、共同体としての運営が成り立たなくなる集落

も増加することから、特に危機的集落につきましては、重点支援策を講じるなどの必要

性を感じているところでございます。 

 集落の維持支援策につきましては、未来づくり協働会議やまちづくり委員会と話し合

いを持ちながら、具体的な支援策について検討してまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  国が成長するときには地方の過疎化が進むというのは、

もう歴然たる事実なんですけども、少子高齢化に対応し人口問題に歯どめをかける施

策として地方創生が進められています。国土交通省によって発表された調査結果によ

りますと、平成１８年における調査では、全体比で１２.７％が限界集落数。そして

平成２８年３月においての調査によりますと、これが２０.６％という、この１０年

間で限界集落数が倍、倍まではいきませんが、確実にふえております。これは地方に

おいても言えることだと思います。現在、津和野町では１２のまちづくり委員会が組

織され、第３期の７年目が始まりました。それぞれの地域で知恵を絞って地域活性化

するというこのまちづくり委員会は、地方創生のミニチュア版であろうかと思います。 

 ３期目に入りまして、新たに地域提案型助成事業の中に組織づくりをテーマとした特

別枠というのが設けられました。いまいち、わからないので、ちょっと御説明をお願い

します。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  平成３０年度から３年間ということで、こ

れまで平成２４年から３年の期間ごとにいろいろ皆さんから御意見をいただいて、こ

の助成事業については見直しを図ってきたということであります。先ほど議員から御



質問のあった組織づくりをテーマとした地域提案型助成事業の特別枠ということで、

もともと昨年までの３年間のところは、大体毎年３,０００万円の助成金ということ

で、昨年までは地域提案型助成事業に１,５００万、組織づくり交付金に１,５００万

というような形で、自治会単位でお渡しする組織づくり交付金、それから地域から提

案をいただいて補助金を交付する地域提案型助成事業補助金という二つの補助金を

この地域の課題解決のために交付してきたということであります。 

 今年度は、このまちづくり組織交付金のほう、今まで１自治会組織当たり６万円とい

う基本額、あるいは人口一人当たりの金額が１,０００円だったと思いますが、その金

額を基礎に交付してきたものを１自治会組織３万円ということで半額にいたしまして、

人口の一人当たり金額も３００円下げさせていただいて、大体６００万ぐらいの減額と

いうような形になります。この減額分のうちの２００万をこの組織づくりのテーマとし

た地域提案型助成事業のほうに特別枠として出すということで、トータル的には１,５

００万の地域提案型助成事業に２００万上乗せする形で、この助成金というのを考えさ

せていただいたということであります。 

 これまでの６年間の中で、まちづくり委員会の構成メンバーであるとか、活動される

方々というようなところで、また全体的な活動になってないという反省点も各まちづく

り委員会で聞かれるところでした。それから、今後のまちづくりを担う、このマンパワ

ーのところが非常に課題であるというようなところも声として聞かれるところでござ

います。そういったところを今回特別枠として設けさせていただいて、まちづくりにつ

いての話し合いの場づくり、あるいは地域主催でシンポジウムをやるとか、あるいは人

材育成としていろんな研修に参加していただくというようなところの部分について、重

点的に配分していこうという考え方の中で、この２００万の特別枠を設けさせていただ

いたということでございます。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  まちづくり委員会ができて、これ再三言っていること

なんですけども、自治会活動、公民館活動、そして、まちづくり委員会ということで、

なかなかかかわる役員さんが本当忙しくなっているということ。それと、あと、この

地域には数件、もう３件ぐらいから１００件以上の地区が混在しております。この危

機的集落、限界集落、それも含めて混在している中で、どう地域として全体に施策を

組むかというのはすごく悩ましいことなんですよね。そうした部分では、どんどん研

修を積んで、地域の人も研修を積んでいかなければならないのかもしれません。以前、

青原まちづくり委員会で、先進地に２年続けて、宗像、そして、みやき町と行きまし

たけども、そのとき感じたのが、やはり先進地というのはもうスパンがもう全然違う

と。今、津和野町は３期目、７年目ですけども、行ったとき感じたのは、この人たち

は１０年スパンで考えているなと。１０年たって１期終わったというような、そうい

う意識づけから入っているというような気がしたのが大きな成果でした。それを例え



ば何かするときには、ハードじゃろうが、ソフトじゃろうが、やはり、住民に意識づ

けをどうしていくかちゅうのがすごい大切なことだと思います。その意識づけするの

にも、やっぱり、２年、３年はかかります。何かの事業をするにしても。そういった

部分の組織づくり、このお金の使い道ですね。今回２６日でしたか、未来づくり協働

会があるようですけども、どんどん投げかけてかないと、なかなか理解できません。

たまたま２年、このまちづくりかかわらせていただきました。委員長という立場で。

そこで感じたのが、１年目は会議の進行が悪いという、これはもう課のほうには言い

ましたけども、ただ、反省ばっかり言うて、次につなげる時間がないということを１

年目には言いましたし、例えば、こういう限界集落に関しては、まだ論じられてない

ような気がするんです。私としては、その小さいところ、その限界集落をどうにかす

ることが町全体を活性化するのではないか。特に町部、津和野、日原、町部の中でも

空洞化が始まっております。空き家等々考えても。そして、コミュニケーションにし

てもそうです。そうなると、やはり、周り、周り、もうやれないところをどう救って

いくかを考えることによって、全体に近づくのではないかと思っております。この点

について、どうお考えが、ちょっとお聞きしたいんですけども。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今回組織づくりをテーマとした特別枠とい

うことで、私どもが最初にまちづくり委員会から相談を受けたのが津和野地区のまち

づくり委員会であります。津和野地区のまちづくり委員会は、自治会がある、あるい

はまちづくり委員会の中に商店会で入られている、あるいは町内会で入られると、こ

ういった形の中で、この津和野の連坦地域については、自治会をどうするかというと

ころで、ずっと課題として出てきていたということであります。今回この組織づくり

をテーマとして、今まだ津和野のまちづくり委員会と協議中の話ではございますが、

それぞれ自治会のないところで、１個１個そういった意識調査をやってみようと。こ

ういった意識調査をやる中で、自治会の必要性というのをみんなで考えようというよ

うな取り組みをするということで話を進めているところです。最終的には津和野地区

のまちづくり委員会の中で、そういった意識調査結果をまとめて、それに基づいて自

治会の結成できるところは自治会を結成していくと。ただ、この自治会が必要かどう

かという、その意識ですね。その辺がまだまだ十分に皆さんと意見交換されてないと

いうようなことで、例えば、先ほど議員が御指摘になったような住民のお考えという

ところをいろんな課題がある中で、行政がどうアプローチしていくかというところは、

津和野地区のまちづくり委員会では、そういったところで、自治会の必要性について

の考え方というのを一緒に共有していくと。これは一つの事例だと思います。 

 今回、議員のほうから御質問いただいた限界集落というような危機的集落、私どもこ

れ行政区で調べて、結果的には先ほど町長が申し上げたとおりですが、まちづくり委員

会、あるいは、未来づくり協働会議で、そういう視点で、今回地域提案型助成事業等が



計画されてきたかどうかというところでいうと、やはり、その辺視点が抜けていたよう

なところは私どもも感じております。他市町村では、やはり、この集落の支援員という

のをこの限界集落あるいは危機的集落に置いて、それで集落の応援隊というような形の

中で、いろんな、先ほど町長が申し上げた草刈り等のマンパワーが必要なところの部分

を課題解決として補完しているというような仕組みをつくっているところもあります。 

 私どもも、今回津和野のまちづくり委員会とお話をしたときに、やはり、それを担う

だけのマンパワーが自治会を結成したときにあるのかというところが一番の課題だろ

うと思います。 

 集落支援というのは、１年間を通じて雇用する集落支援員と臨時的といいますか、特

別的な扱いとして、年間報酬４０万の集落支援員という、そういった立場で雇用すると

いうような方法もございます。そういった集落におられる、そういったマンパワーを中

心として、こういった事業を、危機的集落あるいは限界集落のサポートをしていくとい

うような方法も今後は考えていかなくてはならない。あわせて、やはり、未来づくり協

働会議、まちづくり委員会でも、今回御提案をいただいているところでございますので、

この実態を踏まえて、大小ということで、本町においては自治会的にも２０世帯以下の

構成のところが５割ぐらいおられるんで、青原の１００世帯以上ある共同会と大木、鹿

谷というような、大分差が開いていると。そういったところの支援のあり方というのを

今後については、やはり、議論していくべきだなというふうに感じているところであり

ます。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  自治会活動とか、公民館活動、社会教育という二つの

中で、どっちがどうなんだろうかというのが、ずっと私自身、公民館の非常勤主事の

ときから、ずっとあったんですけども、このまちづくりというのが入ってきたことと、

あと、教育委員会の学びの協同事業、こういったものがうまいこといけば、どうにか

なるのではないかなというような、ぼやけた部分しかないんですけども、先ほど出ま

した青原共同会、今１１７、実際１１４世帯ですか。これ何で青原共同会かって、自

治会じゃないんですいね。これは今わかっているのが、昭和４年、文書で残っている

のが青原共同会となっております。御存じのように、青原は宿場町で、津和野藩の宿

場町で、人の入れ変わりが激しいところ。つまり、人が入ってきたことによって町が

形成されてきたようなところがあります。ですから、自治会とは言いませんし、共同

でないとやってこられなかった土地柄とも言えます。１１４世帯の中で９組まである

んですけども、どちらかというともう連合会みたいなとも考えられますし、その１１

４世帯の中でも一番少ない組が六、七件、１番多い組が２０件ということで、人口が

３００人ちょっとですけども、４人に１人は７番組に、お宮の下の推進住宅ができた

ところですけども、７番組になるという、たった１キロ、集落の中にそれがあるわけ

で、その中でも、いろいろ、ごたごたあるわけなんですよね。それを今度地域でどう



展開してくるかというのはすごい大きな問題で、１番に考えられるのは、高齢化とと

もに移動手段をどう講じるか、どう手がけていくかというのが大きな課題なんですけ

ども、ぜひ、まちづくり委員会にさまざまな、やはり、知恵を絞るにも材料が要りま

す。いろんなパターン、いろんなこういうことがあるというのはどんどん提示してい

ってほしいなと思います。 

 今後の展開に期待して終わろうと思うんですが、何か、町長何かありますかいね。終

わったら、いつも議長が町長とか言うんで。ちょっと何かあれば。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  現在地域活性化センター理事長でございます、島根県にも御

縁の深い椎川先生でございます。あの方のいろんな話を聞く機会が多くて、椎川先生

曰く、今、地方創生全国で頑張っているけれども、要はなかなか人口減少対策として

今やっているけれども、２０年後、３０年後にこれを増加させるということは非常に

難しい至難のわざでもあろうかというふうに言われておりまして、ただ、じゃあ、な

ぜ、地方創生取り組むのかといったときに、２０年後、３０年後に、その町を本当に

よくしていきたいという能動的に頑張れる、そういう人をつくっていくということを

今から考えながら目指していく必要があるというのをおっしゃっておりまして、そう

いう言葉に非常に共感をしているというところでもございます。まさに、私ども、こ

のまちづくり委員会というのを展開をして、このまちづくり委員会を舞台として、い

ろんな方々がその町をよくしていく事業に取りかかっていただきながら、結果よりも、

その過程を通して、その地域を愛し、また担っていくという郷土愛が醸成されて、そ

の地域に人が残っていくということにつながっていけばという思いを持っていると

ころであります。 

 しかし、現実としては、今御指摘をいただいたように、いろんな自治会長さんである

と公役を持っておられる方がまちづくり委員会にもかかわって、むしろ仕事がふえて大

変だという声も現実としてお聞きしているのも事実でございます。そうした中で、この

７年目に当たるまちづくり委員会をもっと目的にも達成できるような組織として考え

ていただけるようにということで、組織づくり枠というのをつくらせていただいたとい

うところであります。 

 私どもの議論の過程においては、若手枠とかですね、女性枠みたいなものを財源で確

保して、そういう新しいまちづくりの担い手が企画をして頑張ってもらえるような枠を

つくってはどうかという議論もしたんですが、まずは、その前に、やはり、まちづくり

委員会の中で新しい担い手が入っていただけるような、そういう組織づくり枠というの

から始めていこうじゃないかということで、進めてきているというようなところでもご

ざいまして、今後せっかくできているまちづくり委員会というものを、財源的には続け

ていくというのが大変な面もありますが、やはり、地方創生というのは、そういう２０



年、３０年先を見た中でも、人づくりという観点で進めていきたいと考えているところ

でございます。 

 ただ、そうは申しましても、２０年、３０年先に限界集落が、その集落としての維持

ができているかどうかというのは現実問題としてもあるわけでございまして、これは先

ほど課長も申し上げましたように、いろんな、また、支援策も講じながら維持ができる

ような、そういうまた取り組みもしっかり頑張っていきたいと考えているところでござ

います。 

○議長（沖田  守君）  ８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  最近よく聞かれるのが、５年後どうなっとるんじゃろ

うかと。高齢化が進んで、５年たったら集落がすごく変わるんじゃないかとか、そう

いう危機意識も住民は持っているところがあります。ぜひ、このまちづくり委員会、

さらに進めていって、少しでも津和野町がよくなるように努めていきたいと思います。

行政のほうも毅然とした態度で住民に当たってほしいなと。特に好き勝手なことを言

う人が多いと思います。はっきり言って、自治会の長というのはその上がおりません

ので、そういう面では毅然とした態度で当たってほしいなと思います。 

 それで、私の質問を終わりたいと思います。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、８番、三浦英治君の質問を終わり、午後１時１０分

から開会したいと思います。休憩といたします。 

午後０時 09分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 10分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序４、５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  それでは、通告に従いまして、６月定例会では５件の

質問を行いたいと思います。 

 まず、最初に、先般、４月に行われました津和野町議会議員選挙のことについてお伺

いをするところでございます。 

 平成３０年４月２２日に執行された町議選は、合併前の旧町時代から初めて経験する

無投票という選挙結果でありました。全国的な趨勢とはいえ、町政に対する住民の関心

の低さが大変憂慮されます。町長の所見を伺います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、５番、板垣議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 町議選についてでございます。 



 私もかつて８年間町議会議員を務め、合併等の理由により変則ながら３度の議員選挙

を経験しております。有権者の方々からの信任を得ることの大変さを、身をもって知る

とともに、議員として付託を受けた後も、町民の皆様から寄せられるさまざまな意見を

日々受けとめ、町政をより専門性をもって学び、判断し、町民代表としてのチェック機

能を発揮することの責任の重さを感じてきた一人でもあります。 

 付託を受け、町政を深く知る立場から判断をしたことが、時に支持者から厳しい御意

見をいただくこともあり、議員という身分のつらさや信念を貫くことの大変さを経験し

てもまいりました。 

 無投票が町民の皆様の町政に関する関心が低い結果との議員の御指摘でありますが、

私は、時代の移り変わりの中で、そうしたときにつらさを伴う重責を、みずから意欲的

に担っていこうという方が少なくなってきていることも原因ではないかと思っており

ます。 

 町長である現在の私も含めてありますが、議員の皆様方が、町の将来をよりよくする

ために、活発に議論し、活動する姿や心意気を広く町民の皆様に理解をしていただくこ

とが、次の意欲を持った人材を生み出すことにつながっていくのではないかと思ってお

ります。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  同僚議員からも質問がありましたね、平成２４年から

本町が取り組んでおります住民と行政の協働のまちづくりということで、ことし７年

目を迎えております。 

 また、平成２８年９月には、「まち・ひと・しごと創生津和野町総合戦略」というこ

とで、その目的を進める上で津和野町女性会議というものが設置されました。そのよう

な、今日までの下森町政が取り組んでこられた施策の中から、やはり、町の将来をこれ

からも進めていこう、今までどおり町長の企画のもと、機軸のもとに進めていこう、い

やいやもう少し立ちどまって、ここはこうしたほうがいいんじゃないだろうか、そうい

うことで議会というものに挑戦する、そういう果敢な若者が育ってくることが今日まで

の施策の一環ではないだろうかと考えておりますが。 

 そうした中で、前段の同僚議員からもありました、ことしつくった特別枠の２００万

円の使い方が、その抽象的というか具体的に言えばまちづくりを担う人材育成、または

組織づくりと、そういうふうに明文化されておりますが、この人材育成、組織づくり、

私も地元のまちづくり委員会に加わっておりまして、今回は、この２００万円のソフト

事業は自分たちからは、なかなか提案しづらいということで、断念をしたところでござ

いますが、５月いっぱいまでに町内１２のまちづくり委員会から、この特別枠について

何か提案があったのか、なかったのか、その辺について、とりあえずお伺いしたいと思

います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今回の地域提案型助成事業の補助金、５月

末ということで、先般、提案のあったまちづくり委員会からのヒアリングを終了した

ということで、２６日が未来づくり協働会議で、その内容について皆さんと協議する

ことになっております。 

 ちょっと今その辺の資料を持ち合わせておりませんが、今までのところで承知してい

るところでは、１２のまちづくり委員会中、５つぐらいのまちづくり委員会から、この

組織づくりについての御提案をいただいているということと、あと、私どもがヒアリン

グする中で、これは組織づくりのほうじゃないかというような部分も含めて、今までが

地域住民交流事業であるとか、地域活性化事業ということで、従来型の助成事業として

提案をされていた部分を組織づくりのほうに振りかえたのを含めて、５つぐらいの地域

から上がっているというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  先程、女性会議という、既に１期生が終了して、今２

期生ということで進められているかと思いますが、１期生の女性会議というものが、

どういう一つの提案がなされて、それで一応終わったのか。 

 この女性会議そのものは、終局の目的というか、町長の諮問機関なのかどうかわかり

ませんが、私は、その女性会議に参加された方が、ずっと女性会議にずっと名を連ねて

おるというのもいかがなものかと思いますが、やっぱり、いつかは自分たちの思ってい

ることが形になること、そして形にするようなそのものがなかったら、ただの諮問機関

で終わるようでは女性会議の設置している目的がどうも曖昧じゃないかなと思って、僕

はその女性会議を卒業されたか、さなかであってもいいんですが、こういう方が本当の

未来のまちづくりに自分たちの声をどうしてやったらいいのだろうかという、そういう

組織をまた自主的に立ち上げる、そういうものを何といいますかね、つわの暮らし推進

課が、こういうものを立ち上げることによって、いかばかりかの組織結成助成金を出し

ますよという形で２００万円の一部をそういう形に仕向けるならいいけども、同じよう

に今までの地域提案型助成事業の１,５００万円とさらに何かをまたソフト、ソフトで

いきますけど、２階建てつくったって意味ないなと思って、私は思うんですが、その辺

についてはいかがでございましょうか。 

○議長（沖田  守君）  ちょっと待ってください。５番、板垣議員に申し上げますが、

通告とちょっと趣旨が変わるような気もいたしますし、あなたが町議選に絡んでのこ

とだから全く関係のないとは言いがたいとも判断をちょっとしかねますので、余り事

業の中身というのはいかがかと思いますから、そこら辺を踏んで……。つわの暮らし

推進課長、簡潔に。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  女性会議は、若い女性が住みたいまちづく

りというところを皆さんに議論していただくために、今１期生もう終わりましたけど、

組織化させていただいたものです。 



 当初、公募で１０人ということで、第２期生は今この補正でもちょっと上げさせてい

ただいておりますが、１１名の委員をもって構成をしているということであります。住

まいと子育てということで、２つの視点でこれまで議論していただいて、それなりのと

ころは今月発行する広報に、表紙のほうから含めて女性会議の会議の模様も皆さんのＰ

Ｒが足りないというようなところも含めて、町民の皆さんにＰＲするたびに、その成果

と活動内容については報告することになっております。 

 先ほどありましたようなＮＰＯというような、新しいそういった若い女性が考えるよ

うなそのまちづくり、その辺の中心となる組織というのは、第１期生の中でも、こうい

う組織をつくりたいというところでお話がありましたし、計画もしてみたいということ

であります。その方については第２期生としてまだ残っていただいておりますが、私ど

もとしたら、やはりこれは若い女性が住みたいまちづくり、総合戦略の人口ビジョンと

いうところで言いますと、女性が減って地方自治体が消滅するというようなところも以

前はあったかと思いますので、そういった対応の中で、いろんな住まい、今は子育てで

すが、そういうなのを提案していただいているというのが、今、現状でございます。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  ちょっと的がだんだん広がるということで、一応、こ

の質問については終わりたいと思います。 

 続いて、２番目の質問でございますが、つわの清流会の財政状況についてということ

でございます。 

 新聞報道によりますと、４月の障害者福祉サービス報酬の改定があったということで、

この改定の内容をかいつまんで言いますと、一般就労が少し難しい人を対象とした「就

労継続支援Ｂ型」、この事業、もちろんつわの清流会が行っているわけでございますが、

そういう事業を手がける事業所では、約７割の事業所が減収となる見込みというふうに

書いてありましたので、ちょっと読んでみますと、いわゆるＢ型支援に入られて何年か

経過した中で、一般就労への定着を促すその実績に基づいて報酬体系が４月に改正され、

それが導入されたと、そういうことで現在の事業所が全国的に非常に経営が苦しくなっ

ているという内容でございましたので、つわの清流会におきましても就労継続支援Ｂ型

が２カ所で行われておりまして、大変心配したところでございますが、この辺について

影響と財政見込みについて伺う次第であります。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、つわの清流会の財政状況についてお答えをさせて

いただきます。 

 議員御指摘のとおり、本年度から国の制度改定により障害福祉サービス等の報酬改定

が行われたところであります。改定内容には、昨年度から事業を開始した社会福祉法人

「つわの清流会」が実施する就労継続支援Ｂ型事業や、放課後等デイサービス事業にか



かわるものもあり、つわの清流会の試算によれば、両事業とも当初収入見込みより減収

になるということを聞いております。 

 具体的には、就労継続支援Ｂ型事業につきましては、前年度の平均工賃月額により報

酬単価を決めることとなったため、安定している「つわぶきの里」は変わりありません

が、昨年度、事業を開始した「わさびの里」においては影響を受け、年間約３０万円程

度減収となるということでございました。 

 放課後等デイサービス事業につきましては、重度の障がい児が過半数通所しているこ

とや、時間により報酬区分を設けられたことにより、「つくしんぼう」においては、年

間約２００万円から３００万円程度の減収となる見込みであるということでありまし

た。 

 新聞報道にもありましたように、今年度の報酬改定により、つわの清流会のみならず、

全国の多くの事業所が経営悪化となる予測があり、国も制度の運用に問題があることを

認めているため、現在、実態調査を行っていると聞いております。つわの清流会として

は、当面、利用者をふやし、単価が安くなった部分を補うよう努力をしていくとことで

ございました。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  当初の新聞報道は、私は山陰新報じゃなくて朝日新聞

であったと思いますけども、先ほどのＢ型支援の事業ということでございましたが、

放課後等のデイサービス事業についてもやはり報酬改定で非常に報酬というよりは、

これは障がいの程度に応じて区分されるというようなことで、今まで区分がなされて

なかったものが４月の改定で区分される。重たい人と軽い人で措置費というか、その

報酬が変わってきたということでございますが。 

 全協のときにも報酬は障がいの程度において差はないというふうに課長言っておら

れたかなと思うんですが、４月には、また改定があって確かに２つに区分されたという

ことで、今回、その２００万円から３００万円の報酬減があると。これも重たい人が通

っておられれば報酬の減にはならんのではないかと思うんですよ。 

 実は、その支援分には、いわゆる障がいが軽い人、いわゆるその見守りが必要ないか

ら、どこかのテレビか何かをつけておけば、そこで子供たちは夕方まで時間を過ごせる。

だから国からもらうその報酬はもらっといて、その見守りに伴う費用は少なくて済むの

が軽度の方だと。 

 この答弁を見ますと、障がいの重たい方が入っておられるがために、何か見守りに相

当人権費がかかって結果的に減収になるというふうに答弁なされていますが、反対じゃ

ないかと思うんですがいかがですか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 



○健康福祉課長（土井 泰一君）  この４月からこの障害福祉サービス事業の内容の変

更なんですが、放課後等デイサービスにつきましては、これまで来られるお子さんの

よって区分はありませんでした。 

 それが、今回、いわゆる新聞報道にもありましたが、悪質業者いいますか、言い方は

申しわけないんですが、いわゆる軽度のお子さんもおられれば重度のお子さんもおられ

るわけで、そういう中で、はっきり言いまして軽度の情緒不安定なお子さんであるとか、

発達障害のお子さんだけは通所をさせる。重度のお子さんがそこに行きたいといったと

きに、うちの事業所は重度のお子さんは受け入れておりませんというようなことを言い

ながら、軽度のお子さんだけを集めて、今、議員さん言われましたような、本当にテレ

ビを見せるだけとか、ゲームをさせておくだけで、いわゆるその時間潰しでやっておっ

た事業所というのが全国の中にあったと、見受けられたということで、国のほうがそう

いうことであってはいかんということになり、今回の改定になったということを把握し

ております。 

 中身につきましては、報酬区分が基本的には大きく４つに分かれました今回。そうい

う中で、目安として、まず一つは、いわゆるその判定基準はあるわけですが、その判定

基準によって重たいほうになられちゃったお子さんが５０％以上おられるところにつ

いては、報酬区分が高い判定、それから、そうでないところは低い判定の部分、いわゆ

る清流会には重度のお子さん来ておられますが、やはり全体で見ますと半分もいってい

ませんので、その辺で当然、報酬下がっていく。 

 それから、これまでは一日のサービス時間というのが、区分がなかったわけなんです。

それが、３時間未満であるところに、例えば放課後ですと３時間未満のこともあるわけ

なんですが、３時間未満だった場合には報酬を下げる。それ以上だとこれまでどおりと

いうような形に、またそういうところも変更があったりして、これまではたとえ２時間、

３時間学校を４時に終わって連れてきて、６時には送っていくと、それたった２時間で

やったわけなんですが、基本それは一日とほぼ変わらないような状況だったわけなんで

すが、その辺がこの４月からは、今までのやつがその短時間のほうに合わせられればま

だよかったんですが、逆にそこは下げられているという中で、今回、ざっとの計算なん

ですけれども、放課後のほうが影響を受けて約２００万円から、今後ちょっと様子を見

なければわかりませんが、最高で３００万円ぐらいの予定していたものよりも減収にな

るかなということで、今、考えております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  直近の全協でいただいた資料では、３月１２日ですか

ら、報酬改定前の資金繰りというか、収支予測というか、その中で平成２９年度で５

００万円の貸し付けを行って、それは平成３０年度末で返すか、それとまた３０年度

に貸し付けるというようなそういう繰り返しかなと思っていますが、とりあえずはそ

の３月３１日で５００万円をこちらへ返していただいて、新たな貸し付け、３０年度



の貸し付けはあったのかなかったのか、まだ行われていないのではないかなと思うん

ですが。 

 それは、なぜかと言いますと、直地のその児童館の中に子育て支援センターを従来、

町の直営でやったものを法人が引き受けたと。それによって委託料が５００万円ばかり、

そっくり入った。さらに障がい者の相談機能ということで、委託料が４４０万円ばかり

が４月ですかね、法人から言わせれば資金調達されたということで、５００万円と４０

０万円があるから当然９００万円ぐらいが運用資金としてあるという、運転資金ですか、

あるということですが。 

 しかし、この表で見る限りでも、７月１０日、もうあと１カ月ばかりで一回資金ショ

ートを起こすような表になっていますが、新たに３０年度に５００万円を町は法人に貸

し付けたのかどうかも含めて、その子育て支援センターと相談の事業委託料を既に支払

って、なおかつこういう１００万円ばかりの資金ショートが見通せるという、さらに今

回の報酬改定で、報酬が下がれば１００万円どころじゃない、その７月時点でも１５０

万円から２００万円赤字になるんではないかと、そうすれば５００万円の貸し付けどこ

ろじゃない、もっとふやさないけんし、その辺、実態をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  ３月に説明させていただいた部分の資料から、また

ちょっと今、変っておりまして、何が変わったかと言えば、まず、最初に５００万円

の貸し付けは本年度は行っておりません。（発言する者あり）はい。先ほど議員おっ

しゃられたように、今年度からの新規事業を含めて委託料のほうを、一応４月にお支

払いをさせてもらっておるということで、資金ショートには陥ってないということに

なります。 

 それから、事業計画３月に出した部分においては、ある程度Ｂ型の事業所のほうと放

課後のほう、少し実は法改正を見込みながら数字を下げておりました。そういう中で行

っておりましたが、一応７月ぐらいには△がつくというような形になったであろうかと

いうところでありますが、今回、実は保育園の事業のほうが、３月にお示ししたときよ

りもかなりふえております。 

 特に、木部の保育園が３月にお示ししたときは８名か９名ぐらいの、３０年度の出発

だったと思うんですが、今現在もう既に１２名入っておられまして、また、定住住宅に

２学期から入られるお子さんで保育園に入られるというお子さんがおる中で、定員オー

バーするということでどうしようかというような状況にもなっておりますし、直地のほ

うも、今はちょっとはっきり今、数字を持ってきていないですが、定員１２名かそれよ

り１人、２人多い状況で、今、運営をされておるというところがあるんで、現在のとこ

ろ、一応、収支見込みだけで見ますと、１２月まではとりあえずは大丈夫であるという

ような予定であります。 



 ただし、今の就労のほう、それから放課後のほうの今の減収分が、人数で今後補って

いかなければならないわけですが、要はその減収分については人数をふやすことによっ

て何とか収入を確保していくということをやっていく中で、それを今後、町長も申しま

したが、努力して今年度は頑張っていくということで考えております。 

 本来でありましたら、昨年からお話しておりますように、特に就労のほうも放課後の

ほうもですが、１年たって１周回った段階では、基本的には安定運営にできるというふ

うに考えておりまして、今回も法改正がなければ、そこそこの黒字になる予定であった

ところが、一応、現在のところ赤字にはならないにしても、何とかとんとんでいけるよ

うに出のほうを抑えながら、今、やっておる状況であります。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  それでは、今の状況の中でも１２月までは資金ショー

トは起こさないし、これからのこの利用者をふやすとか何とかで、まだ貸し付け実行

されてない５００万円の枠という貸し付けの枠があれば、ことしまた３０年度その時

点で、どうしてもショートしそうなら５００万円の貸し付けを実行すれば、当座は３

０年度はぼちぼち賄えるかなという状況で理解してよろしいでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  今の段階では、おっしゃられるとおりかなと思って

おります。法人のほうもいろいろ新規で就労場所を探したり、仕事を探したりしなが

ら一所懸命やっておるところであります。町としても積極的に支援をしていきたいと

思っております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  いろいろよろしくお願いします。 

 それでは３番目の質問に入りたいと思います。 

 文化財保護行政についてということで、歴史的風致維持向上計画によって、藩校養老

館の修復を初め、空き家再生事業、津和野駅周辺整備、旧城下町等サイン整備事業の進

捗を見ております。 

 この歴史的風致向上計画、長い計画でございますが、残された事業として藩邸跡・公

園整備事業や見晴らし広場、棚田公園整備事業など、これからまだ残された事業があり

ますが、今後の取り組みについて伺うところでございます。 

 もちろん藩校養老館も修復がまだ済んだわけじゃなくて、これからまだ内部のほうも

あるわけでございますし、津和野駅周辺整備もこれからという状況でございますので、

済んだという表現ではありませんが、進められているということでございます。あわせ

て、津和野城山整備計画では石垣修理事業についても、平成２４年から平成３２年とい

うことで計画が立てられておりますが、石垣修理の現状と今後の見通しについて伺いま

す。 

○議長（沖田  守君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、文化財保護行政についてお答えをさせていただき

ます。 

 津和野町歴史的風致維持向上計画につきましては、平成２５年４月に策定をし、期間

は平成３４年度までの１０年間となっております。議員御指摘のとおり、現在、津和野

駅周辺整備事業等の各種事業に取り組んでおり、残された事業においても順次実施して

いきたいと考えております。 

 しかしながら、計画を策定後、津和野町豪雨災害の発生に伴う復旧事業、ＣＡＴＶの

ＦＴＴＨ化事業など大きな財政負担を伴う事業に取り組む必要が生じたため、町財政状

況の今後の推移についても考慮せざるを得ません。 

 残っている事業において、例えば津和野藩邸・公園整備事業では、津和野城大手門一

帯の復元を行うためには、既存の津和野高校「つわぶき寮」の建物移転が必要になるな

ど、個別の課題も抱えております。 

 上記のことを踏まえながら、総合的に検討を行い、計画の見直しを含め、取り組んで

まいりたいというふうに考えております。 

 津和野城跡における石垣修理事業については、平成２４年度より仮設道路の測量調査

設計に着手し、その後平成２５年災害の復旧工事を挟みながら、平成２７年度に出丸石

垣修理工事の実施設計、平成２８年度より出丸石垣修理工事に着手しております。現在、

出丸石垣修理工事の途中であり、平成３２年度の整備終了を目指して事業を進めている

ところでございます。 

 また、出丸石垣修理完了後には、引き続き本城の二の丸、三の丸の石垣修理工事に着

手したいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  文化財の関係で、今、城の関係が篤志家の方によって、

あわせて事業は進捗をされているということは大変うれしく思っているところでご

ざいますが、一方、以前から津和野の町並みなり、津和野に山口県側から入ってから、

非常にいろんな障害物があって見えにくいというようなことも指摘されておられま

して、この問題はまだ解決しておりませんが。 

 ただ、この見晴らし広場という表現ですけども、事業の内容から９号線から町並みを

見たり、城跡を見たりというのが見晴らし広場かなというイメージがあるわけでござい

ますが、確かに従来の質問での答弁では、地籍調査が進んでないとか、事業の財政的な

負担もあるとか、いろんなこともありますが、城跡が見える何カ所かを「見晴らし広場」

としてとりあえず障害物を伐採、除去するというような、そういうことも補助事業がな

いと何もできないわけではありますが、そんなところをイメージするわけですが、見晴

らし広場その辺については非常に緊急性があるような気もしますが、その見晴らし広場

のイメージはどういうものかと、その緊急性を私は感じていますが、その辺については

どのように担当のほうでは思っておられるか、お伺いをいたします。 



○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員の御質問でございます見晴らし広場でございま

すが、このイメージにつきましては、議員からも御指摘ございましたが、国道沿いの

廃屋が２棟から３棟ありますが、特に、ホテル側のほうを想定をしておりまして、こ

れあたりを解体をした上で、その上で公的な目的広場として行って車をともられて、

町並みを見下ろすことができるというようなイメージで考えております。 

 ただ、この物件自体が個人の資産であると、個人と言いましょうか、民間の資産であ

るという部分につきまして、公的資金を投入する上では、そのあたりの整理も必要にな

ってくるというとこと、町長から申し上げましたとおり、財政的にかなり厳しい部分が

出ておりまして、いざそれに取りかかるとなると、かなりの予算も必要になってくると

いうところで、現在のところは、とにかくまず駅前あたりに集中をして、ことを進めて

いきたいという思いでございます。その中のイメージとして国道から見えにくくなって

きました樹木の伐採等というものは、このイメージの中には当面は入っておらないとこ

ろが正直なところだと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  わかりました。見晴らし広場の具体的な例を挙げてい

ただきましたが、もちろん町の物件であります青野山荘の周辺も何かいい場所だとは

思うんだけども、その津和野町の遊休資産であるあの建物すらもなかなかいい方法に

向かない中で、その民間のそういうものを、特定空き家物件として解体して更地のし

てというなのはなかなか現状は難しいかなと思いますが、何か住民の皆さんの中には

９号線を走るのに、全然、町並みは見やせん。何とか早くしてくれやというような声

もありますので、どこがというわけじゃありませんが、何カ所かやっぱりそういう立

ちどまって城跡も見えるし、町並みも見えるというのは、やっぱり城の石垣の整備が

終わる、そして登山道が整備される平成３２年、それぐらいをめどには何ぼか、何カ

所かはそういうところを確保する。歴史的風致維持向上計画の国の交付金をもらわに

ゃ何もかもできんちゃできませんが、木を切るぐらいのことは何とかできんかなと思

うのが、住民の一人としても私自身も思うところでございます。御検討いただければ

結構かと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、続いてアクティブシニア総活躍事業の実用化についてということでござい

ますが、非常に片仮名でアクティブシニア総活躍事業と言えばなんだろうかなというふ

うに皆さん関心があろうかと思いますが、やっぱり買い物支援と見守りということで本

町が数年前から取り組んでいる事業でございます。この点について、昨年ですか報告会

もありましたが、その後、何とか実用化に向けての実証実験ということで取り組まれて

おることは承知しておりますが、現在の課題、そして今後の見通しについてお伺いをい

たします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、アクティブシニア総活躍事業の実用化についてお

答えをさせていただきます。 

 高齢者見守り・買い物支援事業につきましては、平成２８年度にアクティブシニア総

活躍事業（交付金５,０００万円）、平成２９年度に地域の暮らしサポート実証事業（交

付金２,２３３万４,０００円）により、国の交付金を活用し実証実験を実施してきたと

ころでございます。 

 地域の暮らしサポート実証事業では、見守り支援サービス９３世帯、買い物支援サー

ビス２２１世帯の実証実験を行い、見守り支援については、平成２８年度に実施したテ

レビ見守りサービスに加え、ＡＩロボットによる高齢者の生活リズムを確認しながら緩

やかに見守るサービスや、テレビ電話による画面に映る映像で対話しながら見守るサー

ビスを行いました。 

 買い物支援につきましては、平成２８年度に実施したテレビ電話に加え、幅広いニー

ズに対応するための機能を整備し、電話注文やファクス注文、インターネット注文の手

法を新たに取り入れました。平成２９年度に追加して行った実証実験については、地域

の課題を解決するための友好的な手段であり、新たな運営モデルの構築ができたことは、

一定の成果であると考えているところでございます。その一方で、インターネット環境

の不安定によるシステムの不具合や費用面での課題もあり、高齢者見守り・買い物支援

事業の本格実施に向け、方策等について再検討を行っているところでございます。 

 平成２７年１１月から地域おこし企業人交流プログラムを活用して、シャープ株式会

社より社員の派遣を受けておりますが、ことしの１０月末で３年の任期が終了となりま

す。今後は、これまでの集大成として、シャープ株式会社のノウハウを活用し、ことし

１０月からの本格実施に向け、事業の担い手となる株式会社津和野開発と連携を図りな

がら、取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 また、見守り支援につきましては、親族世帯からの問い合わせに対し、サポートをす

る見守りコンシェルジュの役割を持った集落支援員１名を平成３０年９月より新たに

雇用し、さらに充実を図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  この議会の最終日に報告会があるようでございますの

で、その報告会を聞くことでこの進捗状況は理解できるかと思いますが、実際そのテ

レビ画面を使って商品を注文して、それをお届けする、そして代金回収する。そうい

う取引というか、件数というものは、現実４月以降どういう実態があるのかお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  平成２９年度のところで実証実験は終了し

ておりますので、今から本格実施、１０月から予定をしております。今年度のついて



は、今、まだ準備期間ということでいろんな準備をしているということでございまし

て、取引的なところは今行っておりません。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  ４月以降、今日、取引というか、そういう受注はない

ということでございますか。これを１０月以降には、そいじゃどういう方法でその受

注を現実のものとするかという、本当、非常にこの事業は私もテレビ画面を見てやっ

たこともありますが、なかなか高齢者がやるというか、なかなか実用化が十分図られ

るかどうか、大変心配しておりますし、第一、配達の云々支援とか経費なんかについ

ても、なかなかそういうものが賄われるかどうかちゅのは非常に極めて事業化が難し

んじゃないかなと思っておるんですけど、両方がいいように、例えば今の場合は小売

店の皆様にも何かメリットがなけにゃいけんし、もちろん高齢者の買い物する側にも、

当然、大きな買い物支援としてなされなければならないという、そういう中で、なん

かこう事業として日の目を見んところはなかなか正直なところ課長、何をこれから検

討する、何を検討するんかというのが大変重要になってくると思うんですよ。先延ば

しはもうだんだんできんようになってきますよね。その辺についてお伺いします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  去年、一昨年ということで実証実験を行っ

てきたということであります。昨年は商品アイテム数４４０を超える品物を、今回、

先ほど町長が答弁しましたように、買い物の支援サービスの登録をされた方というの

は２２１件あったということであります。 

 今、現状として私どもが課題として思っているところ、今までは国の補助金等を活用

してこの人件費、輸送にかかるコストを全て賄ってきたということであります。先般の

２８年度の報告会をやったときも、受益者負担をどういうふうにするかということで、

私どもとしては、この商品を買ってお届けする、こういった流れというのは、この事象

実験の中で十分そのノウハウをつかんできたというふうに考えております。 

 あとは、受益者負担をどうするかということ、あとはテレビ電話での活用というのを、

これは選択として捉えて、ファックス、電話、あるいはインターネット注文というよう

な形の中でどのぐらいの経費がかかるのかというのを、今、試算をしております。今度

２０日の日にはそういった試算も含めて議員の皆様にも御説明をする予定にしており

ますが。 

 とりあえず買い物支援については、受益者負担毎月５００円取ることで、あとについ

ては集落支援員を今２人雇用しております。これはピッキングと配達ですが、それにか

かる集落支援員と、あとは注文にかかる集落支援員、もう一人、今回９月から集落支援

員を雇用させていただいて、見守りに係るコンシェルジュということで、３人を集落支

援員として配置をさせていただきたいと。この３人の活動費というのがそれぞれござい

ます。 



 今回、高齢者の見守りと、それから買い物支援ということで、その経費にかかる部分

については、この集落支援員の活動費プラス受益者負担、受益者負担については、イン

ターネットを使う場合、インターネットの使用料等もございますが、そういった形の中

でなるたけ現実的な数字を提案をさせていただいて、１０月から実施をしてまいりたい

というふうに考えております。 

 今回、２９年度で実施した御家庭の御意見で言いますと、まだ買い物支援等は行わな

いのかというようなところも御意見として聞いております。ただ、今、私どもがマック

スにしているのは、買い物支援が５０世帯、見守りの関係が５０世帯ということで、そ

ういった世帯数を目標として１０月１日から実施をさせていただきたい。それまでのと

ころで住民の皆さんには制度の周知を図って、その辺の内容について御承知をした上で、

今回のこの制度について御加入いただくような意思表示をいただきたいというような

ところで、今、考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  それでは、２０日の報告会を待ちたいと思います。あ

りがとうございました。 

 最後の質問でございますが、平成３０年度の農業に関係するわけでございますが、経

営所得安定対策ということでお伺いをいたします。 

 その一つとして、水田活用の直接支払交付金、さらに産地交付金ということで、３０

年度対象面積・農家数、交付金の見込額を伺います。 

 ２番目として、島根県は水田の転作として新規事業として、園芸型高収益作物導入実

践支援事業ということで、クリの植栽希望ということで各町村を希望を取りまとめてお

られるようでございますが、津和野町における植栽希望者数とその面積はどのようにな

っているか伺います。 

 あわせて最後に、クリということで「栗プロジェクト」というものが数年前から取り

組まれておられますが、このプロジェクトによる植栽面積と受益農家数についてお伺い

をいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、平成３０年度経営所得安定対策についてお答えを

させていただきます。 

 水田活用の直接支払交付金、産地交付金の対象面積・農家数、交付金見込額でござい

ますが、平成３０年度の経営所得安定対策等交付金の申請については、現在、取りまと

め中でございますので、概算の数字で回答させていただきます。 

 水田活用の直接支払交付金については、ＷＣＳ容稲、飼料用米、大豆、小麦、飼料作

物の基幹作物が対象となり、おおむね対象面積は５３ヘクタール、農家数は５７戸、交

付金額は４,１００万円と見込まれます。また、産地交付金については、そばや山菜、



特定野菜などが対象となり、おおむね対象面積は６８ヘクタール、農家数は９５戸、１,

１００万円と見込まれます。 

 ２つ目の御質問でありますが、島根県では米消費が低下していることを受け、水稲生

産から畑や果樹園に転換することによって、耕作放棄地の解消や農家所得の向上を図る

ため、今回、支援事業を創設しております。 

 津和野町では、津和野栗再生プロジェクト推進協議会を立ち上げ、新商品の開発やク

リ栽培面積の拡大に取り組んでいることもあり、クリの植栽に対してこの事業を充てる

ことにしており、現在２名の植栽希望者と合計７６アールの面積を県に要望しておりま

す。 

 ３つ目の御質問でありますが、津和野栗再生プロジェクト推進協議会は平成２７年度

に立ち上げて、クリ園に補植が必要な場合や新規に植栽面積を拡大する場合、植栽する

苗に対して１本当たり１,０００円の補助金を出しております。平成２７年度は農家数

１９戸、植栽面積２.１ヘクタールとなりました。 

 平成２８年度からは、植栽面積１０アール以上を補助対象とし、苗に対する補助は変

わらず、植え穴に投入する堆肥等の資材費に対する補助を加えております。平成２７年

度の農家数は７戸、植栽面積１.５ヘクタールになりました。平成２９年度も、平成２

８年度と同じ補助基準で行い、農家数は１戸、植栽面積は０.３ヘクタールになってお

り、合計した植栽面積は３.９ヘクタールとなります。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  水田活用の関係で、直接支払交付金と産地交付金とい

うことで、２本立ての中で数字が示されましたが、昨年もＷＣＳを中心に資料稲と合

わせて約４９ヘクタールぐらい取り組まれたかなと思います。まあ、ことしも５３ヘ

クタールということで少しふえているということでございます。 

 非常に収穫の機械なんかも設置されておられますから、大いに結構だと思うんですが、

私がちょっと思うには２９年度までありました直接支払いの１０アール当たり７,５０

０円がすっぽりなくなりましたよね。これに伴う減収は約２,２００万円を少し超える

のではないかなと思うんですが、これが３０年度はなくなりましたね。 

 その上で今回の戦略的な作物交付対象としては、先ほどの５３ヘクタールで４,１０

０万円ぐらいはあるよと言っておりますが、それと産地交付金が従来どおり１,０００

万円程度あるわけですから、結果的に２,０００万円とＷＣＳを含む大豆、小麦等の直

接交付金が４,１００万円、あわせてやっぱり３,０００万円近いものが農家にとっては

大変な減収だと思うんですが、それをやっぱり担当課としてはどのようにしていくかと

いうことが大きな課題だとは思うんです。 

 そこで、何でもかんでもＷＣＳが水稲の労働生産性から言っても非常につくりやすい

わけですから、機械の対応も田植え機でできるわけですから、いきおいＷＣＳをつくろ

うとする、つくりなさい、その施策はいいと思うんですが、やっぱりこのＷＣＳが本当



に町内でさばけているのかなあというのがちょっと懸念される。というのは、私が昨年

つくったものが、いまだ、もう８月４日か５日には昨年もできたわけでございますが、

ＷＣＳがいまだまだ畜産農家で使われていない。 

 この実態を考えてみますと、むやみやたらとその８万円があるからということでＷＣ

Ｓをどんどんつくって、本当に大丈夫なんだろうかなというようなものが、現実的にち

ょっと不安というか問題があるのではないかなということで、ちょっとその辺について

の需要と供給のバランスをお伺いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  議員がおっしゃるこういうＷＣＳ、それからＳＧＳとか、

それから産地交付金のソバ、菜種等につきましては、売買契約が整った上で栽培する

というのが原則でありまして、多分、農家の農家と契約をされた上でＷＣＳに取り組

まれたと思います。 

 それと、畜産農家のほうの見込み違いなのかなんなのかわかりませんが、その辺の理

由を追及してみないと、ちょっとその辺の内容がつかめない。基本的には、売買契約が

成り立った上で植栽しているというものが、この産地交付金になっております。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  確かに生産者と畜産団体と、さらに収穫を担う作業受

託者、その３者による新規需要米の販売に関する契約書というのを取り交わしながら、

この作物ＷＣＳなり飼料稲が植えつけられているというのが本来の姿だと感じてお

りますが、現実にやっぱりあと１カ月ばかりすれば、もう次のものができ上がろうか

というときに至って、なおかつまだ目の前にありますと、いやが応うでも気になると

ころでございまして、その辺について、少し実態をもう少し精査されて、しっかりそ

の事業が目的どおり達成されることを願っております。 

 いわゆるクリということで、津和野が従来、島根県下の中でも鹿足郡がクリの産地と

して一時代があったわけでございますが、やっぱり適地・適作ということでクリを進め

て、今日もう一度産地をよみがえらせようということでプロジェクトが始まったと思う

んですが、ここの答弁、ちょっと平成２７年の農家数は７戸で、植栽面積は１.５ヘク

タールとかいうふうに書いてありますが、もう一度ちょっと２７年は農家数が１９戸で

植栽面積が２.１ヘクタールとなりました。平成２８年からは云々というふうになって

おりますが、最終的には合計で３.９ヘクタールになったと。その辺についてちょっと

もう一度お尋ねしたいと思いますが。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  ちょっと私も今、のみ込めていないのですが、平成２７

年度は農家数１９戸、植栽面積２.１ヘクタール。それから２８年度は……、ここが

大変申しわけございません。これは平成２８年度の農家数は７戸、植栽面積を１.５

ヘクタールということで、大変申しわけありませんが、２７年度を２８年度に訂正の



ほうをお願いしたいと思います。アッ、２８年度の農家数は７戸、植栽面積は１.５

ヘクタール。 

○議長（沖田  守君）  それでなけんにゃ、合いんのう。 

○農林課長（久保 睦夫君）  それで２９年度が１戸で０.３ヘクタール、で、合計し

た面積が３.９ヘクタールという数字になります。大変申しわけございません。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  ３０年度はこのプロジェクトはもう終わったんですか、

どうですか。そのことをお聞きすることと、例の県が希望調査を募集ちゅうか、希望

調査を町村に対してしたわけですが、これやっぱり希望の取りまとめのやり方が、ち

ょっと私が思うにはどこかに不耕作地があって、どうもあの周りにクリを植えたらい

いんではなかろうかという、そういうことを担当のほうから見た上で、「あなた、ク

リを植えてみませんか。そうすれば県から云々がありますよ」というような、そうい

う投げかけで、結果的にこの２名の植栽希望で７６アールが町として県に要望をして

おるということでございますが、そんなに希望というものがないものでしょうか。 

 私はもう少し希望というもの、意向調査というものは、やるかやらんかは別にしても

全町にお知らせをして希望調査をとって、それを集約した上で本当に面積的に要件がか

なっているかどうかも含めながら、最終的に町としての積み上げを県に報告するべきで

あって、何か担当者レベルで、あの人はやってくれそうなし、あの土地はやってもらえ

たらいいなあという、そういうようなところに投げかけた上での意向調査では、全体を

網羅していないんではないかなあというのがちょっと私あったので、もう少し希望があ

ってもしかるべきだし、町としては本気で植えさせるというのなら、やっぱり広く周知

をせんといかんと私は思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  この県の事業につきましては、実証実験の要素もありま

して、クリ栽培にたけた方がこれに取り組んでほしいということがあって、クリの生

産農家に向けて希望がありませんかという要望をとりました。そうしたところ、余り

面積を拡大しようとする方がいらっしゃらなくて、この２名になったということであ

ります。 

 それと県から一反当たり３５万円という補助金の定額が来るわけですが、その中で排

水性をよくしたり、苗代を使ったり、防護柵も入れてもいいんだと思うんですが、そう

いったことに使ってほしいということで、この上限が３００万円以内とかいう話を聞い

ておりまして、それを反で割りますと、８反ぐらいのことになるわけです。ですから、

今の希望面積とほぼイコールになっておると。 

 それ以上出されても、県はそれ以上の補助金がありませんと言っておりますので、そ

ういった形での取りまとめをしてきたところであります。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 



○議員（５番 板垣 敬司君）  はい、わかりました。それじゃ、私の質問はこれで終

わりたいと思います。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、５番、板垣敬司君の質問を終わり、ここで、１４時

２０分まで休憩といたします。 

午後２時 08分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 17分再開 

○議長（沖田  守君）  少し早うございますが、休憩前に引き続いて一般質問を続け

ます。 

 ４番、道信俊明議員は留学生の受け入れという所用でございましたので、退席をいた

しました。 

 発言順序５、１番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  １番、草田吉丸でございます。それでは、通告にした

がいまして一般質問をいたします。よろしくお願いをいたします。 

 １点目でございますが、一体感の醸成についてでございます。 

 平成１７年旧津和野町と旧日原町が合併し１３年目を迎えようとしております。合併

時、両町は厳しい財政状況の中、合併は避けて通れないとの両町の強い思いの中、町名

を津和野町、本庁舎を日原として平成１７年９月新津和野町をスタートをいたしました。

そして、今日まで行財政改革に取り組むと同時に、行政運営上も両地区の均衡のある発

展に努力をされてきたというふうに考えます。 

 そこで、平成３０年度施政方針において、町長は総合的なまちづくり施策の中で第２

次津和野町総合振興計画にのっとり、人と自然に育くまれ、温かみのある交流のまちづ

くりを実現するため、引き続き町民の一体感の醸成を図りながら住民参加のまちづくり

体制を整備し、諸施策に取り組んでまいりたいとの考えを示されました。 

 そこで、次の点について質問をいたします。 

 町民の一体感の醸成についてでありますが、合併後、行政及び民間各種団体・組織、

そして個人がそれぞれの立場で努力をしてきたと考えます。行政として現時点までの両

地区の一体感の醸成についてどのように評価をされているか、また合わせて、今後さら

に両地区の交流を進めていくためにどのような視点で取り組まれるのか伺います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１番、草田議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 一体感の醸成についてであります。 

 平成１７年の合併以降、それまでそれぞれの地域で育まれてきた個性や魅力を大切に

しながら、住民相互の交流を活性化することで新町の一体感を醸成することに努めてま



いりました。平成２４年には１２の公民館等エリアにまちづくり委員会が設置され、地

域の身近な課題解決に向けて地域が一体となり取り組みを進めております。まちづくり

委員会や民間各種団体で組織をされている未来づくり協働会議においては年２回開催

しており、お互いの地域におけるそれぞれの課題を共有、認識し町全体の課題として捉

えることで一体感の醸成にもつながっていると考えているところでございます。 

 また、一体感の醸成には町民間の交流による人と人とのつながりも重要であると考え

ており、交流促進を目的とした津和野町長杯グラウンドゴルフ大会を開催するなど、地

域を超えて交流できる取り組みを行っております。多くの方々に参加していただき交流

が図られていると考えております。 

 また、少子高齢化が進展する中、とりわけ山間部等人口減少が進んだ地域においては、

地域コミュニティーを維持することが困難な状況になってきております。今後はまちづ

くり委員会が中心となって、地域提案型助成事業等の活用により地域コミュニティーの

再生を図り、世代や地域を超えたコミュニティーの交流、連携を強化することで地域の

個性を際立たせることにもつながり、子供から高齢者までのあらゆる町民が津和野に住

む喜びを感じることができると考えているところでございます。 

 人口減少対策や集落維持対策など本町の重要な課題の解決には、行政と民間組織、個

人等が一丸となった取り組みが不可欠であり、裏を返せば一体感の醸成なくして本町の

明るい将来は展望できないとも思っております。津和野町総合振興計画の柱でもある一

体感の醸成をさらに進めるために行政としてもこれまで以上の努力をしてまいる所存

でありますし、議会や町民の皆様にも一層の御理解、御協力をいただきますようこの場

をお借りしてお願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  一体感の醸成ということで回答をいただきました。主

に、まちづくり委員会等でその辺を取り組んでいるという回答でございました。 

 確かに、合併をいたしまして、私たちもお互いの町がわからない部分もあったわけで

すが、こういったまちづくり委員会等を通じていろんな各地の実態、課題等も共有をで

きるようになったということもございます。そして、特に同じ悩みを抱えてそれに取り

組んでいるというような状況を共用しながらいろんな取り組み状況も参考にできる、そ

ういったこともこのことで確かにつながってきているというふうに感じているところ

でございます。特に、スポーツ関係といいますか、一例として、グラウンドゴルフ大会

等も一緒に行っているというようなこともありました。やはりスポーツ関係、あるいは

文化関係においても、相当、両町で交流が私も進んでいるというふうにも感じていると

ころではございます。 

 合併から１２年が経過したところでございますので、なかなかそうはいっても、すぐ

にこういった一体感が醸成するということはまだまだ私は十分ではないというふうに



も感じているところもあるわけでございます。また、本当に一つになるにはまだ年数も

必要である、そういうふうにも感じているところでもございます。 

 特に、いろんな町民の皆さんの声を聞いてみますと、例えば、予算面においてもどう

しても片方に予算が集中しているんじゃないかというような声も時たま聞くわけでご

ざいますが、私たちはこうして議会に出て事業内容等も十分聞いてわかっているわけで

すが、町民の皆さんからすればいろいろわからない部分もあるわけで、そういった声も

出てくるんだというふうに思いますが、これは、私はいろんなインフラ整備の整備状況

も違いますし、それぞれの地区にある歴史・文化の建物とかもあります。そういった部

分によっていろんな予算配分が行われているわけでありますので、町民の皆さんからそ

ういった声があったときは、できるだけそういった説明も私はしながら来ているところ

ではございますが、まず、そういったことについては、やはりある程度均衡がとれた両

地区のことはやる必要があるというふうに思いますけれども、実態というのをもう少し

町民の皆さんに理解していただくというようなことも必要だというふうに思うわけで

すが、そのあたりについて、まず下森町長、どのようにお考えでありましょうか。聞き

ます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  私としては今９年目の町長職でありまして、これまでの８年

間、余り旧日原とか旧津和野地域というようなそういうことを意識して事業を展開し

てきたということではございません。それぞれの事業の目的があって、それがやはり

町のために振興に必要だとそういう観点から事業を進めてきた結果でもあるという

ことでもございます。ただ、いわゆる予算がもう潤沢にある町政であるならば、そう

いう声も出ないのかもしれませんけれども、やはり限られた財源というものをより有

効的に使っていかなきゃならない、そういうようなことも背景がございますので、実

際、町民の声として、いわゆる旧町意識の中でそういう声が出てくるということもこ

れはこれでやむを得ないことなのかもしれないというふうにも思っております。 

 特に、昨年１０月には町長選挙も開催がされたわけでございまして、そのときにも私

に直接的にも、いわゆる旧日原の地域の方々は、町長は津和野地域ばっかりお金を使う、

あるいは津和野地域からの方々からも日原地域ばっかりにお金を使うんじゃないかと

いうような、そういう御意見もいただいてきたということも事実でもございます。私と

しては、せっかくの町長選挙といういい機会でもあるので、そのときに発行した後援会

だより等々で今までやってきた事業というものをオープンにその後援会に盛り込んで

いただいて、そして、決してそのどちらかに地域バランスをやってその事業を進めてい

るわけではないんだということ、もう道路の改良の一路線から全て載せましたし、水道

事業のことやら、まちづくり委員会等のことやら、もう本当に８年間やってきたことを

あからさまに出させていただいて、それが少しでもいわゆる全体事業としてやってきた



ということの御理解につながればということでも期待も込めて１０月の町長選挙を臨

んできたというような経過でもあるわけでございます。 

 今後も、やはりそれぞれの全町的に、例えば、きょうも前段で御意見が出た限界集落

問題というのは、それぞれの地域にやはり事業を投じていかなきゃならない話でもあろ

うかと思います。また、中心地には中心地域のいろんな取り組みも必要でもありますし、

そこにはやはりまだ合併して１３年でありますから、私はこの津和野町には津和野地域

と日原地域、それぞれ昔からの歴史の中での中心地域というのはあるというふうにも思

っておりますので、そういう中でできる限りやってきている事業が今進めているのが、

仮に、例えば、津和野地域であれば駅周辺整備事業であり、日原中心地域であれば賑わ

い創出事業であるというようなところもあるわけでございまして、今後もやはりそうい

う意見が出るということは、一体感の醸成という部分からは少し離れていく場合にもつ

ながってまいりますので、我々としてはできるだけこの一体感の醸成というものを常に

頭にとどめながらできるだけ町民の皆様に理解を深めていただくような事業を遂行す

るとともに、そういうこの理解を深めていただく努力というものもこれからもしていか

なければならないと、そのように感じているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  余り地区にこだわる、そういうことは本当できるだけ

もうこの後なくしていって、本当に一つの町という気持ちでやっていかなければなら

ないというふうに思っております。一つの町ということで考えれば、津和野地区でや

る事業であろうが、日原地区でやる事業であろうが、全て住民のものになるわけです

から、そういったところまで本当に一体感の醸成が進んでいけばいいというふうには

思いますけれども、しかし、まだまだそういった面では時間もかかるのではないかな

というふうにも思うところでございます。 

 津和野町というのは農林業が主体ではありますけれども、商工観光、これもすばらし

い歴史と文化を持っている町であります。そういったよそから観光客が訪れる町であり

ますので、町の自体が本当に一つにまとまってそういった人を迎える、こういったこと

については、本当に一体感の醸成というのは大事なものであるというふうに思うところ

でございます。これからも、私たちも議員としてもしっかりとそういったことに努めて

いかなければならないというふうに思いますし、行政についてもさらにそういったもの

に努力をしていただきたいというふうに思っているところでございます。回答にありま

すように、一体感の醸成なくして本町の明るい将来展望はできないというような回答で

ございましたが、まさに私もそうであろうというふうに思います。この今努力をしてお

ります一体感の醸成が決して後退することのないように、これだけは皆で避けて通らな

ければならないことではないかということを思っているところでございます。 

 それでは、１点目の質問につきましては、以上で終わらせていただきます。 

 ２番目でございますが、防災対策についてであります。 



 ことしも梅雨の時期を迎え、防災対策に万全を期す必要があると思います。平成２５

年の豪雨災害を教訓にしたデジタル防災無線の工事も平成２９年３月完成をしたとこ

ろであります。これらを十分活用して迅速な防災情報の伝達に努めていく必要があると

思います。 

 そこで、次の点について質問をいたします。 

 防災無線についてでありますが、防災無線の設置状況について。また、全地域で受信

が可能かどうか。 

 それから、防災無線の運用試験の状況について。個別受信機の受信状況の確認、避難

所や公民館に設置した屋外スピーカー装置の送受信の確認等。 

 どのような情報を伝えるのか。 

 防災無線を活用した避難訓練等の計画は。 

 もう１点でございますが、土地災害防止法に基づく基礎調査結果についてであります。 

 この基礎調査結果の現在の状況について。 

 今後の基礎調査の活用について。 

 基礎調査結果は町の防災計画に反映されているのか。 

 以上について伺います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、防災対策についてお答えをさせていただきます。 

 まず、防災無線についてでありますが、防災行政無線戸別受信機の設置状況につきま

しては、平成３０年３月末時点で申請３,１４４件に対して３,１１７台の設置が完了し

ておりますが、全戸設置には至っていない状況です。住家の立地条件により受信状態の

強弱に差はありますが、屋外アンテナ等の設置により、全戸で受信可能な環境は整って

いるものと判断しておりますので、引き続き設置戸数の拡大に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 戸別受信機の受信状況の確認につきましては、利用者において御確認いただくことに

なります。戸別受信機のＡＣランプが点滅している場合や毎月１日と１５日の１８時に

音楽と防火に関するお知らせの放送が聞こえない、聞こえづらい場合は、正しく受信さ

れていないことが考えられますので、総務財政課宛てに御連絡いただき対応することと

しております。 

 屋外拡声子局等に設置している送受信機の確認につきましては、地域ごとに子局から

親局に対する通信を行い、相互の通信状況を確認するとともに、無線機の操作方法にな

れていただけるよう通信訓練を計画しているところですので、実施に向け、引き続き準

備を進めてまいります。 

 防災行政無線で伝達する情報につきましては、台風の接近や警報の発令など気象状況

に基づく注意喚起、避難所の開設や避難勧告等の避難に関する情報、震度５弱以上の地

震やミサイル発射等の危機管理事案が発生した場合のＪアラート（全国瞬時警報システ



ム）により伝達される情報など防災・危機管理事案に関する情報のほか、長時間の停電

等によりＣＡＴＶ告知端末機放送が使用できない環境下において必要な情報の伝達な

どを想定しております。 

 全国各地でさまざまな災害が発生し激甚化する昨今の状況において、このような事象

を想定し日ごろから訓練を行うことは重要と考えております。今年度につきましては、

具体的な訓練計画は立てておりませんが、今後、検討を行い、防災訓練や防災学習等を

通じた防災意識の向上と地域の防災体制の強化に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、土砂災害防止法に基づく基礎調査結果についてでございます。 

 現在の状況は、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域基礎調査につきまして、

平成２６年度に津和野地域、その後平成２８年度に日原地域において津和野土木事業所

による基礎調査等が行われ、調査結果が示されたところであります。 

 住民の皆様に対しまして、平成２８年度に木部、畑迫、小川、津和野公民館において、

町・津和野土木事業所の共催で地区説明会を開催させていただきました。平成２９年度

には、須川公民館及び池河公民館において説明会を開催させていただいたところでござ

います。 

 また、平成２９年度及び平成３０度年に自治会長・嘱託員合同会議においても御説明

させていただいたところです。説明会におきましては、土砂災害防止法の概要、基礎調

査結果について等を御説明し、区域指定後の規制等に関する御相談も含め開催させてい

ただいております。今後、各地区におきましても開催要望がありましたら、積極的に説

明会の開催をしていきたいと考えているところであります。 

 土砂災害特別警戒区域基礎調査結果の公表は義務づけられており、説明会等に御説明

させていただいているほか、島根県のホームページでも公開されており、閲覧が可能な

状況です。本町におきましては、今年度中に更新を予定している防災ハザードマップに

土砂災害特別警戒区域に関する情報を追加し、住民周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 津和野町防災計画におきましては、土砂災害警戒区域について、資料編等に掲載し反

映しているところですが、土砂災害特別警戒区域につきましては、基礎調査結果の公表

段階であり指定しておりませんので、防災計画に具体な内容の記載は行っておりません。

なお、土砂災害特別警戒区域基礎調査結果の公表は義務づけられており、本町において

も実施しているところですが、今年度におきましては、更新を予定している防災ハザー

ドマップに土砂災害特別警戒区域に関する情報を追加したいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  防災無線についてでございますが、これについては、

戸別受信の受信状況の確認については、利用者において確認いただくこととなります

という回答でございました。このことででございますが、一応、取りつけたときには

もう業者の人が、多分、完全に受信できるというような確認もしているというふうに



思いますけれども、これは、特に、毎月１日と１５日、１８時ですか、音楽と防火に

関するお知らせの放送を流しておられるということなんですが、この辺の流しておれ

ば受信できる状態だったら必ず入るわけですけど、しかし、本当にボリュームを小さ

くしとったり、あるいは聞こえていない人が中にはおられるんじゃないかと思います

が、１日、１５日にこういったことを流すといったようなこと、これを文書等でもう

戸別に連絡は、当然、されているというふうに思います。その辺と。あと防災行政無

線の戸別受信機のいろいろちょっと使い方というか、そういったこともわからないと

いうような意見があって、今、町のホームページでも、これで受信機についての説明

ということで載っておりますけれども、こういったことはなかなか、町のホームペー

ジを見るっちゅう人もなかなか難しい部分があると思いますが、こういった紙ベース

でそういったことは、実際に、戸別にやっておられるか、まずそのことをお聞きしま

す。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  戸別受信機の受信状況ということで、今議員さんお

っしゃいましたように、各御家庭に設置する際には受信状況、良好な受信状態である

かという確認をして設置をしてきております。ただ御家庭によりましては、その後、

エアコンを設置したり何らかの関係でいろいろしておったりというふうな状況もあ

る中で、受信状況がいわゆる点滅しておるので、どうなんだろうかというふうな問い

合わせも総務財政課のほうにはいただいておりまして、そういった受信状況の確認を

するということもあって、１日と１５日に音楽等を流しているということであります。

そういった情報が入ったときには、総務財政課のほうから業者さんのほうに御連絡さ

せていただいて、受信が良好な場所に再設置をしていただくようにお願いをしている

という状況であります。 

 それから、今の戸別受信機の利用方法等につきましては、その設置の際に、そういっ

た情報はお流しをしておりますけれども、現在、ペーパー等で改めて皆さんのほうには

周知をしてはおりませんので、また改めてそういった取り組みについては内部で検討し

てまいりたいというふうに考えます。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  ぜひそういった取り組みをしていただきたいなと思い

ます。特に、高齢者世帯がふえてひとり暮らしでおられる方も随分おられますので、

ぜひわかりやすくその辺を伝えていっていただきたい、そういうふうに思います。 

 それから、特に、耳の不自由な方向けの文字表示つき機能戸別受信機ですか、これも

何戸かあったというふうに思いますが、こういったものはもう本当に戸別にそういった

対面で受信が確認とかをされているのかどうか、その点についてお伺いします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 



○総務財政課長（岩本 要二君）  文字表示装置ということで戸別受信機と接続をされ

ておりまして、その放送内容を文字により表示をしております。そういった文字表示

による確認をしていただいているという状況であります。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  それはもう本人さんも確実に見て確認をされておると

いうことですか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  今議員さんおっしゃいましたように、それを見て本

人さんは御確認いただいているという状況でございます。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  それから、屋外拡声子局等については公民館等に配置

をされておるというふうに思いますが、回答の中では、無線機の操作方法になれてい

ただけるよう通信訓練を計画をしているところですということですが、訓練の計画を

現段階はしているということかと思いますが、少し遅いような気がするんですね。も

う少し、これもう昨年に完成してもう１年たっておりますから、こういった訓練はも

う既に、ある程度、やっておくべきもんではないんかというふうに思いますが、その

辺はどういうお答えでしょう。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  今議員のほうから御指摘がありましたように、設置

からかなり年数が経過しておる中で、本来でありますと出水期を前にこういった訓練

をしていくことが大切だろうというふうに思っておりますけれども、なかなかそうい

うふうな訓練実施の計画を立てるに、現在、至っていない状況でございます。 

 ただ、今年度につきましては、今内部で訓練を計画をしておりまして、子局が２４地

域ありますので、そういった地域に対しまして訓練参加の要請といいますか、希望をと

っていく中で期日等も決定していきたいというふうに思っております。まず、訓練参加

を希望した地域ごとに、訓練時間等を割り振って子局から親局等に対して通信訓練を行

うと、そういった訓練内容を総務財政課の中で煮詰めていきまして、年度内で約２回ぐ

らいこういった訓練を、今後、実施していけるように計画をしていきたいなというふう

に考えております。今年度につきましては、今からなるべく早い段階で訓練実施ができ

るように計画をしてまいりたいというふうに思います。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  ぜひ、せっかくこういったものができたわけですから、

十分活用できるようにひとつ早目なそういった訓練等もぜひお願いをしたいと思い

ます。 

 土砂災害の関係でございますが、回答のように、県がこの調査を、基礎調査を実施を

いたしまして、現在、公表が行われている段階であります。 



 そして、その中で、特にイエローゾーンについてはもうこれは指定がされているとい

うふうに思いますが、その中でレッドゾーンの関係については、これから指定になると

いうふうに思いますが。これも県のほうが町村のほうに相談といいますか、それをしな

がら、それで町村側の意見を聞いて、これ最終的に指定をするというふうになろうかと

いうふうに思いますが。このレッドゾーンについては、特に、土地の危険な場所が指定

されるということで、持ち主さんにとってはなかなか土地の評価が下がるとかそういっ

たこともあって難しい部分も、多分、あったんではないかというふうに思っております

が。島根県のほうがどうも土砂災害の特別警戒区域、レッドゾーン、これについては、

平成３２年度を県が全域の指定を目途として取り組むというような方針をどうも出さ

れているようでございます。そういったことになりますと、近いうちに津和野町につい

てもそういった相談もあろうかというふうに思いますが、何にしてもこの土砂災害から

生命、財産を守ることはやはり行政の重大な責任であるいうふうなことから考えますと、

やはり人命を最優先に考えて、このレッドゾーンの指定の方向に向けて私も行くべきで

あるというふうに思いますが。津和野町としては、今後のことではありますけれども、

県からレッドゾーン指定の相談があれば、当然、指定の方向で検討されるというふうに

思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  今議員さんのほうから御指摘のあったとおりでございま

す。土砂災害特別警戒区域の指定につきましては、そこの自治体の長の意見を最大限

に尊重した上で知事より指定を受ける運びと至ると考えているところであります。今

まで地元のほうに対しましては住民説明等々でお知らせをしているところですが、近

いうちには町としてもレッドゾーンへのついての姿勢については県のほうにお答え

をしていかなきゃいけないということであります。 

 草田議員さんがおっしゃいましたレッドゾーンの指定のところが、なかなかそこの地

域にお住いの方々にとっては厳しいものであるかもしれませんが、町民の生命、財産を

守るという観点からいいますと大事なことでもございますので、先ほどの議員さんおっ

しゃった方向で、今後、進めていくようになると思っております。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  ぜひ住民の皆さんにもその辺の理解をしっかりしてい

ただくような説明をしながら、ぜひこの指定に向けて進んでいただきたいなというふ

うに思うところであります。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 テレビ見守り・買い物支援についてであります。 

 平成２９年度実施した地域の暮らしサポート実証事業の結果と現在の取り組み状況

について質問をいたします。 

 １点目でありますが、実証実験の結果と課題や問題点について。 



 ２点目として、株式会社津和野開発との連携について。 

 ３点目といたしまして、株式会社シャープとの連携について。 

 ４点目で、拠点センターの機能と体制について。 

 ５点目として、今後の取り組みについて、お伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、テレビ見守り・買い物支援についてお答えをさせ

ていただきます。 

 平成２９年度に実施しました地域の暮らしサポート実証事業の取り組み状況につき

ましては、平成２９年１１月２７日から平成３０年１月３１日までの間において、見守

り支援サービスが６６日間で９３世帯、買い物支援サービスが３２日間で２２１世帯の

実証実験を行ったところでございます。 

 見守り支援につきましては、平成２８年度に実施した高齢者世帯のテレビ電源オン／

オフ情報を離れた親族世帯へメールで配信するテレビ見守りサービスに加え、ＡＩロボ

ットによる高齢者の生活リズムを確認しながら緩やかに見守るサービスやテレビ電話

により画面に映る映像で対話しながら見守るサービスを新たに行いました。 

 買い物支援につきましては、平成２８年度に実施したテレビ電話での注文に加え、幅

広いニーズに対応するための機能を整備し、電話注文やファックス注文、インターネッ

ト注文の手法を新たに取り入れました。 

 電話注文に関しては、電話が集中する対策として、町内コールセンター事業者に委託

して行ったところでございます。津和野・日原地区ともそれぞれ週２回の配送を行い、

実証実験期間中９３件の利用があり、品数は４７５品で売上金額は１３万８,５００円

となりました。 

 注文形態としましては、電話が４２％、テレビ電話が４０％、ファックスが１０％、

インターネットが８％という結果となっております。 

 次に、課題や問題点についてでございますが、実証実験を行う中で、見守り支援につ

いてはサーバーのふぐあいによる重複メールの配信やインターネット環境の不安定に

よるシステムのふぐあいがあったところでございます。 

 買い物支援につきましては、受付時間や配送時間、品数など利用者の多様なニーズに

どこまで対応できるかが課題として上げられます。 

 次に、事業の担い手となる株式会社津和野開発との連携につきましては、平成２９年

６月１日の新会社設立時において、新事業推進本部を新設することとしており、ことし

１０月からの高齢者見守り・買い物支援事業の本格実施に向け協議を進める中で、連携

を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、平成２７年１１月より総務省の地域おこし企業人交流プログラムを活用して社

員の派遣を受けておりますシャープ株式会社とは、これまで民間企業のノウハウを活用

しながら連携して取り組みを行ってきたところです。ことし１０月末までの３年間の任



期における集大成として、高齢者見守り・買い物支援事業の実用化を目指し、継続して

連携を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、拠点センターにつきましては、平成２９年度において、元日原駐在所に地域の

暮らしサポート実証事業の拠点となる津和野町買い物支援センターを整備したところ

でございます。 

 機材につきましては、平成２８年度アクティブシニア総活躍事業における既存設備の

ほかに、買い物支援用として冷蔵庫、冷蔵ショーケース、配送用電気自動車、インター

ネット環境を整備し、事業を実施してまいりました。 

 人員体制としましては、買い物の受付担当１名とピッキング担当１名を集落支援員と

して雇用し、実証実験期間中には配送を行う臨時職員を津和野・日原地区それぞれ１名

を雇用したところです。 

 今後につきましては、ことし１０月からの本格実施に向け、見守り支援として親族世

帯からの問い合わせに対しサポートをする見守りコンシェルジュの役割を持った集落

支援員１名を平成３０年９月より新たに雇用し、津和野町買い物支援センターを拠点と

した高齢者の見守り・買い物支援事業を実施してまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  買い物支援の件でございますが、今、町が取り組んで

おりますこの買い物支援については、買い物の支援にもいろいろな方法があろうと思

いますが、まず、その地域に店をつくる、そしてまた、店に移動する手段を提供する

こと、そしてあともう一つ、商品を届ける、いわゆる宅配、また移動販売等でござい

ますのが、今、津和野町が取り組んでいるものが商品を届けるという部分でこの取り

組みをされているというふうに思いますけれども。 

 いろいろ実証実験をやったいろいろ課題等も回答があったわけですが、その中で幾ら

かの課題の中で、実証実験の中でなかなか電話回線が伝わらなくない部分があったとい

うようなこともあったと思うんですよ。そうした場合に拠点センターのテレビ電話回線

というのは、どれぐらいに今度はなるのか、一つであるとなかなか通じないというよう

な意見もあったんじゃないかと思うんですね。あと、ファックスとかいろいろな方法も

取り入れているということなんで、テレビ電話だけに集中するかどうかわかりませんけ

れども、まず、その電話回線についてはどうなるのかお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  注文方法といたしまして電話回線、テレビ

電話というのは、加入者宅の御自宅に光ボックスというのを設置をさせていただいて

インターネットで経由してテレビ画面に商品が映る、そういった形の中でテレビを見

ながら品物を注文するというのがシステムでございます。 

 これについては、平成２９年度は日原のシルクウェイにちはらのところにありますコ

ールセンター、ここに委託をして、基本的には３回線ぐらいのところで、あっこれは今



電話です。済いません。電話の関係はそちらのほうで注文受けるということで。テレビ

を使った注文については今の拠点センターのほうで、要は、１回線ということになりま

すが、対応してきたということであります。 

 今後についても、今度は津和野開発ということで今やろうとしておりますが、テレビ

の回線については基本的には１回線ということで、あと注文方法としては電話による方

法、ファックスによる方法、それからインターネットが使える御家庭でいいますと、ス

マホ、それから御家庭のパソコン、そういったところから注文も受け付けられるような

システムについては、平成２９年度の実証事業のところで構築をさせていただいたとい

うことであります。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  先ほどの同僚議員の中の質問の若干ダブる部分もある

かというふうにも思いますが、この買い物支援事業というのは、要するに、家にいて

注文して持ってきていただくというようなこと、それもいろんな電話とかテレビ電話

とかを操作してやるということでありますけれども、実際に、実証実験として、もの

すごくそれを希望する方、人数的にもそんなにまだ出ていないというふうに思うわけ

でありますけれども、どうしても自分で外に出て買い物ができない、そういった方に

ついてはやはりこの方法というのも、確かに、重要な部分もあるかなというふうに思

うところでございますが。町として、以前、移動販売のこともいろいろと研究、実証

実験等もされていたというふうに思いますが、この移動販売については、もう、特に、

そういった取り組みについてはされていないのかということでございますが、一つ、

津和野町の商業支援事業費の補助金の中で、移動販売支援事業というのがありまして、

こういったところではね、その取り組みをもうされているというふうに思っておりま

すが、移動販売についての考え方は今どのように思っておられるか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今回、集落支援員として、まず注文を受け

た商品を選んでいただく、そういった方については、従来、移動販売をやっておられ

た方を集落支援員として雇用させていただいて、その人の目で商品を見ていただいて

います。今まで２、３年前に移動販売の調査をさせていただいて、津和野町内に移動

販売車がどのぐらい走っているのか、空白地域はどこなのかというところで、これに

ついても２年間検証を行わさせていただいたところであります。 

 以前は、そういった移動販売の車も、結構、地域に入られて行っていたところが、だ

んだんやはり営業的なところが課題となって撤退をしていくというようなところで、実

際は、今、集落支援員としてやられている方がこの月１６日以外のところで、今、回ら

れているような状況があろうかと思います。移動販売もなかなか経営上は厳しい中で、

私どもとしましては、やはり御自宅に配送する行政として今やっていることと、それか

ら、移動販売のほうもそういったものをお手伝いしながらこの移動販売も続けていただ



けるような二つのことを今進めているようなところということで、なかなかこの移動販

売というのが営業が厳しい中で、皆さんが、それから撤退していく状況を踏まえながら、

私どもとしてどういうふうに対応していったらええかというところは、現状、今からの

支援サービスと合わせたような支援というような形の中で、以外のところで、今移動販

売も実際はやっておられるということでお聞きしているところであります。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  本当はいろいろな形態があっていいというふうに思っ

ております。ぜひ、このこともやるからには本当に成功させていかなきゃいけないと

いうふうに思いますが、もう１点だけ、全体、テレビの見守りの関係も含めてでござ

いますが、株式会社津和野開発と町との、どういうところが町がやってどこまでを会

社でお願いしとるか、その辺も簡単でいいですが。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  本町といたしましては、３名ほど集落支援

員を雇用させていただいてこの見守りと買い物支援を行うということであります。配

送等については、基本的にこの３人だけで賄えない部分も、当然、出てくるというよ

うなことで、先般も津和野開発の社長さんと専務さんとお話をさせていただいた、ま

た、町長に申し上げましたように、昨年６月に合併した時点もこういった地域カラー

を解決する仕組みも第三セクターの津和野開発として、これ合併をしてこの会社にな

りましたが、役割として担っていこうということで、私どもとしてはそういった受付

であるとか、あるいは配送のところの臨時的な手伝いについては津和野開発にも担っ

ていただきたいということで考えております。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  もう一遍、テレビの見守りの関係でありますけれども、

これも引き続いてやられるということでございますけれども、問題は何かあったとき

にどう対応するかというところだろうというふうに思うんですね。その辺を、今後ど

のように地域の人ともいろんな協力も得ながらというようなこともあろうかと思い

ますが、その辺はちゃんと対応を今からされるように検討をされていくのか、そこの

ところも確認をさせてください。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  結論から言いますと、見守りのコンシェル

ジュ、こういったテレビ見守りを行うための集落支援員を１名配置するということと、

もう一つは、やはりまちづくり委員会等を通じて地域の協力者の方をそれぞれお願い

しなければならないというふうに思っております。 

 システム的なところで、ほかの自治体では、そういった見守りに隣の方が見てもらっ

て１回５００円とか、ああいった経費も含めて負担を、その見守りされる側のほうが負

担をしていただいてというような事例もあります。私どもとしては、見守りのコンシェ



ルジュを配置するということと、あとは地域、まちづくり委員会の皆さんと協力をさせ

ていただいて、地域のその方に対する協力者というのを限定した形の中で取り組みが行

われたらというふうに考えておるところです。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  それでは、次の質問に移ります。 

 ヘリポートについてであります。 

 島根県は県民の安全安心な暮らしの実現を目指し、平成２３年６月１３日から医師、

看護師が搭乗する医療専用ヘリコプター、ドクターヘリの運航を行っております。着陸

した場所で治療を開始し、重症患者に早期に適切な医療を行う現場救急や、より高度の

医療機関への患者の搬送を行う転院搬送により、救命率の向上や後遺症の軽減を目指し

た活動が展開をされています。ドクターヘリはかけがえのない命を救うため、救急現場

と病院間の命をつなぐかけ橋として、県内各地に出動するということになっております。 

 そこで、緊急搬送のヘリコプターの離着陸場の現状と課題について質問をいたします。 

 町内の離着陸場の一覧と整備状況について。 

 近年の利用状況について。 

 離着陸場の整備状況による問題点と課題について。 

 今後の整備計画について、伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、ヘリポートについてお答えをさせていただきます。 

 町内の離着陸場の一覧と整備状況についてでありますが、現在、離着陸場として登録

してあるのは、喜時雨グラウンド、津和野中学校校庭、木部小学校校庭、日原カントリ

ーパーク、日原中学校校庭、なごみの里前ヘリポートの６カ所であります。このうちヘ

リポートとして整備したものは、なごみの里前の１カ所のみとなっております。 

 近年の利用状況についてでございますが、本年につきましては、ドクターヘリ事案が

これまでに３件あり、カントリーパークに２回、なごみの里前ヘリポートに１回着陸し

ております。昨年は４事案あり、カントリーパーク、なごみの里前ヘリポートにそれぞ

れ２回着陸しております。 

 離着陸場の整備状況による問題点と課題についてでありますが、ヘリポート以外の場

所については着陸前に散水する必要がありますので、例えば、日原カントリーパークに

着陸する際には津和野分遣所に応援要請して散水する場合や、役場勤務の消防団員に呼

びかけて散水する場合があります。場合によっては、ヘリコプターが上空で待機するこ

とも考えられますので、散水の必要のない芝か舗装したヘリポートの整備が望ましく、

また、国道沿いにあれば利便性が高まると考えております。 

 今後の整備計画についてでありますが、ヘリポートの離着陸場の今後の整備計画につ

きましては、現時点においては計画をされておりません。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 



○議員（１番 草田 吉丸君）  私もこの質問については、町民の皆さんが、ヘリコプ

ターが来て上空で待機をする、要するに、コンクリート舗装とかしていない離着陸場

については、回答にありましたように、散水をしなければ下りられないということが

あるということでございます。もう少し早く離着陸ができないんだろうかというよう

な声があって質問をしているわけでございますが。今、津和野町についてはアスファ

ルト舗装部分でなごみの里の前のヘリポート、これが一つそういったところがありま

す。あとは学校の校庭とか、そういった土砂のところが指定をされているわけでござ

いますが。できれば、私は、津和野町に、津和野地区に一つそういったところがあれ

ば、日原地区にも一つ舗装をした離着陸場もあっていいんじゃないかなというふうに

思うわけでございますが。特に、日原のシルクウェイにちはらのグラウンドゴルフ場

の川の手あたりは空き地があります。今、残土処理場としてどうも貸しておられるか

というふうに思いますが、そういったところもこういったことを考えればできないこ

ともないんじゃないかというふうに思うわけですが、何かそういった検討はされてい

るかどうか、それについてお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  ヘリポートの今後の整備計画につきましては、先ほ

ど御回答させていただきましたように、現時点におきましては、計画を整備計画とし

てはしておりません。今、ヘリポートとしては、先ほど町内のそれぞれの学校のグラ

ウンドでとか、喜時雨グラウンド、そういったところをヘリポートとして指定してお

りまして、ヘリポートとして整備したのはなごみの里の１カ所という状況にあります。

今後のその整備につきましては、益田広域消防等いろいろ関係機関等もございますの

で、そういったところに相談をさせていただいて検討を進めていきたいというふうに

考えております。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  このドクターヘリについては、平成２３年からやって

おられますけれども、平成２５年から山口県、広島県、そこからも要請できるように

なっているというふうに思います。県立中央病院から来るのと山口か、あるいは広島

から来れば時間的にも短縮をされるわけであります。そういったことになると、でき

るだけもう早く来て早くやはり患者さんを運ぶためには、散水をしている時間という

のも待ち時間になりますんで、できるだけそういったすぐ着陸できるようなヘリポー

ト、ぜひ必要ではないかというふうに思いますので、前向きにひとつ検討をしていた

だきたい、そういうふうに思います。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、１番、草田吉丸君の質問が終わり、以上で本日の日

程は全て終了いたしました。 



 本日はこれで散会といたします。大変御苦労でございました。 

午後３時 15分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。 

 昨日に続いて、お出かけをいただきましてありがとうございます。 

 これから３日目の会議に入ります。 

 ただいまの出席議員数は全員の１２名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 



────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名、会議録署名議員は会議規

則第１２６条の規定により７番、御手洗剛君、８番、三浦英治君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（沖田  守君）  日程第２、一般質問。 

 昨日に引き続き、順次発言を許します。 

 発言順序６、１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  皆様、おはようございます。 

 それでは一般質問を始めさせていただきます。 

 通告に従いまして、３点質問をさせていただきます。 

 まず、最初に町財政についてであります。合併特例の算定かえの交付税も、合併後１

０年を経過して段階的に削減され、最終的には１０億円程度の削減となります。人口減

少に伴う地方交付税の削減や税収の減少等を鑑みたとき、近い将来に町の基金も底をつ

き、財政が極めて逼迫することは確実であると思われます。 

 財政的見地から、持続可能な適正標準財政規模は幾らか、適正職員数は何人か。また

補助金や負担金等の見直しや民営化できるものは民営化して、町の財政支出軽減を図り、

繰り上げ償還や基金積立を行い、町財政が破綻しないように厳しくても財政健全化対策

を早目に講じていかなければならないと考えます。所見をお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さんおはようございます。一般質問２日目でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは１１番、岡田議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 町財政についてでございます。 

 平成２９年度に見直しを行いました中期財政計画において、平成３４年度普通交付税

額は３２億９,４９４万３,０００円と推計しており、平成２８年度普通交付税額と比較

して４億１,３７７万９,０００円の減額になると見込んでおります。 

 また、基金残高につきましては、財政調整基金が４億９,１８２万５,０００円減の５

億１,８７９万４,０００円と推計しております。減災基金につきましても、１億４,９

３３万４,０００円減の５,８０２万２,０００円と推計をしております。地方公共団体

の一般財源の標準的大きさを示す標準財政規模につきましては、平成３４年度で４３億

４,１５６万４,０００円と推計をしております。この標準財政規模につきましては、地

方公共団体の一般財源の標準的大きさを示すものであり、その数値は実質収支比率、実

質交際費比率、連結実質赤字比率、将来負担比率、経常収支比率などの財政指標である

財政健全化指標の分母となるものであります。 



 各年度間の予算の連続性・整合性を図り、将来を見通した行政運営を行うために計画

された中期財政計画に計上されている標準財政規模が持続可能な適正標準財政規模で

あると考えております。 

 適正職員数につきましては、平成２６年までの定員管理計画を平成１９年１月に策定

しており、平成２６年の定員管理職員数は１３５名となっております。平成２５年の豪

雨災害の復旧等の対応のため、平成２７年以降の定員管理計画については策定できてい

ない状況にあります。 

 平成３０年４月１日現在の職員数は１３８名となっております。今後は、平成２８年

３月に策定した第３次津和野町行財政改革大綱実施計画に基づいて、平成３２年までに

組織の統廃合も含めた定員管理計画の見直しを行う予定としております。 

 財政健全化対策としましては、平成２８年３月に策定を行いました第３次津和野町行

財政改革大綱実施計画に基づき、重点課題となっております８項目、具体的な取り組み

項目をして設定のある４２項目について取り組みを行います。 

 また、平成２７年度から計画的に実施してまいりました公債費繰上償還につきまして

も、現行計画の見直しを行うとともに、今後、公共施設等の改修等に備えた基金の創設

を考えております。 

申しわけございません。訂正がございます。 

 最初のほうでありますが、平成１８年度普通交付税と比較して、４億１,３７７万９,

０００円の減額となると言うべきところを、「平成２８年」と誤って申し上げておりま

す。正しくは、「平成１８年」の普通交付税と比較しての減額ということでありますの

で、訂正させていただきます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  この財政の質問でありますが、私が考えるのは、や

はり今の保育園や小学校や中学生に通っている町内の子供たちが将来非常に津和野

の財政が逼迫したとき、どうしてあのときに財政をもっと厳しくやっていかなかった

のか、そういうようなことをやはり感じてつらい、悲しい思いをすることがないよう

に、やはり非常に厳しくても、今から財政を考えていくべきだと思い、決して言うこ

とは歓迎されることばかりではないかもしれませんが、やはり、私は財政を厳しく見

るべきだと思いますし、それも議員の責務だと思っております。 

 その中で、一つずつ再質問をしていきたいと思いますが、まず、適正職員数について、

平成２６年の定員管理計画を１３５名が災害、豪雨災害の対応などで現在１３８名とな

っているということであります。 

 現在の財政状況から見たときに、適正人員は何人と考えるのかそれをお尋ねしたいと

思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  行財政改革を担当しているつわの暮らし推

進課のほうで、定員管理計画を所掌しておりますのでお答えをさせていただいたらと

思います。 

 この定員管理につきましては、全国の同規模の類似団体、ここと比較して数字が今ど

のぐらいになっているかというところが、毎年調査がございます。人口が１万人以下で

国勢調査の産業別の分類、これによって町村が分類されて、それの標準の職員数が今こ

れぐらいであるというところが出ているわけですが、現在のところ、１６名超過をして

いるということでございまして、現状的には１３８人が今職員数でございますが、１２

２人が適正規模と考えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  １２２人が適正ということであります。合併特例の

算定外の交付税の削減や人口減による交付税の削減、そして税収減などを考えると私

も１２２人という人数は理解することであります。その１２２人していかなければな

らないと思いますが、どのように持っていこうとしているのか。当然、退職も出るわ

けでありますし、新規採用者を減らしていくという、そういう対策が求められるわけ

でありますが、１２２人という数字に今は１３８名、１６名超過というその現状とこ

れからどのように考えているのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まだ町と方針として１２２人というふうに管理計画を定めて

いるわけではございません。現場の実態も見ながら、やはり管理計画を進めなければ

ならないと。財政状況というのは、当然必要でありますけれども、現状今の１３８名

でも相当な事務料がふえてきているという状況の中でありますから、これを１２２人

にもし目標を定めていくということは、状況では現実的ではないというふうに私は感

じているというところであります。 

 先ほどは、国のある程度の試算ということでありますが、私も少し国に恨み口も申し

上げたいのは、今は地方分権という名のもとに、国からいろんな事務が地方自治体にお

ろされてくる。その一方で職員数はそういう試算がなされていくということでもありま

す。これは私だけの思いでありませんで、県内の同じような首長さんたちも、実際、定

員管理計画はあんまり気にせずに、やはり住民サービスをしっかりしていく上では、こ

れはやはり人が一番大事であって、そのためには職員数というものは、やっぱりある程

度、その自治体の中での実情に合わせた適正規模というものを考えていく必要があると

いうことを、もう何人かの首長さんもおっしゃっておられます。 

 私も一緒であります。そうした中で今後、定員管理計画を本町がどういうふうに定め

ていくかというのは、最初のお答えでも申し上げたように、平成３２年までの間におい

て、財政的な当然議員御指摘のような、そういうこともしっかり加味した上で適正な規

模というものを導き出していきたいというふうに思っております。 



 現行の職員数がこれで十分とは思っておりませんので、やはり削減の方向には代わり

はないというふうには思っているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  当然、そういうお答えがあるということはわかって

おりましたけれども、しかし、今からの財政状況、先ほど町長の答弁にもありました

基金の残高、いろいろなことを考えてみるときに、やはり、適正人員というものを厳

しく弾き出しながら、またそれに伴って、やはり事業も縮小していかなければならな

いのではないかと思います。 

 現在、津和野町が約今回の補正も入れて８６億円の予算規模であります。隣町の吉賀

町が６４億円ぐらい、約２２億円ぐらいの差がありまして、それは地域おこし協力隊員

の方々の人件費とか、さまざまなものが入ってあるので一概に比較できるものではない

と思いますが、先般、吉賀町のほうもその内情を非常に今、県下でも財政がいい状況の

中で、どうしてそこまで行ったのかということを聞いてみますと、やはり一つには補助

金なども厳密に一つ一つ削っていった、これは本当に必要なのか、削ることはできない

のか、補助金や助成金、そういうものも逐一、細かく削りながらこれはなくてもいいん

じゃないか。 

 そして、その団体に対しても、今、そこまで補助をしなくてもやっていけるんじゃな

いか。そういうことも厳密に検討したというようなお話も聞いたことでありました。そ

ういう形でやっていかないと、やはり今までやってきたんだから、今からもそれを継続

していくというそういう形では少なくとも、１０億円の合併特例の算定外の地方交付税

のその減少、１０億円というそれだけでも、非常に大きな金額であります。それを賄っ

ていかなければならないということは、やはり決していい形、いい答えばかりにはなる

とは限りませんけれども、やはり厳密にやっていかなければならないかと思っておりま

す。その点について御所見をお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  吉賀町さんも非常に財政をよくされるために御努力をされて、

その成果も出ているというところもありまして、私ども津和野町としても、これまで

何もやってこなかったわけではございませんで、補助金につきましても、枠配分方式

の中で各課がそれぞれの担当の事業に関係する団体への補助金等も見直しをかけて、

その該当の団体からはいろいろな御意見もいただいてまいりましたけれども、それで

も補助金もカットも多くなってきたと、御理解をいただいてきたというような状況で

ございます。 

 町のほうも、１０年前は実質公債比率がもう２０％を超えとったわけでございまして、

そういうこの１０年間の行財政改革の成果の一つとして、実質公債比率等も１０.９％

というところまで、財政的にはよくしてきたという状況でございます。 



 ただ、平成２５年の豪雨災害の復旧事業でありますとか、また、ケーブルテレビのＦ

ＴＴＨ化というような予期せぬと言ったら語弊があるかもしれませんが、そういう財政

的に、大きな負担を伴う事業が発生をしてしまったという状況の中で本町が今後どうい

うふうに財政をよくしていくかということで、さらにしていかなきゃならないというふ

うにも考えているところであります。 

 ただ、将来につけを残さないためにということは当然大事でありますけれども、今、

あまりにも財政を切り詰めて、いわゆる人口減少対策等がおろそかになってしまうと、

何もしない場合の三、四十年後の人口推移というのは、２０６０年で２,２２２人とい

う大変厳しい数値が出ているわけでありますから、人口増とは行かないまでも、人口減

を緩やかにしていく、そういう対策を今しておかないと、やはり仮に２,２００人台の人

口のときに、地方交付税はどれだけ下がるのかというような話も出てくるわけでありま

す。ですから、そのとき、そのときの財政状況を見ながら、また将来のことも考えて、

バランスのとれたそういう事業を展開をしていくということが大事であろうかという

ふうにも思っているところでございます。 

 あわせて、本町は他の市町村と比較して、やはり特殊なところは、これは財産と思っ

て言っておるわけでありますが、やはり観光というものがあるということと。それから

観光の資源になっている文化財を豊富に考えているということでございます。 

 やはり、そういう部分はほかの町と比べると、実際に事業費がやはりかさんでくる。

そこがほかの市町村と比べると財政的に実質公債費比率でも常に高い状況にあるとい

うことは、これはもうやむを得ないことでもあろうかと思っております。そういう事情

も抱えながらでありますが、要はバランスのとれた、そういう事業、財政とのバランス

のとれた事業を展開をしていくということを心がけていくということになるのかとい

うふうに思っております。 

 ただ、１０億円というふうにおっしゃられますけれども、平成１８年度の普通交付税

と比較に対しての、この平成３４年度の普通交付税が約４億１,３７７万９,０００円の減

額ということでもございますので、そういうこともしっかり考えながら、また今後の地

方交付税の動きというものも、なかなかここは国の裁量によるところが大きいので予測

が難しいところもありますが、そうしたこともしっかり考えながら、いろいろな事業を

見直しをしたり、取り組んでまいりたいと思っております。 

 また、そのためにも、これも災害で一時的にストップをしておりました行政評価制度

を早く正式に取り入れて、一つ一つの事業の点検というものをしていきたいというふう

に考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  町長のおっしゃられることは当然でありまして、私

が考えるのは、やはり事業の集中と言いますか、あれもこれもと言うんではなくて、

やはりこれに集中的にお金をつぎ込んでいくんだと。あとは少し我慢をしなければい



けないところもあり、やはり予算が大きいということは、当然、先ほど町長が言われ

ましたように、観光や資源の文化財、それがあるということはそれは私もわかってお

ります。ですので、単純な比較もできないと思っておりますし、それはそうであろう

と思います。しかし、例えば、観光に関しても、よりこのことに集中にしてやるとか、

あれもこれも先般の商工会や観光協会などの皆さん方からもお聞きしましたが、今ま

であれもこれもとやっておったことをより効果のあるものに集中してやっていきた

いという、そういう話も観光協会の中からあったわけであります。 

 やはり事業の集中ということは大事でありますし、例えば子育てなら子育てというも

のに集中的にやっていくと、子育てと観光をメーンにやっていくとか、一つの柱を立て

ながら、あとは申しわけないけれども、削減をしながらというそういうことを考えてい

くべきではないかと思うことであります。それで一昨年でしたか、直地と木部の保育園

が民営化をされまして、今どちらも園児数が１２名ぐらいおられたかと思っております。

非常に、今、雰囲気もよく、そして保育園の雰囲気もいいし、今のところ職員でやめた

いというような職員もいない。そして、経営的にも保育園の事業というものは黒字とい

うことになっておるわけであります。 

 この直地、木部の保育園を民営化したということに関して、財政的負担が前も聞いた

かと思いますけれども、実質的にどれぐらい削減になったと見込んでいるのか。そして、

この民営化というものがどうだったのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  済みません。詳しい資料を今手元に置いてないとこ

ろでありますが、たしか以前もお話をさせてもらいましたが、各園で約２,０００万

円ぐらいは町の費用を持ち出しをすることがなくなったというふうに、今の段階でち

ょっと記憶しているところであります。民営化されたことによりまして、例えば地域

の方々、もしくは保護者の方々からいろいろな御意見を聴取して回ったりもしたとこ

ろなんですが、これまでやってきた公立の保育園がよくないというわけではありませ

んが、民営化されたことによって、先生方もやはり変わられて、新たな気持ちでやっ

ておられるところであります。そういう中で本当、保護者の方からはすごくいい保育

園で子供が楽しがっているというようなお話は伺っているところであります。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  私も民営化した２つの保育園の保護者の方々からお

話を聞くと、非常にいいということで民営化されなかった保育園が悪いというわけで

はありませんが、非常に自由度も上がったということで財政負担も軽減されたという

ことで、こういうことも今後必ずするということではなくても、検討はしていくべき

だと思いますが、その点について検討しているのか。また、検討していこうとしてい

るのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  検討はしております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  検討されているということでありますので、民営化

しなかった地域のところからも一緒に民営化してほしかったというような声も聞い

たりします。それは、非常に自由度が高くなっているというようなこともあるのかと

思っております。一概に民営化するのがいいとは申しませんけれども、やはり検討し

ていくことは大事ではないかと思います。財政については、厳しくなることは間違い

ないことでございますので、より一つ一つのものを厳密にしながら、人員に対しても、

やはり多く人員が要るということは、それだけの業務があるということであり、そう

いうことも集中しながら考えていくべきであると思います。 

 それでは、１番目の質問を終わりまして、次の質問に移らせていただきたいと思いま

す。 

 介護老人保健施設せせらぎ移転による諸課題についてであります。 

 介護老人保健施設せせらぎが津和野共存病院の３階に移転することに伴い、さまざま

な課題が出てきていますが、次のことについてお尋ねします。 

 １点目、老健施設専用のせせらぎは、現在とてもいい雰囲気と職員の対応が好評であ

ります。しかし、病院の３階に移転した後に、今のようないい雰囲気が保てるのか、町

内各地から心配の声を聞きます。移転後の構想についてお尋ねします。 

 ２点目でありますが、発熱外来建物は診療所などに使えないのか、また前回の質問で

もお尋ねしました東棟３階の活用についての進捗状況についてお尋ねします。 

 ３点目でございますが、せせらぎと日原診療所移転後の旧日原共存病院建物には、日

原消防分遣所や日原駐在所が隣接し、日原地区の重要な場所にあり１階を役場庁舎とす

る方針が出されており、廃屋にしないことは重要であります。しかし、２階、３階はど

のように活用して行こうとされているのか。また、山村開発センターが使えない日原地

区民の教養・文化活用の位一部をそこでやることができるのか。民間活用ができるのか。

また、３月に答申がありました特別委員長報告で特に委員長の思いがこもった町内産木

材の活用は、林業関係者から非常に好評の声をいただいております。これらについて御

所見をお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは介護老人保健施設せせらぎ移転による諸課題につい

てお答えをさせていただきます。 

 まず移転後の構想についてでございます。 

 せせらぎの雰囲気と職員対応について、お褒めの言葉をいただきありがとうございま

す。介護サービスは、人を介して提供されるサービスでありますから、そのための職員

の教育も含め専門職としての看護師、介護福祉士等の確保は、医療法人橘井堂として移



転後も重視していくお考えてであります。施設がどこに移転しても、利用者の皆様にと

って居心地のよい環境を提供するのが使命であります。 

 また、現行のスタッフは、定年後の高齢者再雇用調整と職種転換等ありますが、原則

可能な限り法人において勤務を継続してもらうよう協議しております。 

 これまでは入所者にスタップが付き添い通院されるか、または医師が老健を訪問して

おりますが、今後は同一建物ということで申し送り事項や医療、介護の連携もスムーズ

となり、より一層の介護サービスの充実が期待されると考えております。 

 移転後においても、せせらぎのよい雰囲気を壊すことなく、医療と介護の同一建物で

利用者の皆様に、よりよい療養と生活の場を提供できるよう職員一同引き続き努力して

いきたいと指定管理者である橘井堂から伺っております。 

 ２つ目の御質問でありますが、津和野町発熱外来施設は、新型インフルエンザの発熱

患者に対して迅速に医療を提供するための施設として、平成２２年度に建設されたもの

でありますが、施設設置から現在まで新型インフルエンザの発生はなく、一度も利用さ

れていない状況であります。これまでも、議会の一般質問において施設の活用状況に関

する質問を受けてきたところでありますが、町としましては、新型インフルエンザの発

生がないことは、歓迎すべきことであるものの、このまま利用することがない状況を避

けるため、施設の有効活用について検討してきたところであります。 

 その結果、本町において診療科がない精神科を有する病院のサテライト的な診療所と

して活用できないかということで益田市内の病院と現在、協議を行っているところであ

ります。 

 東棟３階の活用については、前回の質問にもありましたように、地域包括ケアシステ

ムの構築に必須である住まいと住まい方、生活支援を踏まえて、さまざまな角度から検

討してまいりました。 

 今回、在宅復帰支援を視野に入れて、しまね型医療提供体制構築事業（医療近接型滞

在施設の整備）の補助金を活用して、有識者や介護経験者等からも意見を伺い、看取り

も視野に入れた医療近接型滞在施設として、５月２２日に開催された津和野地域医療協

議会において、協議をしてまいりました。 

 なお、医療近接型滞在施設とは、医療サービスを受けるために滞在するための施設（介

護保険が適用される場合を除く）であります。 

 結論としては、津和野町の医療、介護情勢と町民のニーズ等を兼ね合わせると、医療

近接型滞在施設よりも、必要に応じて入居できるサ高住的な施設や看取りを視野に入れ

た一時滞在の医療近接型の住まいが求められているという御意見でありましたので、今

後は老健施設の後利用にかかわらず、もう少し時間をかけて多方面の有識者との協議を

重ねる必要があるという考えに至りました。このような経過から東棟３階の活用につい

ては、引き続き、多角的に検討・協議を実施していかなければならないと考えておりま

す。 



 三つ目の御質問にありますが、現庁舎はいずれも旧耐震基準で建設されているため、

耐震性も含めた防災上の問題があると同時に施設・設備の老朽化、バリアフリー、情報

セキュリティ等に対する課題が多いため、これからも現状のまま庁舎を利用していくこ

とが難しくなっております。 

 そのため、昨年度から、現庁舎等の現状と課題、庁舎のあり方に至る経緯、基本的な

考え方や方向性について、内部検討講会議において、検討を行い、ことし３月に津和野

町庁舎基本構想をまとめたところでございます。 

 構想の中で、本庁舎については、日原診療所の１階を改修し利用するとしていますが、

２階以上については、積載荷重平方メートル当たり１８０キログラム以下の利用に限定

されるとしています。 

 現在、上階の用途について具体的な用途を特定していませんが、管理上の課題はある

ものの、積載荷重限度以下に抑えれば、規制の範囲内で多用途での利用は可能と考えて

いるところでございます。 

 今後、上階の有効活用について、緊急時防災施設、各種避難所、会議室といった用途

も考えられますが、さらに利用の可能性を模索し、町民の利便性・サービス向上が図ら

れるような用途での活用ができるかどうか検討を進めていきたいと考えます。 

 また、町内産木材の活用についての所見でありますが、建物を改修して行くことにな

れば、内装等において、町内産木材も含めた地場素材を積極的に使用していきたいと考

えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  最初の①のことでありますが、必ずしも懸念ばかり

ではない。一つには病院がそのところに併設されているということで、いざというと

きにすぐに診療を受けられるというそういうメリットもあるんですよというお話は

しておりますし、それは心強いということもあります。 

 ただし、やはり病院というそういう雰囲気の中でやはり、今せせらぎが持っておるよ

うなその在宅に帰っていくためのそういう雰囲気がどうしてもちょっと損なわれるん

じゃないかという、そういう懸念の声が多々あるということであります。 

 建物的にもやはり専用的につくったものと、病棟としてつくったものは、やはり違い

があるわけでありますが、それはいろんな人的なその対応の中で考えていけるとは思っ

ております。やっておることも、基本的には踏襲していくんでありましょうし、また、

給食についても現在のせせらぎの給食がそのまま津和野の共存病院の１階のほうへ移

ってつくるということでありますので、ほとんど違いはないとは思っておりますが、特

に内容もそのまま継続するとは思いますが、病院というその中での雰囲気ということに

対しての不安であるということを申し上げておきたいと思うことであります。 

 どうもお聞きすると給食などもすぐに移転をして、また次の日から津和野共存病院の

調理場で運営ということで、いろいろ大変なところもあるかと思いますが、橘井堂とし



て、ここら辺のことは重々に引き継ぎながらやっていくと思うわけでありますが、特に

留意してあることがありましたら、お聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  まず、このたびの津和野共存病院のほうに移転とい

うことでありまして、まずは利用者様家族におきまして、やはり圏域外のまず人が約

３割おりますので、そこを居宅関連と打ち合わせをしまして、利用者にとっては不利

益を講じないような対策をとっているところであります。 

 それと２階が一般病棟、地域包括ケア病床を含む４９床と、約５０床と、それと３階

がこのたび老健になるということであります。当然、２階の部分においては、病院の制

度の中で決まっている。３階はこのたび転換ということで、それに応じた老健の施設基

準をしております。議員さん言われるように、医療と介護ということでそれぞれで利用

者様が心配だということがありますが、これはいずれにしましても基準の中でちゃんと

した人員配置をしてやっておりますので、どうかそのことは御安心をしていただきたい

と思います。 

 それと給食におきましては、老健側のほうは非常に直営で評判もいいということであ

りまして、今後は津和野共存病院と一緒になって直営の形の中で９月、１１月以降はそ

ういう形をとっていきたいと思っておりますので、これまで同様にサービスは提供でき

ると思っております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  今、課長が申されたことによって、多分皆さん方も

非常に安心をされるんではないかと思っております。特に老健の食事をつくっておら

れるのは、一つには生活の場の食の楽しみということもあって、それが非常に実現さ

れていたということがあると思います。 

 それをまた津和野共存病院のほうで継続してやっていかれるということで、非常にま

たその雰囲気も保たれるのではないかと思っております。 

 ２番目の質問で出しておりました発熱外来施設、それは前代の議員のお答えにもあっ

たわけでありますが、精神科を有する病院のサテライト的な診療所として活用できない

かということでありますが、町民の中からは、わざわざ、せせらぎの東棟の２階に上が

らなくても、１階の発熱外来を使って診療所にして使ったらどうかというそういうこと

がお話が出ておるので、それは不可能なのか。もう一度お尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  今回の施設の集中と効率化ということで、現在の診

療所を東棟の２階ということであります。これはやはり医療資源がどうしても今の発

熱外来の施設を利用することにより、公の町道を挟んでおります。当然、デイサービ

スのほうがデイケアのほうを１階でやっておりますので、一種の常設ということがあ

りまして、やはり、現在の状況におきましては、医師確保は非常に厳しい状況であり



まして、ここでまたもう１人、医師を確保ということは非常に町としても橘井堂の理

事長も厳しいということでありました。 

 それと発熱外来の部分の施設の診療所を使うとなれば、この診療所は発熱外来の部分

の施設で建てております。患者におきましては一方向でなっておりますので、そういう

ことを考えますと、当然常勤で医師、あるいは看護師等の休憩室、あるいは院長室、そ

して材料等の部屋も必要になりますので、このような増改築が必要ということで経費的

にもそういうことを考えて現在の東棟２階がベストであると考えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  それと、しまね型医療提供体制構築事業の補助金を

活用して、医療近接型滞在施設として活用も考えられるということでありますが、今

後は老健施設の利用にかかわらず、もう少し時間をかけて多方面との有識者との協議

を重ねる必要があるというそういう考えということでありますので、今すぐにですの

で、１１月過ぎてすぐに活用というのは基本的には、やはり現時点では難しいという

のが結論でしょうか。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  今、議員さんおっしゃいましたように１１月からの

移転でその次の４月までにこの３階の活用という部分は、現在のところ厳しい状況で

あります。先日の地域医療協議会でいろいろ伺ったことではあるんですけど、やはり

この事業を活用するとなれば、１所当たり約３４０万６,０００円のベッド数という

ことでありまして、現在、３階においては、多床室で４人部屋が２つあるような状況

であります。やはり、そこを住居型にすると、水道設備、あるいはキッチン、バス・

トイレ等で多額の費用がかかりますので、東棟３階においては、財政状況厳しい状況

でありますので、経費をかけないでどうにか利用ができないかということで検討して

まいりましたけど、住居としては、そういう形の中では非常に難しくなるということ

であります。 

 今後におきましては、東棟３階にこだわらず、やはり地域包括ケアを進めていく中で、

今回の補助金の活用はいわゆる一時滞在という状況になっております。先ほど町長がお

答えしたように、何らかの形で医療を受けなければならないということでありまして、

例えば、先生のほうがこの患者さんにおいては、１週間程度点滴が必要ということであ

れば、そこで一時的に滞在ということでありまして、これまで出た夜が不安だからそう

いう宿泊ができるとかという部分の中の事業活用でありませんので、その辺の部分も踏

まえて現在のところ東棟３階においては、まだ結論が出ていないという状況であります。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  ということは、もし活用するとすれば、退院後もう

家に帰ってくださいと言われるけれども、すぐに家に帰るには、例えば一人で不安だ

とか、もう少し点滴も必要だとか、そういう医療的行為が必要な方に限りということ



でありましょうから、なかなかそこが埋まるかどうかというのは、非常に厳しいとこ

ろもありましょうので、今後、いろいろな形で検討されながら、３階のところも使え

れば今まで前から申しておりましたように、年をとって、そして一人になって、子供

さんのところに行って、そして話す相手もいなくて、そして認知症になるというよう

な、そういうようなケースが見受けられる。それを何とか町にとどまっていただきた

いという思い出申し上げたわけであります。 

 また、いろいろ検討されながら進めていっていただきたいと思うことであります。そ

の中で先ほどお答えがありました、せせらぎ移転による日原診療所の建物の活用であり

ますけれども、基本的には耐震基準を満たしているということで、耐震補強などは必要

ないということであると思いますが、その中で改装などをして、そして上層階を緊急時

の防災施設、各種避難所、そういうものとともに、会議室でも使える、そういうような

検討も進めていきたいということでありますが、この役場と民間とが入り混じったよう

な形の役場庁舎というのは、それは可能なのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  建物自体につきましては、今、議員がおっしゃいま

したように耐震基準を満たした施設であります。それと民間との活用が可能かという

ことでありますけれども、いわゆる管理上の問題と言いますか、セキュリティとか、

そういった部分が整理していければ一緒に使っていくことは可能であるというふう

に考えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  もともと、かなりの病床数を有していた病院でござ

いますので、役場のみで使うには少し部屋なども、まだ活用できるところもあるかと

思いますので、そこら辺がもし使えれば、今、山村開発センターが使えないことによ

って、会議室がないといういろんな会議をしたり、そして趣味や文化活動や、そうい

うことをする場所がないということで、周辺の公民館などを使って、そっちのほうが、

また非常に集中しておるという状況もありますので、そういうことも考えながら進め

て行っていただきたいと思うことであります。 

 町内産木材についても、先ほど申し上げましたように、特に特別委員長を努められま

した委員長の個人的な思いも多分に含まれまして、町内産木材の活用ということであり

ますが、農林課としては、この町内産木材の活用は、今、推奨しておられるのでしたで

しょうか。確認したいと思います。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  町内産の木材、それから流域産の木材、県産木材等々に

つきましては、補助金を設けておりまして、これ民間の方がそういうものを使う場合

には、補助金の対象となるというような政策になっております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 



○議員（１１番 岡田 克也君）  それでは３番目の質問に移りたいと思います。 

 町内宿泊者増加対策についてであります。 

 平成２９年度は、シルクウェイにちはらの前の道路改良工事のために、シルクウェイ

にちはらの入込客数の減が響き、全体での入込客数は減少したが、津和野地区などは増

加している。しかし、ペンション北斗星の管理人の退去や、受け入れ体制が伴わなくな

ったことによる旅館の閉館等が響き、宿泊客数は減少しております。ペンション北斗星

の現況と今後についてお尋ねします。 

 また、最近では目立って外国人宿泊者が増加しているように感じます。町内の商工業

後継者にもヨーロッパの方が就業され、外国の方々にもＰＲや動画配信、メディアやパ

ンフレットも活用して、外国人観光客をふやしていけるのではないかと考えております。

町内無料Ｗｉ─Ｆｉの整備や言語対応、魅力的な旬の食材の提供などを行っていけば、

まだまだ宿泊者数もふえるのではないかと考えております。町内の宿泊のキャパシティ

をふやすことも必要と考えます。 

 また、徳佐りんご組合など等の一層の連携で、滞在時間を伸ばし、宿泊者をふやすこ

とも考えられると思いますが、所見をお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、町内宿泊者増加対策についてお答えをさせていた

だきます。 

 ペンション北斗星については、長期間にわたって営業しておられたテナント事業者が

平成２９年９月末に撤退されました。撤退の理由といたしましては、宿泊業は体力的に

も負担が大きく、将来を見据えたときに体力等の不安があり、場所を変えて料理店を開

設するためというものでした。 

 町としましては、公の施設の指定管理者である株式会社津和野開発と運営方針や応募

方法等を協議し、プロポーザル方式によるテナントの公募を平成２９年１２月からホー

ムページで行いました。その後、ペンション北斗星の運営に関する問い合わせが複数件

あり、現地説明、運営方法の協議等も具体的に行いましたが、決定には至っておりませ

ん。 

 その上で、教育委員会が所管する天文台とペンション北斗星とあわせて運営する形態

も選択肢して、教育委員会、株式会社津和野開発と協議をし、当面はペンション北斗星

のテナント事業者の募集を継続すること、天文台の運営についても、場合によっては委

託することで検討しているところでございます。 

 募集方法につきましては、町とシルクウェイにちはらのホームページによる随時募集

を継続し、さらに求人サイトへの掲載や広島市内の路線バスの社内広告等を検討してお

ります。町といたしましては、津和野町の山や川等の自然を堪能できる代表的な施設で

あるペンション北斗星の運営を早期に再開したいと考えているところでございます。 



 外国人宿泊者については、平成２８年は１,０８０人と近年増加を続けておりました

が、平成２９年になると一転、８４９人に減少いたしました。国全体のインバウンド観

光客を増加をしているものの、本町においては旅館等の廃業、休業、また人手不足のた

め、宿泊受け入れを自己制限されたケースもあり、町全体の宿泊のキャパシティが下っ

たことが減少の原因と思われます。 

 一方で津和野旅館組合に加入されていないため。集計対象にならない町内施設につい

て、外国人宿泊者数が伸びているとい情報もあり、今後集計方法の検討も行いたいと思

います。 

 また個別の旅館においては、外国人宿泊者が増加している例もあり、平成３０年１月

から３月の同宿泊者数は増加しているなど、復調の兆しも見ている状況です。 

 ６月１３日付の新聞報道によりますと、旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」

の訪日客に人気の観光地トップ３０が発表され、２位に広島平和記念資料館、３位に宮

島がランクインし、西日本勢がトップ１０のうち、８カ所を占めております。さらに同

社広報担当者は今後は足を延ばして、地方の観光地に向かう人がふえるであろうとの予

想もしております。 

 現在、本町では津和野地区のＷｉ─Ｆｉ環境工事も進んでおり、インバウンド観光客

を中心に利便性は向上します。今後津和野町観光戦略会議の中にインバウンド対策会議

を設け、関係機関が役割を整理しながら連携することで、効果的なインバウンド対策を

進めていく考えです。その上で高津川流域通訳案内士、また日本遺産センターの外国語

スタッフ、さらには商工観光課に４月より配属された国際交流員などさまざまなチャン

ネルを通じてインバウンド向けの情報発信を加速してまいりたいと思います。 

 徳佐りんご組合については、町観光協会、旅館組合とともに町商工観光課も会合に参

加し良好な連携関係が維持されております。今後とも九州エリアを中心にしたりんご狩

りを組み込んだ津和野旅行ツアーのＰＲなど継続をしてまいります。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  ペンション北斗星については、長らく管理をされて

おられました方がいろいろ仕入れとか、いろいろなことで宿泊の準備もあるし、だん

だん年をとってきて、やっぱりそれが担い続けるのが難しくなってきたということは

御本人からも聞いておったことであります。 

 今、開業されまして、そちらのほうも大変流行っておりますので、今までもその評判

のよさで今までペンション北斗星は高い評価を得ておったことであります。ただ、これ

からその後継を探していくということの中で、例えば２月の雪、ことしなどの大雪のシ

ーズンなどはほとんど一月間、収入がないということも見込まれ、そこら辺が厳しい一

つではあろうと思いますし、また、現在、あのような形になると、やはり部屋の中にト

イレやバスなども備えたものがどうしても主流になっていく、そういうこともあるのか

なと思いますが、少しそこら辺の天文台との一括の管理ということも考えているという



ことでありますが、今後、そこら辺で要望があれば対応していこうとしておられるのか、

その点について尋ねたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今、公募をかけていろいろ課題がありなが

ら、なかなか見つからないという状況というのがございます。先般、教育委員会とも

協議をさせていただいて、ペンション北斗星の経営と、それから先ほど議員が御指摘

になった閑散期の所得の出どころというのを確保するという意味でも、天文台等の管

理を今教育委員会のほうで行っておられるところを、一緒にあわせてやったらどうか

ということで、協議も行っていきたという経過があります。 

 ただ、今までそういったことで公募をかけようというところで言いますと、津和野開

発のほうの協議の中では、このペンション運営自体が簡単なものではないということで、

応募者がなかなか容易に見つからないということで、業種が異なる天文台の運営とペン

ションの運営の双方を一体的に受け合う、そういった条件で公募するのが本当に妥当な

のかというところを今お話をさせていただいておるところでございまして、なかなかこ

の運営と経営というところのマッチングというのが、さらに公募のところで条件のレベ

ルを上げてしまって、なかなかまた公募が少なくなっていくのではないかというような

お話もさせていただいているところでございます。 

 従いまして、今現在のところペンション北斗星の運営に業務を絞って今回は公募をか

けさせていただきたいということで、この公募をかけて応募された方と天文台の運営が

あわせてできますかというようなところは、応募があった際にそういったお話をさせて

いただきながら進めていきたいという。そういったことで考えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  特にペンション北斗星も今、管理人がいなくなって

閉鎖され、そして、町内の旅館も受け入れ体制ができなくなったということで、その

こともあわせて町内宿泊者が少なくなっておるわけで、減少したわけでありますが、

各旅館に関しては、非常に評判もよく頑張っておられ、外国人観光客もたくさん見る

ことであります。 

 その中に、やっぱり津和野町に泊まれるキャパが減少しているということについて、

旅館業を営んでおられる方々からも、やはりもう少し全体のキャパがないと団体の何か

催しなどをしたときに、受け入れがなかなか難しい現状があるということであります。 

 そういうことに関して、キャパシティの拡大ということについて、多分、お話もあっ

ておるかと思いますが、現況をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  大変キャパシティの問題につきましては、こちらも

苦慮をしておるところでございまして、まず基本的に自己制限で宿泊を抑えておられ

る旅館については、要はやっぱり一番マネージャー的に管理される従業員さんがいら



っしゃらないというところが大きな問題になっております。そのあたりを金融機関と

も連携しながら、どなたがいい方がいないかというところも、いろいろ幅を広げてあ

たっておるというようなこともしております。 

 それとこれもなかなか功罪両方ある可能性はあるんですが、このたび民泊法、いわゆ

る民泊の緩和条例が県も制定をされまして、津和野町からも旅館組合を含めていろいろ

な御意見等も出させていただいておりますが、これあたりも活用の仕方においては、津

和野地区の中で場所の制限や機関の制限等も出てはまいりますが、一つ新たな宿泊の層

を掘り起こすというところでは、一つの対応できるのかというところもあるのかなと思

っております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  個人的に去年、りんご狩りに集落で行ったわけであ

りますが、かなりの方々がりんご狩りに来ておられました。いつもりんご組合の組合

長さんが観光協会などの総会にも出られまして、非常に今、連携をしていくというこ

とは、津和野の観光にもかなり好影響を与えるだろうと思っておりますし、また、い

ろんなもう少し商品でも連携ができればとも思っております。りんご組合のほうとは、

商工観光課のほうは逆に出向いてどうこうしているというようなこともあろうか、そ

の点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  直接出向いて商談を何かを企画をというところはな

いんですけれど、ただ、観光協会と町長から申し上げましたように、三者いろいろ連

携して、また旅館組合さんも一緒ですが、りんご組合さんの総会をやる際に旅館組合

と私どもも一緒に出させていただいて、あちらの組合員さんも多数いらっしゃる中で

いろいろな意見交換をして、そういう中で具体的に九州方面を中心にりんご狩りを組

み込んだツアーのＰＲ等も観光協会さんも積極的に出ておられます。こういったとこ

ろをさらにいろんなツールを使って情報発信をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  宿泊者がふえるということは、当然、津和野町にも

落ちていくお金がふえるということであり、それはいろいろな多角的な魅力をふやし

ていくということが大事だと思っております。 

 観光協会長、旅館組合長が就任されたときに、津和野町の宿泊者を倍にしたいという

そういうことをお聞きして、非常に感銘したことを今でも鮮明に覚えておるわけであり

ます。 

 やはり、津和野に泊まって、津和野のすばらしい食材を味わって、泊まってよかった

なと、そういうことになるように、また尽力していただけたらと思うことであります。 

 これをもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 



……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、１１番、岡田克也君の質問を終わり、１０時１０分

まで休憩といたします。 

午前９時 59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 10分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序７、２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  議席番号２番、米澤宕文でございます。 

 通告に従い、質問をいたします。 

 まず最初に、町道森野坂線の新橋森三差路間１キロメートルの県道昇格の進捗状況を

質問します。 

 県道昇格の要件として、平成２６年、２７年、森野坂地区（森村、町田、中座の一部）

の地籍調査事業における一筆調査が始まり、２８年度で成果がまとまっております。 

 これに伴い、津和野町は島根県に県道昇格の要望書を提出されていると思いますが、

昇格の見込みはいかがでしょうか。 

 県道昇格後の対策として、一つ目に、側溝を整備し、歩道の確保計画はありますか。

津和野警察署前から郷土館まで、道路両側に幅１.２メートルから１.３メートルの側溝

があります。この間の側溝未整備箇所を整備することで、安全な歩道となります。 

 特に、津和野警察署から津和野小学校までは未整備であり、小学生、中学生、高校生

の通学路、また、町民、観光客など、多くの方が歩道のない道路を通行されております。 

 国道９号線となごみの里を結ぶ中座バイパスは、８月４日に開通すると聞いておりま

す。大型観光バスや大型トラック、また乗用車などの通行が激増すると、十分予測され

ます。側溝整備は、交通安全の面から重要と思いますが、いかがでしょうか。 

 また、新橋から森方面に１００メートルの間は道幅が狭く、大型自動車同士が離合で

きない箇所であります。非常に危険な通学路、また通路であります。早期の道路改良が

必要と思いますが、いかがでしょうか。 

 ２点目に、無電柱化計画の申請をするべきではないでしょうか。 

 観光津和野の南の玄関、道の駅なごみの里から、町中心部への進入路となります新橋、

郷土館前まで１.５キロメートルの要望書を島根県に提出し、観光地にふさわしい広い

空と電柱撤去で、歩行者に優しい歩道環境を整えることが必要ではないでしょうか。 

 以上２点、質問いたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、２番、米澤議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 町道森野坂線の新橋から森三差路までの県道昇格の進捗状況についてでございます。 



 議員御質問の町道森野坂線の県道編入の進捗状況でありますが、編入要件にされてお

りますこととして、１点目に、町としての道路網整備のビジョン、２点目に、津和野警

察側の遺構（水路）の整理、３点目に、歩道が両側に必要かどうか、４点目に、用地境

界の明確化、５点目に、両路肩部にある電柱の移転が可能かどうか、６点目に、道路の

両側にある水路を歩道に取り込んだ場合、車の駐車ができなくなることによる駐車場確

保を含めた対応が可能かなどの整理や、住民合意形成が求められているところでござい

ます。 

 幾つかの要件の中で、現在クリアできているものとしては、遺構（水路）の整理と地

籍調査事業による用地境界の明確化であります。こうした中ではありますが、これまで

森野坂線県道編入、改良整備についての要望を吉賀町と本町で構成する鹿足土木協会と

して、県要望をしてまいってきております。 

 具体的な御質問の一つ目でありますが、議員御指摘の側溝を整備し、歩道の確保につ

いて、当該路線が通学路であり、また大型車両のすれ違い時には、歩行者が安全に退避

するところがない状況も十分理解しているところでございますので、交通安全の面から

歩道の確保に努めていきたいと考えているところであります。 

 また、県道萩津和野線と町道森野坂線の接続部の新橋から森方面への１００メートル

区間についてでありますが、平成２４年に道路改良に関する要望をいただいております。

このことにつきまして、県道編入に合わせて、改良整備を図りたいとの考えで、今日ま

で県要望をしてまいりました。 

 先ほど申し上げましたように、引き続き、県道編入、改良整備推進を図ってまいりま

す。 

 二つ目の無電柱化計画の申請をするべきとの御質問でありますが、本町では、共同電

線溝電線類の地中化が、津和野地区の橋北になります県道萩津和野線の殿町通りから、

本町、祇園丁、津和野駅前の通りまでの区間が整備されております。これにより、町並

み保存や景観に配慮されるとともに、通りでは、歩行者と車との共有空間が創出されて

おります。 

 一方、国土交通省は無電柱化について、景観・観光、安全・快適、防災の観点から推

進をしているところであります。これは、景観の阻害要因となる電柱・電線をなくし、

良好な景観を形成すること、無電柱化により、歩道の有効幅員を広げることで、通行区

間の安全性・快適性を確保すること、大規模災害、地震、竜巻、台風などが起きた際に、

電柱等が倒壊することによる道路の寸断を防止することなどを目的として、推進するも

のであります。 

 この無電柱化には、電線共同溝によるものと裏配線によるものなど、手法があると言

われております。町としては、議員御指摘の区間についても、主要な幹線道路として位

置づけられ、さらに、観光地にふさわしい通りとして、景観対策や防災面の観点からも

無電柱化を推進していく必要があると思っております。しかしながら、無電柱化を推進



していくためには、道路管理者や電力・通信事業者、地元住民の御理解や御協力が必要

であり、国や県など、関係する機関との調整も必要となりますので、時間がかかるもの

と思っております。 

 いずれにしましても、解決をしなければならない課題もありますので、関係住民の

方々の御理解と御協力をいただきながら、あわせて島根県当局や津和野土木事業所と連

携をして、要望実現に向け、努力をしてまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  ただいま答弁をいただきましたことにつきまして、全

部で７点、ちょっと解釈しがたいところがありますので、再質問といたします。 

 １点ずつ、質問をいたします。 

 まず１点目、町の道路整備網のビジョン、つまり、未来像がないとは信じられません。

旧日原町は昭和２９年、青原村と合併しています。旧津和野町は木部、畑迫、小川村と

昭和３０年に合併しております。現在の津和野町は、旧津和野町、旧日原町と平成１７

年に合併し、１２年、これらを合わせて、２回の合併を合わせると、約６４年になりま

す。この間、町の道路整備網のビジョンがなかったことになります。町の道路整備網の

ビジョンとは、どのようなものでしょうか。質問いたします。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  議員御指摘の道路整備網のビジョンでございますが、こ

れは、今、県道編入をしようとしております町道森野坂線の、これは、いずれ編入さ

れれば、県道萩津和野線ということになりますが、要するに、県道編入しようとする

に当たって、町の、そこの路線のみならず、町内全体の、県道も町道もございますが、

それを含めた、町はこういうふうに道路網を整備していくんだという、その中の、今、

県道編入の路線、そこのところを示してほしいということです。 

 でありますので、今、その、ビジョンがないということではございませんが、そこの

あたりを整理をして、作文といいますか、文言にしておかなきゃいけないということで、

今、言われているところでございます。 

 また、津和野田万川線が接続をしていますが、これも県の御努力によりまして、現在

改良整備が進められているところであります。そうしたものももろもろ含めまして、こ

れからまだ、鹿足土木協会でも要望しています、笹山側の柿木津和野停車場線、国道を

挟んで笹山側方面ですが、そこのあたりも含めて、広い範囲で津和野町の道路網整備は

こうするんだと、その中で、今度、県道編入しようとする、萩津和野線道路網整備が必

要なんだと、そういう訴えをするようなビジョンを示してほしいということを言われて

おりますので、その整備には若干時間かかると思いますが、整備をしていきたいという

ことであります。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤宕文君。 



○議員（２番 米澤 宕文君）  時間がかかるということですが、どれぐらいの、もう

かなり前から取り組んでおられるとは思うんですが、やはり県道昇格の条件としての

ビジョンであれば、もう早速といいますか、早急に仕上げるべきではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  議員御指摘のとおりで、早急に進めてまいりたいと思い

ます。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  ２点目の、警察側の遺構の水路、これは整備済みとあ

ります。しかし、反対側の、図書館側のこの調査は行わないのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  警察側のほうの水路、溝ですが、これについては遺構と

いうことで、昨年の段階で特に、道路側に石垣が積んでございますが、それが重要な

ものになりますが、そこを触れるか触れないかというところで、教育委員会等とも話

をして、一応、気持ちとしましては残したい部分もありますが、この道路改良、整備

促進をしていくために、もう仕方がないというような判断をいただいているところで

す。 

 その反対側になりますが、これについては、文化財にかかわるところはございません。

したがいまして、触っても構わないということになります。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  ３点目の、歩道が両側に必要であるかということが書

かれてありますが、私は必要であると思っております。片方だけの側溝整備であると、

必ずどこかを渡って歩道に行かなければなりません。４月２５日に観光客の男性の方

が、森村の側溝に転落し、亡くなられているのを発見されております。 

 また、小学校児童の保護者の方も、子供が側溝に落ちたと言われております。まだま

だたくさんの方が、たくさんではないが、何人かの方が落ちておられると思われます。 

 そして、側溝は、増水時には、もう落ちたら助けることができません。新聞にもいろ

いろ載っておると思います。１回はまり込むと、もう上がることはできません。かなり

の、増水時ですよ。したがって、私は、両方必要と思います。これは、後で言いますが、

青道、青線とも言われ、今から１０年ぐらい前ですかね。県から町に移管されていると

思います。したがって、これは町の、今、管理物件であると思いますが、その点、落ち

られる人、そして資料にも入れておりますが、県のほうの、２番目の右側の下です。右

側です。県道であれば、全部、森村に向かっては、舗装整備がされております。左側に

つきましては、島根県土木事業所が転落防止柵をつくっておられます。したがって、私

は必要と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 



○建設課長（木村 厚雄君）  両側に歩道が必要かどうかということですが、これは、

議員さんのほうからお話もございましたが、通学路であったりもします。この路線に

つきましては、以前も通学路点検、現在も通学路点検をしているところです。 

 今、御紹介のありました、県道側のほうにつきましては、その通学路点検によりまし

て、歩行者が溝に落ちてはいけないということで、転落防止柵を設置をしております。

これは、島根県さんのほうがやられたことですが、津和野町のほうも、森三差路から警

察方面の両側につきまして、溝があいているところがございます。そこについては、町

の財政状況もありますが、茶色いコーンを立てて、危険を察知するような、防止するよ

うコーンを立てております。町と県との違いはございますが、そういった、今のところ

の対策は講じているところです。 

 今現在、溝にはコンクリートのふたがかけてありまして、その上に車が駐車されてい

ます。御承知かもしれませんが、側溝の、特に警察側では、水路の半分は民地になって

います。ですので、車をとめている方は、自分の土地の中に車をとめられているという

状況があります。 

 今度、県道が編入されたときには、その水路全体、両側ですが、全部取り込んだ形で

の道路改良を考えるようになると思っております。そうしますと、車はどこへとめるの

かという話もあります。両側、歩道つけるということでいきますと、そうした駐車場問

題が出てきます。このことにつきましては、まだ、住民の皆様方としっかりとしたお話

し合いができておりませんので、今のところわかりませんけれども、議員がおっしゃい

ます、両側に歩道が必要ではということは、私としても、そういうふうに思っていたと

ころであります。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  今、駐車場の答弁がありましたが、駐車場につきまし

ては、また６点目で、ちょっと聞きたいと思っております。 

 ４点目に、用地境界の明確化、これは国土ミニ調査、つまり地籍調査事業における一

筆調査のことであると思います。これにつきましては、説明会に、私、２回参加してお

ります。この説明会の資料では、資料といいますか、説明では、この地籍調査が終われ

ば、すぐにでも県道昇格の申請をして、早目にできるような説明であったと思いますが、

ちょっとこれだけの条件がいろいろ入りますと、そのときの説明とちょっと違うなとい

う感じがします。これは、答弁は要りません。ちょっとおかしいなと思っております。 

 ５点目、道路両肩の電柱の移転が可能かについては、次の２番目の質問の無電柱化計

画の再質問で述べさせていただきます。 

 ６点目、水路上の車の駐車ができなくなることにつきましては、側溝は青線であると

思っております。これも、先ほども言いましたように、県から町への移管が済んでおり

ます。 



 個人のもの等、ところどころあるというのも聞いております。水路が自分の個人の土

地であるというのも聞いております。そして、個人のものでないものにつきましては、

駐車することに町への届け出制といいますか、そのようなものがあるのでしょうか。 

 確かに、両側に９台から１０台の駐車が、水路上のコンクリート舗装の上にあります。

８月に中座バイパス開通で、乗用車はもちろん、大型バス、大型トラックやダンプカー、

これらの通行が激増し、交通危険度は倍増することがもう十分予測をされます。もしも

両側溝の歩道設置が実現のときは、ぜひ、駐車されている方の御理解をいただきたいと

思います。 

 駐車場対策につきましては、津和野消防分遣所の裏に商工観光課の管理する駐車場が

あります。これ、まだまだかなりあいているスペースがあると聞いております。したが

って、この駐車場につきましては、御理解をいただければ、商工観光課管理の駐車場に

駐車することも可能である。ただし、これは月に３,０００円かかるそうでありますが、

これは、交通安全上の問題を御理解いただいて、ぜひとも説得していただきたいと思っ

ております。説得につきましては、難しいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  駐車場の確保についてでありますが、まだ地元の皆さん

方とちょっと話し合いを持っておりませんので様子がまだわかりませんが、ただ、本

当に県道に取り込んで、県に事業を展開していただくという場合に、必ずその駐車場

問題は解決しなければならないということになります。 

 米澤議員さんのほうがおっしゃいました、分遣所裏のところ、あるいは今、若干その

近辺で空き地がちょっと出ております。そうしたところが近くに駐車場として求められ

るかなというふうには思っておりますが、そうしたことも頭に置きながら、地元の関係

の方々と話をしてまいりたいと思っております。これは努力するしかございませんけれ

ども。 

○議長（沖田  守君）  米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  もちろん、このことにつきましては、県道昇格が決ま

り、いろんな計画がなされたときで、かなり先になるとは思いますが、こういうこと

も考えに入れておいていただきたいと思います。 

 もう一点は、森野坂線県道編入、改良整備についての要望を、鹿足土木協会がしてい

るとありますが、ちょっとこれはおかしいような気がしますが、県への要望は要請であ

ります。津和野町がするべきではないでしょうか。 

 もう一点、この進捗状況の説明では、県道編入時期はいつかわからないと解釈してよ

ろしいのでしょうか。 

 この２点、お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 



○建設課長（木村 厚雄君）  この県道編入のことにつきまして、要望は、以前から鹿

足土木協会として要望し続けています。これは、吉賀町さんにおかれましても、当町

におきましても、いろいろ県道改良等々、要望事項はたくさんございます。その中で、

この県道編入については、特に、知事要望ということで、要望させていただいており

ます。でありますので、町独自でという要望はしておりません。これからも、鹿足土

木協会、この鹿足郡というくくりの中で、それぞれが、吉賀町、津和野町がもうちょ

っと要望をまとめて一緒に要望していくという、このスタイルに変わりはないと思っ

ております。 

 編入の、要するに、時期でございますが、先ほど、町長が最初、答弁させていただき

ましたが、要件がございます。今、駐車場の問題も、これもきちっとクリアしなければ、

要望の俎上に上がらない、上げられないというような状況もありますので、そうしたと

ころが、今、ちょっとおくれているところありますが、そういったところをクリアしな

ければ、編入にはなかなかならないということでございます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  鹿足土木協会について、もう少し補足をさせていただこうと

思うんですが、この鹿足土木協会というのは、吉賀町さんと津和野町で、私、町長、

それから吉賀町の町長さん、それから津和野の町議会議長さん、それから吉賀町議会

の議長さんと、そして建設サイドの事務局等で、これで構成しているもんでございま

して、１年任期だったか、２年任期だったか、ちょっと忘れましたが、会長も交代交

代でやっているということでございます。 

 その中で、年に１回、この鹿足土木協会として、私初め、吉賀町長さん、今のメンバ

ーが全員で県のほうに出向きまして、そして、県の土木部、部長初め、関係者にさまざ

まな郡内の要望をさせていただくと、これはもう道路改良から河川改修、それから治山・

砂防対策と、さまざまに具体的な箇所を挙げて、整備の要望をさせていただくというと

ころでもありまして、その中に、この県道森野坂線も入れて、要望させていただいてい

ると。 

 そのうち、特に県知事にも直接要望させていただきます。これは、先ほど申し上げた、

全てを要望するわけにいきませんので、特に重点項目として、一つか二つを吉賀町と津

和野町が出し合って、重点要望をさせていただくと、その重点要望の中に、この森野坂

線のこの昇格ということを入れて、特に、重点的にお願いをしてきていると、そういう

ような状況でもございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  鹿足土木協会の構成がわかりました。吉賀町、津和野

町の主張も残しておられるということで、納得をいたします。 



 高齢者の事故が、テレビや新聞で報道されています。これは、皆さんもよく御存じと

思います。また、若い人でもブレーキとアクセルの踏み間違えで、集団登校の児童をは

ねる事故が多数発生しております。 

 中座バイパスの開通も８月です。県道編入を急いでいただき、悲惨な交通事故抑制の

ためにも、ぜひ、歩道の設置が実現するよう期待をいたします。 

 ２番目の無電柱化計画の申請をするべきということで、一つ目に、松江県道整備事務

所、都市整備課では、松江市の電線地中化は、松江市内の県道３,０００キロメートル

のうち、市街地の主要路線９０キロメートルが実施済みで、最近では、大手前道路約１

キロメートルが完成しております。３,０００キロメートルのうち９０キロといいます

と、たかが３％ですが、町なかの主なところは９０キロですとかなり進んでおります。

そして、国土交通省の通達といいますか、文書では、電線共同溝の、共同溝ですね、費

用負担ということで、道路の掘削、管路の購入、管路の設置、道路の埋戻し、道路の舗

装を道路管理者が行います。これは県のことです。したがって、先ほども言いましたよ

うに、県道昇格が問われると思います。 

 そして、電力・通信事業者はケーブルを購入し、道路管理者が設置した管路に通すと

ともに、地上機器等を購入し、設置します。最後に、電力・通信業者が電柱・電線を撤

去いたします。ということで、したがって、町負担は一切発生いたしません。ただし、

県に電線地中化の申請が必要となり、順番待ちとなると聞いております。したがって、

何度も言うようですが、県道昇格、これを急いでしていただき、そして、この無電柱化

計画の申請もされるべきではないでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  無電柱化についてでございますが、今度、県道編入、そ

れから道路整備にあわせて、この無電柱化をということでございますが、今、現存し

ています電柱は、道路の両側のほうに建っております。これを地中化をするかどうか

ということ、それから地中化以外の方策もありまして、裏配線という方法もあります。 

 この地中化がかなわないときには、裏配線ということになりますが、裏配線というの

は、今、道路側に建っている電柱を住宅側のほうに少し追い込んで、そこに、要するに、

家引きじゃございませんが、後ろに後退させるというような考えのものでございます。 

 これも、島根県さんのほうへ、これを編入された後は、事業者はもちろん島根県さん

になりますので、島根県さんのほうにもこのことについて、今、話はしているところで

すが、無電柱化の中で地中化をするのか、それか裏配線するのかと、具体的な話は今し

ておりません。今から、もうちょっとその話に、協議はしてまいりたいと思います。 

 観光地でもありますし、そうしたことで景観も配慮するというところで、無電柱化の

必要性は感じているところであります。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤君。 



○議員（２番 米澤 宕文君）  以上、質問いたしましたように、できるだけ早い時期

の県道編入は望まれると思います。望んでおります。 

 今後、津和野田万川線が、鷲原の流鏑馬橋から高田、喜時雨を通って、喜時雨から山

入へトンネルを抜く計画が今進んで、測量もされております。 

 今、木部までの道路、ほぼ２車線が完成しております。これは、恐らく、ちょっと先

になりますが、山陰道との連結をにらんでのことと思います。山陰道との連結が可能に

なれば、さらに交通事情が激しくなると思いますので、ぜひとも、重ねて県道申請を早

く実現するようよろしくお願いいたしまして、質問を終わります。 

○議長（沖田  守君）  米澤君、最後の質問はとりやめ。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  ごめんなさい。まことに申しわけない。 

 ２点目に、ＪＲ津和野駅舎待合室に津和野観光宣伝用テレビの設置で、観光客のさら

なる誘致を図るべきではないでしょうか。 

 津和野駅前開発で、駅舎の改築時期はいつごろを見込んでおられますか。ＳＬ津和野

駅発１５時４５分、改札１５時２５分、２５分から３０分前から、多くの乗客が駅に集

まり、何もすることなく改札を待っております。この待ち時間を利用して、津和野の年

間行事の稲成神社初詣、稚児行列、花まつりですね、鷲原八幡宮流鏑馬神事、乙女峠祭

り、部栄の蛍、弥栄神社輪くぐり、弥栄神社鷺舞神事、灯籠流し、日本三大芋煮、そし

て３地区あります奴行列などの行事、また、津和野城、あと、旧堀氏邸などの名所旧跡、

そして高津川の鮎、ワサビ、うずめ飯などを放映し、観光客の誘致や山口線の利用促進

を図ってはいかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、ＪＲ津和野駅舎待合室に、津和野観光宣伝用テレ

ビの設置について、お答えをさせていただきます。 

 津和野観光宣伝用テレビの設置につきましては、津和野駅舎改修の際、全体レイアウ

トの中で、より効果的な位置に新設すべく検討しております。プロジェクター等、宣伝

用画面新設後は、列車の待ち時間等を中心に、四季折々の自然の映像等を放映し、観光

客の皆様に、津和野の情報をより周知いただくように活用していく予定です。 

 なお、本年７月１日にスタートし、９月末まで実施される大型観光企画「山陰デステ

ィネーションキャンペーン」では、米子駅、松江駅及び津和野駅において、スタートイ

ベントを開催することとなりました。 

 当日は、石見部の市町が津和野町に集結をし、町内において、石見神楽公演、石見の

特産品を販売する野外マルシェ、キャンペーン体験メニューのお試し体験など、企画さ

れております。ついては、この企画の中で、キャンペーン事業費も活用させていただき、

宣伝用プロジェクターの設置ができないか検討いたしました。しかし、ＪＲ所有の駅舎

に、他が管理利用する広告宣伝機器を設置することは、占有に関する他の事例との関係

もあり、ＪＲ側の判断が難しいため、時間的な問題も考慮し、断念をいたしました。 



 ＪＲ側からも、駅舎改修事業の過程で、本町が駅舎を取得した後、機器を設置するこ

とが望ましい旨、お話を伺っているところでございます。駅舎整備事業につきましては、

平成３２年度末までに完成するよう進めてまいります。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  ＳＬやまぐち号、乗客満員で４５０人、乗車率は９３％

～９４％であると聞いております。この６～７％の乗車されていないのは、ＳＬは故

障時、ディーゼル牽引でするときにキャンセルが多く発生すると聞いております。Ｓ

Ｌだけでなく、特急でもかなり待合室で待っておられます。そして、普通列車の待ち

時間の有効活用を視野に入れていただき、今の御答弁で観光宣伝用のテレビの設置の

予定があるということで、この質問は終わります。 

 以上です。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、２番、米澤宕文君の質問が終わり、ここで、１１時

まで休憩といたします。 

午前 10時 50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 00分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続いて一般質問を続けます。 

 発言順序８、１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  おはようございます。 

 通告をしておりますので、逐次発言をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目であります。 

 柿木津和野停車場線についてお尋ねをいたします。 

 この道路は、８月５日の開通の予定のようでありますが、津和野町の南の玄関口、な

ごみの里に待望の柿木津和野停車場線の道路が開通の運びとなったわけであります。大

変長い日数がかかったわけでありますが、豪雨災害や豪雪、こういったものにいろいろ

阻まれておりまして、待望の開通になったわけであります。津和野町の商工観光の発展

のためにも、大いに期待される道路であります。 

 そして、観光客のためにも、なごみの空間地帯に津和野町全体が一目でわかるような

地図式案内板の設置はできないか。下の玄関口、津和野駅舎には、町全体がわかるよう

な地図式の看板が設置されておるわけであります。なごみの看板も一工夫されまして、

例えば、津和野のシンボルである大鳥居というふうな外枠をつくって、中に看板を地図

式で描くとか。また、外側をお城の城壁の形をした看板にして、中に地図式の看板を描

くとか、そういったようなことができないか。 

 今、森の三差路のところに案内板が設置されてありますが、これは文字で書いてある

看板でございます。どこどこの何がどこにあるというのを矢印で下でぱっと見ればわか



るような看板でございますが、なごみの里にも今回設置されました看板は、やはり同じ

ような大きい文字式の看板になっておるわけでありますが、案内板の文字型では店舗の

場所が全くわかりません。そういったものを踏まえて、まだまだ開通するまでには時間

があるんですが、もっと英知を結集されて、集客に対する看板設置の工夫はできないも

のか。 

 今、なごみの里につくってあります看板は、本当に大きなものがつけてありますが、

あれでは全く町内の商店の何がわかりません。ただ、文字が書いてこっちが何だかんだ

いって書いてありますが、大きいそれなりには書いてありますが、地図式にして書いて

あると、どこへ何があるというふうに判断ができるんですが、そのような看板設置が今

回できないか、お尋ねをいたします。 

 ２番目でありますが、柿木停車場線について、今回、鷲原になごみの里へ大きな柿木

停車場線の道路がつくわけでありますが、そうしますと９号線の大鳥居より、森の三差

路、ガード下の区間でありますが、この区間は道路が大変急カーブで、急勾配でもあり

ます。大変、冬季には、凍結による事故が多い区間でもあるわけでございますが、これ

が県より移管になりますと、町はどのように管理体制を考えておられるか。まだ、移管

されておりませんので、そんなにはないと思われますが、もし、このことも考えておら

れるようであればお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１０番、後山議員の御質問にお答えをさせていた

だきます。柿木津和野停車場線についてでございます。 

 まず、最初の案内標識板の設置についてでございますけれども、本年８月４日、県道

柿木津和野停車場線中座工区の完成に伴い、開通式を挙行することとしております。念

願でありました国道９号から津和野温泉道の駅なごみの里までの区間が完成し、供用開

始されることは、観光地津和野にとりまして、観光のみならず、広域連携促進、物流な

どの産業経済効果に大きく寄与するものと期待をしているところでございます。 

 議員御指摘の町全体の案内標識板の設置についてでありますが、なごみの里敷地内中

央部に津和野旧城下町案内図の看板が設置されており、主要な観光施設等が掲載されて

おります。 

 また、この中座工区の開通に伴い、国道９号交差点、県道萩津和野線の交差点には、

道路案内標識が設置されます。特に県道萩津和野線の交差点部には、旧城下町への案内

として、津和野駅、あるいは安野光雅美術館、太鼓谷飯稲成神社など、距離表示も添え

た町外からの来訪者にもわかりやすい標識の設置もされることになっております。 

 ２つ目の御質問でありますが、柿木津和野停車場線の中座工区の完成に伴い、国道９

号から森ガード下までの県道は、県との協議の中で、町へ移管されることとなっており

ます。現在、その移管に向け、県として市町村道維持管理修繕工事等の対策をしていた

だいております。この工事の完了予定は、本年１０月末と伺っており、その後、正式に



移管の手続がなされた後、町で管理していくことになります。管理等につきましては、

道路の維持修繕、草刈り、除雪作業等が発生いたしますが、今後、管理体制も含め検討

してまいります。 

 また、県から移管を受けるに当たり、町道認定の議決が必要となりますので、移管が

整う段階で議会に上程したいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  御答弁いただきましてありがとうございましたが、

なごみの里に看板は確かに上げてあります。普通の人なら、私ら、どこへ何があると

いうふうに認識しておいてすぐわかるんですよね。矢印もつけてありますし。そうい

った看板でなしに、県外の方から見られるときに、やはり地図式にしてあると本当に

わかりやすい北の玄関口と言いましたが、津和野駅舎の横にもそういった看板がつけ

てあります。あれを見ますと、本当によくわかるわけでございますが、あのような看

板をぜひ私は設置していただきたい。このように思っておりますが、予算的なことも

ありますし、それがなかなか実現の可能性は難しいかもしれませんが、これは町内業

者の方からも、そういった私たちには要望が来ておるんですが、そういったことが執

行部のほうに、町のほうには１件もなかったのか。町内業者からそういったことの要

望はなかったのか、それについてちょっとお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員御指摘の民間事業者の皆さんも含めた地図とい

うことでございますが、現在、なごみに置いてあります地図につきましては、町のサ

イン計画に基づいて統一的なサイン、デザインで総合的な案内板、観光地のそれぞれ

の施設の概要を書いたものと写真、さらには広域のマップを含めた案内を表示してお

ります。それと町内の中心地、津和野地区の主要な観光施設を書いておるところでご

ざいますが、なかなか、これ、民間の事業者さんを含め始めますとどこまで入れるか

ということが出てくるかなと。町事体には、議員の御指摘のようなお声というものは

直接、私が知る限りでは伺っておりません。 

 議員が御指摘になられました津和野駅舎にある民間の事業者の入った地図というの

は、あれはＪＲさん系の民間事業者の方が広告等をとっておつくりになられた案内板に

なっておりますので、町とするとなかなか公というところもございますので、そこまで

踏み込むのはどこまで載せるかっていうことが出てまいりますので難しいと思います

が、今後、民間事業者さんあたりの中からそういう動きが出てくれば、管理をされてい

るなごみの里さんとの意見調整も必要だとは思いますが、可能性はあるのかなというふ

うに思っております。 

○町長（下森 博之君）  １０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  民間経営の会社がやられたというふうなお話でござ

いますが、民間であろうと行政であろうとわかるような看板であれば、積極的に取り



組んでいっていただきたい。町内業者の方も役場へ行ってこられるのは大変であろう

と思いますが、そういう声があったということは、間違いなくありましたんで、それ

もまた参考にして、今後の看板設置に役立てていただきたい。このようにお願いをし

ております。 

 ２番目であります。公園整備についてお尋ねをいたします。 

 中座地区の高崎亀井邸跡に児童公園が設置されたのが昭和５５年に完成されまして、

遊具も当時は、鉄棒、ブランコ、シーソー、滑り台、砂場、ベンチ、水飲み台、こうい

った便所も設置をされて、一時期は子供たちの天国の場所でにぎわっていたというふう

に聞いております。今は、昔の面影もなく、グランドゴルフ場として利用されておりま

す。 

 近年、中座地区にはＩＵターンの若い人が相当ふえております。自分で家を新築した

り、また、古民家を購入されたり借用されて改造したり、若者の定住が進んでおるとこ

ろであります。一挙に子供たちが今ふえている地域でもあります。子供たちのために公

園整備、遊具の設置ということも急を要しても、早急には実現は難しいと思われますが、

子供たちのふえる状況を見ながら、この公園下の問題も一つ検討課題にしていただきた

い。このように思っております。 

 また、公園近くにＪＲの中座踏切があるわけでありますが、ＳＬの写真撮影には最適

な場所であります。また、狐尾線も車で大渋滞になるようなことが再々起きております。

駐車場については、自治会のお世話で駐車場は確保されているようでありますが、公衆

便所がこの付近にはないわけであります。付近住民の方は大変迷惑な問題が起こってお

るわけであります。幸いに、ここに児童公園があるわけでございますが、このトイレも

大変古いトイレでありまして、改造されて使用できれば、狐尾線には今、公共下水道も

完備しておるわけでありますので、これにつながってしまえば大変いい公衆便所が設置

できるように私は思っておりますが、こういったことも便所の一つも新設してと言いま

すか、今の便所を改造されますと、これも観光の一助になるのではないかというふうに

思っております。ここの便所の問題も大変な皆さんの念願でありますので、一つ前向き

に検討していただきたい。このように思っておりますが、いかがでございましょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、公園整備についてお答えをさせていただきます。 

 ＳＬやまぐち号運行時のＪＲ山口線中座踏切付近の混雑については、地域住民の皆様

を中心に御不便をおかけしており、申しわけなく思っております。現在、混雑が予想さ

れる際には、警備員を配置し交通整理を行い、渋滞解消を心がけております。また、路

上駐車禁止、私有地・農道への立ち入り制限、停車時のアイドリング禁止等、さまざま

な立て看板も設置して、マナーの徹底も促している状況です。駐車場については、撮影

者用駐車場２カ所、児童公園を臨時駐車場として利用するなど対策をとっております。 



 同付近で撮影をする鉄道ファンに伺ってみたところ、「カメラの三脚等を路上や立入

制限地内に設置する人はほとんどおらず、一定のマナーは守っている。ただ、ＳＬ通過

後、次の撮影ポイントに移動するための撤収課程、駐車場からの車の発進、離合過程な

ど一定時間に混雑が起きている。また、急ぐ余りスピードを出して、町道丸山狐尾線を

通過する車がある。」とのお話でございました。今後とも、ＪＲ山口地域鉄道部や山口

線ＳＬ運行対策協議会、津和野警察署とも連携し、マナー向上のポスター作成やＰＲ活

動を行い、予算面の考慮は必要ですが、混雑解消に努力してまいります。 

 トイレにつきましては、議員御指摘のとおり、児童公園内の公衆トイレを利用してい

ただくよう、児童公園トイレの案内、また立ち小便禁止の看板も設置しております。ト

イレの改修についてでございますが、予算も伴うため、町全体として利用頻度等も考慮

をしながら、順次整備をしてまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  大変ここは、津和野でもＳＬの写真を撮るのに相当

いい場所であるんであろうと思います。本当、ＳＬファンがあそこでたむろして、も

ちろん駐車場もいっぱいになって、今まででもいろいろな問題が出てきたんですが、

一番困るのは、やはり便所の問題であります。自動車の陰に隠れていろいろというふ

うな問題も地元住民からも聞いておりますので、一つ出来ましたら、せっかく公園内

に古い便所ではありますが、これを改造して、予算的なこともありますので早急にと

いうわけにはいきませんので、一つ、今後の課題として検討していっていただきたい。

このように強くお願いをして、次の質問に入りたいと思います。 

 ３番目に、日原にぎわい拠点づくりの事業についてお尋ねをしたいと思います。 

 津和野町まちなか再生推進協議会の解散と同時に、まちなか再生総合推進協議会の日

原部会としてスタートをされまして、単独ブロックとして活動を行うことにされており

ます。日原提言部会は、このたびの提言書をまとめた段階でその役割を終えられまして、

一旦解散されて、新たに日原賑わい創出推進協議会なるものを発足させております。町

との内部調整、財源検討、所有者の協議、現在も改修工事が進んでいるわけであります

が、この事業は国の地方創生推進交付金を活用した事業でもあるわけでありますが、当

初お聞きしたところ、総事業費が３億５,０００万円ぐらいであろうというふうに聞い

ておったわけでございますが、これも３０年度から３カ年の整備計画であったというふ

うに伺っております。 

 本年３月にも日原賑わい創出施設整備事業費、これが１億９７２万８,０００円が計

上されております。６月議会でもカフェ等の建設工事が１,９００万円ばかりが計上さ

れておりますが。昨年、８月の拠点づくり総事業費、概算でハード整備関連事業、これ

６項目があったと思いますが、これが４億２,４００万円ばかりであったと思います。

また、ソフト関連事業がこれもやっぱり６項目ぐらいで、３,８００万円程度であった

と思います。総合計が４億６,０００万円ぐらいの概算枠であったわけでありますが、



本年度が最終年度になるわけでありますが、ハード関連事業、工事費等でありますが、

そしてソフトの関連事業と。まあ、これは備品購入とか関連経費等が入るわけでありま

すが、どのぐらいになっていますか。また、地方創生交付金の金額はどのぐらいに入っ

てくるのか。それをお尋ねしたいと。そして、総事業費が一体幾らかかるのか。まだ年

度途中といいますか、今工事中でありますので、まだ最終的に金額を幾らというのは大

変難しいかもしれませんが、およそ今までの総事業費についてお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、日原賑わい創出拠点づくり事業についてお答えを

させていただきます。 

 まず、ハード整備関連事業と金額については、既に完成をしております古民家側３棟

の改修工事の工事費、実施設計施工監理委託料、さらに空き家２棟の解体を含む外構ほ

か造成・修景工事費を合計いたしまして、１億６９万１,０００円となります。 

 今年度より整備工事に入りますカフェ棟、図書館棟、トイレ棟計３棟、広場、駐車場

等につきましては、現時点では予算ベースも含めますが、工事費、基本計画設計、実施

設計施工監理委託料を合計すると、３億４,２０４万３,０００円となり、賑わい創出拠

点エリアのハード整備関連事業の総合計は４億４,２７３万４,０００円となります。 

 なお、拠点エリアの整備後には、懸案でありました日原中心街の町道にかかるアーチ

の改修、また周辺エリアのイベント用インフラ整備についても計画をしております。ア

ーチにつきましては、既存のアーチによる広告塔がよいのか否かも含め、検討し、計画

してまいりたいと思います。 

 ２つ目の御質問でありますが、ソフト関連事業につきましては、平成２８年度より３

年間の計画で地方創生推進交付金を活用し、全体計画の策定、日原賑わい創出推進協議

会への運営費補助や実証実験の実施、備品購入等を進めてまいりました。運営の効果を

高めるための基礎資料として位置づけた実証実験を実施し、この取り組みの中でアンケ

ート調査、結果分析を行い、実現性と収益性にも配慮した計画につなげることで重要で

あると考えております。 

 ソフト関連の事業費については、商工観光課、教育委員会のソフト事業を合わせ、今

年度の予算ベースも含めまして、平成２８年度は８８７万８,０００円、平成２９年度

６９４万１,０００円、平成３０年度７００万円、合計２,２８１万９,０００円となり

ます。本年度は中心商店街のブラッシュアップ事業、情報発信のためのツール造成、実

証実験、まちづくり・人づくりのための人材育成等を計画しており、官民で組織してお

ります日原賑わい創出推進協議会で検討・調整を図り、実施したい考えであります。 

 ３つ目の御質問でありますが、地方創生推進交付金につきましては、先に述べました

３年間分のソフト事業及びハード事業の一部に充当しております。ソフト事業につきま

しては、直接的なソフト事業が２,２８１万９,０００円、また、地方創生推進事業では



設計委託料がソフト扱いとなるため、基本・実施設計委託料１,９９２万５,０００円を

合わせ、計４,２７４万４,０００円となります。 

 ハード事業につきましては、空き家の解体、造成工事費、図書館建築工事費の一部に

充当され、対象事業費は３,９２２万６,０００円、ソフト・ハードを合わせた総事業費

合計は、８,１９７万円となります。このうち２分の１については、地方創生推進交付

金４,０９８万５,０００円が充当され、補助残分については起債対象となり、ソフト事

業分は普通・特別交付税により有利な措置が受けられます。 

 ４つ目の御質問でありますが、総事業につきましては、先に述べましたソフト関連事

業２,２８１万９,０００円とハード関連事業費４億４,２７３万４,０００円に、用地購

入費２,０９８万円を合わせ、計４億８,６５３万３,０００円となります。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  このような巨費を通じてやられます拠点施設の付近

が大変私は心配しておるのは、この場所が急傾斜地崩壊危険区域に指定された場所で

あります。危険番号２４１６番、山根町日原町字山根、また、危険番号の２４１８番、

扇町日原町梅の木下というふうな番地が載っております。これが急傾斜の崩壊危険区

域の指定場所であります。 

 また、土石流の危険区域が春日川日原町日原、これが指定されております。これの避

難場所が増野医院、小学校、旅館というふうに避難場所も表示されております。そして

また、この付近にあります火の谷川、日原町日原ですが、この避難場所が日原郵便局、

高津川漁協というふうな避難場所が表示されております。日原賑わい創出拠点施設を津

和野町日原２６８番地に設置する条例が今回出されるわけでありますが、この管理体制

は、拠点施設は津和野町長が管理し、管理に関する事務は商工観光課において所掌する

というような条例が今度出されるわけでございますが、私はこの日原２６８番地１の拠

点施設が急傾斜地域崩壊危険区域指定箇所内に、また、土石流危険区域内で地域文化の

伝承、交流の増加による商工業の振興を目的とされているわけでありますが、ちいと場

所が悪すぎるような気がするわけでありますが、ここの道路も大変狭うあります。２台

で離合するのも大変な場所でありますが、こういった、もう工事は今年度で完成するわ

けでございますが、こういったところで隣接する民間との問題点は１件もなかったのか。

これについてお尋ねをしたいと思います。 

 日原賑わい創出推進協議会の中で、この場所が最適の場所であると判断のもとに実施

計画がなされたのであるのか。こういった急傾斜地区であるので、そういった疑義はな

かったのか。工事も今年度で完成の段階でありますので、今、私がここで苦言を申し上

げても仕方はないわけでありますが、計画の段階で対応のあまさはなかったのか。また、

この事業に対して費用対効果もまだ完成しておりませんので大変であろうと思います

が、費用対効果も評価は継続的にしていかれると思うわけでありますが、巨費を投じた



この事業であります。私も今後のこの場所での活躍は期待するものでありますが、ここ

を建設するときにそういった声は１件もなかったのか。それだけお聞かせいただきたい。 

 そして、もう１件大変気になるんですが、いつやら議会で建物を視察させていただき

ましたね。そういったことで完成した主屋があったわけですが、この中に仏壇がまだ置

いてありました。それは永久的にここへ置かれるのか。こういったものは早急に持ち主

と話をされて撤去をされんと集会の場であるんですが、そういったことはどのように対

応されているのか。それをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員御指摘の件につきまして、何点かございますが、

一つずつまずお答えをさせていただきたいというふうに思います。 

 急傾斜地、土石流の危険区域にあるというお話でございます。これにつきましては、

今回の計画自体が地域の皆さんと準備会、さらには街なか再生推進協議会日原部会、さ

らには今の推進協議会という形で進む過程の中で、計画に対する提言もいただいたとこ

ろでございますが、やはり、この計画の全く最初の始まりがとにかくこの本庁舎もござ

います日原地域の中心商店街の賃貸ムードというものの何らかで打開をしていくこと

に対して、何かのアクションを動かしていくことができないかということが事の発端で

ございました。 

 そういった部分でいきますと、どうしてもやっぱりこの商店街との連携をというよう

なことを考えていきますと、この中心街にそういった施設を設けるべきであろうという

ことで、ワーキンググループの中で連担地域を空き家がどのようなものであるかという

ことも全て歩いて回って、具体的に調べたりもしてまいりました。その中で、皆、いろ

いろな話し合いをする中で、まず公募をしてみようという形で、今回、施設、空き家を

再生する上で活用させていただく空き家はないかということで公募をさせていただい

て、応募をいただいた中から選ばせていただいたということでございます。 

 そういう部分では、いかんせん急峻な山と大きな川の間に挟まれた細長い連担でござ

いますので、どこかの場所がしてくれれば、どうしてもいかんせんともしがたいところ

があるかもしれませんが、この上では、運営を図る上で非常事態等の危機管理等も十分

考慮して運営、まあ、指定管理等の運営になるかもしれませんが、管理者におかれても

集中豪雨時との危機管理の意識についても、マニュアル等の整備もいただく中で対応を

きっちりしていきたいというふうに考えております。 

 それから、この地域に設置をした上での費用対効果というような問題も出てまいりま

したが、そのあたりについては、やはり、なかなか観光地の津和野とは違う部分もござ

いまして、イコール観光ということにはなかなかすぐにはならないかもしれませんが、

いろいろ日原地域にもいい素材がございますので、今まで実証実験をやった中でもそれ

なりの集客が益田地域から、また周辺からもあったりということで、やり方によっては

なかなか面白いものも出てくるのではないのかなということも思っております。そうい



ったところをさらに精査をして進めてまいりますし、工事費等につきましても、今後、

予算ベースもありますので、入札等においてはさらに抑え込むことも可能かということ

もあります。 

 加えまして、今回、農林水産省の農泊推進対策系の農村漁村振興交付金の申請を行っ

た上で内示をいただきましたので、カフェ部分については、ハード事業で５,０００万円に

対しまして２,５００万円の交付金の補助がいただけます。また、ソフトについてはこ

れがハードをとる上での必須条件になるんですが、約８００万円、これについては１０

分の１０補助でいただけるということで、２年間の事業になるかとは思いますが、そう

いったものも利用して、財源部分をなるべく一般財源の部分を抑え、また起債部分を抑

えるというようなことも努力をしてまいりたいというふうに思っております。その上で、

今後、なかなかすぐ、いきなりの観光地ということになりませんが、現在、城下町津和

野地区と畑迫、さらには天領、日原地区、この２つの天領を結びつけた事業等も進める

所存で計画等を進めておりますので、そういったところも活用しながら連携して、日原

地域に何がしかのにぎわいを呼び起こすような形に持っていきたいというふうに考え

ております。 

 仏壇の件でございますが、これが我々も３０年間の、要はいわゆる固定資産税程度の

賃借料でのお借りをするということで、３０年間はもう一切所有者の方には権限がござ

いませんで、こちらが全て管理をすると。また管理運営をできるという事業用の敵借地

借家契約をもとに進めてまいりました。その過程の中で、やはり所有者の方との協議を

する中では、どうしても交渉の中で仏壇というような話が出ておりまして、現在の所有

者の方の御意向とすると、まずそれについてはその中で納めて、外から見えないような

対応をとって管理だけはしておいてほしいということでございます。 

 具体的には、それ以上のことを我々は望まれておりませんので、きっちりした形で今

は別区画で見えない形にしながら、そのまま運営を続けさせていただくと。この交渉の

中の合意事項でございますので、それをもとに進めさせていただきたいというふうに思

っております。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  大変、集会所になるわけでございますから、皆さん

が憩いの場で集まられるんですから、そういった仏壇が中へ置いてあると、私も本当

たまたま見学へ行って、それをここは何かって言って開けてびっくりしたようなわけ

なんですが、ここはやはり観音開きになっておりますので、そこはもう何かで金具や

何かを取っ払って密閉するというふうな形をとっておかれないと、誰かが間違って戸

を開けたときに仏壇があったというようなことじゃあ、なかなか印象が悪くなると思

います。こういったことも一つのお願いでございますから、一つそのような改善をさ

れて有効利用をされていっていただきたい。このように強く希望しておきます。 



 それでは、４点目の駅前周辺整備についてでありますが、平成２７年２月に駅前のＳ

Ｌ館が２,８５０万円で解体されました。２８年度より３２年度までの５年計画で整備

スケジュールが示されておるわけでございますが、本年が中間の３年目であるように思

っております。 

 現在では、駅舎のトイレの工事が完成し、今、ＪＲ社宅の解体、４,５６２万４,００

０円、始まったばかりでありますが、ＪＲの駅周辺整備工事の基本設計、実施平面図、

整備スケジュール表が我々も随分前に配付していただいてここに持っておるんですが、

この整備計画でずっとやっていかれるのか、それとも新しい設計図があるのか。それを

お聞かせいただきたいと思います。 

 駅前の開発検討委員会の協議進捗状況、そして最終的にはどのような基本構想で実施

計画がいつごろまでに示していただけるのか。また、この中にもらった図面の中にもあ

るんですが、ＳＬの移転先、それから駅前のインターロッキングの舗装等、これをどの

ような改善計画の中に入っておるのか。まだ、これからそれは計画するというのである

のか。それについてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、駅前周辺整備にいてお答えをさせていただきます。 

 駅前周辺整備の計画につきまして、基本的には変更しておりませんが、歴史的風致維

持向上計画協議会の御意見もいただき、ＳＬ移転予定箇所付近の回廊の長さ等について、

修正検討を行っているところでございます。 

 駅前周辺整備に関する用地取得関係は３月末で完了し、現在、ＪＲ津和野宿舎解体等

解体工事を施工しております。今後、整備工事を随時発注し、平成３２年度末までに完

成するよう進めてまいります。あわせて、駅舎整備事業につきましては、既に施工中で

ございます実施設計の完了を受けて、建物取得等の手続後、整備工事を行い、平成３２

年度末までに完成するよう進めてまいります。両整備につきましては、近接しており、

施工順序等の調整が必要であり、早期完成できるよう、施工計画の精査に努めてまいり

ます。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  御答弁いただきましたが、駅舎のほうはそんなに改

造されようが、町が購入されようが、そんな大幅な改造はないと思うわけであります

が、駅辺周辺の改造が大変であろうというふうに思っております。 

 前回、駅前の公園部分までを整備されておりますね。ＳＬ館の横のほうが皆整備をさ

れたわけでございますが、このときの整備についてお尋ねをしたいんですが、今、駅よ

り横断歩道を渡るとき、真正面に町の小さい案内板が設置されております。幅が６０セ

ンチ、高さが１,８００、１メートル８０センチ、そのすぐ横に照明柱が建っておりま

す。これは目どり３０センチぐらいあります。その横に、今度は町内の地図が約１メー

トル、幅が１メートル７０ぐらいの地図が設置してあります。これ、高さが１メートル



７０ぐらいあるんですが、駅前三差路でありますので、ここへ駅からの横断歩道を渡っ

て、子供たちが右に曲がって安美のほうへ曲がって学校へ行くわけですが、この正面歩

道の先へこの看板が立っておるんです。これがいかがなもんか。その先が公園なんです

よ。そして、その中にも植樹がしてあります。だから、そういったことがどのような当

初の計画で、横断歩道の真正面にそういったものの障害物があるようなことになってお

りますが。 

 それともう一つ、駅前の三差路になっておりますが、本町通りから左折する場合、駅

のほうからずっと上がってきて、駅正面に向かって左折、安野美術館のほうへ曲がろう

としたときに、わかりますかね、一旦停車の線が引いてあります。いつも警察の方が駅

前でパトカーに乗ってそこで監視しておりますが、この一旦停車をすると左側に公園が

ありますね。それで安美のほうへ曲がろうとするときに、ここにやはり照明の制御盤が

立っております。高さが１,１００ぐらいでありますが、幅が５０センチぐらいの制御

盤が立っておる。一旦停車する制御盤があるけん左が見えんということを言いよるんで

すが、その照明の制御盤と路上の変圧器というのが置いてあるんです。それはまたその

横にあるんです。それは、高さが１,４００の幅が１メートル１０センチぐらいありま

す。ちゅうのが２つ立っておるから、一旦停車してかがんでおるんじゃ左が全く見えん

のです、歩行者から。何でこういうところに制御盤やなんかが設置されたのか。こうい

う中へ入れるわけにいかんけん、あそこがちゅうてやれたのか。今度また整備をされる

と思いますが、その照明の制御盤やら路上の変圧器が位置を変えることができるのか。

そういったことも今後の整備計画の中で１回検討していただきたい。このように思って

おります。 

 それからもう一点でありますが、もとのＳＬ館の前の歩道の防護柵がありますね。こ

れは前にも申し上げたと思いますが、この歩道の横の防護柵がトタンで絵が描いてある

んですよ。それで今、もう２０センチ上が傾いております。ちゅうのは、倒れはせんと

は思うんですが、裏へ回ってみますと、やはりワイヤーのゆるみ、鎖のゆるみ、それか

らビデ足場が組んであるんですが、そういったものがもうなくなりますんで、これも点

検せんと、もしくはあれだけのもんがばっさり倒れたら。それで、左のほうはコンクリ

ートを解体したときについ簡単にそこのコンクリートをくくってやってあるんですが、

そういったことも危険のないように一つ、歩行者が毎日おるんですけん、高校生が毎日

通るんですから、そういったところも今後整備される中で一つ検討していっていただき

たい。どうせあそこの整備計画の中へ入ってくるとは思いますが、それまでに今の防護

柵については至急点検が必要であろうというふうに思っております。風でも吹いて防護

柵が倒れたりしたときには、歩行者に迷惑をかけることになりますので、そういったこ

とも事前にやはり点検しておく必要があろうというふうに思っております。そういった

ことも踏まえて。 



 それと、我々の駅前の整備の図面でもできましたら、一つ早い時期に我々議会にも相

談してほしいと思っております。前、課長さんと話したときにもＳＬの機関車、今の観

光協会の前に持って行っておくような話がそのままになって、絵もそのままになってお

るんです。こんなこと一般町民が見たら本当に怒ります。こういったこともありますの

で、一つもっと、いつごろその図面ができるのか、整備計画の。それをちょっとお伺い

したいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  まず、仮設の防護柵につきましては大変ありがたい

御指摘をいただきましたので、これについては業者さんのほうで管理を委託をしてお

りますが、今の話をすぐこの後しまして点検をしていただいて、ゆるみ等があれば直

ちに改善するようにさせていただきたいと思います。 

 それから、平面図につきましては、町長の答弁にもございますが、歴史的風致維持向

上計画の推進協議会の中で、皆さんからいろいろな御意見をいただきながら進めておる

ところでございます。ＳＬについては、たしかにかなりのボリュームがありますので、

あの位置に置くのがいかがなものかという点についても随分時間をかけて話もさせて

いただいておるところでありますが、推進協議会の皆さんの御意見とすると、やはり津

和野駅前にひとつモニュメントといいますか、一つのランドマークになるものがほしい

ということがございまして、今の状況では、あそこにやはり設置をということが意見と

しては強うございます。 

 ただ、それをやる際に、要は雨をしのぎます回廊が歩道部分に出ておりますが、その

回廊があると、今の横断歩道に向けて回廊が出っ張っておるんですけれど、これをこの

まま残すとちょっとＳＬのほうがかなり窮屈になってしまいますので、この回廊につい

てはある程度長さを調整して、広場全体を一体感の中でＳＬが見える形に持っていった

ら記念写真等もより写しやすくなりますので、そういったところも含めて検討したいと

いうことになっております。 

 そういった部分で、その辺の図面の調整ができ次第ということで、今、ちょっと私も

すぐいつということが申し上げられないかもしれませんが、協議会の話をより詰めて、

そのあたりの変更した図面ができ次第、ぜひとも議会のほうにも御提示をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

 それと、変圧器とかそのあたりの問題については、管理がうちではないのかもしれま

せんですが、県の方とも今後の整備の中でまた協議も必要にはなってくるとは思います

ので、いろいろ相談させていただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  もう一点ほど、これはお願いをしておきたいと思い

ますが、ＳＬのことでありますが、どこへどういうふうに持っていかれようと、前に



も一般質問でやっておりますが、私は屋根を設置していただきたいというふうに一般

質問をしておりましたが、そのときに町長の答弁は、一般観光客は写真を撮るのに支

障があるというふうな答弁であったんですが、今、あの機関車がもう古くなってなく

なるというふうになると、津和野の一つの名物がなくなってしまうわけでございます。

両維持がなくなるということは大変寂しくなりますんで、毎年毎年、これ塗装するっ

て言ったって、相当な費用がかかりますので、屋根のことは今度の整備計画の中でも、

一つ検討していただきたい。このように思っております。 

 このＳＬも貴重な津和野の観光資源でありますので、その一つの、そういった協議会

ででも話を出していただいて、一つ保存に対してしっかり検討をしていただきたいと思

っております。 

 以上、お願いして、私の質問を終わりたいと思います。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で１０番、後山幸次君の質問を終わり、午後１３時まで

休憩といたします。 

午前 11時 52分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序９、６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  ６番、丁泰仁でございます。 

 本日、通告に従いまして２項目の質問を用意しております。早速でございますが第１

項目から入ってまいりたいと思います。 

 １項目めは、当町の経済状況についてでございます。 

 世界経済情勢を見てみますと、近年、米国王中国の経済が堅実に推移し、我が国を初

め世界経済を堅調に支えてきましたが、ここに来て米国王トランプ政権の保護主義的経

済政策により米・中貿易戦争の懸念が生じるとともに、同盟国といえ日・米貿易におい

て我が国輸出品への関税強化策の実施、鉄・アルミ・自動車への関税現在２.５％を２

５％と及び農生産産物市場の開放を要求し、今後想定外の圧力を受けかねない情勢にな

っています。 

 さて、我が国の国内経済状況はと申しますと、２０１７年０.５％プラス前後で成長

してたＧＤＰ数値が２０１８年１月から３月期マイナス０.６％となりました。マイナ

ス要因として設備投資の減少、景気の回復は一服しているとの見方が示されています。

一方、今冬季天候が強寒波のせいで例年になく不純で、日常生活において野菜が高騰、

また悪天候で外出を控えるなど諸要因が重なり、ＧＤＰ６０％を占める個人消費の減少、

成長減速の要因とし、一時的現象と捉える見方もあります。 



 次に、この間の政府経済政策について交渉すれば、２０１３年アベノミクス３本の矢

に始まり、２０１４年９月に示した人口減少と地方の衰退の問題に一体的に推進する政

策である地方創生の諸施策も効果のほどは顕著に見られず、地方における人口減少はと

どまるところを知らず、相変わらず東京一極集中の図式は変わるどころか拍車がかかっ

ている状態ですが、これらの検証は行われず、引き続き１４年女性活躍、１５年新３本

の矢と一億総活躍、１６年働き方改革、１７年人づくり革命と矢継ぎ早の相次ぐ政府の

経済政策スローガンの看板の掛けかえにより、ややもすれば私たちは現在どの政策に立

ち望んでいるのか面食らう昨今です。日銀政策も２年で２％アップというデフレ脱却の

国家目標を６度延期したあげく、１８年４月には達成時期を撤廃してしまいました。 

 また、プライマリーバランスを黒字化する財政健全化目標の達成時期を２０２０年か

ら２０２５年へと先送りしました。１９年度１０月消費税１０％の実施は消費低迷を引

き起こし、我が国経済を再びデフレ状況へ引き戻すとの大方の経済専門家の予測です。

どちらにしても、不安定な将来経済予測は続きます。 

 このようなさまざまな経済環境の中で当町の経済状況を見ますと、災害復旧後の土建

業の工事受注減少による町内経済活気の減退、それに伴う個人消費の低迷、観光産業は

昨年、亀井家入城４００周年イベント、やまぐちＤＣキャンペーンを中心に各種イベン

トを繰り広げましたが、観光客昨年入り込み客数１１７万４,０００人、前年比０.６％

減、横ばい推移の状態です。これらの現状を踏まえ、町内の景気活性化を目指して質問

します。 

 １、今年度建設関係の主な工事計画は、公営住宅関係を中心にまた現在、公営住宅空

き室状況の説明もお願いします。 

 ２、観光関連の主な工事計画は、ＪＲ津和野駅舎改修計画、駅前ロータリー整備につ

いての工事工程の説明をお願いします。 

 ３、そのほか、個人消費を喚起させる工事、企画があれば説明をよろしく。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、６番、丁議員の御質問にお答えをさせていただき

ます。 

 当町の経済状況についてでございます。まず、一つ目の御質問でありますが、公営住

宅の関係でございますが、まず、中座団地ストック改善工事につきましては、本年度社

会資本総合整備交付金事業として実施していく事業であります。この交付金を受けるに

当たりまして、本改修事業に先立ち非木造にかかる耐震診断が必要となります。現在、

この診断内容の協議を島根県と行っているところであります。中座団地の壁式プレキャ

スト鉄筋コンクリートづくりの耐震診断を８月には完了し、その後実施設計、工事発注

を行い、年度末には工事完了する予定でおります。 

 土井敷団地ストック改善工事についてでありますが、屋根のさび及び壁等の劣化によ

り居室への雨漏りや漏水が発生している現状がありますので、屋根葺きかえ、外壁補修、



雨どい再設置等を計画しております。実施設計を８月中旬までには終え、９月には発注

したいと考えております。 

 また、青原住宅集会所建設につきましては、現在、県道青原停車場線青原橋のＪＲ側

接続部分の県工事と同時に町が集会所敷地造成工事を行っているところでありますの

で、敷地造成完了後に元集会所とおおむね同程度の集会所建設を計画しております。１

０月までに設計を終え、１１月には発注できるように計画しているところでございます。 

 このほか、道路新設改良費にかかる道路改良工事、落石対策工事、灌水対策工事、橋

梁長寿命化対策工事など１１件の工事については、現在発注準備をしているところであ

り計画的な執行をしてまいります。 

 次に、現在の公営住宅の空き室状況について、６月１日現在となりますが、町営住宅

管理戸数の津和野地域１９０戸中２８戸、日原地域１０７戸中１４戸が今現在で募集中

となっております。この募集中となっております主な空き室住宅は、災害関連事業の終

了などに伴いまして、定住促進住宅が８０戸の管理戸数中３０戸の空き室状況となって

おります。そのほかには、政策空き家といたしまして、老朽化に伴う空き居室などが２

５戸あります。また、ストック改善事業等のため、移転用として９戸が確保してあると

ころです。 

 また、島根県住宅供給公社住宅サンハイツつわの、星の子団地につきましては、管理

戸数２６戸中、２戸が募集中となっております。 

 次に、二つ目とそれから三つ目の御質問についてでございますが、観光関連の主な工

事計画は、議員御質問のＪＲ津和野駅舎改修工事及び駅前周辺整備工事を初め、平成２

９年度の繰り越し事業を含めますと、養老館改修工事、殿町から稲成丁、弥栄神社へつ

ながる灯篭整備工事、津和野地区内のサイン整備工事及びＷｉ─Ｆｉ整備工事などが進

行中です。 

 また、約７億５,０００万円の多額の御寄附を受けて実施する城山整備事業について

は、調査、測量が行われており、今後大規模な整備が行われる予定です。一方、日原地

区では、観光面からも活用を計画しております日原賑わい創出拠点づくり事業がありま

す。 

 駅前周辺整備の計画につきまして、用地取得関係は３月末で完了し、現在、ＪＲ津和

野宿舎解体工事を施工しており、今後、整備工事を随時発注し、駅舎改修工事等も含め

まして、平成３２年度末までに完成するよう進めてまいります。 

 個人消費を喚起する工事、企画ですが、観光関連も含め町が行う公共事業については、

雇用、資材購入等の関連する裾野は広く、二次的な効果も含めれば個人消費を喚起する

効果はあると思われます。 

 直接的な企画としては、本年度を一応の区切りとさせていただくプレミアム商品券販

売に関する商工会補助金は、カンフル剤的な効果とはなりますが消費を喚起する直接的

な施策と考えます。 



○議長（沖田  守君）  ６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  今、説明をいただきました。再質問に入らせていただ

きます。 

 この質問ありましたのは、先ほど私申しましたように、非常に景気の減退が町内見ら

れまして活気がちょっとない、建設関係の工事人に聞きました。工事はどうですかと、

景気はどうですかと、いやもう工事はないんだと、発注工事ないんだと、こういう話を

聞きまして非常に不安がってます。 

 そこで私は、本日まず町発注の公共工事、特にこの住宅を中心にちょっと質問をして

みたいと思って上げました。その前に住宅というよりも、ただいま答弁にありました現

在、橋梁長寿命化対策工事など１１件の工事について、今公共工事として発注するよう

なこと回答がありますが、大体この工事に対して総額どれぐらいの金額を予定されてい

るんですか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  道路改良費にかかるところになりますが、総額ちょっと

今把握しておりませんが、これは社交金にかかるものになります。社交金と道整備交

付金にかかるものになりますが、年度当初の予算で計上させていただいてお認めいた

だいている額がそれになりますが、この４月に入りまして国からの内示がございまし

て、それが平均で７０％ちょっとぐらいの内示率ということになりました。 

 それで、直ぐに年度から発注したいところもございましたが、年度当初の予算規模で

事業は進めていくというのが町の考えでございますので、補助以外のところの補助裏の

ところをどういうふうにしていくかということをずっと詰めて検討してまいりました。

この６月の補正予算でその分、不足分を上げさせていただいて、これで議会でお認めい

ただければ６月以降のところで発注をしてまいりたいなと思っております。定期予算を

見ますと事業費全体のとこでは、当初予算に上げさせていただいている額というふうに

思っていただければと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  いや課長、総額の金額は大体あらましでいいすでから、

ちょっと今課長が記憶しているところで金額がちょっと町民の方に知らしたいんで

すね私、どれぐらい今町が発注しているか金額を、ちょっとそのことで。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  先ほど言いました、社会資本整備交付金にかかるものに

なりますが、およそ２億６,０００万、これ事業費でございます。そして道整備交付

金にかかるものがございますが、これが６,０００万でございます。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁泰仁君。 



○議員（６番 丁  泰仁君）  今、金額いただきました、まあトータルしまして３億

ちょっとということは発注するということで、これは土木関係だと思うのですね、そ

れでこういうふうに発注計画あります。 

 それから、次に本日ぜひ聞いておきたいという住宅関係ちょっと入りますけど、今い

ろいろ住宅が町民の間、まああそこの住宅、町営住宅、ここにも公営住宅、一体どうい

う住宅なのかという話なのよね、それで先般私は、私自身もよくわかりませんので、住

宅の種類を上げて入居資格なり、いろいろなあれを表にしてくださいと言って出しても

らったのがありますので、これちょっと申し上げますと、大体、津和野町ですね住宅の

かかっている住宅の種類として４種類あるんですね、一つは普通に言われる町営住宅で

すね、それから元雇用促進住宅であった町一般住宅と申します、ここね、それから今、

木部それから左鐙、それから青原に着工しましたつわの暮らし推進住宅っていうのがあ

って、それからさらに今度新しく地域優良賃貸住宅というのがまたできるんですよ、そ

れでそうしましと町民の方、何が何やらさっぱりわからんと、こういうんなんで町営住

宅という一区切りで大体こうやると、自分たちが今住んでおられるとこは町営住宅なん

だけど、そのほかいろいろ建っておると、あそこへどうやったら入れるかというような

話、それが入居資格なんですね、今４種類上げましたけれども、それぞれに所得制限が

あったり、それから入居資格で要するに年齢制限があったあり、さまざまあります。だ

から、そういうことを今ここで申し上げますとちょっと時間がございませんが、一応４

種類あるということは理解を今してほしいと思います。 

 それで、今年度、この住宅の中で町営住宅ですね、いわゆるその中で改修工事の計画

があるのが、中座団地と土井敷団地ですかね、この２件を今回答をいただきましたけれ

どね、それで確かめたのは、中座団地はこれは計画では本来なら中座団地は平成２６年

の改修工事計画でしたけど、水害のために災害工事のためにこれ３年、４年延びてると

いうことですけど、ようやくここに入っていけるわけなんですが、計画的には最初に６

戸、今年個別改善ということで上がってます。それから、その次を追いまして１０戸、

これを建てかえました１６戸にするという計画になってるんですよ。それから、土井敷

団地も１０戸をこれは平成３２年の計画だったですけど、前倒ししたのかな、１０戸を

個別改善ということです。ここ回答いただきました土井敷団地につきましては何戸と何

も書いてないですよ、これ、中座団地も。私は計画、これは例の津和野町住宅マスター

プランそれから津和野町公営住宅と長寿命化計画に基づいての計画プランですが、これ

を参考に今話をしておるわけですが、それで気になるのは、この個別改善で終わって、

後の建てかえという問題が続いてくるんですが、ここを中座団地にしても土井敷団地に

しても、これ実行されるのかそこです。それから、その前に個別改善どちらも一体どれ

ぐらいの金額かかるかということなんですが、ちょっと私が算入してることがあるんで

すが、建設としては一体どれぐらいを考えてられるか、住宅個別改善、わかりましたよ

ね回答。 



○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  建設課で所管をしております中座住宅でありますが、今

年度６戸分についてはストック改善で改修をしていくということは決めております。

これも有限参加をされております。残りの平屋建てのほうになりますが、ここの分に

ついては建てかえということで長寿命化の計画の中ではうたってあるところです。 

 まずは、今の今回予算計上させていただいておりますところにつきましては、それを

して、それからもう一戸建てかえのほうについては、近接の土地を買う予定をしており

ますが、これは造成工事が伴います。その造成工事をまだはっきりと決めてはおりませ

んが、次年度以降のところで造成工事をして新しく建てかえるという計画を今している

ところです。ちょっと年度を詳しく申し上げることはできませんけれども、そういう考

えではあります。 

 それから、土井敷につきましては、先ほど丁議員さん前倒しだというようなお話ござ

いましたが、今屋根と壁とかそうしたところで今維持修繕で結構お金をかけている状況

が毎年、毎年続いているところでありまして、これよりは計画でいきますともう少し後

になるわけですが、早目に改善工事をするということで維持修繕費にかけるお金を極力

小さくしていきたいという考えで、ちょっと前倒しを修繕をしていくように今年度予算

を立てさせていただいたところです。 

 ただ、事業費についてはちょっと把握しておりませんので、大変申しわけございませ

んがお答えはできないと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  要するに今年度やりまして、後もうやることはやるん

だけど、直ぐ続いてということにはまだ計画にはないということなんですね。それで、

そこの平屋の部分の１０戸の方がこれきれいになるん、新築になるんだと、この個別

改善の後やるんだというような期待を持って住まわれておるんですが、だから非常に

楽しみにしているんですね、これ。だから、それが今度個別改善やる時に順番では次

に自分たちのところを建てかえるんだということで希望を持ってますので、重々にそ

の今平屋に住んでる方々にそこのところはどうなるんだということを個別改善やっ

てる時に恐らく住民説明するんだと思うのですが、よくよく説明をしてあげてほしい。 

 それから、今の個別改善で代替かかる費用が１件大体４００万弱だろうと、６戸やる

と２,４００万ぐらいかなと、そういうことをちょっと考えました。土井敷のほうも、

まあ大体そこら辺で出るんじゃないかなと思いますけど、住宅に関しましては金額的に

は１億未満かなとそういうように思ってますけど、まあ何か間違いがありましたら言っ

てください、課長。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  議員さんのほうから事業費について金額述べられました

けれども、それで間違ってるかどうかちょっと持ち帰ってでないと確認ができないと



ころもありますが、中座住宅の平屋建てのほうにつきましては、今年度二階建てのと

ころ個別修繕を掛けますので、その際には平屋のほうの方々にほうにも十分説明はし

てまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  重々に住民の方に説明をして工事に入ってほしい、こ

ういうふうに思います。 

 次に、今度は観光関連の主な工事計画のところですが、ＪＲ津和野駅舎改修、それか

らロータリー整備についてですけど、これは同僚議員からも随分質問がありまして、そ

の計画で平成３２年までは大体駅舎を改修して完成させるということなんですが、私が

この駅舎を完成してちょっと聞きたいのが、これ駅舎改修した後、観光協会が桑原史成

館に入っておりますがこの観光協会が駅舎の中に移住すると、そしてそこで観光案内を

するんだということだと思うのですが、今観光協会あれですけど、ちょうど観光協会の

こと出たのですが、あの史成の建物は、これはどこの担当になるんか知りません、商工

観光課、教育長か、教育委員会かわかりませんが、床にひびが入っているんですね、ひ

び割れがして、それでお客さんが観光来て案内をしてちらっと見たら、こうちょっと目

立つ、そういうひび割れが２カ所、ここは一応恐らく担当の方が来て確かめとると思う

のです。確かめてそれ以来どれぐらい期間がなってるかわかりませんが、そういう観光

客が来て観光協会ぱっと見てひび割れがあるのその放っといて、そんな貧乏くさいよな

ことを、幾らの補修費がかかるんですかね、これ。ちょっとさっと見たら、さっと直す

ような気持ちやってくれませんかね。ちょっとこれはどうですか、担当課長。 

○議長（沖田  守君）  齋藤教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  今の御質問についてお答えいたします。 

 確かにひび割れが入っております。これは実は、安野光雅美術館の犬走り側もそうな

んですけど、若干道路側に面するほうが下がっているんじゃないかという気がしており

まして、通常のクラックの通常乾燥のひび割れとか、そういった感じのひび割れではな

いような気がしております。 

 ただ、御指摘がありましたように、観光の目玉と言いますか、入り口部分にある施設

でございますので、そういったことにつきましては、今後改修の方向で検討してまいり

たいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  今、次長お答えになっているんで、私見ましてこのひ

び割れは建物全体からくる、何か地震が起こってそれからきてるものかというのと、

もう一つ壁がある、壁が出とるんですよ、ぱっとこう、だから建物に何か異変が起き

とるんではないかと思うわけ、それで平成３２年に駅舎を改修してそこに入るまでに

これ持つのかなと、もうちょっと次長がそういうふうに思われるのなら、ちょっと建

築に詳しい人にしっかり見てもらって、それからどういう補修をしたらいいのか、そ



れちょっとやってもらえませんかね。それと、観光協会だけじゃなく、あと出ても桑

原史成館としてそこを使うんなら、そこもそんな手入れが要るんじゃないかなと思う

のです。そういうことで、ぜひそこはやってほしいなと、そういうふうに思います。 

 それから、次にいろいろ工事がありますが、今私、先ほど一緒に言おうかと思いまし

たが、空き室出てますね住宅の、これ随分出てるんですが、これは津和野地域で１９０

戸のうち２８戸、日原地区で１０７戸のうち１４戸、それから定住促進住宅８０戸のう

ち３０戸ですか、これらは出てるのはいいんですけど、ずっと空き室のままだったら維

持、管理するんで絶えず回って点検は恐らくしてると思うのですが、そこら辺の状況ど

うですか、課長。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  現在、空室のところにつきましては、寺田の定住促進住

宅含め月に一度の点検はさしてもらっています。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  はい、わかりました。そこら辺をしっかり空き家があ

ってもいつまたそこに埋まるような条件が出てくるかもわかりませんので、絶えず点

検だけしといてくださいよ。 

 それから次に、観光公共工事で観光関連になりますが、養老館の改修をして今大体ほ

とんど完成に近いんで、表見は出して、鯉を今、そこを鯉の放流をとめとったのをそこ

までまたばっとこう流すわけでしょう。それである観光の業者が鯉の数が少ない、だか

らそこを延ばしたんだから、もうちょっと鯉の数をふやしてほしいと、そういう要望が

あります。だからそういう手当てを、観光客今ショウブと鯉ということで非常に売り出

して、見たらどの町も非常に賑わっているような気もしますので、鯉の数がもうちょっ

とほしいということを、そこもちょっとできるのやどうやら、ちょっとどうなんですか

そこ。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  殿町の鯉の数でございますが、確かに一昨年前にな

りますでしょうか、こういうヘルペスがあった時にかなりの数がなくなった後という

ものについては、特に補充はしておりません。民間の中でもまちづくり委員会の中で

補充をいただくというようなこともやっていただいた経過もございまして、また新た

に何か計画をされているやにはお聞きをしております。 

 今回、養老館の外観については補修がほぼほぼ完成をしたというとこで、いままであ

ちらのほうへ囲いがございましたんで鯉を上げておりませんでしたが、今後あちらにも

上げていくということを進めてまいりたいと思いますし、今度数辺りについては、そう

いった民間の動き等も踏まえつつ、今後ちょっと検討をさせていただいて必要があれば

補充というようなことも、これ県のヘルペスに関する規制がございますんで、そちら当

たりの条件をクリアした上になりますが、考えてまいりたというふうに思います。 



○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  わかりました。ぜひちょっと努力してください。 

 ちょっと次にまいります。３番目の何か個人消費を喚起する企画なりそういう方策は

あるのかということで、回答いただきました。 

 それで、まさに一番最後に直接な企画としては、本年度一応の区切りとさせていただ

く、例のプレミアム商品券販売に関するこの商工会に対する補助金の問題ですが、今年

度までこれ継続しまして、非常に他市町村ではできなかったことを、本当に努力しても

らいまして、よく庁舎頑張ってもらいましてこれ出してもらいました。このことは私は

波及効果５５０万の補助金で４,３５０万円の経済的波及効果をもたらしてきたんです、

ちょっと。１,０００万のときなんかこれ倍と思っております。これがなくなって私が

聞きたいのは、これに変わる経済波及効果を及ぼす政策がありますかということが聞き

たいのです。廃止する、これでやめますよというのは簡単なんです。だけど、これで町

民は非常に楽しみに年末にこの５５０万の１割ですよ、１割のプレミアム求めて４,３

００万、４,５００万ぐらいのお金が動いたわけです、年末に。それははい終わりまし

たということになると、これ動かない、町民は今までやっていたけどどうするのとうこ

とになる、お金はある、タンスにストックされたと、町内の経費は４,５００万の経済

波及効果で回っていた分が個人消費が、これで回らなくなると、それだけでも町内の景

気は全体揃ってこの話ですよ４,５００万。だからこれに変わる経済政策として何を出

すんですかという、それを聞きたいのです。それどうですか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  プレミアム商品券につきましては、議員も御指摘の

とおり他市町村ではほぼほぼもうやっておられるところがないような状況下でも、津

和野町におきましては災害からの復旧に向けての経済対策等もございまして、長年継

続しておったとこでございますが、いかんせん財源等も起債のソフトあたりを充てて

ということで、後年にその債務を残すということになりますので、どっかの時点では

１回見直しをということにさせていただいております。これ当たりも商工会事務局等

とも話をしながら進めてまいりました。今はそれを補完する意味でも事業承継とか、

そのあたりに力を入れてほしいというようなお声もいただきましたので、そういった

専門委員も配置してやっておくという、そういう状況でございます。 

 今後につきましては、プレミアム商品後の対応等につきましては、今直ぐここで何か

代案をということにはなかなかなりかねる部分もございますが、商工会あたりとも話を

しながら、今後の対応についていろいろ模索をしてまいりたいというふうに思っており

ます。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁泰仁君。 



○議員（６番 丁  泰仁君）  この間、町の経済施策としていろいろ条例やらいろい

ろ定めてました。津和野町個別商業包括支援事業、事業承継計画、それから中小企業

振興条例、なかなかいろいろ努力してもらいました。 

 それでも、要するにこういう制度がありましても、なかなかこれが活用するまでには

いってない、制度を利用するのは、なぜかというと、商売して儲かる町にしなきゃいけ

ないんです。ここの町で商売したら儲かるということなら、若者はどんどん、どんどん

こういう制度を使って店出してくるんですよ。それでその状況を見ますと、今現実問題

として、商工会のこの前の総会の資料出てるんですけど、今どういう現状かと言います

と、平成２９年度末、当初３２４件で１３件会員ですよ、会員数が減少して３１１件で

す。それで事業承継に関するそれこそアンケートによれば、自分の代で生産廃業したい

というのが５４％も、それから後継者がいない、事業の将来性がない８９％示している。

商売が成り立つまちづくりをしてくださいと、こういう話なんです。 

 これが今の現状、津和野ですね。こういうことですので、ひとつ努力しまして、しつ

こいようですが、プレミアム５５０万は本当に効果絶大だったんですよ。もう一回よく

考えてみてください、この捻出すること。 

 そいじゃあ、ちょっと時間がございませんので、次の題に行きます。 

 そいじゃあ２番目の質問です。２項目めの質問です。 

 滞在型観光施策の課題についてですが、現在、観光基幹産業とする自治体は全国津々

浦々で日本遺産認定、伝統的重要建造物群保存事業、歴史的風致維持向上事業などの観

光に関する政府認定補助事業のいずれかを看板に他市町村との差別化を図り、観光客入

れ込みにしのぎを削っています。その中で、現在の当町の観光状況を見てみますと、年

間約１２０万人の観光客訪れますが、多くが日帰り型で宿泊率３％前後で約４万人、飲

食業においては、地域素材を生かした料理を提供できる食堂も少なく、お土産品も地酒、

源氏巻、鮎、ワサビなど定番でバリエーションも少なく、観光商品も低迷、経済活動に

活気がないように見受けられます。今後、観光商品を助長し、観光経済を活性化するに

は日帰り型から滞在型の観光地へ方向転換しなければなりません。そのためには、いろ

いろな課題を克服しなければなりません。それらのうち、今後の滞在型観光に至急を要

する幾つかの必要な課題について質問します。 

 １、滞在型観光に必要な回遊型観光様式における観光便宜供与施設の整備、管理、維

持は完成しているのか、トイレ、休憩施設、公園など、また鷲原神宮、堀庭園へのアク

セスに欠かせない周遊バスの運行はどうなのか。 

 ２、近年特に顕著になったインバウンド客の観光宿泊でありますが、インバウンド客

に対する快適な観光インフラサービスの整備の進捗状況はどうなのか、Ｗｉ─Ｆｉ整備、

多言語化メニュー、多言語化サイン標識の整備、通訳の状況など。 

 ３、滞在した夜の楽しみとしての過ごし方は、周知されているか、神楽公演見学、蛍

バス運行など等々。 



 ４、町内宿泊施設は足りているか、利用度の状況はまた町屋ステイ２館の昨年度の業

績はいかがであったか、大きく変動があった場合は、その理由を述べてください。 

 ５、観光戦略会議の設置の効果は、観光関連事業者の連携が促進できているかどうか、

観光振興のための情報を共有できているか。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、滞在型観光施策の課題についてお答えをさせてい

ただきます。 

 まず、１番目でございます。トイレの整備に関しては、県補助事業とも活用しながら、

既存のトイレの状態、また利用頻度等を勘案し、適時、整備を行っているところです。

平成２０年度以降では、津和野町地区公衆トイレ６カ所の新設、更新を行いました。今

後、歴史的風致維持向上計画の中でも、津和野駅舎改修に伴う休憩場所の設置や公園整

備等を計画しており、財政面にも配慮しながら、整備、維持を進めてまいります。 

 周遊バスについては、つわの暮らし推進課を中心に石見交通株式会社、町営バス関係

者、津和野町観光協会、町商工観光課が協議をし、路線バスの活用等により巡回バス機

能が構築できないか、具体的に検討を行いました。協議の中では増便に伴う経費負担や

人手不足等解消に向けたハードルもあり、現時点では実現に至っていない状況です。 

 なお、津和野駅周辺整備完成後は、駅ロータリーに石見交通株式会社のバスの進入も

可能となるため、町営バス等含めて全てのバスの時刻表を統一して表示するなど、利便

性の向上を図る予定です。 

 二つ目の御質問でありますが、Ｗｉ─Ｆｉ整備事業については、災害時の避難者・住

民・観光客向け情報伝達手段の確保と、平常時における主に外国人観光客を対象とした

Ｗｉ─Ｆｉ環境整備として、津和野中心エリア８カ所に施工を進めており、６月末完成

予定となっております。また、７月以降試験運用を開始する予定です。 

 多言語化や通訳の常駐については、高津川通訳案内士、国際交流員、日本遺跡センタ

ーの外国語スタッフ等人員の充実も進んでおり、津和野町観光戦略会議の下部に位置づ

けたインバウンド対策会議の活動を通して、改善を図っていきたいと考えます。 

 また、津和野町個別商業包括的支援事業制度により、多言語化に向け、飲食メニュー

やリーフレット、ホームページ作成、看板設置に対しての補助も可能となっております。 

 三つ目の御質問でありますが、夜神楽公演・蛍バス運行など夜の楽しみの周知に関し

ては、町観光協会のホームページやチラシを初め、旅館組合から宿泊者・観光客への周

知を行っております。 

 またＣＡＴＶを活用し、音声・テロップ放映による町内周知を行い、さらには島根県、

山口県関連の観光団体等も通じて情報発信を行っております。 

 四つ目の御質問でありますが、町内宿泊施設については廃業や休業、人手不足による

自主的な宿泊制限など町全体の宿泊のキャパシティが下がっており、観光客の入り込み



を図る上では大きな問題となっております。現在営業している旅館等の利用状況につい

ても、季節ごとの波はあるものの、ほぼ横ばい状態で宿泊キャパシティの不足を補うた

めに伸びているという状況ではありません。 

 一方、町家ステイ２棟につきましては、平成２８年度が計１５８人の利用実績であり

ましたが、平成２９年度では２８４人、前年比１.８倍の利用と順調に伸びてきており

ます。なお、売り上げについては、おおむね４２５万円という状況です。 

 この要因としましては、旅行の形態がこれまでの団体客中心であったものから個人客

へとシフトしていることがあると推察されます。 

 また、指定管理団体である津和野町観光協会において、接客及び施設管理等に御尽力

いただいていること、平成２９年３月にホームページを改定し、あわせてカード決済が

可能となったこと、さらには平成２９年度中に高級旅館予約サイトの一休．ｃｏｍのバ

ケーションレンタル（一棟貸しの専用サイト）に町家ステイがそれぞれ登録されたこと

も大きいとお聞きしております。 

 町家ステイは泊食分離システムをとるため、宿泊者が町内の旅館や飲食店で朝食、夕

食をとるため、経済的波及効果も生まれます。またこのたび津和野旅館組合に加盟した

ことで他の宿泊事業者と連携し、新たな顧客層の掘り起こしにも貢献しております。 

 ５つ目の御質問でありますが、観光戦略会議については町内大手民間事業者にも委員

となっていただき、まず情報共有を行い、共通で使用可能な向こう１年後の観光素材集

を適時作成し、長期的な視点から各々の立場で効果的に観光ＰＲを行うこととしました。

各事業者、関係団体でターゲットが違う中、津和野町の観光資源を季別で共通してＰＲ

するためには、有益な素材集になったと感じております。 

 今後は、津和野町観光振興計画に掲げる施策実施に向け、各事業者、団体等が主体的

に、それぞれの役割を認識し、観光事業を展開しながら戦略会議を本部的位置づけして

取り組む必要があると考えております。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  質問１の観光便宜共用施設の整備ということでトイレ、

それから休憩施設等々が順調に一応進んでいるみたいなので、これは継続して計画的

にどんどん進めていってもらいたいなと、そういうふうに思います。これは本当に、

当初、私が４年前にこの議会に入りました当時には、看板もできていない、トイレも

本当にお粗末でした。それ以降、随分町長頑張ってもらいまして、看板も随分整理さ

れているのではないかと、私の目から見まして。それからトイレもそれなりの拠点で、

ある程度でき上がっているのではないかと思いますけど、まだまだちょっと念入りに

距離なりをはかって、必ずトイレは必要なので、最新式のきれいなトイレをどんどん

つくるようにしてやってください。 

 それから、サイン看板ですけど、今この前ちょっとＪＲで旅行したときに、ＪＲの駅

にこう、よく看板があります。あそこは全部多言語化されています、ＪＲは、駅は。だ



から非常に早いですね、やっぱりそういうふうにインバウンド化、お客さんたちが利用

しているから、早くそういう多言語化を駅の看板にするということで、私どものこの町

も観光地ですので、早く多言語化でおくれている──できているのは順番にやっている

とは思うのですが、もう早くやるべきだと思います。これは至急を要します。 

 その次ですね、滞在の夜の楽しみなのです。滞在型観光というのは、夜泊ってからの

勝負なのです。それを何度も申し上げますように、夜泊って、どこで料理を楽しみ、そ

れから町を散策して、ふらっと夜店が開いていれば夜店に入って、お土産買うていくと

か、そういう楽しみが必要なのですね。そこで当町としましては、前々から神楽公演を

夜コミセンで臨時でやったり、それから殿町付近はライトアップして、ちらっと見ます

と、観光客はそれなりに動いています。だからさらにこれに拍車をかけて、どんどん外

に出させるように戦略を練ってほしいなと。 

 それできょう、前半で同僚議員から例の日原の天文台とペンションの問題出ましたけ

れど、私はここも本来なら活動していたら、旅館組合が──津和野地区のですね──拾

って、バスで、要するに天文台、日本一の星を見られるという天文台、あれだけのもの

を設備しておきながら、それを利用しないということはないのです。あれを売り子に、

ホタルバスと同じようにバスで宿泊客を募って、それから日原まで、そこまで案内して

それを見せるというキャッチフレーズでポスターを大々的につくって、本来的にはやら

なきゃいけないのです。そのために、前年たしか１億近いような修繕費をかけて、天文

台直したのではなかったですかね。ちょっと相当な金額だったと思います、何かあれ、

天文台。だからあれは宝の持ち腐れですよ。今全然使ってないのでしょう、だから。ペ

ンションが閉まっているのだから。 

 だからペンションに泊まったお客は、その天文台を見られたわけでしょう、利用して

星を。だからそれは、きょうお話を聞きましたら、分離して考えようかというのなら、

天文台だけは天文台で生きているのだったら、それのツアーを組むと。ペンションはま

た借り手がなければ、後で考えるという、そういう分離方式は確かに賛成です。そうし

ないと天文台が、お金がかかっているところが、せっかくの観光キャッチフレーズの最

高のものが眠ってしまうということです。そこもぜひ考えてみてください、所得にして。

津和野地区にあったらものすごいものですよ、あれは。ペンションしかり、それから天

文台しかり。ただ、日原ということで、ちょっともうひとつ宣伝が足りんのかなと、そ

ういうふうに思います。ここはしっかり今から組み立ててほしいなと、そういうふうに

思います。 

 そういうところで観光につきましては今度、中座バイパスがおりてきまして、何度も

申し上げますように、しつこいようですが、さっき神楽公演の話出ましたが、夜はコミ

センで、もう一種の常設舞台みたいですから、そこでステージできますが、今、なごみ

の里でやっている、一々舞台をつくって、それを崩して、また舞台つくってって、そう

いう煩わしいことをさせるのではなくて、もう神楽を全面的に観光宣伝の目玉として売



り込んで、中座バイパスおりてきた、日中でもどんどん神楽をやると、常設舞台をつく

ってください、ぜひ考えて。簡単に組み立てればいいのではないかと思うのです。何億

もかかるものじゃないでしょう。土地はいっぱいあるのですから、そのあたりに。ぜひ、

ちょっと考えてください。ちょっと答えしてください。 

○議長（沖田  守君）  商工観……つわの暮らし（「両方」と呼ぶ者あり）誰でもえ

えわ。商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  確かに神楽は大変魅力的なコンテンツで、今度山陰

ＤＣが始まるときも大田以西がみんな集まって、神楽公演を１日中というような話に

なっております。また県の観光連盟あたりからも予算を、また石見の観光連絡協議会

も組んでいただいた上で、津和野町で開催するということになっております。 

 常設については、なごみがよろしいのかどうかということはありますが、現在も稲成

神社でやったりというようなことも進めております。今後、管理はつわの暮らし推進課

ということにはなっておりますが、そちらあたり等も話をして、どういったやり方があ

るのかなというところだと思っておりますが、そのへんの意見は、いろいろ調整はして

みたいなというふうに思います。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  稲成さんは稲成さん、私が申し上げるのは、中座バイ

パスが開通するから、今でさえなごみにお客さんが来て、神楽を見学しているわけで

す。そこが集客地点になるから、その人たちがおりてくる、外から来られる方を迎え

るのは、あの場所が最適だから、そこで少しにぎやかにやったらどうですかというこ

となのです。それで集客をして、それからついでに観光品を、お土産品を売れるじゃ

ないですか、個人消費を喚起できるから、そういうビジネス探知を総合的に、相乗効

果を狙ってやるのが、ひとつのそういう宣伝の目玉じゃないですか。それを言うわけ

です。ぜひ、そこは検討してください。 

 それからもう一つくどいようですが、観光案内所が中座バイパスをおりてきて、なご

みの里の中に、あの付近に本当は要るのです、観光案内所が。それでその人件費の問題、

設置の問題でまた経費もかかるというので、私が申し上げたのは、なごみの里の社長な

りと話をされて、ちょっと今窓口があるんですいね、なごみの里へ。あるでしょう、パ

ンフレット置いたりしている。そこへ観光案内受け付けますというぐらいで、相談して

くださいと紙に書いて張るだけでいいんですいね。私はあれから何度も言っている、な

ごみの里へ。どっか張っているかな、張ってないのかな、きょうは張っているかなって、

毎日行って確かめている。しつこいですよ、私も。 

 だけどそこまでしっかり観光のことに関して言われたことは守らなくては、即。はい

はいじゃだめですよ。そうして初めて、みんな観光協会も商工会も動くのですよ。ぜひ

実行してください。 

 そういうことで、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 



……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、６番、丁泰仁君の質問を終わり、ここで１４時１０

分まで休憩といたします。 

午後１時 55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 07分再開 

○議長（沖田  守君）  おそろいでありますので、休憩前に引き続き一般質問を続け

ます。 

 発言順序１０、９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ９番、寺戸昌子です。通告に従い３件質問させていた

だきます。 

 まず、放課後児童クラブについてです。 

 御存知のように放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生

に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、子供の状況や発達段階を踏ま

えながら、その健全な育成を図る場です。大切な津和野町のたくさんの子供たちが過ご

す放課後児童クラブの民間委託、民間企業への委託は慎重に検討し、利用者や職員に十

分な説明を行うべきと私は考えています。 

 津和野町には、五つの放課後児童クラブがあります。地元運営の畑迫を除く四つの放

課後児童クラブは町が運営してきました。しかし、町が運営してきた四つの放課後児童

クラブは、ことし４月より民間企業への業務委託が行われました。その目的は、不足す

る職員の確保、職員の待遇改善、職員研修の充実でした。 

 そこで、ことし４月より四つの放課後児童クラブの業務委託が民間企業へ行われたこ

とに関して質問させていただきます。 

 津和野町の放課後児童支援員の資格者や補助員職員の確保、職員の待遇改善、職員研

修は、どのように改善されてきているのでしょうか。 

 定期的に行われるとされていた町と委託業者、放課後児童支援員と委託企業との報告、

連絡、相談はどのように行われているのでしょうか。 

 民間企業への委託にかわることで放課後児童クラブの子供たちへの環境の変化はな

いとの説明を受けていましたが、４月以降利用者や職員からはどのような声が上がって

きているのでしょうか。 

 おやつや文房具などの購入は主に地元商店から購入されていましたが、４月以降も地

元商店から購入されてきているのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、９番、寺戸議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 放課後児童クラブについてでございます。 



 まず一つ目の御質問でありますが、各クラブの４月時点での放課後児童支援員及び補

助員の数は、つわのっこクラブ８名、日原ひまわりクラブ３名、あおぞらクラブ４名、

きべっこクラブ２名で、４月から放課後児童支援員１名、補助員２名を新たに採用して

います。 

 賃金については、支援員資格所有者、支援員資格取得予定者、補助員によって、また

地域性を踏まえて決定されているということで、町が運営していた時点より時給で２６

円から１３０円の範囲において増額されております。 

 職員の研修については、これまで町が行っていたものとして、保育所職員の研修にあ

わせて救命救急講習等は行ってはいましたが、児童クラブの職員向けに独自には行って

きませんでした。 

 今年度からは、委託業者より研修の機会は設けられていると聞いており、内容的には、

先般も九州から支援員を指導するチューターによる人材育成研修を行ったことを聞い

ておりますが、今後も防犯や安全のための研修、他地域の職員との合同研修等が予定さ

れているということでございました。 

 二つ目の御質問でありますが、委託業者の各クラブヘの訪問は月に一、二回行われて

おり、そのときにあわせて本庁にも立ち寄っていただき、運営状況の説明や報告を受け

ているところでございます。 

 三つ目の御質問でありますが、業務委託を行ってまだ２カ月余りではありますが、本

庁への保護者からの苦情や不満などの御意見は聞いておりません。 

 職員からは、賃金がこれまでよりよくなったことや委託業者が他のクラブでも使用し

ている連絡帳を利用することにより、児童クラブでの様子を保護者に伝えることができ、

保護者との距離が近くなった等の話を聞いております。 

 利用児童からは、児童クラブの活動が楽しいという声を聞いているということでござ

いました。 

 四つ目の御質問でありますが、備品やおやつ等の購入等に関しては、これまで取引の

あった地元の業者をできるだけ利用するよう要望しております。ただし、委託業者が民

間事業者なので、地元の業者から取引できない旨、申し出のあったところもあると聞い

ております。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ４月から新たに放課後児童支援員を１人、それから補

助員２人の確保が新たにできたということで、それはよかったなと思うのですが、４

月までの職員の数よりも、これだけふえたということなのでしょうか。退職した方も

おられるという話を聞いたので、その辺の説明をしていただきたいんですが。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 



○健康福祉課長（土井 泰一君）  それにつきましては、民間委託をしてから民間業者

さんが探したといいますか、募集をかけて応募してきた方が今のところ３名おられる

ということであります。 

 ３月までの直営でやっていたときの方の中では、民間委託をする段階でおやめになら

れた方もおられます。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  では、その３月までの職員さんと、それから全体です

ね、支援員さんも全部含めての人数と、それから４月から民間委託になってからの職

員さんの総数というのはどうなっているんです、ふえているんですか、減っているん

ですか、何人。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  都合１名ふえていることになっていると思いますが。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ということは、１人しかふえていない。民間委託にす

ることで、１人の方がふえられたということですね。就業時間とかもあるので、職員

さんが足りなくなるとかそういうこととは別個にしてなんですが、お一人しかふえて

おられんということですね。 

 先ほどのお答えで、日原ひまわりクラブでは３人、きべっこクラブでは２人の職員さ

んが従事しておられるということですが、これではお休みをとるのがとても困難な状態

になるのじゃないかなと思うんですが、その辺はどのように今されているのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  これはいわゆる委託業者さんに全て雇用されておら

れるわけでして、例えばつわのっこ専属ですよという方もおられれば、つわのっこに

行っていたり、きべが足りないときにはきべに応援に行くとか、青原の方が日原に行

くとか、そういうことを今回委託業者さんはやっておられます。そういう中で、また

賃金の格差をつけておられることもあるみたいですので。 

 要は全体の中で、全体で言いますと２０人ばかりはおられると思います。そういう方

を足らないところがあれば言ってもらって、埋めて運営をしていくというようなやり方

を町のときにはあんまりやっていなかったですが、町のときにも現実的にはどうしても

人が足りないときには日原からつわのに、ちょっと一時的に応援に行ってくれとかいう

ことはやっていたわけなんですが、そういうことを委託業者さんはやっておられるとい

うことです。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  町の運営されていたときも、ほかのクラブからの応援

が行ったりして職員さんが行き来があった、それから民間企業さんになられても行き

来があった、どこが変わったんでしょうか。済いません、聞き方がまずいですね。町



が運営されているときも、職員さんの行き来は、きべとかつわので行ったり来たりさ

れていたのかもしれませんが、そういう行ったり来たりがあったにもかかわらず職員

さんが足りなかった。しかし民間委託にされた場合には、その行き来も同じようにす

るんだけど今度は足りているということは、一体どこが違うのかなとちょっと不思議

なんですが。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  町の直営のときには、よっぽどのことがない限りそ

ういうことはしていませんでした。それで今回、今大きな違いはやはり賃金でありま

して、賃金をそうやって動ける方については少しアップさせるとか、そういう中で御

本人の了解を得ながらやっておるということだと思います。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  今回企業に委託することができて、職員の確保ができ

ているというお答えだったんですが、原因というか、それは賃金をアップしたりする

ことができるようになったから確保できることになったちゅうことですか。企業を委

託することで、地域によって賃金の格差をすることができるので、職員さんの確保が

できるようになったということでいいですか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それも一つの民間のノウハウだとは思いますが、ま

だ２カ月ですんで、今も常に委託業者さんは職員さん募集されておられます。これで

もう全てが固まったわけではありませんで、まだまだこれは実際には足りていない状

況であるということも聞いていますんで、今も募集をしたり、今も採用をしておると

いうことであります。 

 まだ何分２カ月しかたっておりませんので、議員さん言われますようなことを確定的

に今お話することはちょっとできません。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ２カ月しかたっていないということですが、早急にそ

の辺を調査されて改善する方向は、どのようなふうに企業さんが改善されるかという

のは見ていただきたいなと思います。 

 町が、最終的には町が責任を持って放課後児童クラブというのを運営されているので、

委託はしているけど町の責任なので、その中での職員さんのやりくりをどのようにして

いかれていくかというのは、職員足りないから民間委託ということを選ばれたのですか

ら、そこはしっかり調査しながらしていただきたいなと思います。 

 それで、先ほどひまわりでは３人、きべっこでは２人ということですが、急な場合は

ほかから借りてこれるという、現在急な場合はほかのところから職員さんに来ていただ

けるということですけど、その賃金アップのことですが、ただ賃金アップだけで、それ

だけができるものなのかなというのが一つ不思議なのと。 



 それから、賃金アップということに関しては、益田とか吉賀ではかなりいい時給を出

されているということは、実際に働かれている方からお聞きしたんです。それ民間企業

に委託しなくても、企業委託をしなくても益田とか吉賀ではされているということと私

は思ったんですが、地域の運営委員会とかがされている場合もありますけど、そういう

ことの選択肢をもっと持ってほしかったな、今もう民間委託を始めてしまったので今さ

ら言うのもあれなんですが、その選択肢を持ってほしかったなということを思います。 

 それで、同僚議員が昨日質問した中に、５月に入り支援員が配置されていないことが

判明したということをお答えの中であったんですが、月１回、２回、企業の方と状況の

報告とかをやりとりをされている町自身がやりとりをされてお答えをいただいた中で、

何で５月に入るまで支援員さんが足りていないということがわからなかったんですか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  私がいつも委託業者さんとお話をしているわけでは

ありませんので、そのことを私が確認したのが５月でしたということでした。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  今ちょっとすごい問題な発言をいただいたような気が

するんですが、課長は把握していないけど、誰かは把握をしていたということに受け

取ってもよろしいのですか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  私が聞いたのが５月だったんですが、ちょっと担当

者が業者と、委託業者さんとお話の中でどういうことになっておったのか、私もちょ

っと今は確認をしておりませんので。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  国が定めた基準の中で、支援員さんがおられるところ、

各事業所に支援員の資格を持っておられる方がいないといけないとうことがたしか

あったと思います。それの確認を企業に委託されてすぐの時点で確認がとれないとい

うのは、かなり問題なことじゃないですか。 

 ずっと何年も委託している間、途中抜けていたというならまだわかりますが、これか

ら未知の世界に突っ込んでいこうという中で、大事な大事な子供たちを預かっていただ

くという、その場面に支援員さんがちゃんとおられるかどうかというのを把握きちんと

されていなかったというのは、すごく私はびっくりしたんですが。 

 その、今何て言われましたっけ。５月に支援員が配置されていないことが判明したと

いう、そこまでのいきさつを課長は御存じなかったというのもすごくショックで、なぜ

５月に入った時点で、配置が行われてなかったというとこの原因究明はされなかったん

ですか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 



○健康福祉課長（土井 泰一君）  それは委託業者ともちょっと話をして、どういう状

況でそういうふうになっていたかという中で、それまで全ての日にちに支援員が配置

されていなかったというわけではなくて、抜けている日があったということで聞いて

おります。そういう中で、委託業者には当然のようにそういうことがないようにとい

うふうに指導をしたところであります。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  委託業者は、導入されるときの説明で全国的に展開を

されておるというて、すごくノウハウを知っておられて、そんな大きなミスを犯すよ

うな企業ではないというようなイメージを私は受けていました。 

 それで民間委託ということを初めて町がするので、児童クラブについてもうちょっと

慎重に調べられたらいかがですかということをお聞きしたときに、以前委託がもう決ま

っているので、委託が始まってからしっかり調べますねというお答えをいただいていた

ので、この１カ月間支援員の方がおられない状況が、まさか起こるとは思わなかったの

で、びっくり仰天していまして。それで今、その後どういう再発の防止策をされたのか

なというのが、ちょっと余り詳しくいただけなかったんで、その辺をもう少し詳しく、

再発しないため、そういう防止策をとるためには、どのように企業さんとお話をされた

のかなと。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  そのとき以降は、できるだけ私のほうが、委託業者

が訪問時には一緒にちょっと話を聞きながら、その辺が今後同じようなことが起こら

ないように、そこの話に一緒に入りまして確認をしていきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ９番。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  いやいや、今からじゃなくて、これまでは何をしてこ

られたのかなというのが一つ疑問と。あと、とても大きなミスというような気がする

ので、企業さんのこの対応の仕方はどのようにされたのかな、どういうふうなお話が

あったのかなというのをお聞きしたいんですが。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。詳しく、もうちょっと当初の企業の従業員の

体制がどうであったのかというような確認のところからしっかり話さないと、行った

り来たりする。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  私のほうでも、どういうことでそういうことになっ

たのかというところで確認をしました。当初は、きべにつきましては、お一人ほど支

援員をやっていただけるという方がおられたということを聞いておりまして、その方

が３月ぐらいに急遽やっぱりやめるということを何かおっしゃったと。それから大至

急で、企業のほうは人材探しをしたところでありますが、そこが間に合わなくて一時

的にいない日があったり、またはほかのクラブから応援を送ったりとしたというふう

に聞いております。 



○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  その報告は５月時点ちゅうことになるんですか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  そうですね、はい。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  いやいやいや、これは支援員さんが急に退職されたの

で、ちょっと支援員さん足りなくなるんで、どうしましょうという相談があるのが普

通かなと私は思うんですが、その辺の連携がちょっと企業さんと町側の連携がとれて

いないんじゃないかなと私は、かなり不安を今思っておりますが。 

 国が定めた基準というのは、同僚議員の質問のときに補助金は返さなくていいぐらい

の軽い、ちょっと国の基準から外れたものだよというような感覚を私は最初は持ってい

たんですが、そのお話を聞くと。もしこのままわからなかったらどうなったんだろう、

子供たちは。国が指定するものをちゃんとクリアできないまま、ずっといってしまった

んじゃないかなという。 

 一番大事なのは子供たちで、それから働かれる職員さんも責任を持って働いておられ

るので、その職員さんの立場も守ることをしていただかないと、本当に就業時間短い中

で賃金もそんなに高くない中で、子供のためにと思って支援員さんも補助員さんも働い

ておられるので、その点はもうしっかり連携をとって、津和野の子供をしっかり育てて

いくんだよということを、意思の疎通を本当しっかりしていただかないと、これから先

が非常に不安でたまりません。何か改善策を考えておられますか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  議員おっしゃられるとおりでありまして、町としま

してもこういうことがあったということにつきましては、率直におわび申し上げると

ころでありますが、委託業者のほうにも先ほど申し上げましたが、今後こういうこと

のないようにということで十分指導をしたというつもりであります。 

 今後につきましては、先ほどもまた申し上げましたが、当面の間、事業者の訪問時に

は私も一緒に同席をしまして、最近の状況、現場の報告、その辺を受けていって、もし

指導しなければいけない点がありましたら指導していきたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  それから、私、委託をされている放課後児童クラブを

１回ずつですけど全部訪問させていただいて、畑迫のほうもちょっと訪問させていた

だいて、ちょっとですけどお話を聞いた中で、社会保険はどうなっているのか。それ

は５月ぐらいなので、まだわかっていなかったのか、社会保険は一体どうなるのか、

それは私まだ知らないんですとかいう職員さんもおられたんですが、待遇改善の中に

社会保険も入りますよという言葉があったと思うんですが、その辺は職員さんどのよ

うになっているんでしょう。 



○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  以前の説明の中にも、全ての方が社会保険の対象に

なるということではなかったと思います。そういう中で、各クラブの、いわゆるそこ

で責任者的な方、いわゆる時間数が一番多い方になる方になろうかと思いますが、そ

ういう方については現在社会保険に加入されておられていますが、４月から加入とな

っている方がおられます。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  その点は安心しました。 

 それから、お話する中で、今まで全て町に何でも気になったことは町には相談できた

んだけど、町に相談するべきか、それとも企業さんに相談するべきか、電話一本で企業

さんにはつながるということだったんですが、どこら辺はどこに相談していいかがわか

んないんですよねという言葉をお聞きしたんですが、そういう辺の線引き、こういうこ

とは町のほうに相談、こういうことは企業のほうに相談してくださいというものはある

んです。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  特にそういう線引きはありませんけど、基本的には

これは別に児童クラブだけではなくて、いわゆる民間業者になり、仮に指定管理なり、

いろんな意味で委託業者のほうにしておりますので、そこで働いておられる方につい

ては、そこの企業さんに、委託業者さんにまずは相談をするということが、本来の筋

ではないかと思われます。 

 ただし、例えば緊急のお子さんが何かけがをしたとか、救急車で搬送をされなければ

ならないというようなときには当然、委託業者には連絡当然入るでしょうが、どちらか

らか、そういう場合はもしかしたら委託業者さんに連絡することも当然ですが、緊急時

にはこちらにもというのは一応お伝えをしたようなことがあると思います。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  緊急事態が起きたときに、町にも連絡するし、企業に

も連絡するしというのはとても大変なことだと思います。先ほど２人しか職員さんが

おられないところもあるので、１人は子供の対応、１人は連絡ということになると思

うので、その辺はしっかり、緊急の場合は、まず町にしてください、町が後はやりま

すとか、まず企業に連絡してください、企業が町に連絡しますとか、その辺はきちん

と決めておいていただかないと、本当に子供は何が起きるかわからないので、その辺

きちっと線引きをしていただいて、企業さんが受け持つところ、町が受け持つところ

をしっかり線引きをしていただかないと、働いておられる方が大変な思いをされると

思います。 

 それと、放課後児童クラブをとても子供たちが楽しんでいるということですが、町が

直営のときもとても楽しんでおられたわけですが、連絡帳を利用することで保護者との



距離がとても近くなったというお答えをいただいたんですが、これ企業さんのきちっと

したこういう連絡帳というのはあるとは思うんですが、町が直営というか町が運営され

ていたときは、連絡帳をつくろうと思えばつくれると思うんですが、これはなぜつくら

れなかったんですか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  なぜつくられなかったと私に聞かれてもよくわかり

ませんが、以前からそういうものは、保育園のようなものは、保育園で使っているよ

うなものは、各クラブではなかったということであります。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  保育園でやっている、保育園さんでもう既に町として

はそういう経験があります。まして放課後児童クラブの前は学童保育ということで、

保育園に子供がいるという、小学生の子がおるということもあったので、その辺は企

業委託する前に気づいていただきたかったなと思います。 

 それで私いろいろ今お聞きした中で思うんですが、今企業さんが入っていろんな連絡

帳ができたりとか、給料がアップしたりとかいうことがあるんですが、このノウハウを

いただいて、来年度からはやはり町が運営するべきだと私は考えます。委託業者との連

携のとり方が非常に不安です。最初の４月がやはり移行期が大変、子供は何も環境変わ

らないと言いますけど、その移行期にいろんなことが何でも起きるはずのところで連絡

不足というか連携不足ということが出てきています。これから先、子供たちを預けてい

くには、やはり町が責任を持って津和野町の子供として預かる、放課後児童クラブで預

かるべきと考えます。 

 先ほど賃金のことで、職員の確保ということができたんじゃないかというのもありま

すので、吉賀町さんとか益田市さんとかがやっておられる放課後児童クラブを研究して

いただいて、賃金面のアップとかを町の運営でもできるような気がするので、ぜひ町の

運営に戻していただきたいのですが、いかがでしょう。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  益田市においても全てが市営でやっておられるわけ

ではありませんで、ほとんどが委託であったと思います。一部直営の部分があるかな

とは思いますが。 

 本町としましては、まず今年度初めてでありますので、そういう中で、先ほど申し上

げましたが見直すところは見直しながら、またはきちんと指導体制をつくりながら、し

っかりやっていきたいと思っております。 

 もしくは、昨日の議員さんの御質問の中に最後に一部ありましたが、万が一、例えば

地域で地元でやりたいということであれば、そういうことは可能であるということであ

りますが、町の直営に戻すということは現在のところは考えておりません。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 



○議員（９番 寺戸 昌子君）  畑迫地域では、地元で手を挙げられて、地元で運営し

て、放課後児童クラブをされています。ですので、ぜひ地元で手を挙げやすいような

環境をつくっていただけたらと思うんですが。 

 同僚議員も質問していましたが、今現在町が委託料として払っているあじさいクラブ

に対する金額と、民間の企業さんが計算された、もしうちが預かるんだったらこれぐら

いの金額ですねという試算が出ていましたが、その差額が余りにも大き過ぎるので、そ

の辺は地元の運営ができるように考えていただけたら、運営がうまくいくように、手を

挙げやすいようにと考えていただけたらと思います。 

 ぜひ地元で運営できるよう、益田で私の知人も運営委員会を立ち上げて、地元の小学

校の子供たちを預かっておられる方もおられますので、そういう力、津和野町にもある

と思いますので、バックアップしていただけたらなと思います。 

 では、次の質問に移ります。子供の医療費についてです。 

 子供の貧困が全国で広がっています。津和野町でも例外ではありません。平成２８年

度の就学援助率が１３％となっています。１０人に１人の子は就学援助を受けています。

子供の貧困は重要な問題です。 

 そのような環境で子供の医療費は保護者にとって大きな負担となっています。子供の

医療費を気にかけ病気やけがの受診をためらってしまうことは重症化のおそれもあり

大変な苦悩になります。 

 津和野町では既に中学生までの子供の医療費の無料化を行っています。子育て世帯か

らは、医療費を気にすることなく早期に医療機関を受診することができる。大変助かっ

ているという声をお聞きしています。 

 全国の自治体でも子供の医療費の無料化は進んでいます。この４月から国は、子供へ

の自治体による医療費助成が全国に広がったことを踏まえ、未就学児までの助成に対す

るペナルティーを廃止にしました。これは津和野町を初め全国の自治体が努力し、子供

の医療費を助成してきた成果だと思います。 

 大阪府の摂津市では、子供医療費の無料化は１９７３年に初めており、ゼロ歳児から

段階的に年齢を引き上げてきました。ことし４月からは１８歳までの通院、入院に係る

費用を無料に拡大しています。森山一正市長は、 

 市の国民健康保険ベースによれば、子供のレセプト件数は無料化の後でも急増して

おらず、安易な受診がふえているとは言い切れない。子供はちょっとした変化で受診

することで、早期発見につながることもある。長期的に見れば、医療費は減ることに

なる。 

と述べられています。地方が発信し、国を動かし、住民の福祉を守ってきました。 

 そこで以下の点について質問します。 



 保護者の収入の格差が、子供の健康に影響を及ぼすようなことがあってはいけません。

また、子育て世帯の定住のためにも今の中学生までの医療費無料化を高校生まで引き上

げ、より安心して子育てできる町にするべきと考えますがいかがでしょうか。 

 高校生までの医療費を津和野町で無料化した場合、町の財政負担額は幾らでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、子供の医療費についてお答えをさせていただきま

す。 

 まず、１番目の御質問でありますが、平成２９年度において、島根県の乳幼児等医療

費助成事業の上乗せ分として医療費無料化を実施している市町村は、県内１９市町村中、

就学前までが２市、小学校までが１市、中学校までが１０市町、高校までが２町村とな

っております。 

 本町においては御存じのとおり中学校までの医療費を無料化しておりますが、現在の

財政状況等を考慮すると、現時点での高校までの医療費無料化については困難と考えて

おります。 

 二つ目の御質問でありますが、町内の高校生の医療費が幾らかかっているかというこ

とは、資料がなく不明でございますが、参考として、平成２９年度の町内中学生への医

療費助成額としては２６６万円程度となっております。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  中学生の医療費補助額が２６６万円ということで、多

分高校生も２６６万円に近い数字になるというお答えだったと思うんですが、その２

６６万円、津和野町の一般会計予算がたしか９０億ぐらいありますが、２６６万円と

いうお金を出すことができないというのがちょっと不思議です。 

 町長は、これから先、津和野町を存続させていくため、発展させていくためには、や

はり人口増を若者の定住が不可欠ということを──あ、人口増じゃなくて維持か、とい

うことを言っておられたので、この点では一致しているなと思っていたのですが、高校

までの医療費無料化を県内では２町村しかしていないということです。ということは、

３町村目に入れば、津和野町は３番目に高校生まで無料にしているんだよということを

主張できます。 

 若い子育て世帯に話をすると、今中学校まで医療費無料化なので、「あんた子供を産

んだら津和野町においでよ」ということを言うと、「無料化はいいね、いいね」という

ことをよく皆さん言われます。本当ちょっとくしゅんと言って、子供が風邪を引いたな

というところで病院に連れていくのは、おじいちゃん、おばあちゃんからすれば、あん

たちょっと過保護過ぎだよという気がするかもしれませんが、子育て中のお父さん、お

母さんは、昔と違って相談する人がなかなかいません。やはり病院に行って、あ、「こ

れは大丈夫だよ。暖かくして寝ていたら大丈夫だよ」と一言言っていただくだけでも全

然、子育ての世代にとっては負担が軽くなると思います。ですので、ぜひ高校までの医



療費の無料化を考えていただきたいのですが、２６０万円というのはそんなに出せない

金額でしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  やはり２６６万円というのは認識の差かもしれませんが、町

全体の財政を預かっておるものとしては、全体では今回補正予算も８６億円というこ

とで提案させていただいておりますけれども、それは一つ一つの積み上げであって、

やはり一つ一つの事業を精査した中で、大変大きなウエートを占める金額であるなと

いうのが、まずは率直な感想であります。 

 ただ、ああして、子育て支援中心に人口減少対策にも取り組んでいかなきゃならない

という中で、さまざまな施策も町としてもやってきております。ほかの市町村と比べる

と十分ではありませんが、保育料についても第２子は半分、第３子は無料化というよう

な形でも進めているところでありますが、それ以上にサービスをしている町村との競争

ということになると、やはりどうしてもおくれをとっている──おくれをとっている言

い方がふさわしいかどうかわかりませんが、サービスがそこまで充実しているというこ

とではないということでもありますので、その辺をどう受けとめてやっていくかという

ことになるんだろうと思います。 

 財政的な考えの中でいくと、御承知のとおり来年の１０月から国の施策として、保育

料が完全無料化になるというようなことも予定されているということでもありますの

で、そこで町の財源というものがどの程度、今までも２分の１程度ということですから、

２市の。ですから３市の全額というようなところでもございます。 

 どこまで財政的に財源が影響があるかどうかはわかりませんけれども、そうしたこと

も加味しながら、そしてまた来年１０月時点での全体としての財政の状況というものを

勘案しながら、またどういう充実した子育て支援策ができるのかということは検討はし

てみたいというふうに思っております。 

 ただ、御承知のとおり、本町も津和野町女性会議というものを設けておりまして、ま

さに女性や子育てをされる皆さん方の率直な意見をもとに応援をしていこうというこ

とに取り組みをしているところでもありまして、実際に特定不妊治療の助成であります

とか、それから産前産後のケアでございます。これはまだ十分な形ではできておりませ

んけれども、それでも一歩進み始めているということでありまして、実際そういうとこ

ろにもお金はかけているというような状況でもございます。 

 こうした中で、単にサービスをお金の面で充実していくことだけが本当に子育て支援

になるのかということは、疑問を持っておられる御意見も聞いてもいるということであ

りますから、今後本当に費用対効果の高い、町民の皆さんに納得していただける、そう

いう子育て支援策という面において、医療費を高校生まで無料化するのがいいかどうか

ということも含めて検討させていただきたいと、そのように考えているところでござい

ます。 



○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ぜひ若い方々とお話をされたり、いろんな検討をして、

高校生までの医療費無料化がその視野の中に入っていただけたらなと思います。 

 では、次の質問に移ります。救急医療体制についてです。 

 先日、地域で２０人ほどが集まり昼食をとっているとき、一人の方が急に体調を崩し

１１９番通報を行うことがありました。幸い適切に対処していただき病院で治療を受け

回復することができました。突然起きるこのような事態に、その辺に居合わせた人はパ

ニックになりがちで、あらかじめ知識や情報を持っていることが大切だと痛感しました。 

 地方における救急医療体制は、医師不足や医学の進歩により変化しています。１０年

前、２０年前のイメージを持っている住民も少なくありません。 

 現在の救急患者の搬送は救急車のみではなく、ドクターヘリでも行われる場合があり

複雑になっています。救急車で搬送されたが途中でドクターヘリにかわり、結局は益田

日赤に運ばれた。初めから救急車で益田日赤に運ばれなかったのはなぜなんだろうと疑

問を抱く住民の声もあります。 

 そこで、以下の点について質問します。 

 救急患者として搬送される場合、運ばれる方法や病院はどのようにして決まるのでし

ょうか。 

 また、救急車が到着する前に居合わせた住民がＡＥＤを使い、命を救う場合もありま

す。行政の責任で自治会や町内会の集会所、災害時の一時避難場所となっている場所に

もＡＥＤを設置するべきではないかと思います。現在のＡＥＤ設置場所の基準は、どの

ようになっているのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは救急医療体制について、お答えをさせていただきま

す。まず一つ目の御質問でありますが、搬送方法については、救急車での搬送とドク

ターヘリによる搬送が考えられます。緊急通報受診の際に、通報者との通話において

消防本部の通信指令室が必要と判断すれば、この段階でドクターヘリを要請します。

また、救急隊員が現場到着後、必要と判断すればドクターヘリを要請することもあり

ます。ドクターヘリを要請した場合であっても、ヘリ搬送するか救急車での搬送とす

るかは医師の判断によります。ドクターヘリは搬送手法以上に、患者により早く医師

の診察を受けさせることが主目的であります。 

 搬送される病院の決定につきましては、益田日赤、医師会病院及び六日市病院が救急

指定病院に設定されており、原則としては、この救急指定病院に搬送することになりま

すが、かかりつけ医への搬送を考慮しなければならない場合は、患者からかかりつけ医

を聞き取って、受け入れ可否の確認をとった上で搬送いたします。受け入れ可否の連絡

をとり、医師の判断により津和野共存病院に搬送する場合もありますが、これは日中に

限定されるものであり、ほとんどの搬送先は救急指定病院となります。 



 二つ目のＡＥＤについてでありますが、厚生労働省がＡＥＤ設置基準のガイドライン

を定めており、人の集まる場所や救急隊の到着まで時間のかかる場所などへの設置が望

ましいとされております。具体的には駅、空港、デパート、役所、公民館、学校、ホテ

ルなどであります。本町内では現在５７カ所に設置してあり、学校、役場、集会所、保

育園、事業所、スーパーなどに設置してございます。 

 避難所への設置については、指定避難場所全てに設置するには至っていない状況です。

また、一時避難所は本来、長時間の避難や滞在を想定した避難所ではありませんので、

まずは指定避難場所へのＡＥＤ設置について、今後検討したいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  国のガイドラインに沿ってＡＥＤを順次設置しておら

れるということですが、指定避難所へのＡＥＤの設置はもう本当に、これは緊急の課

題だと思いますので、ぜひ設置していただきたいのですが、大体どのくらい時間がか

かるとかは、どうでしょう、もしわかれば。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  ＡＥＤの設置につきましては、今町長が答弁したよ

うに、また議員さんからも言われましたように、厚生省の設置基準、ガイドラインが

ありますので、それに沿って設置をさせていただいております。今、指定避難所が２

７カ所、指定避難所にしておりますけども、そのうちこの厚生省の基準ガイドライン

によって設置をしておりますのが２１カ所ございます。あと残り６カ所という状況で

ございますので、その６カ所についていろんな経費等もかかると思いますので、そう

いったところを見ながら設置に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ぜひ急いでいただきたいと思います。 

 それとガイドラインというのは、やはり大まかな指針で、日本全国を見渡した指針な

ので、津和野町としてはどうだろうということをもう一度見ていただきたいと思います。

というのが、今回私が居合わせた緊急事態の場所には、ＡＥＤはありませんでした。そ

の時は使わなくて済んだのですけど、使う必要が全くなかったのですが、もしそのとき

にＡＥＤが必要な場合だったら、どこへＡＥＤをとりに行けばいいかがわかりませんで

した。そういう地図を町民の皆様のところには届いているのかもしれません。私が見落

としているのかもしれませんが、ここの集会所だったらここへ早くとりに行きましょう

という、そういうのがあったらありがたいなというのが一つと、私が居合わせた場所に

一番近いのはシルクウェイだと言われました。ところがどっこい、シルクウェイには車

で運転していかないと、とても走ってはとりに行けません。地域の集会所なのですが、

もしそういうことが起きた場合、走ってとりに行ける場所にあるとありがたい。 



 本当はその自治会の集会所とか、そういうところに設置をしていただきたいのですが、

走ってとりに行ける場所に設置していただけるようなことも考えていただきたいとい

うのと、青原だと、たしか公民館と小学校にＡＥＤがあったと思います。結構近いとこ

ろにあるのです。そういう距離のこととか、あといろんなガイドラインの中にあるのか

もしれませんが、津和野町の現状に合わせて、ガイドラインにはないけど、ここには置

いたらいいよなというのがあるのではないかなという不安があります。それでそれを町

が探すのは何なので、やっぱりここにはＡＥＤが欲しいのだけどという手を上げていた

だいて、ここならちょっとガイドラインから外れているけど、本当に必要だなというと

ころに設置していっていただけたら、先ほどの６カ所が済んだ後ですけど、そういうこ

とも検討していただけたらなと思うのですが、いかがでしょう。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  ＡＥＤの町内への設置場所につきましては、現在、

益田広域消防のホームページがありますけども、その中で町内のＡＥＤ設置場所とい

うことで掲載をさせていただいております。それから議員さん言われますように、緊

急時に、いろんなことが想定されます。議員のお気持ちはわかるのでありますけれど

も、あらゆるそういった場所に、全てにおいてＡＥＤを設置するというのはやはり困

難であります。そういった状況の中で、まずは厚生省のガイドラインに示されている

場所について設置をしていく。そして先ほどもお答えをさせていただきましたけれど

も、避難所として指定されている指定避難所等について、そういったものを設置して

いきたいというふうに考えておるところでありますので、どうか御理解をいただきま

すよう、お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  なかなか難しいとは思いますが、まずその指定避難所

にないというのは問題というか、万が一、いろんなところで今地震があって、つい昨

日も大阪のほうで地震があったりしているので、そういうガイドラインに載っている

必要なところにまずしていただいて、そこからまた新たに考えていただけたらなと思

います。 

 では、これで私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、９番、寺戸昌子君の質問を終わります。 

 以上で、２日間にわたりました一般質問を終わらせていただきます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  本日の日程は、これで全て終了いたします。 

 本日はこれで散会といたします。御苦労でございました。 

午後３時 02分散会 

────────────────────────────── 
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 日程第 20 町長提出第 86号議案 平成３０年度津和野町病院事業会計補正予算（第

１号） 



 日程第 21 町長提出第 87号議案 平成３０年度津和野町水道事業会計補正予算（第

１号） 

 日程第 22 町長提出第 88号議案 平成３０年度津和野町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第 23 請願第１号 津和野町役場本庁舎の津和野地区への移転と新築を求める

請願について 

 日程第 24 各委員会から閉会中の継続調査の申出について 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。６月定例会最終日を迎えました。きの

うに引き続いてお出かけをいただきましてありがとうございます。 



 これから４日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は全員の１２名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、９番、寺戸昌子君、１０番、

後山幸次君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第６８号 

○議長（沖田  守君）  日程第２、議案第６８号藩校養老館調査保存修理工事請負変

更契約の締結について、これより質疑に入ります。ありませんか。１番、草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  参考資料のほうでちょっとお聞きをしたいと思います

が、少し変更が出ているようでありますが、元の剣術教場のほうが特に変わっている

かなというふうに思いますが、これは当初、こういったことはわからなかったから変

更されているというふうに思いますが、これは、何か床を剥いだりして、基礎があっ

てこういうことが判明したのか。そのあたりをお聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  齋藤教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  おはようございます。 

 御質問の件ですけども、剣術教場、北棟ですけども、こちら側につきましてはこの今

回の、まず修復工事なんですけども、正式な図面というのはございませんので、明治期

に陸軍省が作成しました養老館並びに操練所図面という図面がありまして、こちらのほ

うでまず長さが書かれているものがございます。あと、大正時代になりまして、津和野

藩の加部厳夫という人が記憶をもとに平面図を描いて残しておりますが、それをもとに

しております。 

 今、御質問の当初の平面図で、変更後の平面図で和室等間取りが違うんですけど、こ

れにつきましては当初は今の加部厳夫の記憶をもとにして描かれたという平面図をも

とに、その部屋の存在自体は確認していたんですけども、実際建物を解体しまして、そ

この礎石ですとかあと柱の梁の跡とか構造とかいうことを調べまして、結局こういう部

屋の間取りであったということで確認して復元をしております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  仮契約は５月１６日となっておりますが、約１月後の

この提出ですが、この図面で行きまして、元の図面で資材等は既に購入されていたの

か。例えば、上に行けば板張りになっていますね。この部分等の補正というか追加予

算なのか、そこんところお願いします。 



○議長（沖田  守君）  齋藤教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  資材等につきましては、手配の関係もございますので、

この段階ではもう準備をしております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  内部構造変更についてお尋ねをしたいんですが、今

同僚議員も言いましたが、土間やら畳の間がいろいろ変更されております。出入口も

４カ所ぐらい変更になっておりますね。それと、大変気になるのが支柱間の寸法、要

するに総延長、大工さんが言われる「い」から横へ並べて「いろは」で順番をつけて

いかれるんですが、これの支柱間の寸法が図面でちょっと違うんじゃないかというふ

うに思っておりますが、当初設計図より変更の部分が、検討委員会の指示でこういう

ふうに変更されるか、また国・県の指導のもとで変更されるのか、変更金額が大きい

ということは、梁やら土台、柱や母屋といったものが大きな当初計画よりも腐食が多

かったのでそういうもので増額になったというふうに理解はしておるんですが、それ

でよろしいでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  齋藤教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  ちょっと大変申しわけないので、訂正させていただきま

すけども、上の図面、変更後の図面、北棟ですけども、この柱間の距離というのはこ

れで間違いないのですが、今ちょっと検算しますと、今ちょっと字が小さくて申しわ

けございませんが、２３７２５とこの建物の長さが書いてありますが、この柱間を足

しますと２３６７９になりますので、４６ミリですか、４６ミリほどちょっとこれ数

字が違います。柱間のほうが正しいのでこの幅のほうは口頭ですが訂正させていただ

きます。 

 それから、さっき御質問の件ですけども、先ほども言った話と若干繰り返しになりま

すけども、図面上、この和室の部屋があるというのは把握してございましたので、当初

の平面図でも和室を入れておりますけども、その後全解体したときに、この柱の痕跡で

すね、梁ですとかほぞ穴ですとかそうした痕跡、あと下も、埋蔵のほうも発掘のほうも

しておりますので、そちらのほうで礎石等の痕跡を確認をして、和室の配置を決めてお

ります。 

 それから、こちらの北棟につきましては、もともと養老館というのは下中島のほうに

あったんですけども、火事で焼失をしまして、今の位置に移築、再建されて、それから

廃藩置県がありますので１７年間、現在のところで藩校として使われておりました。藩

校が閉校しましてからは、郡の特産品を展示する集散館ですとか、あと郡役所、町役場、

使われてきました。昭和４５年に全面改装しまして、民俗資料館と図書館、南棟を図書

館、北棟を民俗資料館いう形でずっと使用してまいりました。このときにかなり大改修

されて、北棟につきましては建物自体が切り詰められております。その関係で今の大き

さになっているわけですけども、実際、その解体をして柱の跡とかを調べた結果、上の



ような柱間の寸法になるということがわかりましたので、若干変更前の全長と長さが変

わっていると思いますけども、それにつきましては復元の結果、この大きさになったと

いうことで御理解をいただいたらと思います。 

 あと、この北棟、南棟共に土間があったことが発掘の調査によって確認できておりま

すが、今、ここの施設の活用については活用検討委員会のほうで検討しておりますので、

まだ具体的な方向性というのはまだお示しできませんけども、ただ北棟につきましては、

そういった形で切りつめられて元の大きさではないということがわかっておりますの

で、こちらにつきましては、図面でもわかりますように土間の部分に板を張りまして、

講義とか研修、あといろんなことができるような形での今、活用の方向で整備を進めて

おります。そういった形で、変更前の図面と変更後の図面というのが変わっております

のを御理解いただいたらと思います。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  建物の北棟の距離が違う、延長が違うのは、次長さ

んが計算されて２３６７９になったというふうな御説明がありましたが、当初図面が

２３メートル５３セン、それから変更図面で２３.７２５、１９セン５ミリ、これも

延長が違うというようなことは大変おかしいんです。何ぼ当初平面図をつくられて変

更しても距離は変わらん。建物の距離は変わらないはずなんですが、そういったとこ

ろの設計士さんはどういうふうなこの考えで距離を、寸法を入れておられるんか、実

測されておるんか、そこのところが大変疑義を感じておるんですが、今後はこういう

図面の提示なんかはですね、十分気をつけられて見ていかれんと、家を建てるのに寸

法が違うじゃ何ちゅうのは考えられません。一つずつの柱の支柱間を考えていって、

それと総延長が違うちゅうような家は絶対建つようなことはないんです、何ぼ古うて

も。じゃけやっぱり、設計士さんにこれは徹底的に聞かれて、何が原因でこねいな数

字が出てきたんか、しっかり何をして、また聞いておいていただきたい。このように

強く要望しておきます。 

○議長（沖田  守君）  ほかに。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  るる説明がございましたが、当初設計から変更になっ

た理由というのは大体わかったんですけれども、発掘するまではわからなかった部分

で、この当初の部分においては発掘したらわかってきて最終的にはこの形になるだろ

うという考えで設計されていたのか、それとも当初設計の状態ではここまで至るとは

思っていなかったのか。もし、今後いろいろ調査していく中で、入口がふえたりです

とか土間がふえたりとかしているわけじゃないですか。また、わかった場合、ここに

は実はこういうものがあったんだといった場合、また変更になっていくのかなと。そ

れ、どこまで戻していくのかというのが、我々から見ても知らない部分が多くて、こ

こまで忠実に再現されたんだというのが当初設計を見ても変更図面を見ても、正直ど

ちらが本物でしょうと言われてもわからないぐらいのレベルの復元だと思うんです。 



 それ、どこまでの復元を目指されているのか。また、それは町の考えなのか、それと

も文化庁からここまでやりなさいよという部分で行っているのか。３,０００万円の増

額ですので、どのあたりの予算の経緯があったのかをお示しいただければと思います。 

○議長（沖田  守君）  齋藤教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  今、御質問のあった件ですけども、北棟につきましては

当初半解体といって、骨組みを壊さずに解体をして修理をするという方向でいたよう

ですが、結局解体をしてみますと、かなりその部材の傷みがひどいということもあっ

て、結局南棟と同じように全解体という形でやったわけなんですけども、当初、南棟

につきましてはごらんいただいてわかると思います、ほぼ変わりがない、そんなに大

きな変動、あと東側に入口があったというのは解体の結果わかって復元さしていただ

いたんですけども、ほかについては土間があって、畳の間があって、板の間があると

いうところはわかっておりましたので、それについて大きな変更はないんですけども、

北棟につきましては、やはりかなり改修がされておりましたようで、解体しないとわ

からない部分がほとんどでした。 

 南棟、北棟、両方について言えるのは、解体の結果、殿様がその練習を見に来られる

上段の間というのがあるんですけども、その存在が確認できたということで、以前はな

かったその殿様が出入りする入口というのを今回、設けておりますけども、そういった

ことも解体の結果、判明したということです。 

 ただ、ここにつきましては、写真等ですとか正式な図面というものが残っておりませ

んので、どのようにもとに戻すかというのは、今の発掘ですとか解体の結果でしかやり

ようがないところがございまして、今後例えば、古い当時の正式な図面ですとか、写真

ですとかというのが出てくれば、またそこでちょっと検討の余地があろうかと思うんで

すけども、今の現在の改修につきましては、この施設が県の文化財指定となっておりま

すので、まず県の文化財課と当然協議をさせていただきまして、それから県の文化財保

護審議会の委員さんにも現場に来ていただきまして、見ていただいて、御意見をいただ

きまして、また町の当然文化財保護審議会のほうにも諮りまして、変更については決定

をしております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。ありませんですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  このたびの変更契約でありますけれども、先ほど同

僚議員からも指摘がありましたように、数字が違うとか、いろんな意味でもう少し厳

密に行っていかなければわからないということを痛感します。 



 今後、３,０００万の変更契約であります。かなりの大きな金額でもありますので、

今後は重々にこのようなことがないように進めていただきながら、今回はもう変更契約

を認めるしかないと思いますので、賛成はいたしますが、今後このようなことがないよ

うに重々に注意をして進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより議案第６８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第６８号藩校養老館

調査保存修理工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第６９号 

○議長（沖田  守君）  日程第３、議案第６９号平成２９年度津和野町立学校施設空

調設備工事請負変更契約の締結について、これより質疑に入ります。ありませんか。

ありませんか。１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  これも先ほどもついですが、変更金額が２４５万ば

かりの変更でありますが、こういった機器の熱交換機の防護柵等の設置が両校とも抜

けておったというふうな説明であったろうと思いますが、こういったことは当初予算

でもうわかるはずなんですが、一旦当初の設計の段階で、もっと精査をして発注をさ

れるべきじゃないかというふうに考えておりますが、その点いかがでございますか。 

○議長（沖田  守君）  渡邉教育次長。 

○教育次長（渡邉 寛夫君）  後山議員のおっしゃるとおりでございまして、当初から

こういう生徒、児童の安全性を考慮して防護ネットを考えておけばよかったなと思っ

ております。今後は気をつけたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第６９号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第６９号平成２９年

度津和野町立学校施設空調設備工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可

決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第７０号 

○議長（沖田  守君）  日程第４、議案第７０号平成２９年度中座地区下水道管布設

工事請負変更契約の締結について、これより質疑に入ります。ありませんか。２番、

米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  これについての質疑ではありませんが、例えば６８号、

６９号、７０号を通じてですが、７０号につきましては資料２がついておって非常に

見やすいと思います。６８号、６９号につきましては、口頭説明だけで非常にわかり

にくい。このような資料がつけられないものでしょうか、今後。 

○議長（沖田  守君）  ただいまの質疑は、この案件についての質疑でありますが、

前にさかのぼってもらっちゃ困るんだけどね。それは重々忠告があったりしましたか

ら、今後教育委員会では重々気をつけますという答弁でありましたから、７０号につ

いての質疑をお尋ねをしております。ありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第７０号平成２９年

度中座地区下水道管布設工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第７１号 



○議長（沖田  守君）  日程第５、議案第７１号小型動力ポンプ付普通積載車の取得

について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第７１号小型動力ポ

ンプ付普通積載車の取得については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第７２号 

○議長（沖田  守君）  日程第６、議案第７２号辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定について、これより質疑に入ります。ありませんか。７番、御手洗剛君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  この林道大久保線の道路改良でございますが、平成２

５年の災害の関係から、災害対応と外れた状況がある中で、今回このような対応があ

るんだろうというふうに思っておりますが、２カ年で事業費が３,５６０万４,０００

円、財源のほうは一般財源で辺地対策事業債を予定しているというふうなことでござ

いますが、この道路改良事業の中身といいますか、幅員とか延長とか、そういったと

ころをお知らせ願いたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  おはようございます。御手洗議員さんの御質問でござい

ますが、林道大久保線でございまして、これについては２カ年で事業を執行して終わ

らせていきたいというふうに今、考えているところであります。 

 お尋ねの延長につきましては、今年度、３０年度におきましては延長が１１２メート

ル、幅員は３メートルです。翌年の３１年度につきましては、１６０メートル、同じく

幅員は３メートルで、これで計画をさせていただいております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、討論を終結します。 

 これより議案第７２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第７２号辺地に係る

公共的施設の総合整備計画の策定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第７３号 

○議長（沖田  守君）  日程第７、議案第７３号津和野町日原賑わい創出拠点施設の

設置及び管理に関する条例の制定について、これより質疑に入ります。ありませんか。

４番、道信俊明君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  この建物については、ちょっと余談ですけども、私は

高校時代に私のこれ親友ですんで、しょっちゅう行っておりました。ですから、構造

的にはわかります。それでその後に、いろいろ変わっておった。中は私、議員ではな

かったんで、ちょっとよくわからないんですけども、そこでお尋ねしますが、これど

この資料だったか、ちょっと資料を持ってきていないんですけども、山村開発センタ

ーのかわりをなす的なことが書いてあったんですけども、ここがそんなのになるのか

なという感じがして、まずキャパ、ここでキャパを知りたいのと、それから山村開発

センターのかわりというのは、まさか集会の所、席がたくさんあったあのところじゃ

ないと思うんですけど、中央公民館と日原公民館というものを持ってこようとしてい

るのか。ちょっと私、津和野なんで、そのあたりがちょっとよくわからないんですけ

ども、そのあたりちょっと教えてください。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  おはようございます。よろしくお願いをいたします。 

 議員の御質問でございますが、山村開発センターのかわりとして、会議を行ったりす

る施設として使うことはできると思っておりますが、イコールということにはなかなか

ならないのかなと。 

 とにかく、これをつくったきっかけが商店街、日原中心街のとにかく経済的衰退や人

口減という中で、何かここに賑わいを持ってきたいということがありまして、日原も川、

また山菜やいろんな食べ物を中心に素材もたくさんあると、こういったあたりもうまく

生かしていこうと、有名な料亭等もございますので、そういった部分も含めて何らかこ

こに賑わいができないか。その賑わいをつくる上では、昨日も申し上げたところですが、

観光地とは直接まだまだ言い切れない部分がございますので、平日については町民の皆

様中心に、また図書館が隣接するということもあって、そういったものを中心にサーク



ルやいろんな会合、また図書を持ってそれぞれの場所で読んでいただくこともできると

いうようなことになっておりますので、そういった部分でとにかく使い切ろうと、また、

非日常時、平日の夕方以降、また休みの日とかについては、さまざまなイベント等も行

いつつ、そこに町外からも含めて人に集まっていただけんかということで使い切りたい

ということでございます。 

 その中に会議というようなものも想定はできるのかなと思います。ただ、現在ああい

う形で山村開発センターのほうが使用ができない状況になっておりますので、当面今回

の設置条例につきましても、エリア全体ができ上がったときには、また新たな設管条例

という形に衣がえをする必要が出てくるかもしれませんが、現時点ではとにかく、山村

開発センターの代替としての会議室機能を当面まず設けて、皆さんに使っていただきた

いという思いでございます。 

 そう急いでとにかくまず、使うことを始めようということでございまして、その設管

条例というふうに御理解をいただきたいというふうに思っております。 

 それで、キャパの問題ですが、今までやったイベント等を考えますと、母屋のほうが

和室が二つございまして、これが８畳と１０畳ぐらいだというように認識をしておりま

すが、入った人間で行きますと、多かったときにコンサート等をやっておりますけれど、

４０名ぐらいは行けたのかなと思っております。それはもう、本当に座布団に座って会

議というような形ではございませんので、会議はもう、そのサイズを御理解いただけた

らと。 

 蔵のほうが、川側のほうが２０人ぐらいまでは行けるのかな、それと道路側のほうに

つきましては、プロジェクター等を設置しておりますので、今後、日本遺産当たり、日

原地区に関するものもそこで資料等も展示というようなことも考えておりますけれど

も、これが１０名から１５名程度は行けるのかなと、会議でですね。というような感じ

で考えております。 

 現在でも、放課後のツワモノクラブですか、子供さんたちが放課後にそこで活動をし

たり、藩校の、日原中学校の生徒さんたちが放課後にそちらのほうで今、塾をしておら

れるというようなことで使っていただいております。 

 今後、公民館の主事会議や日原地区の自治会長会議あたりもそちらで行いたいという

ことで、摂関条例定めさせていただきましたら、７月１日以降は広く御周知をして、申

し込み等していただいて使っていただくという予定でおります。 

○議長（沖田  守君）  ４番、道信君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  公民館が行くということはないんでしょう。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  現在の想定では、公民館がこちらになるという話に

はなっておらんと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１１番、岡田克也君。 



○議員（１１番 岡田 克也君）  この建物は、先般実証実験をされまして、参加され

た方からいろんなお話を聞いておったことでありますが、一つには地元にこういう施

設ができて、同窓会などここでできないだろうかという、そういう問い合わせもあっ

たわけであります。例えば、今全て覚えているわけではないので不確かなわけであり

ますけども、例えばお茶を沸かしたり、そういうこともしたりする場合は別途その料

金も定めるのか、飲食を伴うこともできるのか。そういうところは聞いておいてほし

いということでありましたので、実際使用したときに、使用目的等お尋ねをしたいと

思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  現時点では、一番基本的なところを条例で定めさせ

ていただいております。実証実験をやって、数字等も徐々に集まっておりますんで、

１時間当たりの光熱費がどうこうというような話もいずれは出てくると思っており

ます。そのあたりも、ぜひ今回使っていただいて、その中で数字あたりも見ていきた

いなというところもありますので、現時点ではまだまだちょっと定めておらんのが正

直なところです。 

 ただ、議員がおっしゃいましたような用途では、あとお見合いで使いたいとかいろん

なこともおっしゃっておられますが、そういう部分でお使いいただくのは大変大歓迎で

ございますので、積極的に使っていただきたいということと、申請は当然必要でござい

ますが。それと、料理をですね、程度にもよりますが、一からつくるというような設備

にはなかなかなっておりませんので、持ち込んだものを温めたりとか、仕出しをとって

やっていただくとか、お酒関係を温めたりと、冷蔵庫と、また電子レンジ等もございま

すので、そういったことは可能だというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ほかに。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  開発センターが今使用できないということで、その会

議室としての機能をこちらのほうで使えればということだということだったので質

問なんですが、使用料がかかりますよね、会議室として使いましても。その場合、開

発センターを使った場合は、たしか町民の場合、光熱費のみで使わせていただいてい

たと思うんですが、その点、町民の使用に関しての考慮をしていただきたいなと思う

んですがいかがでしょう。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員の御指摘、ごもっともなお話だというふうに思

っております。これにつきましては、町長の意向もございまして、とにかくまず開け

て、皆さんの会議室の不足を解消する上で、少しでも働きを出していきたいというと

ころでございまして、第５条のほうでも、町長が公益上必要と認めたものについては

利用料を減免するという規定もございますので、いろいろな地区の方がまず使われる

上では、使ってみていただくということで、まず御利用いただけたら、その上で今の



条項を適用して、ケース・バイ・ケースで考えさせていただきたいというふうに思っ

ております。というところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかに。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  これ、名称なんですが、これは今はとりあえず開ける

のでこのままなのか、それとも今後、何か新たに、ずっと日原賑わい拠点施設とは言

えないと思います。そういった名称はどのように考えておられますか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  おっしゃるとおりで、何か名前をつけてくれんと大

変呼びにくいというような、割と声をいただいてはおるんですが、図書館等もできて、

ある程度エリアが全体的に整備できた上では拠点地区ということで、教育委員会さん

にも協議をした上にはなりますが、エリア何々というようなことの中で、個別の施設

が名前がつくというようなことも、トータルなイメージでサイン等も含めて考えてい

く必要が出てくるだろうと。そういうことで、当面まだ置かさせていただいておりま

すが、例えばひとつ例としますと、あちらの屋号が大和屋さんいう屋号がございます

んで、そういったところを使ってひとつ何か生かしていくということはあり得るのか

なと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  管理に関する事務は商工観光課において掌握するとい

うふうになっております。申請書は出して、あと使うときの調整ですね。そういった

ことが入ってくると思います。それでまた、ここには図書館も入ってきます。そこの

はどのように考えているのですか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  くどいようで申しわけございませんが、当面のまず、

基本的なところで定めたということで、まず走り出して使っていただこうというとい

うことで、そうなったときに議員のおっしゃるように商工観光課が所管でございます

んで、津和野まで鍵を取りに来てくださいというわけにもなかなか行かんのかなと思

っております。そういった部分では、本町、また総務課さんや教育委員会辺りともい

ろいろ連携をとらさせていただく必要は出てくるのかな、土日の貸し出しとかもござ

いますので、そういったところを含めて、ある程度現実的な対応をとらさせていただ

きたいと。でき上がって後のことにつきましては、指定管理とかいろんなこともござ

いますので、改めてまた御説明をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  一、二点をお伺いしたいと思いますが、この設置及

び目的でありますが、これが日原町２、１６８番地１に拠点を設置するという条例で

ありますが、私も一般質問でも質問しておりますが、この地区が急傾斜地区崩壊危険

区域の指定箇所になっておるわけであります。危険番号が２,４１６番、山根町、日



原町字山根町、もう１カ所が２,４１８番、扇町、日原町梅の木下というふうなここ

が、危険崩壊危険区域、急傾斜のですね、危険区域に入っておるわけでございますが、

今後この場所ですね、この付近に急傾斜の対策工事でも計画があるのか、そういった

工事の進捗状況がわかればお聞かせいただきたい。 

 もう１点、ここは土石流の危険区域でもあります。春日川谷ですか、これが避難場所

が増野医院やら小学校やら旅館になっております。そして土石流の危険場所であるので、

火の谷川ですか、ここも避難場所が日原郵便局、高津川漁協、このようになっておりま

すが、この危険度をどのように考えておられるのか。 

 災害はそんなにたびたび起こるものでもないんですが、ここにこうした拠点施設を設

けられるということは、私たちは大変危機を感じるわけでございますが、ここしか場所

がないんで仕方がないんで仕方がないというふうなことでありましょうが、この危険度

をどのように考えておられるか、また今後、そういったことの対策をどのように考えて

おられるかお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長、答えるか。（「先に答えて」と呼ぶ者あり）

商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  私、お話をした上で、治山等についてはまた建設課

長さんのほうからでもお答えをいただければというふうに思っております。 

 議員の御質問について、一般質問でもございました。そのあたりにつきましては、や

っぱりこれ、一つの基本の条例でございますので、この後実際に使う上では鍵の引き渡

しや申請書の様式等、別途また要項的なものを定める必要があると思いますので、そち

らの中で定めさせていただいて、総務課の防災担当あたりとも話をしつつ、警報発令時

の対応とか、また雨量の問題等も含めて、こういったときにどのような対応をとるべき

であろうかということも確認をとって、非常時においては管理者側から連絡をとって、

今こういう状況なので使用を中止してほしいというようなことも想定する、危機対応の

マニュアルというものは本当御指摘をいただいている部分、大事だと思っておりますの

で、考えさせていただきたいというふうに思っております。 

 それと、先ほど寺戸議員の御質問で、もう一つちょっとつけ加えさせていただきたか

ったことがございまして、当面、町民の皆さん御利用が、特に中心になると思いますが、

公益上無料ということも当然あると思うんですが、ただ将来的に本当指定管理とかいう

状況になった場合に、単純な公民館ということにはならないかなと思っております。そ

うなると、何がしかの使用料というようなことも出てくると思いますので、料金がこれ

だけはいります、ただ今はこういう状況で免除をしておりますというところも申請書等

でよくよく、特に記述をさせていただきて、御理解を賜りつつ、御利用いただけたらと

いうふうに思っております。 

 治山等につきましては、建設課長のほうからお答えを、お願いをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 



○建設課長（木村 厚雄君）  後山議員さんの最初に御質問された件でございますが、

現在扇町急傾斜地崩壊対策事業ということで、これ島根県が事業主体となっておりま

すが、今、栄町のほう工事をしていただいております。これが、栄町から扇町の方面

にかけまして、今からかなり期間的にはかかると思いますが、事業の指定をして進め

ていくことになっております。したがいまして、今の賑わい創出の拠点施設のところ

のあたりにつきましては、まだかなり先になるんではなかろうかというふうに思って

おります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  課長さんの答弁をいただきましたが、今、栄町から

扇町へのほうへ急傾斜の対策工事が逐次やっていかれるというふうなことでありま

すが、今後も継続して、この地区を徹底的に急傾斜の崩壊対策事業を進行していって

いただくように、県のほうとも協議していただきたい。このように強く要望しておき

ます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第７３号津和野町日

原賑わい創出拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定については、原案のとおり

可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第７４号 

○議長（沖田  守君）  日程第８、議案第７４号つわの暮らし推進住宅の設置及び管

理に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。あり

ませんか。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  今回、妊娠中の方も対象になるということなんですが、

とても妊娠中は微妙な時期で、そのとき不測の事態が起きた場合とかはどうなるのか

なというのがすごく不安なんですが、その辺の対策はいかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今回の、この妊娠中で母子手帳を交付され

た方と、ここは入居資格というところになります。今まで小学生以下のお子さんがお

らないと、このつわの暮らし推進住宅は入居資格がなかったということで、ただ、町

長が必要と認めた者ということで、それでもう、妊娠中で母子手帳を交付されている

方も入居の対象になりますよということで今までも広報をしてきました。 

 この対策というか、これあくまでもつわの暮らし推進住宅のほうに応募ができる資格

でございますので、その辺の対策のところまで、子育て住宅という点では住宅の中で業

者さんにも提案をしていただいているところですが、この入居資格ところでの対策とい

うところの部分については、今言ったような形での応募を受け付けているということで

あります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  これ、入居者の資格を改めているわけですよね。前は

町内の者でも一応条件そろえばいいということですね。今まで建った中で、町内から

入っている方、木部にちょっといらっしゃったんじゃないですか。それで、どういう

反省からこういうふうになったんかわかりませんが、こんな入居者の資格をこういう

ふうに町内もよかった、しかし今度からは町外に居住している者であるということ。

これはこれで、条例なりこれが改正されたということで、周知徹底すればいいんかと

思いますが、今後の入居の条件としてこういうふうになったちゅうのは、何かその周

知の方法、何を使ってこういうことを伝達しているのか。それ、どこでやっているん

ですか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今回、今から畑迫ということで、ここは２

軒以上ないと事業を中止しますよということで、業者の皆さんにも周知をしておりま

す。 

 今から、今回の補正予算にも組んでおりますが、チラシの１０万枚あるいはポスター、

あるいはホームページ、そういった部分で新聞折り込み等も益田市と山口市に入れてお

きます。この町外でないとだめですよという内容については、きょう、議会のほうで可

決をいただきましたらその募集のチラシ等に、中身的にはつけ加えさせていただいて周

知を図っていくということで考えております。 

 この町外というところの部分については、今まで左鐙、青原それから木部ということ

で、三つの地域でこの住宅を建ててきました。当初は町内、町外問わずということで、

住所要件は関係なかったということでありますが、いろいろその経費的にもかかる中で、

この事業の効率性等いろいろ考慮した中で、ことし以降については町外に限った部分で

つわの暮らし推進住宅の入居資格とさせていただきたいということであります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。６番、丁君。 



○議員（６番 丁  泰仁君）  もう１点ですね、これは入居資格に津和野町に２５年

以上居住する意思があるとありますね。やはりそのときには面接しまして、存分にあ

りますと。ところが住んで、前例があるように１年たつか、たたんうちに、もうさっ

と出ていってしまう。そうしますと、本当に意思がある人と公募して採用したと、Ａ、

Ｂといらっしゃった。Ａの人はその時もある、Ｂもあると、それでＡの人は１年で出

ちゃったと。Ｂの人は本当に２５年住み込むという意思があったそうです。これはち

ょっと何とも言えんような状態出てくるわけですね。これはもちろん、途中で出た場

合は、その損害賠償というか何かこう違約金みたいなものをちゃんと課しております

か。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  違約金等は科していないです。ないという

ことであります。 

 私どもが入居者を審査するときに、審査委員会というのがございまして、その当該地

域のまちづくり委員会の会長さんあるいは事務局の方に入っていただいて、いろいろそ

の地域活動ができるかどうか、あるいは２５年の住む意思があるかどうか。この入居資

格の中で、皆さん応募されてきます。当然その面接のときには２５年住む意思があると

いうことでお話もされます。 

 先般、木部のほうで１年たたんうちに出られた方、この方はいろいろ仕事上の悩み等

もいろいろ抱える中で東京のほうに帰られたというようなことになりますが、私どもも

どこから来られたか、子供の人数がどのぐらいおられるかというようなことを総合的に

点数化して、点数の高いところから順番に入居の決定をしていくというようなシステム

を今、構築をしておるところであります。 

 今回、木部のほうで出られたところの部分は大変残念なことでありましたが、再度募

集をすることで２件の応募があって、そのうち１件、神戸のほうから今入っていただい

たというようなことでございまして、私どもとしてはそういった対応の中で入居者資格

に相応するような方を今後も入居の決定をさせていただくような考え方でおるという

ことであります。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  私は、最終的に聞きたかったのは、そういうふうに採

用されまして、それはいいんです。で、途中で出られた場合は何か違約金がなります

と、２５年意思があるということで採用しとるわけですから、それ前に一、二年で出

る、あるいは３年そこそこで出た場合に、２５年の意思があるということで、一種の

契約条件じゃないですか。そこを破って出るわけだから、何かそういうところにその、

違約金みたいなものを課しているんですかと、条件に。それを聞きたかったんです。

やっているのか、やっていないのか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  違約金はとっていないということでござい

まして、そういった条件をつけて入居をしていただいては、今、現状的にはないとい

うことであります。 

○議長（沖田  守君）  いいですか。６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  何と落ちんのです。さっき言いましたね、そのときに

意思があると、それはいいんです、採用して。それが２５年、それは理由があって途

中から出るかもわかりませんけど、本当に住みたい方を落として、入れたとするわい

ね。そうすると、やっぱり入れる人にも覚悟を持って、２５年住んでもらわなきゃい

けないわけです。そのときに、これ途中で出れましたらこういう今までの家賃も３万

円ですか、それからそれまで所有権も与えるわけでしょう、もう。それを、そういう

ことを違約して出た場合は、普通だったらここは町としましても今までの家賃プラス

のちょっと普通並みの家賃をかけて、ちょっと損害賠償的に違約金をいただきますよ

という念を押したら、それなりにそれが、ある程度プレッシャーになって、本人もそ

ういう違約金があるけえ、それじゃあ我慢しようかと、そういういい方向のプレッシ

ャーになるわけです。 

 だから、それがない限りは、ああ勝手に今困っているから、とにかくそこへ応募して、

好きなこと言って入ろうと、それで採用されたと、そしてちょっとおって条件がよくな

ったら、ちょっとまた都会へ出ようじゃないかと、そんなに仮に、臨時の仮の宿にして

もらったら困るということを言っているわけです。大金をかけて、１戸２,５００万も

３,０００万もかかるわけでしょう。だからそういう中途半端なことをせずに、やるな

ら徹底的にそういう違約金を、こういうのありますと、莫大なものをかけるんじゃなく

ても、ちょっとしたそういう違約というのは契約ですから、契約違反したらこうなりま

すよというのはやらなきゃいけない、それは。そういうことなんです。ちょっとどうな

んですか、そこ。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今、現状は議員の御質問で言いますと違約

金をやっていないということであります。ただ、先ほど御意見をいただきましたので、

これはまた条例事項にもなってくるかと思います。内部でよく検討して今後のつわの

暮らし推進住宅の２５年間というところをどう担保するかというところについて検

討させていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  同じく、入居資格の件でございますが、新しく３番と

して、自治組織に加入し、地域活動等に貢献する意思を有する者であること。これが

新しく加えられておりますけども、このことは、以前の募集要項の中にも書かれてお

りましたですね。そして、何か今までの入居者の方へ、何かそういうことで問題等で



もあって、それで改めてここに条例化をされるのかどうか、このものを入れた理由と

いうのひとつ。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今までは、入居の資格というところで第５

号として、その他町長が必要と認めたというところで、その内容については、先ほど

議員が御指摘になったような自治組織で積極的に活動してもらうんだというところ

を募集の要項については記入をさせていただいたということであります。 

 今回、町外に限るという文言を、今回整理をさせていただいて条例につけ加えたとい

うところで、今までの母子手帳を持った方でも大丈夫ですよ、それから自主地域の活動

に参加してくださいねというような、今まで町長が定めていたものをそのまま条例に明

記をさせていただいて、きちっとその辺については条例にうたった中で入居者の資格を

確定をし、皆さんに周知をしたいという意味で、今回入れさせていただいたということ

であります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  前段の議員からもお話がありましたように、途中で

数年で出られたりしたときに、例えば畳の表がえとか、汚れているところとか破損し

たところは、これは直していって出てくださいという、そういうことはあるのか。そ

れがなければ、今後そういうふうに、今回の条例改正には間に合わないけど、次回以

降改正していこうとされているのか、現状についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  ２５年住むというのが前提の中でのつわの

暮らし推進住宅の条例ということでございまして、先ほど議員からも御指摘があった

ように、原状回復義務というのは当然ございます。退去するときに、いろいろ自分の

ところで触られた部分については、どけるなり回復していくというところはちゃんと

明記をさせていいただいておりますが、先ほどの違約金と含めてのその辺のところは

再度、応募のところで周知もさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  ２５年という期間が定められておりますが、例えば１

０年で家庭の事情で出なければいけなくなったと、後から入った人は１５年住めば所

有権が自分のものになると解釈してよろしいですか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  当初からそういうところの御質問をいただ

いておるとこですが、先般、木部から出られたところの部分についても、残存の期間

ということで考えておるということであります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。８番、三浦英治君。 



○議員（８番 三浦 英治君）  確認になりますけども、町外に居住している者という

ふうに、もう限定されております。それ、ちょっと気になるのは例えばＩターン者、

空き家に住んで、当然住所をこちらに有している。その人たちがここに住もうと思っ

て募集したとしますね。そうしたら、先ほど言ったその他町長が認めた者というとこ

ろに入ってくるのか。ちょっとこの町外に居住している者ということで限定すること

によって、ちょっとこう、やりにくくなるんじゃないかなというような気もするんで

すが、その点ちょっと。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  人口の、どういいますか、社会的な人口の

増加というようなところも目的にしながら、今まで町内と町外住所問わなかったとい

うところ、ここを町外にしたというのは、もう町外から入られる方だけをこの入居し

ていただこうということで考えて、この条例改正ということであります。 

 その他、町長が認めるというところで、先ほど御指摘のあったＩターンの方ですね、

Ｉターンの方をどうするかというところはまだ、内容的には検討していないところであ

りまして、今、今回の条例提案では町外に限るという中で、文言的には整理をさせてい

ただいたということであります。 

 議員の御指摘のところも含めて、ちょっと今から募集要項等をつくっていきますので、

そこは内部で再度検討させていただきたいというふうに思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  よろしいですか。ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論なしと認めます。 

 これより議案第７４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 起立全員であります。したがって、議案第７４号つわの暮らし推進住宅の設置及び管

理に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第７５号 

○議長（沖田  守君）  日程第９、議案第７５号津和野町国民健康保険税条例の一部

改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。３番、川田剛君。 



○議員（３番 川田  剛君）  以前、全員協議会で資料をいただいた部分も併せなが

らちょっと質問させていただきたいんですけれども、町現行保険税が現在、均等割額

医療分２万５,０００円が２万８,０００円に、支援金分７,０００円が１万円に、介

護分９,０００円が１万２,０００円に増額するという改正案による試算がいただい

ていたわけなんですけれども、この所得割の部分というのが県提示によりますと所得

割率が減っていますが、現行の町保険税率と改正案の率というのが変わっておりませ

ん。所得割の部分のというのがどのような議論があったのか、お願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  先般、全協のときにもちょっと簡単に御説明させて

もらったと思いますが、所得割の部分につきましては、県の標準保険税率よりも本町

のほうが既に上回っておるというところでありますので、ここについては据え置きに

ということで据え置きになっております。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  この県の、ちょっとこのあたりのルールがわからない

んですが、県の提示よりも上回っていなければいけないのか。例えば、下回っている

ものがあってはいけないとかそういうのがあるのか、上回っているからいいというこ

とではなくて、結局その県に納める部分の額というのが所得割の部分をいじることに

よって、所得割を上げることによって、率ですから所得が低い方にはそれなりに、そ

して所得が大きい方にもそれなりにといいますか、所得によって納める額というのは

変わってきますので、この所得割のほうを触ったほうが恐らく町民の方には納得でき

る納める率になっていくんだろうと。 

 均等割、平等割を上げることによって、県の提示よりは上にはなると思うんですけれ

ども、それによって、所得の低い方も高い方も一律に３,０００円アップしていくよう

な気がいたしますが、この所得割率の検討というのは、県よりも上だから検討されなか

ったということでよろしいんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  検討はしなくはなかったんですが、要は先般の資料

で言いますと過去３番、県の標準保険税率の部分ですが、はっきり言いまして将来的

には県のほうが今の納付金を集めるに当たって、津和野町においてはこのぐらいの率、

もしくはこのぐらいの金額を標準的にとっていかないと県納付金に合いませんよと

いうような形の提示があるわけでして、それはこの数字でありました。 

 そういう中で、今後ここに、今の段階で所得割率だけを触ってほかのを触らないと、

今後、また県の統一化であるとかそういうところを見込んだときに、これはもう、全県

下統一的な平等割であったり、均等割になるわけであります。 



 そこにいきなり上げるというのはまた難しくなってくるという中で、現段階で今の足

らず部分については、県の標準保険税率に合っていない部分を上げながら将来を見据え

ていこうということであります。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  おっしゃる意味はわかりますし、その段階的に上げて

いかないと県統一になったときにどんと上がるだろうという、そういう説明だと思う

んですけれども、ただ、この今の御説明はわかるんですが、一方でその所得割をやっ

たときに、じゃあ果たしてどれだけの金額になるのかというのも、今回はもう審査会

など開いて提示することは難しいと思いますが、今後、こういった税改正があった場

合は所得割のほうをいじっていただいて、今８％、県は７.０５％を提示しているも

のを、改正案、津和野町は今８％だからということで触っていないかもしれませんが、

これが１０％、２０％になったときに、じゃあ果たして所得に応じてどれぐらいの差

額が出てくるのか、それによってトータル的に収納予想額がどれだけ達していくのか。

そういったものも併せていただければ、我々も審議しやすいかなと。それによって出

てきた部分が、今後県と統一になったときを見据えて、それでもそっちのほうがいい

という場合があるかもしれませんので、そういった試算をしていただければと思いま

すのでお願いをしておきます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  今回、そこの試算という提示をしなかったというこ

とで、今後、改正のときがありましたらそういうふうな数字もまた出していきたいと

は考えますが、今議員がおっしゃられるような所得割の部分だけで調整をかけますと、

かなり所得によって差がつくということもまた考えられるということも一言つけ加

えておきます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  津和野町国民健康保険税条例の一部改正について、反

対の立場で討論を行わせていただきます。 

 町民の暮らしは厳しくなっています。２０１８年の日本共産党津和野町委員会のアン

ケートでは、町民の方は国保税が重いと答える方が７割を超えていました。加入者の生

活に視点を置いていただきたいと思います。加入者の生活は厳しくなっています。国保

税については、扶養者である子供がふえたら、その子供のほうにも税金がかかってくる

という、家族が多くなれば多くなるほど大変な事態になります。 

 国は、一般会計からの繰り入れを否定はしていません。引き上げにより国保税を払え

なくなる方がふえたり、収納率が下がったり、保険証をもらえない方がふえる可能性が



考えられます。このような場合に病気になれば、医療機関への受診は抑制が起こり重症

化を招きます。かえって医療費が高くなることも考えられます。国民皆保険制度の崩壊

につながります。税金は応能負担のはずです。国保税を上げるのはやめていただきたい。

国保加入者の苦しみをわかっていただきたい。 

 以上の理由から反対いたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより議案第７５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、議案第７５号津和野町国

民健康保険税条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第７６号 

○議長（沖田  守君）  日程第１０、議案第７６号津和野町伝統的建造物群保存地区

保存条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。１０番、後

山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  １点だけお伺いをいたしますが、この建造物の保存

地区が、今度教育委員会のほうで見られるようになるわけでありますが、ここにこの

審議会の委員が定数が１２名以内というふうに、これは学識経験者が入られるわけで

ありますが、今までは大学の先生が３名入っておられましたんですが、これは引き続

きそのような形でされるのか。それとも、町内の学識経験者で構成をされていくのか、

その点いかがでございますか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  現時点では、商工観光課が所管をしておりますので、

こちらのほうから御説明をさせていただきます。 

 議員の御質問につきましては、現時点では大学の先生方が３名いらっしゃいます。そ

れから抜けられるということは想定をしておりません。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  今度は商工観光課から変わるわけですが、続いて大

学の先生はそのまま引き継がれるということでありますか。そこのところをもう一回。 



○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  基本的には現委員をそのまま移行させていただこうという

ふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  いろいろこの、伝統建造物保存地区内の保存条例が

ありまして、我が家を解体をしたいという場合でも、中にこの地区に入っておるとこ

ろがあるわけです。そういったところから我が家が危ないから解体をしたいと申請を

されてもなかなかそれの許可が出ない。理由を聞きますと、やはりこの審議会で先生

が来られて集まって話をされんと、その解体の是非が決められないというふうな案件

が発生しておったんですが、今後もこういうことは緊急を要する問題もあるんです。

そういったときには即対応ができるような体制になるのか、ならないのか。大学の先

生を大阪のほうから呼ばれるんじゃけえ、すぐっちゅうわけにもいかんと思うんです

が、学識経験者をそれだけ入れて、その委員を構成をしなくてはならないのか。そこ

んところはいかがでございますか。（「それは教育長じゃないか」と呼ぶ者あり） 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  基本的にやはり、重伝建、重要伝統的建造物群保存地区と

いう国の指定を受けた地域でございますので、やはりそういった専門的な知識の意見

は必要になってまいります。ですので、大学の先生、適任者がその委員の中に入るこ

とは必要だろうというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第７６号津和野町伝

統的建造物群保存地区保存条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第７７号 



○議長（沖田  守君）  日程第１１、議案第７７号津和野町立小中学校施設設備の利

用に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第７７号津和野町立

小中学校施設設備の利用に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第７８号 

○議長（沖田  守君）  日程第１２、議案第７８号平成３０年度津和野町一般会計補

正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  商工費、５３ページ。日原賑わい創出拠点づくり事業

委託料です。これカフェ棟１,９３３万２,０００円です。この事業になりますが、こ

れはどこまでやるんですか。つまり、私が申し上げるのは、カフェ棟をつくって、カ

フェ──喫茶店になるわけですね。どういう形で喫茶店を開くかどうか知りませんが、

その営業ができるまでを、つまり什器備品を備えたまでをやるのか、この工事費の中

で。まず、それを答えてください。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  御質問の、今回の変更増でございますが、直接的な

要因は、地質調査、ボーリング等を行った際に地盤が大変軟弱であるというあたりか

ら、構造計算等の変更を余儀なくされまして変更増があったということが主でござい

ます。 

 議員御質問の工事費においてどこまでかということにつきましては、起債や補助事業

等のこともございますので、固定して設置する、稼働ができない備品については工事費

の中に含まれるということになってくると、そのあたりはある程度一定数含めておると

いう認識でおります。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁泰仁君。 



○議員（６番 丁  泰仁君）  具体的に什器備品とか、その店の、そういうものは抜

いて、入っていないということですね、まだ。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  固定して配管があったりとか、ある程度もう、その

枠の中に入れたり、冷蔵庫あたりもある程度入ってきているのかなというところは思

っておりますが。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  これ、最終的に、ちょっと早いかもわかりませんが、

どういう形でカフェ棟、喫茶店を運営する、つまり外へ、民間へ委託するのか。民間

にさせるのか。直営で町がやるのか。どういう形で考えておられるか。それによって、

将来什器備品を備えるのにまた補正予算、追加予算出るのかどうか、そういうことに

絡めてまいりますので、民間に委託するときには民間がやるでしょう。そこはどうな

んですか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  今、いろんな団体も含めて、今後の運営母体になり

ます指定管理を受けられる団体等について、組織化について協議をいろいろしよると

ころでございますが、そういったところを踏まえてやる上では、現時点では町が直接

ということはまずないと思いますけれど、指定管理となった団体もしくはそこが採択

という可能性も今の時点ではまだないとは言い切れないかなと。実証実験等繰り返し

た中の数字あたりも含めて今後はっきりさせていただいて、またどこかの時点で御説

明をさせていただけたらというふうに思います。（「議長、休憩動議」「賛成」と呼

ぶ者あり） 

○議長（沖田  守君）  休憩動議が出ました。ちょっと途中で不手際がございました

から、途中ではありますが１０時３０分まで暫時休憩といたします。 

午前 10時 20分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 28分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続いて会議に入ります。 

 傍聴席の皆さん方、改めて本日もこの議会にたくさんの傍聴をいただきまして、高席

からではありますが心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 

 それでは、引き続き会議を続けます。 

 質疑をお願いします。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  先ほどの関連ではありますが、カフェ棟建設工事等で

１,９３３万２,０００円出ております。昨日の一般質問のお答えで、総計が４億８,

６５３万３,０００円とありましたが、これは入っていないと思ってよろしいでしょ



うか。これを入れますと、５億５,８６０万５,０００円になると思うんですが、これ

は含まれている、きのうの答弁の。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  大変、きのう答弁でも予算ベースも含めてというこ

とでお話をさせていただきましたが、確かに議員の御指摘のとおり厳密に言えばまだ

予算は通っておらんわけですので、本当は入ってはいけんかったかもしれませんが、

正直なところそれも含めております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  やっぱり、ページ数は５３ページの商工振興費と、ま

ず最初にそれなんですが、２点ほどお伺いしますが、今回農泊推進協議会ということ

で、貸付金が８８４万４,０００円というものが予算化されております。そしてこれ

は、歳入のほうでも、今度は返すという形で歳入に上がっていますが、これの国から

直接入るお金なのかなというふうに推察はいたしますが、ことし初めてもらえるお金

でこれはどのような性格のもので、これをこう予算化して推進協議会、この日原賑わ

いの中で何か体験的なことをやられるのかというふうにも思いましたが、その辺につ

いて。 

 そして、期間はことし限りなのか。そしてまた、この町内で何か農泊というと農家民

宿というような雰囲気がありますが、そういうものがこれから広く国としても進めてお

られますけども、これが町内に手を挙げればそういうものが予算化されるものなのかど

うか。その辺をまず、１点聞きたいということでございます。 

 それともう１点は、歴史的風致維持向上事業費の稲成丁の河川広場の測量設計業務委

託料が予算化されておられますが、これについてのイメージがちょっと私、わかりませ

んので、どのような場所でどういうふうなものを計画として現状持っておられるのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  まず、１点目の御質問でございますが、農泊関連の

事業で、ソフト事業で八百幾らということで上げさせていただいております。これに

つきましては、きのうも申し上げましたとおり、国の１０分の１０の補助事業、農泊

関連の補助事業で全額国費ということになってまいります。これをなぜとったかとい

うあたりにつきましては、これは農村地域における宿泊と観光業を結びつけたような

形で、農業生産品をさらに利用拡大していこうというところでございまして、農林水

産業ということになりますので、日原賑わいの中のカフェ棟もその一部として見るこ

とができるということでございました。それを行います。このソフトを取り組むこと

が必須条件になるんですけれど、これを行うことでカフェ棟、トイレ棟あたりの財源

のほうにハード部分で２,５００万の補助金がとれますので、それをまずとりに行き

たいということが大きな目的であったと。 



 プラス合わせまして、当然その後利用していく上では、漁協の日原支部あたりとも、

皆さんと協議をしながら実証実験の中でもツガニ汁みたいなことも具体的にやってま

いりました。こういったもののパウチ化による、パウチにして商品化できないかとか、

さらにはワサビや山菜、農泊でございますので杣の里あたりも一緒に入ってやっていこ

うと、さらには包友会の皆さんとか入りまして、サトイモや栗とかそういった事業も含

めて全体的に農林産品と宿泊、さらには観光と結びつける形をとっていきたいというと

ころでございます。 

 御指摘のとおり、貸付金で上げておりますのが、事業主体があくまでも協議会になり

ますので、キャッシュフローの問題から当然、最初からお金はございませんので、一応

貸し付けをさせていただいて、その上で国費が入った段階で全額町へ戻すという形で対

応させていただきたい。一回に全部出すつもりはございませんので、順次、財政状況等

も鑑みながら対応させていただきたいということでございます。 

 そういったということで、トータルでいろいろ農業系の栗の再生プロジェクトあたり

も、この財源ある程度使っていこうというところもございますので、そういうところも

含めて考えております。 

 もう一点の御質問でございますが、稲成丁の河川公園という部分につきましては、こ

れが、今回亀井家入城４００年の関係で灯籠整備を繰り越し事業で、まず弥栄神社あた

りはもう、繰り越しで入っておりますが、今年度から殿町から稲成丁に向けて行います。

これをとりに行ったときに国交省のほうから併せてその何か、照明だけでなくて、その

一帯で修景関係を対応してほしいと、国交省側からの希望もございましたので、補助全

体をとりにいく部分でのことも考慮しまして、稲成丁のそれこそ宗家さんの前あたりが

徳川夢声の碑とかございますが、あの部分が割とうっそうとして余りうまく使い切れて

いないとところもございますので、あれをもう少し、明るく照明を整備する上のときに

公園化して、もう少し皆さんが利用できるような、使っていただけるようなものに持っ

ていけないかなというところで予算、今回まず設計に入らさせていただくというところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。５番、板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  今回のその測量設計業務委託料は、まずは測量をして、

それからハードの事業を次年度以降、むしろ国交省サイドがおすすめされたというこ

とで、５７０万の予算という設計費をもって、将来どのぐらいのハードの事業料が予

測されるものなんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  確かにちょっとハードが、そのあたりがイメージの

部分があるので、五百幾らということになっておるんですが、事業費は１,５００万



程度というような考えでおる。それほど大きい額にはならないのかなということで、

今のではところ概算で聞いておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  現実的な問題として、稲成丁といったらあのスクラン

ブル交差点付近から高校のほうに行くほうが稲成丁かと思うんですが、全体的に稲成

丁というイメージからして、下の高岡通りもやはりその稲成丁に関連しておるかなと

思っておりまして、現在その高岡通りの多胡の駐車場がありますが、いわゆるそのス

クランブルからガソリンスタンドまでの約１５０メートルぐらいの非常にあの、側溝

があります。その側溝は極めて自分たちで掃除するというような状況にはありません。

ところどころはコンクリートでやって、グレーチングがあったり明渠があったりいろ

いろするんですが、それをしっかり安全確保のため、そして景観のためにもいつかは

これをやっぱりやらんと、もうスクランブル交差点の周りがどっちか言えば津和野の

イメージとしてはあるわけですが、そのすぐそばを流れている側溝が極めて衛生的に

も問題があります。その辺も含めてこういう事業を絡めるほうが、自主財源の乏しい

本町としては大切ではないかと、徳川夢声の碑も大切ですけども、そんなことを提案

して一応終わりたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。４番、道信君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  今、板垣議員が言われたことにちょっと追加するんで

すけども、先般、稲成丁商店会から要望がわたしのところにありまして、まさにあの

スクランブルのところのちょうど宗家の前のところのコンクリの、あれは溝ぶたじゃ

ないんですけども、１０センチぐらい下がっておるんです。それで、毎日高校生があ

そこを通っています。ですから、修景的な見栄えだけではなくて、今のようなことも

とにかく商店会からも要望も来ていたりしていたんで、それでこの前も担当課には見

てもらってはおりますんで、ぜひそのあたりを何とか、ふっくるめるような形もぜひ、

この際とっていただきたいということでお願いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  板垣議員さん、それから道信議員さんのほうからいただ

きました稲成丁のスクランブル交差点、宗家さんの前のところ、１０センチぐらい段

差ができていると、それは水路のところになりますが、それから高岡通りに入りまし

て、多胡の駐車場からガソリンスタンド方面にかけまして、これも水路の流れが悪い

ということ、これは現場を確認もさせていただいているところであります。 

 これについては、早目に解決すべきところであると思います。景観の問題もあります

が、水の流れが悪いということで衛生的にどうかというところもございますので考えて

いきたいと思います。 



 先ほど来ありますような商工観光課のほうの稲成丁のほうの修景のところ、合わせて

できるのかどうかというのは、私ども建設課、それから商工観光課のほうとまた協議を

して、検討してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  ５１ページの農林水産業費の水産業振興費の中のア

ユ対策事業委託料であります。全員協議会の中で御説明がありましたが、アユが放流

されて今回、予算に上がってきたと思いますが、当初は少し苦戦をしておるようであ

りますが、昨年度はこの放流の効果もあって、大変町内全域、津和野地区の飲食店な

どからも大変歓迎の声を聞いたことであります。 

 ことしの状況と、もう少し放流したアユはもうしばらく、７月以降ではないかと思い

ますが、状況等尋ねながら御説明をいただきたいと思います。 

 それと、６３ページの土木費、河川環境整備費であります。これは、中郷谷川河川整

地の費用だと思うわけでありますが、この整地の内容についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  アユの追加放流でございますが、これはもう既に執行が

終わっておりまして、５月２７日に放流をしております。私のほうも立会いをさせて

いただきまして、トータルで７万尾の契約ではありますが、若干プラスもあったと聞

いておりまして、そのここを中心にした左鐙方面それから、道の駅方面、合わせて放

流をしておりますので、その効果が出るのはこれからもうちょっとたってからかなと

思いますが、確実に放流は終わっております。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  河川環境整備費でございますが、工事箇所につきまして

は、岡田議員さんからのほうからもありました、小直にあります中郷谷川になります。

今回、予算計上させていただいているところは、従来から川の底が洗堀しておりまし

て、左右にございます護岸が崩落した部分もあったり、このまま放置すれば、大雨等

によりまして被害が出てくることも十分考えられます。このことによりまして、近接

の住宅地を控えておりますが、そちらのほうへの影響も懸念をしているところでござ

います。 

 今回の工事の中身としては、川底を掘れておりますので、川底にコンクリートを張る

なりして、それで河床洗堀を防ぐ、護岸の崩壊を防ぐということを考えております。約、

延長では１００メートルぐらいになります。川幅がこれも約１.５メートルぐらいです

が、その部分につきましてコンクリートを張っていくようなことを考えているところで

あります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  １９ページのまず、企画費なんですけれども、負担金

補助及び交付金の合宿及び研修等受け入れ促進事業補助金というのがあるんですが、



２９万円という額なんですけれども、これどういった予算なのかというのをお尋ねす

るのと、それとその下の津和野町地域おこし協力隊企業支援補助金の１００万円があ

りますが、これはどういったものになるのかをお尋ねいたします。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  議員御質問の、まず最初に合宿及び研修等

受け入れ促進事業補助金でございます。これ、石見空港を往復利用して津和野に泊ま

っていただいてという、１０名以上の方ということなんですが、今回は文京区のラジ

オ体操会連盟７３名の方がお越しになるということで、４,０００円掛けたものが２

９万２,０００円ということであります。 

 それから、地域おこし協力隊の企業支援補助金ということで、これ国の交付税措置で

最終年次または任期終了翌年の起業する者１人当たり１００万円を上限に補助金を交

付するということになっております。今回、対象になるのはつわの暮らし推進課でこと

しの３月に退職といいますか、２年半で退職した瀬下君という方がおられますが、その

方が今回、地域おこし協力隊をやめられて、事業として津和野町での活動を紹介する有

料会員Ｗｅｂメディア運営をしたいということで、こういう事業計画に基づいて、内容

的には津和野町の移住等に参考になるような情報を発信していきたいということであ

りまして、コンピュータあるいは事務所の整備に１００万円を使うということで、この

地域おこし協力隊の制度を活用して、１００万円を上限に交付させていただきたいとい

うことであります。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  地域おこしの関連で、この予算の中、地域おこしとか

も入っていると思うんですけども、総務課長にお尋ねするんですが、労災についてな

んですけれども、地域おこし協力隊の制度、社会保険は入っていると思うんですが、

さまざまな分野で、業態でついていると思います。今年度も多くの方が来られると思

うんですけれども、いわゆる皆様方はそういう事務職員として労災というのがあると

思うんですけれども、現場に出ている職員、地域おこし協力隊員というのは、これは

いわゆる林業係だとかいると思います。この辺はきちんとそういった労災の部分は入

っておられるのか、これちょっと先日も聞かれまして、これ過去にも一般質問で何度

かしているんですけれども、いわゆる労働保険という任意の保険という部分ではなく

て、強制加入の労災の部分というのがどういうふうにこの地域おこし協力隊は扱われ

ているのかをちょっとお尋ねしたいんですが。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  今の部分につきましては、公務災害の関係で保険に

入っているというふうに認識をしております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１番、草田吉丸君。 



○議員（１番 草田 吉丸君）  ６０ページの道路新設改良費について伺いますが、国

庫支出金が５,６００万少し減額になって、地方債が２,３９０万追加で計上されてお

りますが、このことは国庫支出がそれだけ減ってきておりますから、当然事業量がお

ちてくるということで、津和野町の建設事業をこれ、確保するために新たにこの起債

を起こしてきたというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（木村 厚雄君）  町内のこうした建設に絡む公共工事につきましては、３

０年度当初予算で計上させていただいておりますが、昨日の一般質問の中でもお答え

をしておりますが、いわゆる国からの内示が約７０％ぐらいに落ち込んでいる。それ

で行きますと、そのままで行きますと、工事量、事業量は減ってくるということにな

ります。 

 ３０年度当初で考えていたのは、今までたくさんの地元からの要望もございますし、

長年の懸案事項であります事業がたくさんあります。その中で、何とか解決していくた

めに予算を計上させていただいております。この国からの補助金が落ち込むことによっ

て、それが削減されていく、また先へ延ばしていくということになりますので、何とか

そこの辺、財政状況厳しい中ではございますが、起債等を充てて、何とか当初に近いと

ころの事業量を確保していくということを考えて、今回補正として上げさせていただき

ました。 

 町内の建設業者、工事がどのぐらいあるかということは大変気になるところではあり

ますが、これを執行することによって経済状況も少しはよくなってくるんじゃないかと、

そういうふうに今考えているところであります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。７番、御手洗剛君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  ４５ページでございます。農業費の中の負担金補助及

び交付金、農業担い手支援センター費として、今回当町の特産品であるワサビの流通

促進及び生産振興を図ることを目的に、事業展開をされようとしておられます。その

中で、今回ハードにおいては、ワサビ漬けのすりおろし器等の導入、またソフトでは

テストマーケティングで国内並びに海外への展開が予定されております。 

 この中で、海外マーケットの視察商談ということでございますが、これについて現地

でのコーディネート業務も委託されるということで、補助事業の実施契約書の中で５０

万程度予定もされておろうかというふうに思っております。このコーディネート委託先、

こういったところをすでに持っておられるのか、また、この海外展開を行うための、主

に推進をするところ、これについてお聞きをいたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  この委託先でありますが、「やもり」という会社でござ

いまして、ここは元地域おこし協力隊の者が代表になっておりますが、その彼が今ま

での前職で食品を扱う会社のほうにおりまして、多くの知人等がおります。その関係



で、今回はシンガポールのほうに海外進出するために訪問するわけですが、そちらの

ほうも多くの知人のつてを使いまして、ワサビの製品を持っていって売り込みをする

ということを計画しておりまして、そういったコーディネート業務ができる者がいる

ということで、やもりのほうと契約をしようと考えております。 

○議長（沖田  守君）  ７番、御手洗剛君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  そうしますと、やもりにおかれましては、今までにも

そういった契約、商談等の経験もある、そのように理解してよろしいわけですか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  今、地域おこし協力隊でいろんなことをやっていただい

ておるんですが、そういったことも含めて、いろいろと彼には相談しておることもあ

りまして、そういう前例も含めて契約していこうということであります。 

○議長（沖田  守君）  ７番、御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  そういった確かなコーディネートといいますか、一応

の世話役が確定されておれば何よりであるわけでございますが、やはり、我々も今ま

でいろいろ輸出事業にも取り組んだ経験がある中で、一般的にはジェトロといいます

か、日本貿易振興機構、こういったところにも確かな契約をとる。輸出事業において

はやはり、ただ契約だけでなくて、検疫とかもろもろの約束事が必要であろうという

ふうに思っておりますので、そういったことも対応できると認識してよろしいわけで

すね。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  先ほども言いましたものに対しては、その奥さんのほう

がワサビのほうで地域おこし協力隊として製品をつくっておりますが、彼女も同じよ

うな仕事をしておりまして、それを衛生面、そういったことも既に勉強しておって、

海外に持っていく場合にはどのような措置が必要かと、そういうことも全て把握した

うえで対応しておりますので、それも大丈夫だと思っております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。ないようであります。──失礼、１０番、

後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  ５５ページの伝統的建造物群の事業費についてお尋

ねをいたしますが、これは先ほど条例のときにも申し上げたんですが、この地区で家

を改装すれば最高８００万の助成金が出る事業でありますね。これも地域指定がして

あります。新町から万丁、のこぎりの歯みたいな選定がしてあるんで、大変地区選定

がわからないようなところでありますが、この中で、自分の家を解体したいちゅう場

合には、なかなかそれは重伝建のなんで相談をせんにゃいけませんが、したときにな

かなか許可が出ない。それ、どういう理由かというと、家を解体したときに、３面は

よそのものになりますわね。そうすると、その３面をその塀を解体した人が施工しな

さいというふうな指導をされるわけです。そうすると、それから、伝建地区から外れ



たところ、ちょっと外れたところで家を解体されたちゅう事例があるんです。そうい

う方は、今度は解体された人でなしに、その隣の人が自分の家をですよ、隣が解体さ

れたから壁が出てきたと、ちゅうときにはその隣の人が自分でその塀をやるような指

導をされておるわけです。そこの差があるんです。 

 重伝建の中にある建物は何でよその、外部、塀までその方の負担になるのか。そこん

ところがどうも納得できないんです。そういうことで今、いろいろ１件ほど、課長のと

こにも問題が行っておると思うんです。それがやはり、先ほど申しました大学の先生が

来られてみんにゃいけんとか、どうじゃこうじゃちゅうなものがあるんですね。ただ、

重伝建の中にある建物とない建物、そこのえらい開きがあるんです。中へあるものは自

分でよその壁をちゃんと修理しなさい。その地区以外の者が、本人が隣家の人がその塀

を自分ところで、塀なり壁は直しなさいと、そういったことがあるんですが、それをど

のように今後、指導されていかれるのか。 

 今、１件問題が出ておるところがあるわけですが、それをどのように解決されていく

んか、それをお聞かせいただきたい。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員御指摘の事例につきまして、確かに先日の審議

会でも事案になって審議の内容になっておりました。 

 その中での、大学の専門家の先生方も含めて、基本的に重伝建というのがそれだけ、

今おっしゃるように特定物件については８００万まで、国が６５％、残り３５％を県と

町が、町が３分の２、県が３分の１ということで負担をした上で外観修復に対してお金

が出せるという、大変ある意味有利な制度を設けておるだけに、それだけやっぱり重い

制度でありまして、皆さんの御同意をいただいた上で地区選定をしておると。その中で

のこぎり型になったかもしれませんが、ある程度その状況を見ながら専門家との話の中

で地域指定があったというふうに我々も認識をしております。 

 今回御指摘の事例について、審議会の中にも出てまいりましたのが、担当者レベルで

のまだ説明の仕方が十分でないんじゃないかということがございました。御本人が御要

望されている駐車場のあり方も、屋根のついている駐車場なんかもう本当、空き地、完

全に解体した上での駐車場、そのあたりもまだ十分わかりきらないようなところもあっ

たようでございまして、このあたり、もう少し制度自体をもう一度所有者の方にようわ

かっていただくように御説明をしようと、そこからも一回始めてほしいということがご

ざいましたので、その辺からまた取り組みをさせていただくというふうな思いでおりま

すのでよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  その町のほうに相談された家主さんは、もしかもう、

家が古くて本当に窓枠も２階の窓が落ちそうなというので耐震用の金具をつけたり、

窓へですね、本当苦労されておるんです。そういった、自分はもう解体したいと、町



の中であるんですが解体したいという希望があるのに町のほうで待ったがかかると

いうことが、大変こう疑義を感じるんですが、そこんところもっとよく話されて、本

人を説得されてええ方向に、ただ解体するちゅうてもこれ業者が入りますんで、そう

いう方も家主と業者ともう契約をされたりしたこともあるんですから、そういったこ

とも加味して、もっと真剣にいろいろ取り組んであげていただきたい。このように強

く要望しておきます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第７８号平成３０年

度津和野町一般会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第７９号 

○議長（沖田  守君）  日程第１３、議案第７９号平成３０年度津和野町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。

３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  済いません。提案理由のときに説明があっていたら大

変申しわけないんですが、まず歳入のところなんですけれども、８ページ、９ページ

になります。補正額としてマイナスの予算が上がっておりますが、先ほど、国民健康

保険税条例の一部改正があって、この税負担がふえるということで歳入がふえるもの

だと思うんですが、これが反映されていない予算になるのかというのが１点と、それ

と、反映されていないにしてこの補正額が減額になった理由というのを済いません、

以前説明があったと思うんですがお願いします。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  済いません、きのうの説明、ちょっと早口だったか

もしれませんが、今回反映はされています、先ほどの条例の関係が。ただし、今回２

９年分の所得と、現段階での被保険者数で計算をし直すわけなんですが、現段階の被

保険者数が昨年度より減っておるということ、それから、所得が前年度に比べて減っ



ておると、そういうところの関係で上がり部分よりも下がり部分が多くなったという

ところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７９号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、議案第７９号平成３０年

度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第８０号 

○議長（沖田  守君）  日程第１４、議案第８０号平成３０年度津和野町介護保険特

別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第８０号平成３０年

度津和野町介護保険特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第８１号 



○議長（沖田  守君）  日程第１５、議案第８１号平成３０年度津和野町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）について、質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第８１号平成３０年

度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可

決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第８２号 

○議長（沖田  守君）  日程第１６、議案第８２号平成３０年度津和野町下水道事業

特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第８２号平成３０年

度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第８３号 



○議長（沖田  守君）  日程第１７、議案第８３号平成３０年度津和野町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第８３号平成３０年

度津和野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり

可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第８４号 

○議長（沖田  守君）  日程第１８、議案第８４号平成３０年度津和野町診療所特別

会計補正予算（第１号）について、質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第８４号平成３０年

度津和野町診療所特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第８５号 



○議長（沖田  守君）  日程第１９、議案第８５号平成３０年度津和野町介護老人保

健施設事業特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第８５号平成３０年

度津和野町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のと

おり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第８６号 

○議長（沖田  守君）  日程第２０、議案第８６号平成３０年度津和野町病院事業会

計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第８６号平成３０年

度津和野町病院事業会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第８７号 



○議長（沖田  守君）  日程第２１、議案第８７号平成３０年度津和野町水道事業会

計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第８７号平成３０年

度津和野町水道事業会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第８８号 

○議長（沖田  守君）  日程第２２、議案第８８号平成３０年度津和野町一般会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  今定例会に追加で提案をいたします案件は、一般会計補正予

算案件１件でございます。 

 重要な案件でございますので、慎重審議を賜り、可決賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。 

 議案第８８号平成３０年度津和野町一般会計補正予算（第２号）についてでございま

すが、既定の債務負担行為の追加を行うものです。詳細につきましては担当課長から御

説明を申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第８８号を御説明いたします。 

 裏面の２ページをごらんください。第１表の債務負担行為補正の追加でございます。

木部地域つわの暮らし推進住宅整備事業の指定管理費といたしまして、平成３１年度か

ら平成５３年度分として、限度額を１９８万８,０００円。畑迫地域つわの暮らし推進

住宅整備事業の整備費及び指定管理費といたしまして、平成３１年度から平成５６年度

分として、限度額を１億１,００５万円、森村地区地域優良賃貸住宅整備事業の社会資

本整備交付金及び指定管理費等といたしまして、平成３１年度から平成６０年度分とし

て、限度額を１億７,５０３万円とする債務負担行為であります。 



 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わり、これより質疑に入ります。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第８８号平成３０年

度津和野町一般会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

 それでは、ここで１１時半まで休憩といたします。 

午前 11時 16分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 26分再開 

○議長（沖田  守君）  それでは、休憩前に引き続き会議を続けます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．請願第１号 

○議長（沖田  守君）  日程第２３、請願第１号津和野町役場本庁舎の津和野地区へ

の移転と新築を求める請願についてを議題とします。 

 本請願につきましては、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 

 お諮りをいたします。本請願につきましては、会議規則第９２条第２項の規定により

委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。４番、道信俊明君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  ４番。動議を提出いたします。 

 ただいま議題となっております請願第１号については、議長を除く全員の委員をもっ

て構成する津和野町役場本庁舎の津和野地区への移転と新築を求める請願について特

別委員会を設置し、これに付託の上、審査されることを望みます。（「賛成」と呼ぶ者

あり） 

○議長（沖田  守君）  ただいま、４番、道信俊明君からの動議でありますが、御賛

同の議員がおられますか。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  ２人以上の同意でありますから、この動議は成立をいたしま

す。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

午前 11時 29分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 59分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き会議を続けます。 

 時刻も１２時に迫ってまいりました。傍聴者の皆さんには大変御迷惑かとは存じます

が、午後１時まで休憩といたしますのでお許しをいただきたいと思います。 

 それでは、午後１時まで休憩といたします。 

午後０時 00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 02分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き会議を続けます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  日程第２３、請願第１号津和野町町役場本庁舎の津和野地区

への移転と新築を求める請願についてを議題といたします。 

 休憩前にも申し上げましたが、道信俊明君から提出されました津和野町役場本庁舎の

津和野地区への移転と新築を求める請願についての特別委員会の設置動議については、

２人以上の賛成者がありましたので、動議は成立をいたしました。したがって、道信君

より本動議に関して追加で発言することがあれば、これを許します。４番、道信俊明君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  私は一般質問の中で、１時間近くにわたって私の思い

を述べました。したがいまして、そのことについては今ここでは申し上げませんけど

も、動議を出した、みんなで議論しましょうという動議を出しましたが、これは、私

たちは、議員は、選挙はなかったにせよ立候補をしました。立候補したということは、

町民の皆さんに対して、町民の皆さんの声を届けるという役割を負っております。私

は４年間、一町民としてそれを感じ取っておりましたので、この席に私が、ものを言

えるというのは非常に光栄なことだと思っておりますので、そこで、なぜ特別委員会

を設置する、してほしいかといいますと、私が一般質問でやったことは、ある意味一

方的なことで、議員の皆さんの私のそういうことに対しての反論でもいいし、賛成で

もいいし、そういう声を聞く、聞きたいというのがまずあります。 

 それをさらに、その件は、今度の委員会はテレビでは放映されませんけれども、当然

いろんな形で、今はネット社会ですので、町民の皆さんが聞く機会があります。ですか

ら、その議論を、内容を、ぜひ町民の皆さんに聞いていただく、いただきたいという、

そういう切なる思いがありまして、今回この動議をして、議員の皆さんからの意見も頂

戴し、それに応えていきたいというふうに思っております。 



 以上です。 

○議長（沖田  守君）  それでは、これから動議提出者、道信俊明君の動議に対する

質疑に入りたいと思います。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に、ただいま４番、道信俊明君が動議を出され

た原案に反対者の発言を許します。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  この特別委員会設置の動議に、反対の立場で討論させ

ていただきます。 

 ただいま提案者から、町民に声を届ける、町民に声を聞かせると、議会にとって重要

なことではありますけれども、請願このもの自体が町民の声を議会に反映させるという

一つの制度になっております。このたびの請願につきましては、５名の紹介議員からな

っておりまして、紹介議員ということは、あらかじめこの請願の内容については重々承

知された上での押印がなされて、紹介議員となられたものとなっております。 

 私どもが委員会の設置を求めるのならば筋かと思いますが、紹介議員がみずからこう

いった形で請願の特別委員会を設けて、また新たにこの請願の中身を議論するというこ

とになれば、請願の中身を熟知しないままにして請願を、紹介議員として出されたので

はないかというふうに思いますので、これはこのたび、請願の理由、主旨等がもう書か

れたものが私どもの手に渡っておりますので、特別委員会の設置を省略し、本会議での

採択にしたいものだと思っておりますので、反対の答弁とさせていただきます。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  賛成ということで討論させていただきます。 

 この請願につきましては、津和野地区の連合自治会長、木部、畑迫、小川、津和野、

連名で出ております。このことを私は重く受けとめております。したがって、このこと

につきましては各議員のいろいろな意見、角度からの意見をお聞きして、集約していた

だくのがよいと思っております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。８番、

三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  反対の立場から討論させていただきます。 

 この庁舎問題等調査特別委員会、これが３月に開かれたものと町に報告されたもの、

それと今回また特別委員会をつくるということが、どうしても私は納得ができません。

３月にはもうおおむね異論はないということで報告されております、全員賛成のもとに。

それが、ひと月半足らずで否定できるものかという思いでいっぱいです。 

 また、議員からすれば、町民の代表者という立場から、請願に賛同せざるを得ないつ

らい立場という気持ちも、情的にはわかります。わかりますけども、賛同者の名前を連



ねて、総花式に物事を進めるというのはいかがなものかという点もあります。よって、

特別委員会を設置せず、一括採決で進めていただきたい。 

 また、議会運営委員会、以前開かれたところでは、もう一括採決にしようということ

が決定されております。なのに、またここで特別委員会をつくるということには反対で

す。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。１０

番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  本案件につき、賛成の立場で討論をさせていただき

ます。 

 なぜこの請願が提出されたのか、合併協議会で協議第６９号、協定項目１３、津和野

庁舎に参事を必駐するということがあったわけであります。また、行政組織規則第４条、

津和野庁舎に参事を置く、そして、地方自治法第１５２条第３項に、規定によりまして、

町長の職務の代行者として参事を置くというふうになっておるわけでありますが、町長

は合併協定項目の参事職配置を、昨年、見送っておられます。合併協定項目の不履行で、

合併条件そのものが、前提が崩れたということになるわけであります。合併条件を重視

する理由はなくなったわけであります。このような現状を踏まえ、旧津和野町民により

請願が提出された理由の一つでもあるわけであります。 

 本請願は、津和野地区自治会連絡協議会、木部、畑迫、小川地区自治会連絡協議会の

含意であります。津和野町のこの有権者数が３,７５４名おられます。津和野町の全体

の５５.８２％おられるわけでございますが、そして、この請願の紹介議員も、津和野

町議会議員の５名が紹介議員となっておられます。 

 今、津和野町の現状は、商工会員数も全体３３３業者おられますが、特別定款業者を

含めて、津和野地区では２３０業者、６９.１％であります。日原地区には１０３業者、

３０.９％、このような状態であります。また、観光協会会員数の全体にいたしまして

も、１５９業者おられまして、津和野地区が１１５業者、７３.３％であります。また、

日原地区が２５業者、１５.９％であります。そして、津和野の観光客の入込数にいた

しましても、津和野町が８８万７,７２２人、７５.６％、日原が２８万６,７５８人、

２４.４％、このような、今、津和野の現状であります。 

 請願文書表にも記載されておる県の公共機関として、津和野町には警察署、土木事業

所、また、病院等があるわけであります。また、そして、津和野町は、旧津和野町百景

図が日本遺産に認定されたところでもあります。そして、旧津和野町は重要伝統的建造

物群保存地区に選定された町でもあります。そして、歴史的風致維持重点区域に指定を

されております。このような津和野町の現状を踏まえ、本庁舎を津和野へ移転していた

だきたいと、旧津和野町民の含意であります。本案件の調査特別委員会において審議し

ていただきたいとの含意でもあるわけでもございます。 

 以上を踏まえ、本案件につきまして、賛成の立場で討論といたします。 



○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。１番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  本案件について、反対の立場で討論に参加をしたいと

思います。 

 今回、議員選挙の改選前ではありますが、議会においては津和野町津和野庁舎建設問

題等調査特別委員会を開催をして、庁舎問題について協議をし、結論として、本庁舎と

第２庁舎を日原診療所に移設する案は、おおむね異論なしとの報告をしたところであり

ます。また、選挙が、改選があったわけではありますけれども、議会はやはり継続をし

ていかなければなりません。今までの協議がここで全くなし、そういうことにはなりま

せん。そういった意味でも、一応、一度この報告をしたわけでありますので、改めてこ

の問題について委員会に付託するということについては反対をいたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  特別委員会を設置してほしいという思いの中に、他議

員の声を聞きたい、また、町内に波及させていきたいという思いあっての動議だとお

聞きしました。今の討論の中でも、かなりその請願の中身についてお話が出ています。

それに、請願の紹介議員になられた方は十分いろいろなことを調べられて、自分の思

いと請願者の方の思いとが一致している、これはもう津和野町議会として町長、皆さ

んに意見を出すべきだということをはっきり心に決められているので、これ以上その

審査をする必要はないと思います。 

 ですので、私はここで特別委員会の設置は必要ないと思います。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより、道信俊明君の動議を採決します。この動議のとおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立少数であります。したがって、本案については、議長を

除く全議員で構成する津和野町役場本庁舎の津和野地区への移転と新築を求める請

願についての特別委員会を設置し、これに付託して審査することの動議は否決されま

した。したがいまして、本請願につきましては、会議規則第９２条第２項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。よって、本請願は委員会付託を省略

することに決定しました。 

 これより、本請願について、紹介議員より説明の必要があれば、これを許可をいたし

ます。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。説明を終わります。

５番、板垣敬司君、失礼しました。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  紹介議員として、この請願に対する私の思いを少し述

べさせていただいてみたいと思います。 

 もろもろの経緯の中で、全議会内における特別委員会の委員長報告ということでまと

めさせていただいた、そのことの重さ、そして今回、新たに津和野地区から出された請

願に対して、非常に苦渋の決断をしたところでございますが、請願そのものに対して、

私はいつかの時点でこのようなことを論議することは必要かなということで、請願の趣

旨にもありますように、本庁舎を津和野に持ってくることのメリット、デメリット、ど

こかで、合併以来１２年数カ月たった中で、検証する場があってもいいんじゃないだろ

うかというようなことも頭をよぎり、さらに今後の人口減少、社会の動態等を鑑みたと

きに、自主財源たるものを確保していくことを第一義に考えたときに、やはり津和野の

経済を活性化する、その手だては、当面は観光産業に頼る以外にない、そのようなこと

をひとえに思えば、やはり人の流れ、ものの流れが、今、合併以来見ている中でも、そ

のことをこれからも続けていくとするならば、そのことも大切な要因ではなかろうか。 

 日原の診療所に本庁舎を置くということも、どちらを、一日の長はやはり津和野に置

くことのほうが、今後の社会は誰も予測することはできませんが、私の思いからしてそ

のように判断し、でき得ればもう一度、診療所の移設という思い、委員長報告とあわせ、

一つのテーブルにつくことができればいいと思いながら今もおりますが、しかし、この

きょうまでの間に６月９日の臨時議会、そして、この１８日の一般質問等に対する現状

の中で、やはり津和野庁舎が置かれている立地条件は、過去はどうであれ、今日の気象

変動による災害等における国が定めた土砂災害警戒区域なり浸水想定区域なりという

エリアとして、それが指定されたあかつきというものが現実の目の前に出されたときに、

これをなしにして本庁舎の問題を議論するということはありえない。 

 そのようなもので、私は、請願そのものを紹介議員として判を押した時点ではそのよ

うなことに非常に疎くて、現実的に、今までもあったんだから大丈夫だろうと思って、

そういう浸水想定区域なんていうものはいつの時代にできたのか定かではなかったと

ころでございますが、ここへきて、しっかりとそのようなものがあるという中で、これ

以上住民の生命と財産を守る最大の使命を持っている町長初め、議会の我々もこのこと

を議論するには値しない、思いは賛成ということでございますが、これ以上の議論を深

めるという、そのようなことにはならないかなと思って、今、おるところでございます。 



○議長（沖田  守君）  紹介議員から趣旨説明を加えた思いというものを、ただいま

お聞きをいたしました。以上で説明を終わって、これより質疑に入ります。ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  請願について質問していいんですよね、今の話ではな

くて。請願について質問をさせていただきますが、最後、先ほど板垣議員がおっしゃ

られた部分がどういった意味でおっしゃられたのかわかりませんが、基本的には紹介

議員、そして提案者ということで質問をさせていただきます。 

 この請願の中にあります、全国の多くの方々は、津和野庁の本庁舎は津和野庁舎であ

ると思っていることがまぎれもない事実ということが、議論の余地なく庁舎の位置と天

秤にかけて議論するような問題ではなかった。このような旨が書かれています。その議

論があったからこそ、今日の津和野町があると思うのですが、そのことはどのように説

明ができますか。 

 ２つ目であります。津和野地区に移転することの検討について、これまで議員何人か

から、津和野に本庁舎をという声は確かにありました。しかし、先ほど来申しましてい

るように、３月までの庁舎問題検討特別委員会以外で、調査に関する特別委員会など、

議員提案は一度もありませんでした。このような中、議会として特別委員会でおおむね

了承としたことを、また改めて白紙に戻すようなことが町政に与える影響についてどう

思っていらっしゃるのか。そして、この請願が採択された後には、どのような見通しを

持っていらっしゃるのかをお伺いしたいと思います。 

 三つ目でございます。トータル四つ質問あります。三つ目です。津和野庁舎に移転す

べきという方が多数いらっしゃることは、十分私も承知しております。一方で、反対さ

れている方もいらっしゃいます。津和野町内のどの地域においても、大多数がどちらだ

というふうには言えないような現状において、本庁舎の移転は慎重にならざるを得ない

と私は思いますが、多数決をして少しでも多いほうが民主主義だということで、本庁舎

の位置を変える必要があるんだというようなお考えなのかどうかをお尋ねしたいです。 

 最後です。議会制民主主義の真っただ中にいる我々にとって、町民提案の住民投票で

はなく、議員提案による住民投票がこの請願にはうたわれています。議員提案による住

民投票は、議会制民主主義を我々みずからが否定することにもつながりかねないのでは

ないのかなと思っております。この町民提案ではなく議員提案で住民投票を求められて

いることについて、どのようなお考えをお持ちかをお示しいただきたいと思います。 

 以上４点、お願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  非常に質問が細かく、４点と言われて、ちょっと私の

ほうが整理がつきませんので、少し時間をいただけますか。 



○議長（沖田  守君）  暫時休憩といたします。 

午後１時 29分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 32分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  議長、５番。最初の庁舎位置と名称を天秤にかけるよ

うな議論の余地ではない、そのようなことで、議論があったからこそ、今日の津和野

があるということで、そのことについてはどうかという質問でございますが、二つの

町の合併ということで、やはり、その法定協議会の中で、最終的に名前、町名と庁舎

位置の問題がいわゆる合併の最大公約数というか、そのことに行き着いたのかと感じ

ますけども、私は議論がなかったとは言いませんけども、しかし、今後のあの当時の

両町、旧町の財政事情を見たときに、果たして１町でやれるかやれないか。やはり、

今は合併特例債なりいただけたり、普通交付税の算定替えをもらったりしながら、何

とか行政改革をしながら財政運営をせざるを得ないというような深い議論の中で、最

終的には、津和野という町は全国的にもということで、庁舎位置ということで、日原

に置くということで、合併が整ったということで、議論がなかったということではな

くて、非常に重たい判断だったと思っております。 

 しかし、合併以来、１２年と９カ月ですか、１３年たった中で、やはり、今のような

住民の思いで、これからの将来を、今の現実だけじゃなくて、これからの将来を見据え

たときに果たしてどうなのか。それはなぜかといいますと、先ほども少し申し上げまし

たが、人の流れ、物の流れをつくっていく。その一つの手法というか、津和野の歴史と

文化、その町の中に人が来る。そして、その人がいろんなことで、経済行為として、最

終的には地方税のいわゆる利用料なり、使用料なり、最終的には住民税の確保につなが

る。そのことから言えば、どこかの時点で、それをもっと加速化しないと、両町の感情

だけで、このまま、それは合併協定項目だから、これは未来永劫変えることはできない

のだというんじゃなくて、やはり、いつかの時点で、今後のことを考えたときにはその

必要ではないかということで、議論はそのときなかったんじゃなくて、合併をとにかく

することによっての合併のぼた餅をいただこう、あめをいただこうということで、その

当時のことは、そのようなことと思います。 

 それから、２番目の特別委員会の議決がまた白紙に戻すということで、私もそのこと

については非常に議員としての矜持にも欠けるというか、劣るようなことで、大変、少

し今回の請願とあの最初に庁舎問題等特別委員会を設置したときのその次元という言

葉が適切かどうかわかりませんが、もののあれが違うんじゃないかというような少し言

い逃れのようなことを思っておりますが、白紙に戻すというようなことになってはいけ



ないというようなことも、今も考えております。答弁にならんかと思いますが、御容赦

いただきたいと思います。 

 それから、３番目の多数決で何でもかんでもやりゃあ、物事が進むのかということで

ございますが、３分の２の特別議決ということがこの議案には伴うということは十分承

知しておりますが、やはり、請願の住民からの声というものを真摯に受けとめ、最終的

には特別議決という議会制民主主義というものをとる。そういうことを考えて、今の私

の立場で、そう考えております。 

 以上でございます。 

 住民投票のことについても触れておられますが、多数決と住民投票の部分も大方性格

が似ているのかなと思っておりますが、このぐらいにさせていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君、まだ、ありますか。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  一応、審査ということで、僕も準備してきました。で

きれば、住民投票についても答えていただきたいんですが、答えられないということ

であれば、構いませんけれども。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  非常に見識というか、勉強不足を露呈したところでご

ざいまして、住民投票というものがどういう行程で、住民投票条例に結びついて、そ

の辺については十分理解しておらない中で、全てを請願のことを十分理解した上でと

いうことであるのが本来の紹介議員たる責務かと思いますが、これについてはしっか

りしたお答えができません。 

○議長（沖田  守君）  板垣議員に申し上げますが、あなたがお答えできなかったら

ば、紹介議員に振られても結構ですよ。 

 板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  ５番。明確なというか、明瞭なお答えができる方にど

なたか、よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  ４番、道信俊明君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  住民投票なんです……。 

○議長（沖田  守君）  いいですか。今の住民投票の件だけについてね。 

○議員（４番 道信 俊明君）  はい。 

○議長（沖田  守君）  どうぞ。 

○議員（４番 道信 俊明君）  住民投票の件ですけども、当然これは結果としては、

参考意見になります。私の勉強では。それで、議員が発議して条例をつくるというこ

とまでは持っていけます。繰り返しますけども、これに拘束力はございません。あく

までも３分の２の議員としての議決ということになるということをつけ加えておき

ます。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君、了解ですか。３番、川田剛君。 



○議員（３番 川田  剛君）  これは住民投票のやり方を聞いたんではなくて、知っ

ています。住民投票には議会提案もあり、執行部提案もできるでしょうし、議会提案

というのが、なぜ、住民にも、執行部にも、議会にも、提案できる権利があって、そ

ういった中で、議会制民主主義というのは、我々は、今回は、選挙はございませんで

したが、それでも、付託されて、この場で審議をするという議席を預かっているわけ

です。ここで我々が住民投票を議会提案をすることは、住民にも与えられて、執行部

にも与えられている、３者皆が持っている権利の中で、議会がわざわざ自分たちの採

決権を放棄して、住民投票に委ねるということはどうなのかと。それが先ほどの４番

の質問にもつながってくるわけなんですけれども、ごめんなさい、３番ですね、３番

の質問にもつながってくるんですが、多数決をとったときに一人でも多いほうが民主

主義だと、議会の世界では５対６というようなこともあるかもしれませんけれども、

住民投票の中で１票でも２票でも多かった場合に、それが多数決だという結果になる。

それを私は恐れているだけでありまして、この住民投票を行う。また、その結果につ

いても、どのようにお考えになられているのかをお願いします。 

 それとあわせて、議長、よろしければ、住民投票の結果いかんについて、もしも実施

された場合、町長はどのようなお考えなのか。これ審査の過程で発言が許されるのであ

れば、お願いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  執行部に、あのような質問が振ってこられましたが、町長、

お答えいただけますか。 

 町長。 

○町長（下森 博之君）  先ほどからもお話が出ておりますように、住民投票の結果と

いうものが即効力を持つものではないわけでございます。それを参考に最終的には議

員の皆様方がどういうふうに判断をされるかということでございまして、最後は議会

の特別多数議決ということになりますから、議員さんの過半数でが、承認がされない

と、実現ができないということでありまして、３分の２の賛成がなければならない。

私も議会のプロではありませんので、もしかしたら、正確を期してないかもしれませ

んが、その３分の２というのは議長も採決に加われた中での、そして出席議員の３分

の２と、そういう議決になるんではないかというふうにも思っております。ですので、

住民投票はあくまでも参考であって、それを最終的に議員の方々が判断をされる材料

にしていかれるんだろうというふうに受けとめているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかに質問ございますか。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  先ほどの川田議員の質問で、ほとんど質問していただ

いたので、一つだけお聞きしたいことがあります。 

 請願の要旨に記載されている「役場庁舎を津和野庁舎隣接の県有地を取得して新築。

津和野庁舎の耐震化とあわせて本庁舎とすること」等、請願の理由の中にある「巨額の

経費を投じるのであれば、住民サービスを向上させるための充実した機能を」というと



ころなんですが、これはかなり矛盾があると私は感じております。役場庁舎を津和野庁

舎にごっそり日原から持って行ってしまうと、日原の庁舎が近い方にとっては住民サー

ビスがかなり低下することになると思うので、その点はどのようにお考えなのでしょう

か。 

○議長（沖田  守君）  はい。（発言する者あり）紹介議員で。（発言する者あり）

（「紹介議員に質問じゃい」と呼ぶ者あり）ちょっと待ってください。町長が補足を

したいということで……。 

○町長（下森 博之君）  恐れ入ります。先ほどの答弁でございまして、最初にも、答

弁の中でも申しましたけれども、急に当たりましたので、議会の運営方法については、

私は正確に調べたわけでありません。ですから、議長が採決に加わるというようなこ

とと、それから出席議員の３分の２というお話をいたしましたけれども、これはきち

っと調べた上で私が申し上げているわけではございませんので、そこだけは正確を期

して、ここ議会での発言にもなりますので、そのことをもう一つ、ちょっと、つけ加

えたかったということでございますので、御了承いただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  ５番、板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  新築、財政的なことを考えて新築ということと、住民

サービスの向上、相反する。そして日原地区におられる住民サービスは今よりも下が

ることも懸念されるというような、そういう発言であったと思います。 

 もろもろ一字一句を請願の中から読み取りますと、そのように何か気になる部分があ

るわけでございますが、全て私はそのとおりだということで、本来ならば紹介議員とし

ては、そのとおりということで受けることが本来かと思いますが、まずは本庁舎をでき

得れば、今回の耐震工事、そして狭小になった部分を少し増築せざるを得ない。そうい

う経過の中で何らかの形で増築というようなこともせざるを得ないという背景もあり

ますので、そのようなときにどうなのかなということも考えながら、全体的には本庁舎

を津和野にということを第一義として紹介議員としてなったところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。質問。１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  今関連する質問でございますけれども、県有地を取

得して新築ということでございますが、財政的負担はどれくらいを見込んでおられた

のか、これを検討するときに、それをお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  板垣議員ね、自分で答えられんな、誰か答えさしてもいいよ。

５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  まことにお恥ずかしい限りでございますが、これから

の質問については同僚議員のほうから、ぜひ、御回答をいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  誰を指名する。 



○議員（５番 板垣 敬司君）  いや、指名は、指名は、指名するちゅうことができま

すかね。どなたか補足でやってもらうということで、どうでしょうか。どなたか、補

足で……。 

○議長（沖田  守君）  補足できる人。４番、道信俊明君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  金額を出すところまでできるわけがないじゃないです

か。以上です。今の議員に対して、予算的に、何億、どのくらいかかるかという質問

がありましたけども、それを今のこの請願者に求めるというのは、それは無理です。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  今、同僚議員は金額提示は無理だと言いましたが、私

の解釈はですね、これ紹介するのに、ここに、せせらぎの改修事業費及び議場の増設

に６億６,０００万、津和野庁舎耐震改修に１億１,０００万円、合わせて約７億７,

０００万円が見込まれているとのことでありますと。そうしますと、これが既に７億

７,０００万見込まれているわけですよ。ただ、この請願の趣旨は、今、日原に本庁

舎として増設するのは６億６,０００万。じゃあ、これを、津和野をね、その土地に

これだけの経費をかけるんなら、津和野に置いたほうが見栄えがええじゃないかと。

だから、やはり、相当に金額をというならば、これに相当するような金額で見積もり

して、そういう宿舎を建てればいいわけです。だから、ここに金額は出ていると。こ

れをマックスで１０億も２０億もというわけじゃないでしょう。それは常識的に。こ

こに出とる数字の中でおさめればいいことです。本筋は、こういうふうに日原を本庁

舎にしているから、津和野に、これだけの金額かけるなら見栄えがいいところに、こ

れだけのものかけたらどうですかということなんですよ。そういうことです。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君、よろしいですか。岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  これを出されたときにそういうことの話をしておら

れるかどうかということを確めたかったので、結構でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか、質疑。いいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  本請願に反対の立場で討論いたします。 

 私も過去に、本庁舎を津和野に移すべきと考え、一般質問においても発言したことが

ありました。しかし、その後、旧両町民のそれぞれの考え方には、いまだ埋められない

溝があると感じ、まだそのときではないという考えに至りました。予算組みや課長職な

どの配置、ハード整備など、いまだに、あっちのほうが多いんじゃないかという話がい

ずれの地区からも聞こえてきます。我々議会は旧両町の隔たりなく議案を審議し、旧両



町のそれぞれの特色をなるべく生かすべく、提案や可決、時に否決してきたと思ってお

ります。そして、それらを提案してきた行政側も、旧両町が一つになるよう努力してき

たものと考えております。行政や議会のみならず、旧両町にそれぞれあったさまざまな

団体が議論を重ね、合併を行ってきたものも忘れてはなりません。これらのことは改め

て申し上げるべきものではありませんが、しかし、これらを踏まえて、本年３月、我々

議会は本庁舎の位置について、執行部が提案するものにおおむね了承する旨の特別委員

会における決定を報告したのではないでしょうか。特別委員会の審議の過程で、庁舎の

位置についても発言があったことを記憶しておりますが、庁舎の新築ではなく、既設の

診療所を活用することや津和野庁舎の拡張で旧両町民におおむね納得いただけるとの

認識ではなかったのでしょうか。確かに、殿町通りに本庁舎があることで得られるメリ

ットは認識しておりますし、多くの方々が津和野に本庁舎を移すことを望んでいること

も重々承知していますが、現在において、それに反対する方々も多数いらっしゃること

も事実であります。 

 また、執行部提案の見積もりが多額であるとのことですが、津和野庁舎を新築移転す

ることのほうが、建設コストがかかるのではないでしょうか。コストのことを考えるの

であれば、二つの庁舎よりも、むしろ、一つにしたほうがコストがかからないというの

が認識できることではないでしょうか。これまでの合併の経緯、住民感情を勘案し、執

行部案におおむね了承したのではなかったのでしょうか。津和野への庁舎移転が絶対に

だめだというわけではありません。今はそのときではないということです。今は、これ

まで諸先輩方が積み上げられてきた旧両町を一つにする一体感の醸成を我々はこれま

で以上に努力していかなければならないときではないでしょうか。旧津和野町でも、旧

日原町でもない、新津和野町民として生まれた方々は、まだ１３歳です。彼らがもしく

は彼らのもっと後輩たちが旧津和野町、旧日原町を意識しなくなったとき、彼らが本庁

舎は津和野地区にあったほうがいいと判断したとき、初めて検討されるべきではないで

しょうか。そのときに我々は、これまでの合併の経緯や、そして本日の議論を彼らに伝

える役割を担うべきだと思っております。よって、本請願には反対すべきであると改め

て申し上げ、討論を終わります。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  私は、この請願に対しまして賛成の立場で討論をさせ

ていただきます。 

 いろいろ問題はありますが、まず私は、ちょっと合併協議会におきまして、いろいろ

討議されたところから合併協定書がつくられているわけです。そこから、ちょっと入っ

てみたいと思うんですよ。それで、ちょっと調べましたけど、合併協定書で開いてみま

すと、最初に、どういう合併の形をとるか。これ対等合併でした。それは年月日が１７

年９月２５日ですか。それから町名が津和野町にするんだと。それから本庁舎、どこへ

置くかということで、これは日原に置くんだと。そういうことがるる述べられています。 



 それで、これ合併協定書、私見ました。これはある程度、法的には拘束されてないん

で、これ紳士協定なんですね、一種の。守りましょうと、基本的に守りましょうと。そ

れで、じゃあ、いつまで守るのかと、これを。ちょっと期限があるのかと思ってめくっ

てみるけど、期限が見当たらないんです。私の見たところでは。つまり、これは、じゃ

あ、不磨大典の永遠にこの永続的にこの合併協定書を守らなきゃいけないのかと。どう

も、そうでもないみたいですね、期限がないから。だから、期限がないというのは、恐

らくこの合併協定書はある一定の時期が来たら、あなたたち町民で見直しなさいよと。

見つめ直しなさいよと、その時点で、そのケース、ケースで、そのタイムタイムで、そ

の情勢に合ったような協定書は見直しをしなさいということを暗に指示しているわけ

ですよ。それが一番いい例が、どういうことになってあらわれているかといいますと、

これ合併するときに、何のために合併したかというと、１番のメリットは財政的に二つ

の、日原町、津和野町に今まで交付されていました地方交付金を合併しましたら、合併

算定として、向こうその年を含めて１０年間保障しましょうと。合併算定と言います。

そして１１年前から、向こう５年間は合併算定と、そして１０年後に、今まで二つの自

治体に出していた交付金を一つの、いよいよ１０年たちましたので、津和野町を一つに

して定めるしかありませんということで、それに対する地方交付金というのがあります

よね。その差額を５年間で消化するようになっているわけです。つまり、トータルして

１５年ぐらいですか、この財政的な特典を得たのは。それが今２８年に１０年終わって、

それから、ずっと来て、あと二、三年で、その５年も消化する時期に来とんじゃないで

すか。ということは、財政的にも、そこまでしか面倒は見られませんよということなん

ですよ。あとはその一つの町になったところで、よく財政的なことも考えながら、その

町で知恵を絞って、財政運営やりなさいよと、そういうことなんですよね。だから、こ

こは一つ客観的な例です。 

 それから、二つ目が地域審議会というのが設けられたんです。この合併のときに。日

原の地域審議会、津和野の地域審議会設けられたんですよ。ところが、これが、役割は、

１、新町建設計画の変更に関する事項、それから２が新町建設計画の進捗状況に関する

事項、それから３がそのほか町長が必要と認める事項について、約、委員１０人以内で

構成されているんですよ。それで、こういうことを諮問して、いうならば、町長に諮問

するんでしょうね。つまり、新町計画を１０年間の間に、いろいろなことは今言う問題

があった場合は直していきなさいよという、これは地域審議会で協議しなさいと。その

期限がなぜ１０年なのかということなんですよ。永遠には書いてない。１０年でおきな

さいと。平成２８年３月に解散しているんですよ、これ。つまり、それまではお互いが

地域ごとに話し合って問題を解決しなさい。しかし、それ以降は、これはもう１０年で

町民が一体感を醸成できなければいけませんよという暗示なんですいね、これ、地域審

議会があるというのは。だから、これは解散しているんですよ。つまり、この時点にお

いては、我々は、津和野地区じゃ日原地区じゃ言うんじゃなくて、地域の一体感は既に



醸成されてなければいけない。それから、その先は、一体感の津和野町として全てをど

う煮詰めていくかと、そういう時期に入っているわけです。だから、私は、先ほど川田

議員は今ではないと言うけど、私はまさに今なんですね。それでいいことは、庁舎の大

改修を今から津和野も日原も行うと。この時期なんですよ。この時点をまさに天が授け

てくれた見つめ直す時期だと、ここに行っているわけですよ。だから、１０年過ぎて、

それぞれ客観的事情も、もう１０年たったら一人前ですよと。そういうお墨つきをもら

っているわけ。そして我々町民も、いつまでも、２０年、３０年も甘えるわけにいかん

です。１０年たって、こういう客観的でお墨つきがなくなったら、自分でいかに運営し

ていくかを考えなきゃいけない時期に来ているんです。それがまさにこの改修に面して、

我々知恵を絞って、じゃあ、今までは日原本庁置いたが、津和野が今どういう津和野な

のか、観光立町として、要するに観光客を全国から迎える。そして、その観光客に対し

て、どこに本庁があったら親切であり、また、観光経済から受ける恩恵をどこに本庁が

あったら恩恵を受けられるのか。そして、対外的にいろいろなお客さん来られます。ど

こに本庁があったらお客さんが満足して帰るのか。そういうことを総合的に勘案した場

合に、今、本当に日原に本庁をそのまま置いていいのか。それとも、今、そういうこと

を勘案して、全てを、今、津和野のそこに、要するにそれなりのものを、ぜいたくは言

いません。本庁として定めればいいんじゃないかと。そういうことをこの請願において

は、気持ち、趣旨、願いとして、津和野地区が、住民じゃなくて、全体の一体感の中の

町民の意思として、ここに請願を出しているわけで。だから、そういう意味で、私はぜ

ひこの際、津和野地区に本庁を置くことが我々の英断であるとそういうふうに思うわけ

であります。 

 以上、賛成討論を終わります。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言者を許します。１番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  私は、この請願に反対の立場で討論に参加をしていき

たいと思います。 

 まず、本請願で述べられております本庁舎を津和野地区へとの意見でありますが、私

は、今なぜ本庁舎を津和野地区に移転しなければならないのか、その理由が明確でない

ということであります。日原地区に本庁舎があることで行政運営上支障を来しているこ

とがあるのでしょうか。また、津和野町民にとって、どのようなデメリットが今生じて

いるんでしょうか。 

 まず、請願の内容でありますが、合併協議で決定した町名と本庁舎の件について、町

名は議論する余地もなく、庁舎の位置と天秤にかけて議論するようなものではなかった

との発言であります。私は、この言葉を聞きまして、いかにも本庁舎が日原地区にある

ことが何か間違いでもあったようなこの発言に聞こえてならないんです。合併後１２年

が今経過をいたしました。お互いにですね、頑張ってきた、今、このような言葉が発せ

られることに対し、私はとても残念でなりません。両町が合併するために妥協したもの



で、その結果、合併が行われ、今日があるわけであります。合併に携わった多くの人、

町民に対しても、この言葉は、私は大変残念でなりません。まず最初にこのことを申し

上げ、少し反対の理由を述べていきたいと思います。 

 １点目でありますが、県の公共機関など集中している津和野地区こそ本庁舎があるべ

きとの発言でありますが、私は最も大事なことはですね、住民福祉をいかに全ての町民

に公平に提供できるか判断すべきと考えます。日原地区は津和野町内においても、ほぼ

中心に位置をしていると思っておりますし、益田圏域でも中心的な位置であります。ま

た交通の要衝でもあり、本庁舎としての機能が十分発揮できる地区であると私は考えま

す。 

 また、全国の多くの人が津和野町の本庁舎は津和野庁舎であると思っているというこ

とでありますが、確かにそういう人もおられるかということは思っております。しかし、

そのことが津和野町にとってどのような悪影響があるのか。このことはわかりません。

町内のどこに本庁舎があろうと、津和野町民が決めたもので、何ら私は問題ないと考え

ます。このことが本庁舎を移転しなければならないような重要事項とは思いません。 

 ２点目でありますが、津和野庁舎における参事職の配置の件であります。 

 合併時の約束事がないに等しいとの発言でありますが、このことは現在一時的に配置

されていませんが、必要とあれば配置をするとの町の考えであり、合併時の約束を破っ

ているものではありません。そもそも参事職の配置とこの本庁舎の位置問題を私は同じ

レベルで考えることは大きな判断間違いを生じかねないというふうにも思っておりま

す。本庁舎の位置問題については、もっと大所高所から判断されるべきものであり、こ

の点についても本庁舎を移転しなければならない理由にはならないと考えます。 

 ３点目に、津和野殿町通りの町並みの整備について述べられておりますが、このこと

は、私は本庁舎とはかけ離してでも、やはり、やるべきことであれば、きちんと検討し

ていくべきものであるというふうに考えます。 

 以上のとおりでございますが、現時点で本庁舎を移転しなければならないような大き

な理由は、私は考えられないと、そういう思いであります。 

 合併後１２年が経過したわけですが、合併に携わった多くの人や町民の皆さんは、ま

だまだ合併時の最も重要事項である本庁舎問題については関心も高く慎重な対応が求

められると思います。とはいいましても、仮の話ではありますけども、今後何年かたっ

たときに、大きく社会情勢が変化して、どうしても本庁舎を移転しなければならないよ

うなことが起こる。そういうことも考えられます。そのときは当然ですね、私は本庁舎

問題を検討すべきと、そういうふうに思っております。しかし、今そのことを行う時期

ではないと考えます。住民投票によって決することの要請もされていますが、これを実

施すれば、最終的にはどちらか本庁舎が決まるわけでございますが、必ず町の中を二分

するというような結果も起こりかねない。今このような本庁舎の引き合いをするときで

は、私はないというふうにも思っております。得るものよりも失うものが多く、津和野



町の発展に逆行することになりかねないというような思いもしているところでござい

ます。 

 ７,５００人の小さな町であり、観光の町であります。今こそ一体感の醸成をさらに

進め、町民が一体となり、町外の人を迎え入れ、少子高齢化を乗り越えていかなくては

なりません。間違っても両地区民の対立を招くようなことだけは避けていかなくてはな

らないというふうに思っています。 

 請願の中でも言われておりますように、この庁舎問題は将来の津和野町の縁を決する

重要案件であります。このことを肝に銘じて判断をしていかなければならないというふ

うに考えます。 

 以上、反対討論といたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。４番、道信俊明君。 

○議員（４番 道信 俊明君）  詳しいことは、私、何度も言いますように一般質問の

中でやっておりますので、賛成の中で、私は唯一、前に議員ではなかったので、特別

委員会のことを知りません。もし、これが本会議の議決事項であったならば、私はそ

れに従います。ですから、この重みというのを精神的なものに捉えるのか、あるいは、

本当にそれは守らなければならないのかというところの判断を、また、これからも議

論をしていかなければならないと思っておるんですけども、そこが非常に聞いていて、

私なんかどうなるんだろうみたいな感じがしました。 

 それから、もう一つ、もう１点です。移転というのは、合併協定の中では、何丁目、

何番地と書いてあります。日原町とか、津和野町という大きなくくりではありません。

さらに、それは条例にも同じように書かれております。ですから、今の本庁舎あるいは

分庁舎は１歩でも動けば３分の２の特別議決になるものと思っております。当然、私は

もろもろの中で津和野に本庁舎をというのが持論ですので、当然賛成の討論といたしま

す。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  反対の立場から討論をさせていただきます。 

 住民の方々が自分の思いを議会に託すために請願を出されること自体は憲法でも保

障された権利なのです。しかし、それを議会に任せて、議会がその請願を上げるかどう

かを判断するのがこの場です。議会としては、私たち津和野町議会は昨年１２月定例会

において、津和野庁舎建設問題等調査特別委員会を立ち上げ、現在の本庁舎と日原第２

庁舎を日原診療所１階に移設することにはおおむね異論はないと、ことし３月議会で調

査意見を出しています。この請願内容は３月議会に出した調査意見とは相反するもので、

その同じ津和野町議会としての意見として許されるものではないと考えます。 

 また、本庁舎の位置は合併の成否にかかわるような議論の末、現在の位置に決まった

もので、１３年近くたったからといって、なしになるものではありません。１３年近く

たった今、多くの町民が新町として一体となるべく難局を乗り越え、いろいろな議論を



尽くしながら一体となろうとやってきました。しかし、この請願が出たことにより今町

内はざわついています。せっかく一体になろうとしていたこの津和野町、このまま、ざ

わつかせていくわけにはいきません。 

 先ほど合併協定はいつまで守らなければならないかというお話がありましたが、合併

協定はやはり一体感がしっかりとまとまり、津和野も津和野地域も日原地域もないよ、

みんな一緒に津和野町を盛り上げていこうという一体感が生まれたときに合併協定は

もういいんじゃないかということになるんだと私は考えます。 

 また本庁舎は、この請願の中に入っている本庁舎の位置は災害対策本部を置く場所と

なります。私は今ある本庁舎の中に、今現在の本庁舎の中に災害対策本部があることが

とても心配でならないので、何度か、町長にどうにかしてほしいということを質問して

きました。やっと、安全な場所に本庁舎が移るという思いで安堵していましたが、もし、

この本庁舎をこの請願の場所に移すとなると、また大変な不安を抱えながら、この町に

住まなければならなくなります。そして、こちらにある本庁舎の一部分持っていくとか、

そういうものではなく、この請願の内容は、ごっそり津和野のほうに持っていくべきだ

という内容と私は理解しております。住民のサービスの低下はもうそこで絶対起きると

私は考えます。 

 以上の理由から、反対します。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。７番、御手洗剛君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  それでは、賛成の立場で討論をしたいと思います。 

 ３月に一応の結論が出ました庁舎問題等調査特別委員会、この方向性については、基

本的に、本庁舎と津和野庁舎並びにそれに関連する施設が本町は老朽化している。その

耐震化を急がなくてはならない。安全な場所に庁舎にしなくてはならないという視点が

中心となっての対応であったかというふうに理解しております。３月の特別委員会にお

きましては、それを極めて重要なものとして認識し、執行部案におおむね賛成というこ

とで、私自身も同意するような恰好になったところであります。 

 そのうち、旧津和野町民の代表の方から、また組織から、この新たな請願書が出てま

いりました。旧津和野の住民の皆様方は、かねがね、やはり、本庁舎のあるべき姿、こ

れについていろいろと御意見もいただいて、我々もその声に耳を傾けてきたところであ

ります。特別委員会においては、本初の論議というものは、やはり、現在の本庁舎の位

置がふさわしくないという前提の中で、日原診療所のほうへ移転するということでござ

いました。それについては賛成をしたわけでございますが、町民のこの十数年来の合併

後の動きの中で、町民の声として、やはり、本庁舎を津和野にというまあ、いわば、悲

願であります。経済の中心でもあるというふうなこと、また、その前提には、観光事業

を進める中で、やはり、津和野に一つの動きをつくる資源があるという前提の中でそう

いった思いをされておって、そういった請願に結びついたんであろうということで、こ



の請願にも旧津和野を上げてこられたということについては、反対する余地はないと理

解をして紹介議員となりました。 

 紹介議員となりまして、全てをこの請願者のとおりに実現できるということは無理で

あろう。近い将来の中で論議を深める中で、こういった議論を合併後十数年たったこの

段階で一つ議論を始め、この請願に近づくような動きをしても問題はない。やはり、こ

ういった時期に議論をすべきだということも理解する中で、賛同いたします。やはり、

今後の津和野町をつくる上で、今までが全て、現状が全てであるということの認識だけ

ではなく、やはり、論議する場は当然持つべきだということの中で理解いたしましたの

で、その意味で賛成するものでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかに。１１番、原案に反対者の発言を許します。１１番、

岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  それでは、原案に反対の立場で討論を申し上げます。 

 この日原診療所のところに本庁舎を移転するという話は、もともとがせせらぎが津和

野共存病院の３階に移転しなければ大幅な赤字が出るということで、それはもう日原地

区民も今後の橘井堂の経営を考えたときにやむなしという答えの中から、旧日原共存病

院建物、診療所がそれでは廃屋になっていくということで、庁舎も今の日原の本庁舎は

土砂災害警戒区域にあり、いざという、先般も大阪のほうで震度６弱の地震がありまし

た。これでも大きな被害を受けておられます。そんなことを考えたときに、現在の日原

の庁舎、そして津和野の庁舎ともに倒壊をし、そして、これは災害対策本部としても機

能しなくなるという、そういうことが発端だったと思うことであります。その中で、特

別委員会で議決されて、特別委員会で答申が行ったことは、これは議員も、その当時の

議員も、みんなの意見を集約して出したものであるし、それは尊重してまいりたいと思

うことであります。 

 それと津和野地区の方々からもお電話をいただいて、ぜひ、お話を聞きに来てほしい

ということで何カ所か参りました。その中で、今の津和野庁舎で不満に思っている人は

ほとんどいないと思うと。それよりも、まず津和野庁舎を耐震補強して、地震が来ても

倒壊しないような、そういうことをしてほしい。そして、また、庁舎に巨額の費用をか

けるならば、むしろ、子育てや、その分を子育てや医療、福祉、そして教育、観光に使

ってほしいという、そういうたくさんの声をいただいたことでありました。そして、旧

津和野町時代から長く町政にかかわっておられた方からも、住民投票は住民と住民が町

を二分するような戦いとなるので、それだけは絶対に避けてほしいという、そういうこ

とも伺ったことであります。私は特別委員会の答申を尊重して、そして、今一番急がれ

ることは、先般の大阪の地震のような地震が来ても、そのときにちゃんと役場が災害対

策本部として機能し、住民の生命安全を守るために機能していく庁舎として進めていく

べきだと思います。 



 このたびの請願で気持ちがわかる部分はございますけれども、やはり、特別委員会の

議決に基づいて進めていくべきだと思い、反対の討論といたします。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。賛成者の発言を許します。２番、米澤宕

文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  賛成の立場で発言をいたします。 

 先ほども言いましたが、津和野地域の自治会連絡協議会会長４地区、つまり、木部、

畑迫、津和野、小川会長の連盟の請願であります。 

 合併から１０年を経過しまして、ちょっと前からいろいろ多少は聞いとった覚えがあ

るんですが、この時期で出てくるとは思っておりませんでしたが、いつかは出てくる問

題であります。この請願を機会にいろいろと検討また協議する時期が来たのではないか

と思っております。 

 以上簡単ですが、賛成の討論といたします。 

○議長（沖田  守君）  ほかに反対討論ありますか。８番、三浦英治君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  反対の立場から討論させていただきます。 

 まず、津和野の町、津和野地区に本庁舎がもし移ったとして、観光客がふえて、津和

野町全体がよくなるのかという疑問があります。幻にとらわれているんじゃないかなち

ゅう、もっと論議する余地がいっぱいあるのではないかなというのが私の考えで、一般

質問でもしましたけども、まず周辺部、限界集落の話をしたのもそこなんです。周りを

助けることによって全体が生きてくるというのが私の考えで、それともう一つは、行政

区、例えば、観光区、経済区、何でそのすみ分けができないのか。大都市を見ても、例

えば、オーストラリアでは、行政、キャンベラ首都、もうシドニーというでっかいのが

あって、そこへすごい人が来ているって、そういうのが日本でもあちこちあります。そ

ういう、なぜ、すみ分けができないのかというのが一つあるのと、今の時点で、同僚議

員からも時期尚早であるという意見が出ておりますけども、まず、新築の場合、コンク

リの場合、耐用年数６０年と言われております。今の診療所が平成元年。ということは

今３０年たっているということです。そして、よく考えなきゃいけないのは今の人口の

減少です。今提示されている目標人口、津和野町３０年後、今より２,８００人減を見

ております。これが社人研になりますと４,６００人の減少ということになっておりま

す。津和野町の目標値が２,８００人減ということ、これが３０年後です。そうなると

環境もすごく変わってくると思います。いろんな面で。同僚議員からも出ましたけども、

次世代の今の３０代、４０代が論じるころが、例えば、病院の中に改修工事が入ったら、

その時期にまた議論するときではないかなという気がしております。そうした意味で、

今じゃないというのが大きな違いと、行政が考えたいかに今の経済が、経済コストを考

えた中での改修工事ということで認識しております。それ以上に福祉、もっとしなけれ

ばいけないこと、論じなければいけないこと、いっぱいあります。そして、また、この

問題で、合併協のときもそうだったと思うんですが、混乱することによって、今しなけ



ればいけないことがどんどんどんどんおくれていく。住民サービスも低下していく。も

っと議員としてやらなければいけないことがいっぱいあるのじゃないかなというのが

正直な気持ちです。とにかく、この本庁舎を移すどうこうちゅうのは時期尚早であると

思わざるを得ません。ということで、反対とします。 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  私は特別委員会のときにも賛成討論をしたわけであ

りますが、なぜ、請願が提出されたか。これを原点に返って考えるべきであろうと思

っております。合併協議会の経緯について、町長も当時の日原町の議会議員で経過は

十分知っておられるはずであります。まず、平成１６年１月１３日から平成１７年９

月２４日まで、合併協議会の解散までですね、実に委員会が３７回、任意協議会が４

４回、法定協議会が２９回、監事会が４５回、専門部会、分科会が３０２回、町長選

定委員会が６回、協議第６９号協定項目の第１３事務組織機構の取り扱いについて、

参事は津和野庁舎に設置することになったのであります。当時、津和野側は津和野庁

舎に助役を置くことを強く主張したわけでありますが、日原側の反対があり、協議の

結果、助役のかわりに特別職に準ずる一般職の統括責任者参事を配置する。このこと

で意見の一致を見、合併協定項目に明記されたわけであります。 

 新町では、行政組織規則第４条職員及び処遇で、組織表で津和野庁舎に参事というふ

うに明記してあります。また、庁舎等の管理規則第３条庁舎管理責任者の津和野庁舎管

理責任者は参事というふうに明記してあります。町長の職務代理者の順序に関する規定

では、地方自治法第１５２条第３項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員

は参事または課長の職にある職員と、このように明記してあるわけであります。 

 そういったことにおいて、町長は私が一般質問をしたときに、町長は参事職を廃止し

たのではないというふうに強弁されておりますが、参事を１年間置かないということは

町の規定に、規則に違反する行為ではないのでしょうか。また、合併協定の不履行、町

村合併条件の前提が崩れたというふうに理解をされても仕方がない。このように思うわ

けであります。町長は参事の件については、財政上の件で３０万から５０万倹約できる

んだと。また、この参事に対する意見が一、二件ぐらいしかなかったということを申さ

れておりますが、町長が知っておられるか知っておられないか知りませんが、大事な案

件が２件も３件も津和野庁舎では起きておるわけでございます。日原の議員はそねえな

ことは一つも知りません。簡単げに参事が設置されてないことをもっと私は認識すべき

であるというふうに思っております。 

 そういったことで、合併協定の基本が崩れてよいのであれば、庁舎問題も崩れてもよ

いというふうな判断のもとに、今回このような請願が出されたことを認識していただき

たい。 

 また、ことしの３月２７日に津和野町議会最終日に、町長より日原山村開発センター

について、再改築には約５億円かかるので、第２庁舎、現在議場及び建設課跡の建物、



ここですね。ここの移転が適切と判断し全協に出されたわけでございます。３月２７日

といいますと、我々任期は４月末であります。本会議が最終議会で移転計画の案を出さ

れても審議できるわけがない。そこで私は議長に提案をいたしました。本日ではこの案

件を議論する時間はないと。だから、５月に新しい議員が選任されたときに、そこで庁

舎問題を検討していただきたいと、こういう発言をしたと覚えております。こういった

いろいろなことを鑑みたとき、なぜ、このような約束事ができなかったか。これが一つ

の大きな要因であります。津和野町民は参事を置かれないことで大変不安に思い、そう

いった意見が出てきたわけであります。そういったことも踏まえて、今回の本庁舎建設

が、合併協定基本が崩れてよいのであれば、庁舎問題も崩れてもいいじゃないかという

ことで、このような請願が出されたことは間違いないと私は思っております。そういっ

たことも踏まえて、これからは、もっと、町長、前向きに協議をする場を設けていただ

きたい。このように申し上げまして、私は、この案件については賛成の立場で討論とい

たします。 

○議長（沖田  守君）  反対の立場の意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより請願第１号を採決をいたします。本請願を採択することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、請願第１号津和野町役場

本庁舎の津和野地区への移転と新築を求める請願については、採択と決定をいたしま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．各委員会からの閉会中の継続調査の申出について 

○議長（沖田  守君）  日程第２４、各委員会からの閉会中の継続調査の申し出がご

ざいます。これを議題といたします。 

 各委員会から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中の継続調

査の申し出があります。 

委員会 目 的 事 項 期 限 

総務経済 
議会活動に資するため

の所管事務調査 
商工業の実態について 

９月定例会ま

で 

文教民生 〃 
保育事業と障害者事業

について 

９月定例会ま

で 

広報広聴 所管事務調査 
広報発行広聴活動に関

する事項 

現在の議員任

期満了まで 



議会運営 所掌事務調査 
議会の運営に関する事

項 

９月定例会ま

で 

○議長（沖田  守君）  お諮りをいたします。申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  異議なしと認めます。したがって、各委員会からの申し出の

とおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上をもちまして、本日の日程全て終了いたしました。長丁

場でありました。大変御苦労でございました。会議を閉じます。 

 平成３０年第４回津和野町議会定例会を閉会します。御苦労でございました。 

午後２時 38分閉会 

────────────────────────────── 
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